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【届出の対象とした募集（売出）

内国投資証券に係る投資法人の名

称】 

スターツプロシード投資法人 

【届出の対象とした募集（売出）

内国投資証券の形態及び金額】 

形態：投資証券 

発行価額の総額：一般募集   4,710,810,000円 

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 

191,100,000円 

  

（注１）発行価額の総額は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額

です。但し、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行

い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集

における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。 

  

（注２）売出価額の総額は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額

です。但し、今回の売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、本

投資証券（以下に定義されます。）1,000口を上限として行われる予定のオー

バーアロットメントによる売出しであり、売出価額の総額はその上限を示した

ものです。 

【安定操作に関する事項】 １. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場

投資証券について、市場価格の動向に応じ必要があるとき

は、証券取引法施行令（昭和40年政令第321号、その後の

改正を含みます。）第20条第１項に規定する安定操作取引

が行われる場合があります。 

２. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所有価証券市場

を開設する証券取引所は、株式会社ジャスダック証券取引

所です。 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 



第一部【証券情報】 
  

第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】 
  

１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】 

(1）【投資法人の名称】 

スターツプロシード投資法人 

（英文表示：Starts Proceed Investment Corporation） 

（以下「本投資法人」といいます。） 

（注）本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。）に

基づき設立された投資法人です。 

  

(2）【内国投資証券の形態等】 

 本書により行われる募集（以下「一般募集」といいます。）及び後記「(3) 発行数」の注記において定

義されるオーバーアロットメントによる売出しの対象である本投資法人の投資口を表示する投資証券（以

下「本投資証券」といいます。）は、記名式かつ無額面であり、投資主の請求による投資口の払戻しが認

められないクローズド・エンド型の投資証券です。 

 本投資証券について格付けは取得していません。 

（注）投信法上、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員たる地位を「投資口」といい、その保有者を「投資主」といいます。「投資

証券」は、投資法人の投資口を表示する有価証券であり、本投資証券を購入した投資家は、本投資法人の投資主となります。 

  

(3）【発行数】 

25,700口 

（注）後記「２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した

上で、一般募集とは別に、一般募集の主幹事証券会社である新光証券株式会社が本投資法人の投資主であるスターツアメニティー株式会

社より1,000口を上限として借り入れる本投資証券（以下「借入投資証券」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによ

る売出し」といいます。）を行う場合があります。 

  

(4）【発行価額の総額】 

4,710,810,000円 

（注）後記「(14) その他 ①引受け等の概要」冒頭に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(14) その他 ①引受け等の概要」に記載の引

受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本書の日付現在における時価を基準

として算出した見込額です。 

  

(5）【発行価格】 

未定 

（注１）発行価格決定日（下記（注２）に定義されます。）における株式会社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダック証券取引所」とい

います。）の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満の端数切捨て）を

仮条件とします。 

（注２）上記（注１）記載の仮条件により投資口に係る投資家の需要状況を勘案した上で、平成18年11月13日（月）から平成18年11月15日

（水）までのいずれかの日（以下「発行価格決定日」といいます。）に一般募集における価額（発行価格）及び申込証拠金を決定し、

併せて発行価額（本投資法人が本投資証券１口当たりの払込金として引受人から受取る金額）を決定します。 

（注３）後記「(14) その他 ①引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）は異なります。発行価格の総額と発

行価額（引受価額）の総額との差額は、引受人の手取金となります。 

  

(6）【申込手数料】 

申込手数料はありません。 

  

(7）【申込単位】 

１口以上１口単位 



  

(8）【申込期間】 

平成18年11月16日（木）から平成18年11月20日（月）まで 

（注）申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格決定日において正式に決定する予定です。なお、上記申込期間につい

ては、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握期間は最長で平成18年11月６日(月)から平成18年11

月15日（水）までを予定しておりますが、実際の発行価格及び申込証拠金の決定期間は、平成18年11月13日（月）から平成18年11月15日

（水）までを予定しています。従いまして、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成18年11月14日（火）から平成18年11月16日

（木）まで」となることがありますのでご注意下さい。 

  

(9）【申込証拠金】 

申込証拠金は、発行価格と同一の金額です。 

  

(10）【申込取扱場所】 

後記「(14) その他 ①引受け等の概要」に記載の引受人の全国本支店及び営業所 

  

(11）【払込期日】 

平成18年11月24日（金） 

（注）払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格決定日において正式に決定する予定です。なお、上記払込期日につい

ては、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需要状況等の把握期間は最長で平成18年11月６日（月）から平成18年

11月15日（水）までを予定しておりますが、実際の発行価格及び申込証拠金の決定期間は、平成18年11月13日（月）から平成18年11月15

日（水）までを予定しています。従いまして、払込期日が最も繰り上がった場合は、「平成18年11月21日（火）」となることがあります

のでご注意下さい。 

  

(12）【払込取扱場所】 

株式会社りそな銀行 大手町営業部 

東京都千代田区大手町一丁目１番２号 

（注）上記払込取扱場所では、本投資証券の買付けの申込みの取扱いを行いません。 

  

(13）【手取金の使途】 

 一般募集における手取金（4,710,810,000円）については、一般募集と同日付をもって決議された第三

者割当による投資口の追加発行（もしあれば）における手取金（上限183,300,000円）と併せて、本投資

法人による、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 (2）投資対象」に記載の

取得予定資産である特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同様とします。）の取

得資金及び借入金の返済の一部等に充当します。 

（注）上記の手取金は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額です。 

  

(14）【その他】 

① 引受け等の概要 

 以下に記載する引受人は、発行価格決定日に決定される予定の発行価額（引受価額）にて本投資証券の

買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受人は、払込期日に発

行価額（引受価額）の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額（引受価額）の総額との

差額は引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 

  引受人の名称 住  所 
引受投資口数 
（口） 

  新光証券株式会社 東京都中央区八重洲二丁目４番１号   

  野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号   

  中央証券株式会社 東京都中央区日本橋室町一丁目５番３号 未定 

  みずほインベスターズ証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番16号   

  ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町７番12号   



（注１）引受投資口数及び引受けの条件は、発行価格決定日に決定する予定です。 

（注２）本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している資産運用会社（後記「② 申込みの方法等 ホ．」に定義されます。）

は、発行価格決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結する予定です。 

（注３）上記引受人は、引受人以外の証券会社に本投資証券の販売を委託することがあります。 

（注４）以下、新光証券株式会社を「主幹事証券会社」という場合があります。 

  

② 申込みの方法等 

イ．前記「(8) 申込期間」に記載の申込期間内に前記「(10) 申込取扱場所」に記載の申込取扱場所に申

込証拠金を添えて行うものとします。 

ロ．申込証拠金には利息をつけません。 

ハ．申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新投資口発行払込金に振替充当します。 

ニ．本投資証券の受渡期日は、払込期日の翌営業日です。本投資証券は、株式会社証券保管振替機構（以

下「保管振替機構」といいます。）に預託され、受渡期日から売買を行うことができます。なお、本

投資証券の券面の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知した投資家には、当該受渡期日以降に証

券会社を通じて本投資証券の券面が交付されます。保管振替機構に本投資証券を預託した投資主は、

名義書換を行う必要はありません。 

ホ．引受人は、本投資法人の指定に基づき、スターツアセットマネジメント投信株式会社（以下「資産運

用会社」といいます。）の株式を保有するスターツアメニティー株式会社及びスターツコーポレー

ション株式会社に対し、一般募集の対象となる本投資証券のうちそれぞれ1,800口及び900口を販売す

る予定です。 

  

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】 

(1）【投資法人の名称】 

 前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (1) 投資法人の名称」と同じで

す。 

  

(2）【内国投資証券の形態等】 

 前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (2) 内国投資証券の形態等」と

同じです。 

  

(3）【売出数】 

1,000口 

（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、主幹事証券会社が行

う売出しです。従いまして、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出口数の上限を示したものであり、需要状況等に

より減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが行われない場合があります。 

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資証券は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事証券会社が本

投資法人の投資主であるスターツアメニティー株式会社から1,000口を上限として借り入れる予定です。 

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、本投資法人は、主幹事証券会社が借入投資証券の返却に必要な本投資証券を取得させ

る目的で、平成18年10月27日（金）開催の本投資法人の役員会において、主幹事証券会社を割当先とする本投資法人の新投資口1,000口の

第三者割当による追加発行（以下「本件第三者割当」といいます。）を、平成18年12月19日（火）を払込期日として行うことを決議して

います。 

また、主幹事証券会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から平成18年12月15日（金）まで

の間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資証券の返却を目的として、ジャスダック証券取引所において、

オーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を

行う場合があります。主幹事証券会社がシンジケートカバー取引により取得したすべての本投資証券は、借入投資証券の返却に充当され

ます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、主幹事証券会社の判断で、シンジケートカバー取引が全く行われず、又はオー

バーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引が終了される場合があります。 

さらに、主幹事証券会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操

作取引により取得した本投資証券の全部又は一部を借入投資証券の返却に充当することがあります。 

オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入投資証券の返却に充

  合計 25,700 



当する口数を減じた口数について、主幹事証券会社は本件第三者割当に係る割当に応じる予定です。そのため、本件第三者割当における

発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な発行数がその限度で減少し、又

は発行そのものが全く行われない場合があります。 

  

(4）【売出価額の総額】 

191,100,000円 

(注) 売出価額の総額は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額です。 

  

(5）【売出価格】 

未定 

（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とし

ます。 

  

(6）【申込手数料】 

申込手数料はありません。 

  

(7）【申込単位】 

１口以上１口単位 

  

(8）【申込期間】 

平成18年11月16日（木）から平成18年11月20日（月）まで 

（注）上記申込期間については、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (8) 申込期間」に記載の申込期間と同

一とします。 

  

(9）【申込証拠金】 

申込証拠金は、売出価格と同一の金額です。 

  

(10）【申込取扱場所】 

新光証券株式会社 本店及び全国各支店 

 



(11）【受渡期日】 

平成18年11月27日（月） 

（注）上記受渡期日については、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (11) 払込期日」に記載の払込期日の翌

営業日とします。 

  

(12）【払込取扱場所】 

該当事項はありません。 

  

(13）【手取金の使途】 

該当事項はありません。 

  

(14）【その他】 

① 引受け等の概要 

該当事項はありません。 

  

② 申込みの方法等 

イ．前記「(8) 申込期間」に記載の申込期間内に前記「(10) 申込取扱場所」に記載の申込取扱場所に前

記「（9) 申込証拠金」を添えて行うものとします。 

ロ．申込証拠金には利息をつけません。 

ハ．本投資証券は、保管振替機構に預託され、前記「(11) 受渡期日」に記載の受渡期日から売買を行う

ことができます。なお、本投資証券の券面の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知した投資家に

は、当該受渡期日以降に証券会社を通じて本投資証券の券面が交付されます。保管振替機構に本投資

証券を預託した投資主は名義書換を行う必要はありません。 

  

３【その他の事項】 

（前記１及び２の各「(14) その他」に記載されていない事項で記載すべき事項） 

  

(1）【本邦以外の地域における発行】 

該当事項はありません。 

  

(2）【売却・追加発行等の制限】 

① スターツアメニティー株式会社及びスターツコーポレーション株式会社は、本書の日付現在本投資証券

をそれぞれ2,500口及び1,250口保有し、一般募集の対象となる本投資証券のうちそれぞれ1,800口及び

900口を取得する予定であります。両社は主幹事証券会社との間で、一般募集の受渡期日以降180日を経

過する日までの期間、主幹事証券会社の事前の書面による承諾なしに、その保有する本投資証券の売

却、担保提供、貸付け等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資証券の貸付けを除

きます。）を行わない旨を合意しています。 

  

② 本投資法人は、一般募集に関し、主幹事証券会社との間で、受渡期日以降90日を経過する日までの期

間、主幹事証券会社の事前の書面による承諾なしに、投資口の追加発行等（但し、投資口の分割、一般

募集及び本件第三者割当による追加発行を除きます。）を行わない旨を合意しています。 

 



③ 上記①及び②のいずれの場合においても、主幹事証券会社は、その裁量で当該制限を一部若しくは全部

につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しています。 

  

  



第２【投資法人債券】 
  

該当事項はありません。 

  

  

  



第二部【ファンド情報】 
  

第１【ファンドの状況】 
  

１【投資法人の概況】 

(1）【主要な経営指標等の推移】 

① 主要な経営指標等の推移 

（注１) 金額については、記載未満の桁数を切捨てにより表示しております。各種比率等については小数点第２位を四捨五入して表示しております。なお、配

当性向については、小数点第１位未満を切捨てにより表示しております。 

（注２) １口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定していますが、実際に運用を開始した日である平成17年12月１

日を期首とみなして日数加重平均投資口数により算定した１口当たり当期純利益を括弧内に併記しています。 

（注３) 記載した指標は以下の方法により算定しております。また、運用日数により年換算した数値を括弧内に併記しております。なお、第１期は平成17年12

期 
単位 

第１期（注５） 

決算年月 平成18年４月 

営業収益   百万円 311 

（うち不動産賃貸事業収益）   百万円 (311) 

営業費用   百万円 156 

（うち不動産賃貸事業費用）   百万円 (105) 

営業利益   百万円 154 

経常利益   百万円 92 

当期純利益 (a） 百万円 90 

総資産額 (b） 百万円 8,484 

純資産額 (c） 百万円 4,350 

１口当たり純資産額 (c）／(d） 円 194,396 

１口当たり当期純利益 
(a）／(d） 
（注２） 

円 
9,237 
(4,062) 

出資総額   百万円 4,259 

発行済投資口数 (d） 口 22,377 

分配総額 (e） 百万円 90 

１口当たり分配金額 (e）／(d） 円 4,061 

（うち１口当たり利益分配金）   円 (4,061) 

（うち１口当たり利益超過分配金）   円 (－) 

総資産経常利益率 （注３） ％ 1.1(2.7) 

自己資本利益率 （注３） ％ 2.1(5.1) 

自己資本比率 (c）／(b） ％ 51.3 

配当性向                   （注１） (e）／(a） ％ 99.9 

〔その他参考情報〕       

投資物件数 （注４） 件 25 

総賃貸可能戸数 （注４） 件 709 

総賃貸可能面積   ㎡ 28,706.41 

期末稼働率 （注４） ％ 93.8 

当期減価償却費   百万円 34 

当期資本的支出額   百万円 0 

賃貸NOI（Net Operating Income） （注３） 百万円 241 

１口当たりFFO（Funds from Operation） （注３） 円 5,613 

FFO倍率 （注３） 倍 14.5 

デット・サービス・カバレッジ・レシオ （注３） 倍 9.5 

金利償却前当期純利益   百万円 140 

支払利息   百万円 14 

有利子負債総額   百万円 3,920 

期末総資産有利子負債比率            （注３） ％ 46.2 

当期運用日数 （注３） 日 151 



月１日より実質的に運用を開始しており、総資産経常利益率及び自己資本利益率は、平成17年12月１日を期首とみなして計算しております。 

（注４) 投資物件数は、社会通念上、一体と認められる単位で記載しております。また、総賃貸可能戸数は住宅、事務所及び店舗等の用途に賃貸が可能な戸数

を記載しており、期末稼働率は決算日時点における総賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しております。 

（注５) 本投資法人の営業期間は、毎年５月１日から10月末日まで、及び11月１日から翌年の４月末日まで（以下、各営業期間の末日をそれぞれ「決算期」と

いいます。）の各６ヶ月間ですが、第１期営業期間は、本投資法人の設立の日である平成17年５月２日から平成18年４月末日までです（規約第33

条）。 

  

② 事業の状況 

イ．運用環境 

ａ．投資法人の主な推移 

 本投資法人は、投信法に基づき、平成17年５月２日に設立され、同年11月30日にジャスダック証券

取引所に上場（銘柄コード 8979）しました。本投資法人は、資産運用会社たるスターツアセットマ

ネジメント投信株式会社に資産運用を委託し、その主たる用途が賃貸住宅に供される不動産（以下

「賃貸住宅」といいます。）への投資を運用の中心としております。また、スターツアメニティー株

式会社が、本投資法人の投資対象資産のプロパティマネジメント業務を一括受託することにより、運

用効率の向上を図りながら、規約で定める「資産運用の基本方針」に基づき、中長期にわたり、運用

資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し、資産の運用を行っています。 

  

ｂ．投資環境と投資方針 

ⅰ．賃貸住宅市場を取り巻く状況 

 平成18年３月31日現在の住民基本台帳に基づくわが国の人口は、127,055,025人であり、対前年

比マイナス3,505人と昭和43年の調査開始以来初めて減少に転じており、人口減少社会に突入して

おりますが、東京都を中心に首都圏をはじめ大都市圏の人口は増加が進んでおり、とりわけ東京圏
（注）の人口は当面上昇・横ばい傾向が続くものと推測されています（詳しくは、後記「２投資方針

(1) 投資方針 ①基本方針 ニ．ポートフォリオ構築の背景／賃貸住宅市場の動向 ａ．賃貸住宅

市場を取り巻く社会経済の動向 ⅰ．人口と世帯数の動向」をご参照下さい。）。 

 また、バブル経済崩壊に伴う個人の不動産保有に対する価値観の変化、企業による寮・社宅制度

の廃止、雇用形態の変化による住居費の変動費化等に伴い賃貸住宅への需要は増加傾向にあり、さ

らにシングルやＤＩＮＫＳ（ダブルインカムノーキッズ（共働きで子供がいない夫婦）の略称を意

味します。以下同様とします。）の世帯の増加等により、―世帯当たりの人員数は減少を示す一

方、世帯数は増加の一途をたどっています。本投資法人はこのような傾向は今後も継続していくも

のと見込んでおります。 

（注) 「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、及び茨城県の１都４県をいいます。以下同様とします。 

  

ⅱ．不動産売買市場 

 日本国内では長引く低金利下での運用難から、投資対象としての不動産が見直されてきていま

す。この傾向は地価の上昇にも反映され、国土交通省が平成18年３月に発表した基準地価は、東京

都区部平均で、住宅地・商業地のいずれも15年ぶりに上昇し、また国税庁が平成18年８月１日公表

した平成18年分路線価によると、全国の平均路線価は１平方メートルあたり114,000円で前年を

0.9％上回り、東京圏では前年を3.5％上回り１平方メートルあたり264,000円となりました。こう

  総資産経常利益率 経常利益／平均総資産額  平均総資産額＝（期首総資産額＋期末総資産額）÷２

  自己資本利益率 当期純利益／平均純資産額  平均純資産額＝（期首純資産額＋期末純資産額）÷２

  賃貸NOI 
当期賃貸営業利益＋当期減価償却費
当期賃貸営業利益＝当期賃貸事業収益－当期賃貸事業費用 

  デット・サービス・カバレッジ・レシオ 金利償却前当期純利益／支払利息

  １口当たりFFO （当期純利益＋減価償却費）／発行済投資口数

  FFO倍率 期末投資口価格／年換算後１口当たりFFO

  期末総資産有利子負債比率 期末有利子負債総額／期末総資産額



した背景の一つに不動産投資市場の急拡大があるといわれています。 

 まず、1990年代後半から活発化した海外からの資金を主たる投資資金としてその資産を取得し、

運用する国内外の投資ファンドは不動産の価値を収益性で評価する「収益還元法」を導入しまし

た。かかる「収益還元法」による評価を前提として、企業がリストラや不良債権処理で手放した不

動産を買収し、改装やテナントの入れ替えで収益性を高めてより高価に売却する手法が一般化して

まいりました。さらに、2001年９月、東京証券取引所に初めて会社型の上場不動産投資信託、いわ

ゆるＪリート（Japan Real Estate Investment Trustの略称を意味します。以下同様とします。）

が上場を果たしました。Ｊリート市場は、現在では39銘柄（本書の日付現在）にまで成長し、私募

ファンドの拡大とも相まって、不動産投資市場は拡大基調にあります。とりわけ、優良な投資用物

件の取得競争は激しさを加えています。 

 そのような環境の下で、投資対象となる首都圏や大都市圏の中心部の優良オフィス物件の希少化

が進み、Ｊリートを含む投資ファンドの投資対象も周辺部や地方都市へ、オフィスから賃貸住宅や

商業施設へと広がりを見せています。 

  

ⅲ．本投資法人が主に投資する賃貸住宅の特性 

 本投資法人は賃貸住宅をその運用対象の中心としていますが、賃貸住宅売買市場も上記のような

不動産投資市場動向の影響を受け、優良な投資用賃貸物件の取得は一般的には容易ではありませ

ん。本投資法人が運用を委託している資産運用会社では、スターツデベロップメント株式会社との

間で締結したパイプラインサポート契約及びスターツＣＡＭ株式会社との間で締結した物件情報提

供契約に基づいたスターツグループ（注１）（注２）との広範な協力関係が、新たな優良投資用不動産を

確保していくための大きな武器になっております。 

 本投資法人では、シングルタイプからファミリータイプまで分散して投資することにより、賃料

変動、入居者層の需要の変動に対応したポートフォリオの構築を目指しています。そして、本投資

法人は、スターツグループとの協力関係をもとに、取得価格の高騰をもたらす要因の一つである過

度な取得競争にさらされにくい、中小規模の賃貸住宅の取得を積極的に展開することで、資産規模

の着実な成長を目指しています。即ち、大規模で高額の賃貸物件に集中投資するのではなく、最も

需要の安定している平均的な世帯が入居することが多いと推測される中小規模の賃貸住宅への投資

を積極的に展開することで、安定的な運用を継続的に行うことができると考えております。 

 これを裏付けるものとして、本投資法人では、民営賃貸住宅に住む世帯の世帯年収及び月額家賃

の関係に着目しております。総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表）

によると、非木造の民営賃貸住宅に住む世帯の約88％が世帯年収700万円未満の世帯となっていま

す。同じく、支払い家賃をみると、約89％が月額家賃10万円未満となっています。 

（注1) 「スターツグループ」とは、スターツコーポレーション株式会社を中核とする「総合生活文化」企業グループです。本書の日付現

在において連結対象の子会社数は14社であり、持分法適用対象の関連会社はありません（以下、この企業グループを「スターツ

グループ」といいます。）（詳しくは、後記「２ 投資方針 (1）投資方針 ② 成長方針 １ スターツグループとの協力関

係による成長性」をご参照下さい。）。 

（注２) スターツグループは、不動産業界他社とのネットワークの構築にも努めており、このようなネットワークも資産運用会社におけ

る優良投資用不動産確保において、間接的に寄与するものと考えています。 

  

〔図－１ 民営借家（非木造）における世帯年収と家賃の割合比率〕 

＜世帯年収＞              ＜月額家賃＞ 



 

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表） 

（注) 家賃は、専用住宅（住居以外の用途を併用する住宅を含みません。）の値です。 

  

 また、民営借家（非木造）における世帯年収別割合を地域毎に比較してみると、首都圏（東京

都、神奈川県、埼玉県及び千葉県）の場合は、概ね85％前後が世帯収入が700万円未満であるとい

えます。 

 一方、地方都市の中心地にあたる政令指定都市では、大阪市の92.8％を筆頭に、首都圏に比べ

て、世帯収入の700万円未満の割合が総じて約５ポイント程度高いことがわかります。 

  

 



〔図－２ 民営借家（非木造）における世帯年収別割合の地域比較〕 

 

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表） 

  

 また、地域別に戸数が最も多い家賃帯をみると、１都３県では「６～10万円」、主な政令指定都

市では名古屋市と大阪市が「６～10万円」、札幌市と福岡市が「４～６万円」となっています。 

  

〔図－３ 民営借家（非木造）の家賃帯別戸数〕 

 

  

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表） 

（注) 上記グラフは、専用住宅（住居以外の用途を併用する住宅を含みません。）の値です。 

  

 



〔図－４ 民営借家（非木造）の家賃別戸数割合の地域比較〕     （％） 

 

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表） 

（注) 上記表は、専用住宅（住居以外の用途を併用する住宅を含みません。）の値です。 

  

ロ．第１期（平成18年４月期）及び第２期（平成18年７月末現在まで）の運用状況 

ａ．資産の取得 

 本投資法人は、中長期にわたり、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保するため、第１期及

び第２期を通じて、最も需要が安定していると考えられる中小規模の賃貸住宅への投資を積極的に

行ってきました。 

 第１期においては、平成17年12月に25物件の不動産にかかる信託受益権（以下、当該信託受益権又

はその信託財産である当該不動産を「第１期取得済資産」といいます。）を取得しました。 

 また、第２期中の平成18年５月に11物件の不動産にかかる信託受益権（以下、当該取得済の信託受

益権又はその信託財産である当該不動産を「第２期取得済資産」といい、第１期取得済資産と併せ

て、「取得済資産」と総称します。）を取得しました。取得済資産の個別の概要については、後記

「５運用状況 (2) 投資資産 ③その他投資資産の主要なもの」をご参照下さい。 

  

 



ｂ．取得済資産である賃貸住宅の間取りタイプ別内訳と平均賃料内訳 

 本投資法人が平成18年７月31日時点で保有する賃貸住宅の平均賃料は、シングルタイプ69,741円、

ＤＩＮＫＳタイプ73,707円、ファミリータイプ118,245円、その他189,690円となっており、全体の平

均賃料は89,338円です（住戸タイプ区分については、後記「２投資方針 (1) 投資方針 ③ポート

フォリオ構築方針 ハ. 住戸タイプ別ポートフォリオ方針」をご参照下さい。）。 

（注１) 「平均賃料」とは、各戸の設定賃料の合計を各タイプの戸数合計で除した数値です。また、入居中の部屋に関しては賃貸借契約書に

記載されている賃料と共益費、空室の部屋に関しては募集中の賃料と共益費を、各タイプ別に合計した数値を設定賃料としていま

す。 

（注２) 「その他」とは、店舗併用共同住宅の店舗・事務所部分を指しています。 

  

ｃ．稼働率の推移 

 本投資法人の取得済資産の稼働率の推移は以下のとおりです。取得済資産全体の稼働率は、平成18

年８月31日現在で92.9％の水準であり、安定した運用管理を行っています。具体的には、物件の所在

する地域特性に着目し、物件毎に、一時金の負担の少ないサービスシステムの導入や、入居者獲得の

ための広告宣伝の実施などの賃貸募集の際の様々な条件を的確に設定することで、稼働率の向上及び

賃料単価の上昇を図り、収益の最大化を目指しております。 

（注１) 本表には、該当する月の末日時点の「総賃貸可能面積」に対する「総賃貸面積」の割合により算出した稼働率を記載しており、小数点第２位を四捨五

入しております。 

（注２) 首都圏主要都市を除きます。 

  

ｄ．構造計算書偽装問題に対する取り組み 

 本投資法人では、建物の構造計算書偽造等の事件が発覚した昨今の状況に鑑み、第１期取得済資産

にかかる25物件及び第２期取得済資産にかかる11物件の合計36物件について、通常のデューディリ

ジェンスに加え、第三者機関に対して構造計算に関する追加的な調査を依頼し、構造計算上の瑕疵は

存在しないとの調査報告を受けております。 

  

 

    （平成18年７月31日時点）  

  タイプ 戸数 平均賃料 (注１) 

（円／戸） 
  

  シングルタイプ 562 69,741   

  ＤＩＮＫＳタイプ 75 73,707   

  ファミリータイプ 366 118,245   

  その他 (注２) 16 189,690   

  全体 1,019 89,338   

                （％）(注１)

地域 
Ｈ17年 
12月 

Ｈ18年 
１月 

Ｈ18年 
２月 

Ｈ18年 
３月 

Ｈ18年 
４月 

Ｈ18年 
５月 

Ｈ18年 
６月 

Ｈ18年 
７月 

Ｈ18年 
８月 

首都圏主要都市 93.5 93.8 94.6 95.1 94.1 95.2 95.0 94.6 94.8 

政令指定都市（注２） 93.4 91.4 96.2 94.1 91.0 89.0 87.5 88.8 88.9 

地方主要都市 96.9 96.9 96.9 96.9 96.2 97.0 92.3 88.3 88.7 

合計 93.6 93.8 95.1 94.9 93.7 93.4 92.7 92.7 92.9 



ｅ．資金調達の概要 

ⅰ．増資等の状況 

 本投資法人の第１期及び第２期のおける発行済投資口数及び出資総額の異動は以下のとおりで

す。 

（注１) 本投資法人は、平成17年５月２日に設立されました。 

（注２) １口当たり発行価格200,000円（発行価額（引受価額）190,000円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により投資口

を追加発行しました。 

（注３) （注２）に記載した公募増資にあたり新光証券株式会社が行ったオーバーアロットメントによる売出しに関連して、新光証券株式会

社に対して１口当たり発行価額190,000円にて、第三者割当により投資口を追加発行しました。 

（注４) １口当たり発行価格192,103円（発行価額（引受価額）184,262円）にて、新規物件の取得資金及び借入金の一部に充当するため、公

募により投資口を追加発行しました。 

（注５) （注４）に記載した公募増資にあたり新光証券株式会社が行ったオーバーアロットメントによる売出しに関連して、新光証券株式会

社に対して、１口当たり発行価額184,262円にて、第三者割当により投資口を追加発行しました。 

  

ⅱ．借入金の状況 

 本投資法人では上場後の資産の取得にあたり、平成17年11月の投資口の一般募集及び同年12月の

第三者割当増資により金約41億円を、また、平成18年５月の投資口の一般募集及び第三者割当増資

により金約26.7億円を調達したほか、本書の日付現在、総額66億２千万円の資金を金融機関からの

借入金にて調達しており、これらを取得済資産の取得等に充当しました。平成18年７月31日現在の

借入の概要は以下のとおりです。 

（注１) 利率の表示は、年率です。利率の適用期間は、平成18年６月１日（同日を含みます。）から平成18年12月１日（同日を含みませ

ん。）です。 

（注２) 利率の表示は、年率です。利率の適用期間は、平成18年５月２日（同日を含みます。）から平成18年11月２日（同日を含みませ

ん。）です。 

（注３) 上表の借入れに関し、本投資法人が事前に書面にて通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は借入金の全部又は一部を

期限前弁済することがあります。 

（注４) 本投資法人の財務状況によって、期限前弁済や追加担保提供等の財務制限を受ける場合があります。 

  

ｆ．業績及び分配の概要 

 上記のような運用の結果、第１期の業績として、営業収益は311百万円、営業利益154百万円、経常

利益92百万円、当期純利益90百万円を計上いたしました。分配金につきましては、租税特別措置法

（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法」といいます。）第67条の

15の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口１口当たりの分配金

が１円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、この結果、以下のとお

り投資口１口当たりの分配金は4,061円となりました。 

  
年月日 

出資総額（円） 発行済投資口総数（口） 

  増減 合計 増減 合計 

  平成17年５月２日 (注１) 150,000,000 150,000,000 750 750 

  平成17年11月29日 (注２) 4,104,000,000 4,254,000,000 21,600 22,350 

  平成17年12月27日 (注３) 5,130,000 4,259,130,000 27 22,377 

  平成18年５月１日 (注４) 2,487,537,000 6,746,667,000 13,500 35,877 

  平成18年５月31日 (注５) 184,262,000 6,930,929,000 1,000 36,877 

  借入先 
借入残高 
（千円） 

返済期限 利率 
返済方法 
（注３） 

摘要 
（注４） 

  
株式会社りそな銀行 

及び 
株式会社あおぞら銀行 

3,920,000 
平成20年 
12月１日 

1.15％ 
（注１） 

期限 
一括返済 

有担保 
無保証 
変動金利 

  
株式会社りそな銀行 

及び 
株式会社あおぞら銀行 

2,700,000 
平成21年 
５月１日 

0.85273％ 
（注２） 

期限 
一括返済 
  

有担保 
無保証 
変動金利 

  合計 6,620,000         



  

  

ｇ．投資証券の取引所価格の推移 

 本投資法人の投資証券が上場するジャスダック証券取引所不動産投資信託証券市場における期別の

最高・最低価格は以下のとおりです。 

  

  

ハ．今後の運用方針及び対処すべき課題 

ａ．外部成長戦略 

 本投資法人が運用を委託している資産運用会社では、スターツデベロップメント株式会社との間で

締結したパイプラインサポート契約及びスターツＣＡＭ株式会社との間で締結した物件情報提供契約

に基づいたスターツグループとの広範な協力関係に基づき、新たな優良投資用不動産の取得機会の拡

大に努めてまいります。具体的には、首都圏主要都市（「首都圏主要都市」とは、東京都23区、横浜

市、川崎市、千葉市、さいたま市、及び上記都市への通勤圏内（概ね半径20km圏内）の地域を意味し

ます。）を中心に全国的に拠点を有するスターツグループの情報収集能力、分析力を活用してまいり

ます。また、免震構造賃貸マンション及びスターツＣＡＭ株式会社と女性向け情報誌「ＯＺ（オズ）

マガジン」を発行しているスターツ出版株式会社との連携により、入居者ニーズを反映して商品企

画・開発された単身女性向け賃貸マンションの取得を図ってまいります。 

 また、スターツグループ外からの物件取得についても、不動産業界他社とのネットワークの構築に

より情報ルートの強化・拡大を図りながら、優良投資用不動産の獲得に努めてまいります。 

  

 

  期 第１期   

  計算期間 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

  

  当期未処分利益総額 90,876千円   

  利益留保額 3千円   

  金銭の分配金総額 90,872千円   

  （１口当たり分配金） （4,061円）   

  うち利益分配金総額 90,872千円   

  （１口当たり利益分配金） （4,061円）   

  うち出資払戻総額 － 千円   

  （１口当たり出資払戻額） （ － 円）   

  期 第１期   

  決算年月 平成18年４月   

  最 高 205,000円   

  最 低 182,000円   



ｂ．内部成長戦略 

ⅰ．スターツアメニティー株式会社による管理運営コストの削減 

 プロパティマネジメント業務については、広範な物件所在地において、入居者に対する24時間体

制での顧客応対コールセンター等のきめ細やかな対応を均質かつ適切な運営管理コストで行えるよ

う、一貫した業務体制の構築を目指しています。また、管理・運営面での効率性を追求する見地か

ら、すべての物件に対して一貫した業務体制を構築することを目指します。かかる体制の構築のた

め、原則としてプロパティマネジメント会社への運用資産の一括委託を行うこととしております。

本投資法人はスターツグループの１社であるスターツアメニティー株式会社に建物賃貸借及び業務

委託契約（「パス・スルー」型（「賃料最低保証付パス・スルー」型を含みます。）又は「固定賃

料」型。以下「マスターリース契約」といいます。）に基づき、取得済資産にかかる信託不動産す

べてのプロパティマネジメント業務を委託いたしました。 

  

ⅱ．スターツピタットハウス株式会社による稼働率の上昇及び賃料単価の上昇 

 スターツピタットハウス株式会社は、入居募集用店舗網を有するスターツグループにおいてリー

シング業務を行う会社であり、スターツアメニティー株式会社がスターツピタットハウス株式会社

との間の転貸借代理委託契約に基づきスターツピタットハウス株式会社にプロパティマネジメント

業務のうちリーシング業務を再委託し、効率的な集客等による稼働率の上昇を目指します。 

 スターツピタットハウス株式会社がリーシングを行うことで、店舗網の大きさを活かした相互顧

客紹介や多様な情報媒体によるメディアミックスでの募集体制、テレビコマーシャルや看板等によ

る宣伝広告、ホスピタリティーを重視した募集店舗スタッフ、24時間365日の自社内クレーム対応

体制等によって、稼働率の上昇を目指します。こうした地域に密着した地道な活動を引続き行いな

がら、内部成長に努めてまいります。 

  

ｃ．財務戦略等 

 今後、本投資法人は固定金利の導入を検討しながら、金利上昇リスクに備えてまいります。具体的

には、金利上昇リスクやリファイナンスリスクのヘッジを目的として、短期から長期、変動金利から

固定金利への変更の検討を行い、資金調達手段の柔軟性及び機動性を高め、財務の安定性の向上に努

めていく予定です。 

  

ｄ．資本的支出 

 本書の日付現在、保有する不動産等について、実施されている改修工事等に伴う資本的支出のうち

主要なものは以下のとおりです。なお、下記工事金額には、会計上の費用に区分される部分が含まれ

ています。 

 



  

  

  
不動産の名称 
（所在地） 

目的 実施期間 

工事金額（百万円） 

  総額 
当期 
支払額 

既支払
総額 

  
αネクストせんげん台第３ 
（埼玉県越谷市） 

屋上改修・外装
塗装工事 

自平成18年５月 
至平成18年６月 

18 18 18 

  
αネクスト福岡第２ 
（福岡県福岡市） 

電気温水器交換
工事 

自平成18年６月 
至平成18年７月 

5 5 5 

  
αネクスト福岡第１ 
（福岡県福岡市） 

電気温水器交換
工事 

自平成18年６月 
至平成18年７月 

4 4 4 

  
プロシード松涛 
（東京都渋谷区） 

光インターネッ
ト設備工事 

自平成18年６月 
至平成18年７月 

3 3 3 



(2）【投資法人の目的及び基本的性格】 

① 投資法人の目的及び基本的性格 

 本投資法人は、中長期にわたり運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し、主として特定資

産に投資して運用を行うことを基本方針としています（規約第26条）。 

 本投資法人は、かかる基本方針の下、主として特定資産のうち後記「２投資方針 (2) 投資対象 ①投

資対象とする資産の種類」に記載する不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投

資して運用をすることを目的とします。 

  

② 投資法人の特色 

 本投資法人は、投信法に基づき資産を主として特定資産に投資して運用することを目的とします。 

 本投資証券は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資

産運用は、投信法上の投資信託委託業者である資産運用会社にすべて委託してこれを行います。 

（注) 投資法人に関する法的枠組みは、大要以下のとおりです。 

投資法人は、投資信託委託業者等の一定の資格を有する設立企画人により設立されます。投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成

しなければなりません。規約とは、株式会社における定款に相当するものであり、投資法人の商号、発行可能投資口の総口数、資産運用の対

象及び方針、金銭の分配の方針等を規定する投資法人の根本規則です。投資法人は、かかる規約に沿って運営されます。なお、規約は、投資

法人の成立後には、投資主総会の特別決議により変更することができます。 

投資法人は、投資口を発行して、投資家より出資を受けます。投資口を有する者を投資主といい、投資主は、投資主総会を通じて、投資法人

の意思決定に参画できる他、投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ず

しも同一ではありません。 

投資法人の業務の執行は、執行役員により行われます。執行役員は、投資法人を代表します。また、執行役員の職務の執行を監督する機関と

して、監督役員が存在します。執行役員と監督役員は、役員会を構成し、かかる役員会は、執行役員の一定の重要な職務の執行に対する承

認、計算書類等（金銭の分配に係る計算書を含みます。）の承認等、投資法人の業務の執行に係る重要な意思決定を行います。更に、投資法

人には、会計監査を行う者として、会計監査人が存在します。これらの執行役員、監督役員及び会計監査人は、いずれも投資主総会において

選任されます（ただし、設立の際に選任されたものとみなされる者を除きます。）。投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査

人については、後記「(4) 投資法人の機構 ①投資法人の機構」をご参照下さい。 

投資法人は、規約に定める額を限度として、借入れを行うことができるほか、投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨を規約に定めた

クローズド・エンド型の投資法人の場合には、規約に定める額を限度として、投資法人債を発行することもできます。 

投資法人は、投資口及び投資法人債の発行による手取金並びに借入金を、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、運用します。なお、

投資法人がこのような資産の運用を行うためには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります（以下、この登録を受けた投資法人を「登録

投資法人」といいます。）。本投資法人の資産運用の対象及び方針については、後記「２投資方針 (1) 投資方針及び(2) 投資対象」をご参

照下さい。 

投資法人は、投資主に対して、規約で定めた金銭の分配の方針に従って、金銭の分配を行います。本投資法人の投資主に対する分配方針につ

いては、後記「２投資方針 (3) 分配方針」をご参照下さい。 

登録投資法人は、内閣総理大臣の認可を受け投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者（資産運用会社）にその資産の運用に係る業務を委

託しなければなりません。また、登録投資法人は、信託銀行等の一定の資格を有する資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなけ

ればなりません。更に、投資法人は、一般事務受託者に投資口及び投資法人債の募集に関する事務、投資主名簿の作成及び備置等に関する事

務その他の事務を委託しなければなりません。本投資法人の資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者については、後記「(3) 投資法

人の仕組み」をご参照下さい。 

  

(3）【投資法人の仕組み】 

① 本投資法人の仕組図 

 本投資法人の関係法人、その他の関係者の名称及び関係業務の概要は以下の図のとおりです。 

  



 

  

 

  番号 契約名   

  ① 資産運用委託契約   

  ② 一般事務委託契約／資産保管業務委託契約   

  ③ 名義書換事務委託契約   

  ④ 新投資口引受契約   

  ⑤ パイプラインサポート契約   

  ⑥ 物件情報提供契約   



② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称及び運営上の役割並びに関係業務の概要 

  

 

  運営上の役割 社名 関係業務の内容 

  投資法人 スターツプロシード投資法人 規約に基づき、投資主より払い込まれた資金

等を、主として不動産等及び不動産等を主た

る投資対象とする資産対応証券等の特定資産

に投資することにより運用を行います。 

  資産運用会社 スターツアセットマネジメン

ト投信株式会社 

平成17年５月６日付で資産運用委託契約を本

投資法人との間で締結しており、投信法上の

投資信託委託業者（投信法第198条第１項）

として、同契約に基づき、本投資法人の規約

に定める資産運用の対象及び方針に従い、資

産の運用に係る業務を行います。 

資産運用会社に委託された業務の内容は、①

資産の運用に係る業務、②資金調達に係る業

務、③本投資法人への報告業務、及び④その

他本投資法人が随時委託するこれらに関連し

又は付随する業務です。 

  一般事務受託者

／資産保管会社

／投資主名簿等

管理人 

中央三井信託銀行株式会社 平成17年５月２日付で一般事務委託契約、資

産の保管に関する業務委託契約及び名義書換

事務委託契約を本投資法人との間で締結して

います。 

投信法上の一般事務受託者（投信法第117条

４号ないし第６号。但し、投資法人債に関す

る事務を除きます。）として、一般事務委託

契約に基づき、①本投資法人の機関の運営に

関する事務、②計算に関する事務、③会計帳

簿の作成に関する事務及び④納税に関する事

務を行います。 

また、投信法上の資産保管会社（投信法第

208条第１項）として、資産保管業務委託契

約に基づき、本投資法人の保有する資産の保

管に係る業務を行います。 

更に、投信法上の一般事務受託者（投信法第

117条第２号、第３号及び第６号。但し、投

資法人債に係るものを除きます。）として、

同契約に基づき①投資主名簿の作成及び備置

きその他の投資主名簿に関する事務、②本投

資証券の発行に関する事務、③投資主に対し

て分配をする金銭の支払いに関する事務及び

④投資主の権利行使に関する請求その他の投

資主からの申出の受付に関する事務を行いま

す。 

  引受人 新光証券株式会社 

野村證券株式会社 

中央証券株式会社 

みずほインベスターズ証券株

式会社 

ＳＭＢＣフレンド証券株式会

社 

発行価格決定日付で本投資法人及び資産運用

会社との間で、新投資口引受契約を締結し、

投信法上の一般事務受託者（投信法第117条

第１号）として、本投資証券の買取引受けを

行います。 



③ 上記以外の本投資法人の主な関係者 

  

(4）【投資法人の機構】 

① 投資法人の機構 

 本投資法人の執行役員は２名以内、監督役員は３名以内（但し、執行役員の数に１を加えた数以上）と

されています（規約第18条）。 

 本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員１名、

監督役員２名並びに執行役員及び監督役員を構成員とする役員会及び会計監査人により構成されていま

す。また、本投資法人の会計監査人は、あずさ監査法人です。 

  

イ．投資主総会（規約第３章） 

 投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主

総会にて決定されます。投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合のほか、出席した

投資主の議決権の過半数をもって決議されます（規約第13条）が、規約の変更（投信法第93条の２第２

項第３号、第140条）等一定の重要事項については、発行済投資口の総数の過半数に当たる投資口を有

する投資主が出席し、その議決権の３分の２以上による決議（特別決議）を経なければなりません。但

し、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総

  役割 社名 業務の内容 

  パイプラインサ

ポート会社 

スターツデベロップメント株

式会社 

平成17年10月３日付でパイプラインサポート

契約を資産運用会社との間で締結していま

す。 

その詳細については、後記「２ 投資方針 

(1) 投資方針 ②成長方針 ロ. 外部成長戦

略 ｂ. スターツグループとの協力関係によ

る外部成長戦略」をご参照下さい。  

  物件情報提供会

社 

スターツＣＡＭ株式会社 平成17年10月３日付で物件情報提供契約を資

産運用会社との間で締結しています。 

その詳細については、後記「２ 投資方針 

(1) 投資方針 ②成長方針 ロ. 外部成長戦

略 ｂ. スターツグループとの協力関係によ

る外部成長戦略」をご参照下さい。 

  プロパティマネ

ジメント会社 

スターツアメニティー株式会

社 

本投資法人（信託受益権の形態で保有する不

動産については、信託受託者）は、直接又は

信託受益権の形態により保有する不動産につ

いて、①建物維持管理業務、②運営管理業

務、③テナントへの賃貸借管理業務（以下

「リーシング業務」といいます。）及び④修

繕管理業務（以下、これらの業務を総称して

「プロパティマネジメント業務」といい、当

該業務の受託先を一般的に「プロパティマネ

ジメント会社」といいます。）につき、スタ

ーツアメニティー株式会社に原則としてすべ

て委託する方針です。また、リーシング業務

については、別途プロパティマネジメント会

社から第三者（以下、かかる第三者を「入居

募集等受託会社」といいます。）に再委託す

る方針です。その詳細については、後記「２ 

投資方針 (1) 投資方針 ②成長方針 ハ．

内部成長戦略 ｂ．スターツグループとの協

力関係による内部成長戦略」をご参照下さ

い。 



会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があ

るときは、当該議案のいずれも除きます。）について賛成するものとみなします（投信法第93条第１

項、規約第14条第１項）。 

 本投資法人の投資主総会は、原則として２年に１回招集されます（規約第11条第１項）。本投資法人

の資産運用の対象及び方針は、本投資法人の規約に定められています（規約第５章）。かかる規約中に

定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、前記のとおり投資主総会の特別決議による規

約の変更が必要となります。 

 また、本投資法人は、資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用に

係る業務を委託しています（規約第44条）。資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投

資法人の同意を得なければならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認

を得ることが必要となります（投信法第34条の９）。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する

場合にも原則として投資主総会の決議が必要です（投信法第206条第１項）。 

  

ロ．執行役員、監督役員及び役員会 

 執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の営業に関す

る一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています（投信法第109条第１項、第５項、会社法

（平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。）第349条第４項）。

但し、資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への

事務委託、資産運用委託契約又は資産保管業務委託契約の締結その他投信法に定められた一定の業務執

行については、役員会の承認を得なければなりません（投信法第109条第２項）。監督役員は、執行役

員の職務の執行を監督する権限を有しています（投信法第111条第１項）。また、役員会は、一定の業

務執行に関する前記の承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行

を監督する権限を有しています（投信法第114条第１項）。 

 役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがない限り、構成員の過半数が出席し、その出席者の過

半数をもって行います（投信法第115条第１項、会社法第369条第１項、規約第22条）。 

 投信法の規定（投信法第115条第１項、会社法第369条第２項）及び本投資法人の役員会運営規程にお

いて、決議について特別の利害関係を有する執行役員又は監督役員は決議に参加することができないこ

と及びその場合には当該執行役員又は監督役員の数はその決議の定足数算定の基礎に算入しないことが

定められています。 

 執行役員又は監督役員は、法令又は規約に違反する行為により本投資法人に損害を与えた場合はこれ

を賠償する責任を負い、その他一定の場合に本投資法人に一定の金員を弁済する責任を負いますが（投

信法第115条の６第１項）、本投資法人は、投信法の規定（投信法第115条の６第７項）により、規約を

もって役員会の決議により、前記賠償責任を法令の限度において免除することができることを規約に定

めています。なお、免除は、賠償の責めに任ずべき額から次の各号に掲げる金額を控除した額を限度と

します（規約第25条）。 

ａ．役員会の決議の日の属する営業期間又はその前の各営業期間において、当該執行役員又は監督役員

が報酬その他の職務遂行の対価として本投資法人から受け、又は受けるべき財産上の利益（次号に

定めるものを除きます。）の金額の営業期間毎の合計額のうち、最も高い金額の４年分に相当する

額 

ｂ．当該執行役員又は監督役員が本投資法人から受けた退職慰労金の金額及びその性質を有する財産上

の利益の額の合計額と当該合計額をその職に就いていた年数で除した額に４を乗じた金額とのいず

れか低い額 

  

ハ．会計監査人 

ａ．会計監査人は、投資主総会において選任されます。但し、法令の規程により、設立の際に選任され

たものとみなされる会計監査人はその限りではありません（投信法第96条、第72条、規約第37

条）。 

ｂ．本投資法人は、あずさ監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算



書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反す

る重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行い

ます（投信法第115条の２、第115条の３）。 

ｃ．会計監査人の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の

終結の時までとします。会計監査人は、投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、

その投資主総会において再任されたものとみなされます（投信法第103条、規約第38条）。 

  

② 投資法人の運用体制 

 前記のとおり、本投資法人の資産運用は、資産運用会社に委託して行います。 

 資産運用会社は、本投資法人の資産運用にあたり、以下の概要の運用体制（組織、業務分掌体制及び運

用の意思決定機構等）を構築しています。 

  

 



イ．組織 

 資産運用会社の組織図は以下のとおりです。 

  

 

  

 資産運用会社は、かかる組織体制において、本投資法人より委託を受けた資産運用業務を行います。

資産運用会社は、投資方針、運用資産の取得・売却、運用資産の管理運営計画等を審議するための会議

体として投資委員会を設置しています。また、コンプライアンスを担当する機関としてコンプライアン

ス委員会を設置し、コンプライアンスオフィサーを議長として、コンプライアンスに係る重要事項につ

き法令等遵守状況（後記「ニ. コンプライアンスオフィサー ｂ. 権限」において定義されます。）を

確認します。資産運用業務は、投資部、運用部及び管理部の分掌によって実施されています。 

  

 



ロ．資産運用会社の各部の業務の概要 

  

ハ．委員会 

 資産運用会社には、投資委員会及びコンプライアンス委員会が設置されており、その概要は以下のと

おりです。 

ａ．投資委員会 

ⅰ．構成員 

 投資部長（議長）、運用部長、管理部長、外部専門家（弁護士等）及びコンプライアンスオフィ

サー 

  組織 業務の概略 

  投資部 ・ 運用方針・計画案策定（年度・中長期） 

・ 運用資産のストラクチャー組成関連業務 

・ 余資の運用方針・計画案策定 

・ ファイナンス方針・計画案策定（年度・中長期） 

・ 運用資産の取得計画案策定 

・ 運用資産の売却計画案策定 

  運用部 ・ 運用資産の管理運営計画案策定及び実行 

・ 運用資産の取得計画の実行及び諸契約締結及び実績の報告 

・ 運用資産の売却計画の実行及び諸契約締結及び実績の報告 

・ プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定及び契約締結 

・ 大規模修繕計画案策定 

・ 配当方針・計画案策定 

・ 運用資産の資金管理計画案策定 

・ 市場動向調査 

・ 運用資産ポートフォリオの評価 

  管理部 ・ 年度経理方針・予算策定 

・ 経理及び出納 

・ 年度人事方針・計画策定、人事 

・ 広報業務 

・ 情報開示（ＩＲ）業務 

・ 自社の株主総会・取締役会運営 

・ 行政機関への定例報告及び届出 

・ 規程の改廃に係る業務 

・ 情報システム機器の運用、保全及び管理 

・ 年度検査方針・計画策定・実行 

・ 検査対応方針策定・検査対応・苦情に関する窓口及びその対処 

・ 法務に関する業務 

・ 行政機関及び業界諸団体等対応 

・ 配当方針・計画の実行 

・ 投資口発行 

・ 投資法人債発行・償還 

・ 運用資産の資金管理計画の実行 

・ 余資の運用方針・計画の実行 

・ 運用資産の資産保管会社・証券代行業者の選定及び契約締結 

・ 募集取扱い会社対応業務 

・ 大規模修繕計画の実行 

・ 法人関係情報の管理 



ⅱ．開催時期 

 下記審議項目について重要な決議事項が生じたと議長が判断、若しくは関係各部より請求があっ

た場合、議長を招集権者として開催されます。 

ⅲ．審議項目 

 投資委員会では、運用資産の運用に関する下記の事項について審議及び法令等遵守状況の確認を

行います。 

・ 運用方針策定 

・ 運用資産の取得・売却 

・ ファイナンス方針策定 

・ 運用資産の管理運営計画策定 

・ プロパティマネジメント会社の選定・入居募集等受託会社への再委託の承認 

・ 大規模修繕の計画策定 

・ 配当方針・計画策定 

・ 情報開示（ＩＲ）方針・計画策定 

・ 規程の改廃 

ⅳ．審議方法 

 コンプライアンスオフィサー及び外部専門家１名を含む委員の３分の２以上が出席し、コンプラ

イアンスオフィサー及び外部専門家が賛成し、かつ出席委員の３分の２以上の賛成により決議され

ます。 

  

ｂ．コンプライアンス委員会 

ⅰ．構成員 

 コンプライアンスオフィサー（議長）、各部部長 

ⅱ．開催時期 

 下記審議項目について重要な決議事項が生じたと議長が判断、若しくは関係各部より請求があっ

た場合、議長を招集権者として開催されます。 

ⅲ．審議項目 

 コンプライアンス委員会では、運用資産の運用に関する下記の事項について法令等遵守状況の確

認を行います。 

・ 後記「７ 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限」に定義される関連会社等か

らの運用資産の取得及び関連会社等への運用資産の売却 

・ プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定 

・ その他コンプライアンスオフィサーが必要と判断した事項 

ⅳ．審議方法 

 コンプライアンスオフィサーを含む委員の３分の２以上が出席し、コンプライアンスオフィサー

が賛成し、かつ出席委員の３分の２以上の賛成により決議されます。 

  

ニ．コンプライアンスオフィサー 

ａ．選任方法 

 コンプライアンスオフィサーは、取締役会で任命・解任されます。またその職責の重大性に鑑み、

コンプライアンスオフィサーは、コンプライアンス業務に専任して業務に従事するものとします。ま

た、コンプライアンスオフィサーには、法令・規範の遵守のための十分な審査・監督能力を有する人

材が選任されます。 

ｂ．権限 

 コンプライアンスオフィサーは、各部における業務の検査及び法令その他規制の遵守状況の監督指

導、各会議体における方針決定事項並びに契約書、規約、報告書、資料、広告宣伝物等に関する法令

その他規制の遵守状況（以下「法令等遵守状況」といいます。）の監査を実施する権限を有します。

かかる権限に基づき法令等遵守状況を確認し、法令等遵守状況に問題がある場合は、関連部署に改善



命令を出す権限を有します。また、運用資産の運用に係る案件につき、投資委員会に諮問する前に、

法令等遵守状況を検討した上で、当該案件を承認又は棄却する権限を有します。また、コンプライア

ンスオフィサーは前記の定めに従い、コンプライアンス委員会を招集し、運用資産に関する法令等遵

守状況の確認を行うことができます。 

  

ホ．資産運用会社の意思決定プロセス 

 運用資産の運用に係る決定を行うための決裁書案の作成・提出から議決までのプロセスは、以下のと

おりです。 

ａ．年度・中長期運用方針・計画策定に関するプロセス 

 運用資産の年度・中長期運用方針・計画の策定は、投資部が運用方針・計画案を作成し、投資部長

に提出します。投資部長は運用方針・計画を起案し、コンプライアンスオフィサーに提出します。コ

ンプライアンスオフィサーは運用方針・計画について法令等遵守状況の確認を行い、投資委員会に提

出します。投資委員会は運用方針・計画及び法的な検討の結果について審議及び法令等遵守状況の確

認を行い、取締役会に提出します。取締役会は運用方針・計画について決議を行います。運用方針・

計画は、取締役会の決議により成立します。投資部長及び運用部長は、実績を年４回投資委員会へ報

告します。（フローチャート①「年度・中長期運用方針・計画策定フローチャート」をご参照下さ

い。） 

 



フローチャート①「年度・中長期運用方針・計画策定フローチャート」 

  

 

 



ｂ．運用資産取得の意思決定プロセス 

 スターツデベロップメント株式会社との間で締結したパイプラインサポート契約及びスターツＣＡ

Ｍ株式会社との間で締結した物件情報提供契約に基づき、投資部が運用資産に係る案件・市場情報を

優先的に取得します。運用資産の年度・中長期運用方針・計画に基づき、投資部は運用資産に関する

情報を収集した上で、現地調査を行います。また、運用資産の購入検討の過程においては、外部の専

門家の調査や助言を得ながら、デューディリジェンス（不動産鑑定評価書、建物状況調査報告書・地

震リスク診断報告書による分析評価及びマーケットレポート等）を行い、法令適合性や収益性を検証

します。投資部は、対象運用資産の取得が運用資産の年度・中長期運用方針・計画に合致すると判断

された場合、取得決裁書案の作成を行い、不動産鑑定評価書等必要な書類を添付して、投資部長に提

出します。投資部長は、新規取得物件の詳細を記載した運用資産の取得決裁書を起案し、コンプライ

アンスオフィサーに提出します。なお、コンプライアンスオフィサーは、関連会社等からの取得時に

は、コンプライアンス委員会を招集します。コンプライアンスオフィサー若しくはコンプライアンス

委員会において、取得決裁書について法令等遵守状況の確認を行い、投資委員会に提出します。投資

委員会において、取得決裁書についての審議及び法令等遵守状況の確認を行い、取締役会に提出しま

す。取締役会は運用資産の取得について決議を行います。取得決裁書は、取締役会の決議をもって成

立します。（フローチャート②「運用資産取得の意思決定フローチャート」をご参照下さい。） 

 



フローチャート②「運用資産取得の意思決定フローチャート」 

  

 

 



ｃ．運用資産売却の意思決定プロセス 

 スターツデベロップメント株式会社との間で締結したパイプラインサポート契約及びスターツＣＡ

Ｍ株式会社との間で締結した物件情報提供契約に基づき、投資部が不動産等の買主候補の情報を取得

致します。さらに、運用資産の売却検討の過程においては、外部の専門家の調査や助言を得ながら、

不動産鑑定評価書やマーケットレポート等の分析を行い、法令適合性や収益性を検証します。投資部

は、対象運用資産の売却が運用資産の年度・中長期運用方針・計画に合致すると判断された場合、売

却決裁書案の作成を行い、不動産鑑定評価書等必要な書類を添付して、投資部長に提出します。投資

部長は、新規売却物件の詳細を記載した運用資産の売却決裁書を起案し、コンプライアンスオフィ

サーに提出します。なお、コンプライアンスオフィサーは、関連会社等への売却時には、コンプライ

アンス委員会を招集します。コンプライアンスオフィサー若しくはコンプライアンス委員会におい

て、売却決裁書について法令等遵守状況の確認を行い、投資委員会に提出します。投資委員会におい

て、売却決裁書についての審議及び法令等遵守状況の確認を行い、取締役会に提出します。取締役会

は運用資産の売却について決議を行います。売却決裁書は、取締役会の決議をもって成立します。

（フローチャート③「運用資産売却の意思決定フローチャート」参照をご参照下さい。） 

  

 



フローチャート③「運用資産売却の意思決定フローチャート」 

  

 

 



ｄ．プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等のプロセス 

 プロパティマネジメント会社の選定及びプロパティマネジメント会社による入居募集等受託会社へ

の再委託についての承認は、運用部が決裁書案を作成し、運用部長に提出します。なお、プロパティ

マネジメント会社の選定・入居募集等受託会社への再委託の承認及びこれらの変更（以下「プロパ

ティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等」といいます。）に際しては、投資法人に対し

て最も有利となるような会社を、複数の候補の中から所定の手続に基づき選定・承認するものとしま

す。また、選定又は再委託が承認されたプロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社との委託

契約においては予め契約期間を定め、契約の満了時には前記の手続を同様に行うものとします。運用

部長は、プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等の詳細を記載した決裁書を起案

し、コンプライアンスオフィサーに提出します。コンプライアンスオフィサーは、プロパティマネジ

メント会社・入居募集等受託会社の選定等について、コンプライアンス委員会を招集します。コンプ

ライアンス委員会はプロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等について法令等遵守

状況の確認を行い、投資委員会に提出します。投資委員会において、プロパティマネジメント会社・

入居募集等受託会社の選定等について審議及び法令等遵守状況の確認を行い、取締役会に提出しま

す。取締役会はプロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等について決議を行いま

す。プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等は、取締役会の決議をもって成立し

ます。（フローチャート④「プロパティマネジメント会社の選定フローチャート」及びフローチャー

ト⑤「入居募集等受託会社の承認フローチャート」をご参照下さい。） 

  

 



フローチャート④「プロパティマネジメント会社の選定フローチャート」 

  

 

 



フローチャート⑤「入居募集等受託会社の承認フローチャート」 

  

 

 



ｅ．運用資産の管理運営・賃貸の計画策定プロセス 

 運用資産の管理運営・賃貸の計画の策定は、運用部がプロパティマネジメント会社及び入居募集等

受託会社の作成した管理運営計画書を入手し、運用部にて管理運営計画案を作成し、運用部長に提出

します。運用部長は、管理運営の詳細を記載した運用資産の管理運営計画を起案し、コンプライアン

スオフィサーに提出します。コンプライアンスオフィサーは運用資産の管理運営計画案について法令

等遵守状況の確認を行い、投資委員会に提出します。投資委員会は、提出された管理運営計画案及び

法的な検討の結果について審議及び法令等遵守状況の確認を行い、取締役会に提出します。取締役会

は管理運営・賃貸の計画について決議を行います。管理運営計画は、取締役会の決議をもって成立し

ます。 

  

ヘ．社内のコンプライアンス体制 

ａ．コンプライアンスオフィサーの役割 

 資産運用会社のコンプライアンスを統括する責任者として、コンプライアンスオフィサーを置き、

コンプライアンスに関する業務を担当します。コンプライアンスオフィサーは、以下の事項について

企画、実行します。 

ⅰ．コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアルの作成及び改定の立案 

ⅱ．コンプライアンス・プログラム案の策定とプログラムの進捗管理 

ⅲ．コンプライアンスに関する教育、啓蒙に関する計画の策定、実行 

ⅳ．コンプライアンス案件に対する判断 

ⅴ．コンプライアンス遵守状況に関する情報の収集と対応策の検討、関係者への報告 

ⅵ．コンプライアンスに関する問題がある場合の改善指示 

ⅶ．コンプライアンス違反等発生時の調査、事後対策の検討、指示 

ⅷ．関係当局、外部専門家（弁護士、外部監査人等）の対応 

 コンプライアンスオフィサーは、関係部長の了承を得て、関係部の担当者に上記各事項の企画、

実行について補助を行わせることができます。 

  

ｂ．コンプライアンスの運営 

ⅰ．コンプライアンスオフィサーへの報告 

 役職員は、業務執行にあたって以下の事項が発生した場合は速やかにコンプライアンスオフィ

サーに報告し、コンプライアンス面からの指示を仰がなければなりません。 

(a) 法令諸規則等に反する行為を行い、法的リスク・社会的リスクが顕在化している案件 

(b) 取引に際して法令諸規則等に関して明確でない事項が存在し、対応方法に係る判断が必要な案

件 

(c) 顧客等からの苦情等 

(d) 顧客等からの照会等 

ⅱ．報告事項への対処 

 コンプライアンスオフィサー又は代表取締役は、報告を受けた上記各報告事項について、コンプ

ライアンス規定に従い以下のいずれかの措置を執ります。 

(a) コンプライアンスオフィサーは、報告を受けた上記ⅰ(a)ないし(c)該当事項のうち取締役会の

審議・決議事項又は報告事項と判断されるものについては、速やかに代表取締役に報告し、代

表取締役は当該案件について取締役会を招集し、取締役会が審議・決議を行います。またコン

プライアンスオフィサーは、事後対策の状況についても取締役会に報告するものとします。 

(b) コンプライアンスオフィサーは、報告を受けた上記ⅰ(d)該当事項のうち重要な事項について

は、速やかに代表取締役に報告するものとします。 

(c) 上記(a)及び(b)に拘らず、取締役又は監査役の法令等違反行為については、代表取締役及びコ

ンプライアンスオフィサーは、それぞれ取締役会の招集及び監査役への報告を行うものとしま

す。 

  



ｃ．モニタリング 

 コンプライアンスオフィサーは以下の状況について定期的（少なくとも半期毎）にモニタリングを

実施します。 

ⅰ．各部の業務遂行における法令諸規則等の遵守状況 

ⅱ．コンプライアンス・プログラムの進捗状況 

 モニタリングの実施の結果について、コンプライアンスオフィサーは、資産運用会社のコンプラ

イアンス規程に従い、上記ｂ．の記載に準じて直ちに代表取締役、取締役会又は監査役に報告する

ものとします。 

  

ｄ．コンプライアンス・プログラム 

 コンプライアンスオフィサーは、良好なコンプライアンス態勢を実現するために、毎期初にコンプ

ライアンス実践のための計画として、コンプライアンス・プログラムを策定しなければなりません。

 コンプライアンス・プログラムは、以下の事項を含むこととします。 

ⅰ．コンプライアンス・マニュアルの整備計画 

ⅱ．内部統制の実施計画（体制整備、法令諸規則等の遵守状況のモニタリング） 

ⅲ．教育・研修計画 

  

ｅ．組織に係る社内検査体制 

ⅰ．検査体制 

 検査はコンプライアンスオフィサーが統括・担当し、すべての組織及び職種を対象として行われ

ます。 

ⅱ．検査の内容 

 検査の内容は以下のとおりとし、時期・項目・方法はコンプライアンスオフィサーが決定しま

す。 

・ 各組織の業務及び運営が関係諸法令、社団法人投資信託協会（以下「投資信託協会」といいま

す。）が定める諸規則及び資産運用会社の諸規程その他規制（以下「法令等」といいます。）

に従って適正かつ効率的に行われているかどうかの検査 

・ 各会議体における方針決定事項並びに契約書、規約、報告書、資料、広告宣伝物等が法令等に

従って適正かつ効率的に行われているかどうかの検査 

・ 不正又は重大な過失の発見及び未然防止のための検査 

・ その他必要な事項の検査 

ⅲ．検査結果に対する対応 

 法令に反した役職員、あるいは社内規則等につき重大な違反行為を行った役職員に対しては、再

研修プログラムを策定し、受講を義務付けます。但し、当該法令違反が軽微であるとコンプライア

ンスオフィサーが判断した場合は、再研修プログラムの受講を免除することがあります。 

 上記の他、コンプライアンスオフィサーは代表取締役からの特命により、検査を行うことがあり

ます。 

  

  



(5）【投資法人の出資総額】 

 本書の日付現在の本投資法人の出資総額、発行可能投資口の総口数及び発行済投資口総数は次のとおり

です。 

  

  

 最近５年間における出資総額及び発行済投資口総数の増減は次のとおりです。 

（注１) 本投資法人は、平成17年５月２日に設立されました。 

（注２) １口当たり発行価格200,000円（発行価額（引受価額）190,000円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により投資口を追加

発行しました。 

（注３) （注２）に記載した公募増資にあたり新光証券株式会社が行ったオーバーアロットメントによる売出しに関連して、新光証券株式会社に対

して１口当たり発行価額190,000円にて、第三者割当により投資口を追加発行しました。 

（注４) １口当たり発行価格192,103円（発行価額（引受価額）184,262円）にて、新規物件の取得資金及び借入金の一部に充当するため、公募によ

り投資口を追加発行しました。 

（注５) （注４）に記載した公募増資にあたり新光証券株式会社が行ったオーバーアロットメントによる売出しに関連して、新光証券株式会社に対

して、１口当たり発行価額184,262円にて、第三者割当により投資口を追加発行しました。 

  

 

  出資総額 6,930,929,000 円  

  発行可能投資口の総口数 2,000,000 口  

  発行済投資口総数 36,877 口  

  
年月日 

出資総額（円） 発行済投資口総数（口） 

  増減 合計 増減 合計 

  平成17年５月２日 (注１) 150,000,000 150,000,000 750 750 

  平成17年11月29日 (注２) 4,104,000,000 4,254,000,000 21,600 22,350 

  平成17年12月27日 (注３) 5,130,000 4,259,130,000 27 22,377 

  平成18年５月１日 (注４) 2,487,537,000 6,746,667,000 13,500 35,877 

  平成18年５月31日 (注５) 184,262,000 6,930,929,000 1,000 36,877 



(6）【主要な投資主の状況】 

 平成18年４月30日（第１期末）時点における主要な投資主の状況及び所有者別状況は以下のとおりで

す。 

① 主要な投資主の状況 

（注１) 発行済投資口に対する所有投資口数の割合は、小数点第２位未満を切捨てにより表示しております。 

（注２) 当該投資主は、個人投資主です。なお、所有投資口数が上位第６位以下の個人の氏名及び住所については、記載を省略しております。 

（注３) 上記記載の情報は、投資主名簿等管理人である中央三井信託銀行株式会社作成の平成18年４月30日現在の本投資法人の投資主名簿に記載され

ているもので、本書の日付現在、氏名又は名称、住所等が変更されている場合があります。 

  

② 投資主構成 

  氏名又は名称 住所 
所有投
資口数 
（口） 

発行済投資口に
対する所有投の
割合（％） 

(注１) 

  スターツアメニティー株式会社 東京都江戸川区春江町四丁目５番地９号 1,500 6.70 

  スターツコーポレーション株式会社 
東京都中央区日本橋三丁目３番９号西川ビ
ル 

750 3.35 

  株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町１－１ 400 1.78 

  大和生命保険株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目１－７ 300 1.34 

  富士火災海上保険株式会社 大阪府大阪市中央区南船場一丁目18-11 257 1.14 

  －（注２） －（注２） 250 1.11 

  東亞貿易株式会社 
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通一丁目５番
１号 

240 1.07 

  

ゴールドマン・サックス・インター
ナショナル 
（常任代理人ゴールドマンサックス
証券会社東京支店） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K 
（東京都港区六本木六丁目10番１号六本木
ヒルズ森タワー） 

235 1.05 

  －（注２） －（注２） 200 0.89 

  －（注２） －（注２） 200 0.89 

  栃木県電気工事株式会社 栃木県宇都宮市中戸祭町821－14 200 0.89 

  株式会社シャルレ 兵庫県神戸市中央区港島中町七丁目７－１ 200 0.89 

  －（注２） －（注２） 191 0.85 

  －（注２） －（注２） 175 0.78 

  
資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 晴海ア
イランドトリトンスクエアオフィスタワー
Ｚ棟 

135 0.60 

  知多信用金庫 愛知県半田市星崎町３丁目39－18 126 0.56 

  －（注２） －（注２） 125 0.55 

  －（注２） －（注２） 104 0.46 

  －（注２） －（注２） 103 0.46 

  －（注２） －（注２） 100 0.44 

  水沢信用金庫 岩手県奥州市水沢区日高西71－１ 100 0.44 

  桑名信用金庫 三重県桑名市大央町20 100 0.44 

  大福信用金庫 
大阪府大阪市福島区野田一丁目１番86号 
大阪市中央卸売市場内 

100 0.44 

  学校法人エリザベト音楽大学 広島県広島市中区織町４－15 100 0.44 

  東京冷機工業株式会社 東京都文京区本駒込六丁目24－５ 100 0.44 

  京都電子工業株式会社 京都府福知山市篠尾新町三丁目118 100 0.44 

  築地魚市場株式会社 東京都中央区築地五丁目２－１ 100 0.44 

  株式会社フジ・テキスタイル 愛知県岩倉市稲荷町羽根17－18 100 0.44 

  
日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 100 0.44 

  合 計   6,691 29.90 

          （平成18年４月30日現在）

  
区分 

投資口の状況 

金融機関（証券



（注) 発行済投資口に対する投資主数の割合及び保有投資口数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。 

  

  

  
会社を含みま
す。） 

その他の国内法
人 

外国法人等 個人その他 計 

  投資主数（人） 21 51 2 4,387 4,461 

  
投資主数の割合
（％） 

0.47 1.14 0.05 98.34 100.00 

  保有投資口数（口） 1,831 3,803 265 16,478 22,377 

  
保有投資口数の割合
（％） 

8.18 17.00 1.18 73.64 100.00 



２【投資方針】 

(1）【投資方針】 

① 基本方針 

イ．基本方針 

 本投資法人は、主として後記「(2) 投資対象 ①投資対象とする資産の種類」に規定される特定資

産、とりわけその主たる用途が賃貸住宅並びにマンスリーマンション、サービスアパートメント、ホテ

ル及び高齢者施設等の賃貸住宅の周辺領域の不動産（以下「賃貸住宅」と併せ「賃貸住宅等」といいま

す。）又は主として賃貸住宅等を裏付けとする特定資産に投資して運用を行うことにより、中長期的に

わたり、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目的として、投資主価値の最大化を目指しま

す。資産運用会社は、かかる資産運用に関する基本方針を踏まえ、運用ガイドラインを制定し、本投資

法人の運用資産に関する運用方針を以下のとおり定めています。 

 この運用ガイドラインは、現時点において資産運用会社が、人口や世帯構成の推移、不動産市場の変

化や入居者のライフスタイルの変化等を考慮して、最も適切であると考え制定したものです。そのた

め、将来的な環境の変化に応じて、本投資法人の投資の基本方針を最も適切に実現するために、変更さ

れることがあります。 

  

ロ．賃貸住宅市場における「住まい」の基本概念に基づくポートフォリオ構築 

 本投資法人においては、賃貸住宅市場における「住まい」の基本概念を、「地域毎の経済・社会動向

が反映された賃貸住宅市場における多様なライフスタイル、ライフステージに裏付けされた居住空間」

として捉えています。そこで、地域毎の賃貸住宅市場の実態分析に加え、多様なライフスタイル、ライ

フステージに基づく入居者ニーズの分析に注力し、さらにスターツグループとの連携による商品開発や

プロパティマネジメント業務の効率性の向上等により、ポートフォリオ構築における競争優位性を確保

することを目指します。 

 地域毎の賃貸住宅市場分析においては、首都圏主要都市（「首都圏主要都市」とは、東京都23区、横

浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、及び上記都市への通勤圏内（概ね半径20㎞圏内）の地域を意味し

ます。以下同じ。）を中心に全国的に拠点展開を図るスターツグループの情報収集・分析力を活用しま

す。入居者ニーズの分析においては、スターツアメニティー株式会社におけるリノベーションや営繕工

事の実績に基づく情報収集・分析力、並びにスターツＣＡＭ株式会社における入居者ニーズに合致した

商品企画・設計力（単身女性向け賃貸マンション、免震構造賃貸マンション等）を裏付けとする情報収

集・分析力を活用します。かかる分析を踏まえ、地域別ポートフォリオとしては、入居者ニーズが堅調

な首都圏主要都市を主たる投資対象地域としつつ、全国的に拠点展開を図るスターツグループの情報収

集・分析力を反映し、政令指定都市及び地方主要都市も投資対象地域としたポートフォリオの構築を目

指します。また、住戸タイプ別ポートフォリオとしては、ファミリータイプを中心としつつ、多様な入

居者ニーズの分析に基づく各住戸タイプの収益特性をポートフォリオに反映させ、かつ特定の入居者層

への偏在リスクを軽減することを目指します。 

  - 本投資法人の名称と基本方針 - 

 本投資法人の名称の一部である、「プロシード（proceed）」とは、「前進す

る」、「続行する」という意味で、本投資法人が、後記「ロ. 賃貸住宅市場における

「住まい」の基本概念に基づくポートフォリオ構築」に記載するように、スターツグ

ループとの提携関係により、賃貸住宅市場への投資を積極的に展開することで、運用

資産の着実かつ継続的な成長を目指すという姿勢を表しています。また、投資対象資

産の管理・保守等をスターツグループのスターツアメニティー株式会社に委託するこ

とで入居者の快適で楽しい生活の継続を追求していく姿勢をも表しています。 

 また、プロシードの名詞形である「プロシーズ（proceeds）」とは、取引・投資な

どによる収入、収益を意味します。これは、本投資法人が、賃貸住宅としての需要が

最も集中する中小規模の賃貸住宅への投資を積極的に展開することで、中長期的かつ

安定的な収益を目指すという姿勢を表しています。 



 プロパティマネジメント業務においては、管理・運営面での効率性を追求する見地から、まずはすべ

ての物件に対して一貫した業務体制を構築することを目指します。かかる体制の構築のため、原則的に

プロパティマネジメント会社への一括委託を予定しています。さらに、プロパティマネジメント業務と

リーシング業務の緊密な連携を企図し、プロパティマネジメント会社を通じてリーシング業務を再委託

する体制を構築することで、一層の効率性を追求することとします。具体的には、プロパティマネジメ

ント業務における一括管理の経験を有するスターツアメニティー株式会社と不動産仲介事業を行うス

ターツピタットハウス株式会社の全国店舗網及びネットワークを生かし、かかる体制の実現を目指しま

す。これによって、オフィスビルや商業施設等より、相対的に手間がかかる傾向にある賃貸住宅の管

理・運営面において、相対的な競争優位性を確保することを目指します。 

 以上の賃貸住宅市場・入居者ニーズ分析やスターツグループとの連携を踏まえ、賃貸住宅市場全体へ

のソーシングアプローチは勿論、取得価格の高騰をもたらす要因の一つと考える過度な取得競争にさら

され難い、中小規模の賃貸住宅への投資を積極的に展開することで、資産規模の着実な成長に結び付け

ることを目指します。さらに本投資法人においては、スターツグループの実績・ノウハウが活用できる

「住まい」の周辺領域として、マンスリーマンション、サービスアパートメント、ホテル及び高齢者向

け施設等への投資も企図しており、賃貸住宅等の各用途の収益特性を的確に反映させ、かつ賃貸住宅中

心のポートフォリオにおける特定の用途への偏在リスクを軽減することを目指します。 

 以上のように本投資法人においては、賃貸住宅市場における「住まい」の基本概念に基づくポート

フォリオ構築において、スターツグループを活用することで不動産市場の中での競争優位性を実現し、

もって運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します（具体的なポートフォリオの特徴につ

いては、後記「ハ. ポートフォリオの特徴」をご参照下さい。）。 

  

ハ．ポートフォリオの特徴 

ａ. 賃料変動、入居者層の需要の変動に対応したポートフォリオの構築 

 賃貸住宅等の需要は、オフィスビルや商業施設等の他の用途に供される建物の賃貸借より相対的に

経済・社会情勢の変動の影響を受けにくく、賃料相場の変動リスクが相対的に低いことが特徴として

挙げられます（詳しくは、後記「ニ. ポートフォリオ構築の背景／賃貸住宅市場の動向 ｂ. 賃貸住

宅市場の動向」をご参照下さい。）。かような賃貸住宅等における賃料相場の相対的な安定性が確保

されている特徴を活かして、本投資法人は、安定した収益の確保に留意したポートフォリオ構築を目

指します。また、賃貸住宅等の需要構造の変化に配慮しつつ、単身向け、ＤＩＮＫＳ向け、ファミ

リー向け等様々なライフステージの入居者向けの賃貸住宅を投資対象資産に組み入れることで、特定

の入居者層における需要の変動の影響を可及的に低減することを目指します（詳しくは、後記「ニ. 

ポートフォリオ構築の背景／賃貸住宅市場の動向 ｂ. 賃貸住宅市場の動向 ⅴ. 着工新設住宅戸数

の動向」をご参照下さい。）。 

 さらに、主たる投資対象を賃貸住宅に据えつつ、賃貸住宅等の市場全体の賃料変動、入居者層の需

要の変動を考慮し、「住まい」の周辺領域であるマンスリーマンション、サービスアパートメント、

ホテル及び高齢者向け施設等も投資対象に組み入れ、特定の用途への偏在リスクの軽減を目指しま

す。 

  

ｂ. 空室リスク・賃料未収リスクを考慮したポートフォリオの構築 

 賃貸住宅等の特徴として、オフィスビルや商業施設等の他の用途に供される不動産と比較して物件

規模、テナント規模がともに小さいことが挙げられます。投資対象をかかる賃貸住宅等に特化するこ

とで、オフィスビルや商業施設等の他の用途に供される不動産への投資より総資産に対する物件数、

テナント数が相対的に多くなり、総資産に対する個々のテナントの占める割合が相対的に低くなるこ

とを想定しています。本投資法人は、かかる特徴を活かしつつ、プロパティマネジメント業務におい

て一貫した業務体制の構築等による効率性を追求することで、空室リスクや賃料未収リスクが相対的

に低いポートフォリオの構築を目指します。 

  

ｃ. 入居者ニーズを考慮した投資対象地域の選定 



 本投資法人は、人口及び産業の集中度や経済基盤の確立度の高さから賃貸住宅需要が他都市と比較

して堅調に推移していることを背景として、入居者ニーズが堅調な首都圏主要都市を主たる投資対象

地域とします。他方、政令指定都市及び地方主要都市における収益性の高い物件も投資対象とするこ

とで、特定の地域に偏在することによるリスク（地震による被災リスク、不動産市況変動リスク等）

を軽減するとともに収益性を高めることを目指します（詳しくは、後記「ニ. ポートフォリオ構築の

背景／賃貸住宅市場の動向 ａ. 賃貸住宅市場を取り巻く社会経済の動向 ⅰ. 人口と世帯数の動

向」をご参照下さい。）。 

  

ニ．ポートフォリオ構築の背景／賃貸住宅市場の動向 

ａ. 賃貸住宅市場を取り巻く社会経済の動向 

ⅰ．人口と世帯数の動向 

 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成14年１月推計）によると、今後の

人口の見通しについては、全国の人口は平成19年頃にピークを迎え、その後緩やかに減少していく

ことが推計されています。 

 しかしながら、平成18年３月31日現在の住民基本台帳に基づくわが国の人口は127,055,025人

で、対前年比3,505人の減少となり、上記の「日本の将来推計人口」の推計よりも１年早く、昭和

43年の調査開始以来、初めて減少に転じています。 

 また、同研究所「都道府県の将来推計人口」（平成14年３月推計）によると、東京圏の人口は、

全国の人口がピークに達する平成19年以降も当面上昇・横ばい傾向が続くものと推計されていま

す。 

 一方、世帯数については、同研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成15年10月推

計）によると、全国の世帯数は平成27年頃にピークを迎え、その後緩やかに減少していくことが推

計されています。また、東京圏の世帯数は、同研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推

計）」（平成17年８月推計）によると、平成32年頃にピークを迎え、その後は横ばい傾向が続くも

のと推計されています。 

 以上より、全国及び東京圏の人口がピークになる時期と全国及び東京圏の世帯数がピークになる

時期とを比較すると、全国及び東京圏のいずれにおいても世帯数がピークになる時期は若干遅行す

るものと推測されています。 

 



〔図－１ 全国の総人口及び世帯数の推移（推計値）〕 

 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成14年１月推計）及び「日本

の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成15年10月推計）に基づき作成 

（注１）世帯数は、一般世帯数（施設等の世帯を含みません。）の値です。 

（注２）将来推計人口の算出の前提となる出生率の推計については、高位推計、中位推計、低位推計の３ケースのうち中位推計を用いて

います。なお、当推計の前提となっている仮定等が変化した場合は、現実の人口及び世帯数の推移は上記グラフと異なる場合が

あります。 

  

〔図－２ 東京圏の総人口及び世帯数の推移（推計値）〕 

 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」（平成14年３月推計）及び

「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（平成17年８月推計）に基づき作成 

（注１）世帯数は、一般世帯数（施設等の世帯を含みません。）の値です。 

（注２）将来推計人口の算出の前提となる出生率の推計については、高位推計、中位推計、低位推計の３ケースのうち中位推計を用いて

います。なお、当推計の前提となっている仮定等が変化した場合は、現実の人口及び世帯数の推移は上記グラフと異なる場合が

あります。 

  

ⅱ．世帯構成の構造的な変化 



 本投資法人は、賃貸住宅のテナント需要は顧客単位である世帯構成毎の世帯数の変化による影響

を受けやすいものと判断しています。今後の世帯構成の推移については、単身者や夫婦のみの世帯

など、小人数の世帯の増加が長期的に続くことが想定されます。特に、単身者の増加は、賃貸住宅

の最も大きな需要拡大の要因になると考えています。 

 また、厚生労働省「人口動態統計」（平成17年）によると、昭和50年頃から男女ともに晩婚化の

傾向を示し始め、平成17年には全国の平均初婚年齢は男性29.8歳、女性28.0歳となっています。こ

のような晩婚化の傾向は、一般に独居期間の延長及び単身者の増加につながるものと推測されま

す。 

 さらに、総務省「労働力調査」（平成18年９月公表）によると、近年の雇用者数は横ばい傾向に

ありますが、雇用者総数に占める女性の割合は、長期にわたって継続して上昇傾向を示しており、

平成13年には40％台に乗り、平成18年８月現在は41.6％となっています。このような働く女性の増

加傾向は、女性の晩婚化傾向と相まって特に単身者向け賃貸住宅の女性テナントの需要拡大につな

がるものと考えています。 

  

〔図－３ 全国の世帯タイプ別にみた世帯数の推移（推計値）〕 

 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（平成17

年８月推計）に基づき作成 

（注）世帯数は、一般世帯数（施設等の世帯を含みません。）の値です。 

  

 



〔図－４ 全国・東京都における夫婦の平均初婚年齢の推移〕 

 

（出所）厚生労働省「人口動態統計」（平成18年９月公表）に基づき作成 

  

〔図－５ 全国における雇用者総数及び女性雇用者数の推移〕 

 

（出所）総務省「労働力調査」（平成18年９月公表）に基づき作成 

  

 



ⅲ．雇用及び家計の動向 

 また、国税庁「民間給与実態統計調査」（各年公表資料）により年間給与700万円未満の給与所

得者の割合をみると、平成９年が82.5％、平成17年が85.5％と若干高くなっています。 

 本投資法人は、こうした大多数の勤労者が属する年間給与700万円未満の収入水準に対して適切

な家賃負担で入居できる賃貸住宅は市場規模が大きく、需要が根強いと考えています。 

  

〔図－６ 全国における給与所得者数の給与階級別割合の推移〕 

 

（出所）国税庁「民間給与実態統計調査」（各年公表資料）に基づき作成 

（注１）給与所得者は、１年以上続けて勤務した者（１年勤続者）をいいます。 

（注２）平成17年の調査結果は速報値（平成18年９月公表）です。 

  

ｂ. 賃貸住宅市場の動向 

ⅰ．賃貸住宅に住む世帯数の推移 

 総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表）によると、全国の住宅に住

む世帯は4,583万世帯で、その内、賃貸住宅（借家）に住む世帯は1,568万世帯（34.2％）、賃貸マ

ンション等の非木造の民営賃貸住宅に住む世帯は765万世帯（16.7％）となっています。 

 非木造の民営賃貸住宅に住む世帯は、平成５年が502万世帯、平成10年が662万世帯、平成15年が

765万世帯で、平成５年から平成15年までの10年間に263万世帯増加しています。一方、同じ10年間

に、木造の民営賃貸住宅の世帯は83万世帯減少し、給与住宅（会社、官公署、学校等がその社員、

職員、教員等を居住させる目的で建築するもの）の世帯は56万世帯減少しています。 

 これらの動向から、非木造の民営賃貸住宅の増加している背景として、世帯数自体が増加してい

ることがあげられると同時に、木造の民営賃貸住宅や給与住宅からの住み替えが進んでいることが

考えられます。 

 



〔図－７ 住宅の所有関係別にみた世帯数及び同シェア（全国）〕 

 

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表） 

  

〔図－８ 借家の種類別にみた世帯数の推移（全国）〕 

 

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表） 

  

 



ⅱ．賃料水準の推移 

 財団法人日本不動産研究所「全国賃料統計」（平成17年11月公表）によると、平成17年９月末現

在において、オフィス賃料指数及び賃貸住宅賃料指数を比較すると、全国及び東京圏の賃貸住宅の

賃料水準は下落傾向にあるとはいえ、緩やかに推移しています。オフィスの賃料水準は、平成17年

に上昇傾向を見せたとはいえ、平成16年までは賃貸住宅に比べて大きな下落幅で推移しており、社

会情勢に左右される傾向があります。 

 また、全国と東京圏において賃料水準の乖離を比較した場合、オフィス賃料においては、乖離が

大きい一方で、賃貸住宅賃料においては、乖離が小さいことが分かります。 

 以上より、本投資法人は、賃貸住宅の賃料水準については、オフィスの賃料水準に比べて安定的

に推移するものと考えています。 

  

 

（出所）財団法人日本不動産研究所「全国賃料統計」（平成17年９月末現在）（平成17年11月公

表） 

（注１）上記グラフは、上記出所記載の資料から抜粋した数値をグラフ化したものです。 

（注２）上記グラフは、平成７年の数値を100として指数化したものです。 

  

 



ⅲ．賃貸住宅の全国平均家賃 

 総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表）によると、以下のグラフの

とおり、民営借家（非木造）の全国平均賃料は70,250円となっております。本投資法人では、投資

対象の賃貸住宅の各エリアにおける賃料水準の見極めに最大限の配慮を行います。そして、各エリ

アにおける適正な賃料設定がなされた平均的な賃貸住宅に投資を行うことにより、将来における賃

料の変動リスクを軽減できるものと考えています。 

  

〔図－10 民営借家（非木造）の地域別平均家賃〕 

 

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」(平成17年３月公表) 

（注）上記グラフは、非木造の民営借家（住居以外の用途を併用する住宅を含みません。）の平均家賃で、家賃50円未満の住宅は集計対

象に含みません。 

  

ⅳ．民営賃貸住宅に住む世帯の特性 

(a）民営賃貸住宅に住む世帯の人員の推移 

 総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表）により、非木造の民営賃

貸住宅に住む世帯数の推移をみると、１人世帯（単身者）が増加傾向にあります。１人世帯の割

合は、平成15年に全国で55.7％、東京都で61.7％にのぼっています。また、２人世帯が２番目に

多く、全国で20.1％、東京都で20.5％、次いで３人世帯が全国で13.1％、東京都で10.1％となっ

ています。 

 以上から、全国、東京圏、主な政令指定都市においては、非木造の民営賃貸住宅に住む世帯は

１人及び２人の小人数世帯が７～８割を占めていることが分かります。 

 



〔図－11 民営借家（非木造）に住む１人世帯の割合の推移〕 

 

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」平成５年、10年、15年版に基づき作成 

  

〔図－12 民営借家（非木造）の世帯人員別割合の地域比較〕 

 

  

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表） 

  

(b）民営賃貸住宅に住む世帯の男女別世帯数の推移 

 総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表）により、非木造の民営賃

貸住宅に住む１人世帯について、平成５年から平成15年の10年間における世帯数の変化を男女

別、年齢別にみると、「25～34歳」では女性の世帯数の増加が男子を上回っています。これは、

前述したような働く女性の増加や晩婚化の傾向と符号し、「25～34歳」の若年層の女性において

賃貸マンション需要が高い傾向にあることが推測されます。  

  

〔図－13 民営借家（非木造）に住む１人世帯の男女別世帯数の増減(平成５～15年)〕 



 

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」平成５年、15年版に基づき作成 

  

(c）民営賃貸住宅に住む世帯の年齢層の推移 

 総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」（平成17年３月公表）により、非木造の民営賃

貸住宅に住む世帯の年齢別（家計を主に支える者の年齢）の推移をみると、「25歳未満」を除く

すべての年齢層で世帯数が増加しています。「24～34歳」の若年層だけでなく、中高年層や高齢

者層も増加していることから、入居年齢層が幅広くなり、需要が多様化の傾向にあると考えられ

ます。 

  

〔図－14 民営借家（非木造）に住む世帯の年齢別世帯数の推移〕 

 

（出所）総務省統計局「平成15年住宅・土地統計調査」平成５年、10年、15年版に基づき作成 

  

 



ⅴ．着工新設住宅戸数の動向 

 国土交通省「建築着工統計調査」（平成17年４月公表）によると、全国の着工新設住宅戸数は、

ほぼ横ばいの傾向を示しているのに対して給与住宅においては、若干の変動はあるものの概ね減少

の傾向を示しています。給与住宅の着工新設住宅戸数が低調に推移する一方で、貸家の供給は安定

的に推移しています。 

  

 

（出所）国土交通省「建築着工統計調査」（平成17年４月公表） 

（注１）上記グラフは、上記出所記載の資料から抜粋した数値をグラフ化したものです。 

（注２）上記グラフは、平成９年の数値を100として指数化したものです。 

  

ｃ. 賃貸住宅市場における賃料水準・需要の安定性 

 前記ａ．及びｂ．で述べたとおり、全国の人口は近年でピークを迎えるものの、東京圏の人口は漸

増で推移し、さらに賃貸住宅の需要においては、晩婚化による単身者世帯の増加や単身向け需要層に

おける女性の占める割合の増加傾向等、その担い手を変化させながらも当面の世帯数の増加傾向が予

測されています。また、貸家の供給が安定的に推移していることは、賃貸住宅の需要の安定性を表し

ているものと考えています。したがって、本投資法人は、オフィスビル等の賃貸市場と比較して、賃

貸住宅市場は、賃料水準及び需要面において安定して推移するものと推測しています。 

 このような背景の下、本投資法人は、賃貸住宅の賃料水準及び需要の安定性というメリットを享受

しつつ、人口や世帯構成の推移、不動産市場の変化、入居者のライフスタイルの変化等を考慮して、

運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。 

  

② 成長方針 

イ．スターツグループとの協力関係による成長性 

 本投資法人は、資産運用会社がスターツデベロップメント株式会社との間で締結したパイプラインサ

ポート契約及びスターツＣＡＭ株式会社との間で締結した物件情報提供契約に基づき、スターツグルー

プとの広範な協力関係を構築しています（パイプラインサポート契約及び物件情報提供契約の内容に関

しましては、後記「ロ. 外部成長戦略 ｂ. スターツグループとの協力関係による外部成長戦略」をご

参照下さい。）。かかる協力関係の下で、以下に詳述するスターツグループ各社の役割・特徴を活かし

つつ、資産規模の着実な成長と運用資産の管理運営コストの削減、稼働率の上昇や賃料単価の上昇等を

目指します。 



  

＜スターツグループ各社の役割＞ 

 

（注）スターツコーポレーション株式会社は、４社（スターツデベロップメント株式会社、スターツＣＡＭ株式会社、スターツコーポレート

サービス株式会社及びスターツピタットハウス株式会社）の持株会社です。 

  

 スターツグループは、遊休地を中心とした資産有効活用コンサルティングに伴う賃貸住宅等の建築請

負、設計・企画及び施工監理等を行うスターツＣＡＭ株式会社、不動産営業店舗「ピタットハウス」を

中心に不動産の売買及び賃貸の媒介を行うスターツピタットハウス株式会社、分譲住宅（戸建又はマン

ション）の企画・開発及び販売等を行うスターツデベロップメント株式会社並びに企業の社宅管理業務

の受託事業等を主たる事業とするスターツコーポレートサービス株式会社を中核とし、建設不動産管理

事業、分譲事業、注文住宅事業、出版事業、証券事業、ホテル事業及び高齢者介護事業等を営む30社の

会社で構成される企業グループです。スターツグループは、「総合生活文化企業」を標榜し、地域に根

ざした営業展開をその特徴としています。かかる地域密着型営業展開を基軸として、昭和44年の創業

（会社設立は昭和47年）以来、着実に不動産営業店舗網を拡大し、ピタットハウス店舗網として全国に

287店舗（平成18年９月５日現在。フランチャイズを含みます。）を有するに至っており、不動産仲介

事業において全国規模の地域密着型ネットワークを構築することを目指しています。 

 商品開発においては、スターツＣＡＭ株式会社と女性向け情報誌「ＯＺ（オズ）マガジン」を発行し

ているスターツ出版株式会社との連携により、入居者ターゲットを単身女性に特化した賃貸住宅の開発

を行う等、エンドユーザーの嗜好を的確に反映できるよう努めています。なお、取得予定資産のうち、

（C-25）プロシード本所吾妻橋は、このような単身女性向け賃貸マンションの商品企画・開発を通じて

スターツグループが得た入居者ニーズを反映させて開発された物件です。 

 また、建物の耐久性の向上に加えて入居者の生命や財産を守る目的で、免震構造の賃貸住宅の開発も

行っています（注１）。 

 ホテル事業ではスターツホテル開発株式会社が平成16年１月に「ホテル ルミエール 葛西」（客室

数153室）、平成17年６月に東京ディズニーリゾート・パートナーズホテルとして「ホテル エミオン

東京ベイ」（客室数380室）を開業しています。高齢者介護事業では、スターツケアサービス株式会社

が高齢者福祉施設７件（平成18年９月５日現在）を江戸川区を中心に展開しています。 

 不動産管理事業においては、グループ会社のスターツアメニティー株式会社が、管理戸数約18万戸（注



２）（平成18年９月５日現在）の実績を有し、スターツグループの建築案件をはじめとし、他社建築案

件、他社管理物件を対象に管理戸数を拡大しています。近年では、不動産管理事業により確立した地域

密着型の営業体制によって、中古物件の資産価値を高めるリノベーション等の賃貸住宅管理から派生す

るビジネスに事業領域を拡大しています。 

（注１）取得済資産及び取得予定資産に免震構造の賃貸住宅は含まれておりません。 

（注２）管理戸数には、賃貸人からの管理受託物件に加えて、借上社宅等を目的とした法人賃借人の賃借代理戸数も含まれていますが、オフィ

スビル・駐車場等の戸数（台数）は含まれていません。 

  

ロ．外部成長戦略 

ａ. 外部成長戦略の基本方針 

 本投資法人は、上記における賃貸住宅を取り巻く経済・社会動向を踏まえ、スターツデベロップメ

ント株式会社との間で締結したパイプラインサポート契約及びスターツＣＡＭ株式会社との間で締結

した物件情報提供契約に基づき、スターツグループとの広範な協力関係を構築し、スターツデベロッ

プメント株式会社及びスターツＣＡＭ株式会社による情報提供及び情報提供会社の拡充をはじめとし

て、スターツグループ各社の協力の下、運用資産の取得機会の拡大を図り、資産規模を着実に成長さ

せることを目指します。 

  

ｂ. スターツグループとの協力関係による外部成長戦略 

ⅰ．物件情報の提供及びウェアハウジング機能 

 資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務に関連してスターツデベロップメント株式会社との

間でウェアハウジング機能（以下に定義されます。）の提供や物件情報の取得等を目的として平成

17年10月３日付でパイプラインサポート契約を、スターツＣＡＭ株式会社との間で物件情報の取得

を目的として平成17年10月３日付で物件情報提供契約を締結し、もって、スターツデベロップメン

ト株式会社及びスターツＣＡＭ株式会社による協力体制を構築しています。具体的には、スターツ

デベロップメント株式会社との間で締結したパイプラインサポート契約及びスターツＣＡＭ株式会

社との間で締結した物件情報提供契約に基づき、運用資産の取得に関連してスターツデベロップメ

ント株式会社及びスターツＣＡＭ株式会社の保有する物件情報のすべてを優先的に資産運用会社に

対して提供させることが定められており、これにより、スターツデベロップメント株式会社の分譲

住宅事業における物件情報の活用による様々な物件や、スターツＣＡＭ株式会社が土地の有効活用

事業で培った賃貸住宅開発のノウハウを傾注した様々な物件を安定的に取得することを目指してい

ます。さらに、スターツデベロップメント株式会社又はスターツＣＡＭ株式会社がＰＦＩ（注）や公

募プロポーザルコンペ等により優先交渉権等を獲得した開発事業を通じて、賃貸住宅物件を取得す

ることが可能となっています。かかる大型賃貸住宅物件の候補として現在開発中の物件につきまし

ては、後記「ⅱ. スターツグループが有する開発ノウハウの有効活用」をご参照下さい。 

 また、スターツグループは土地仕入から建物の企画・設計・施工・入居募集までを一貫して実施

しており、スターツグループの開発物件について本投資法人が取得を検討する場合には、パイプラ

インサポート契約に基づき、稼働率が一定の基準に達するまでスターツデベロップメント株式会社

又はスターツデベロップメント株式会社が設立した特別目的会社が物件を取得して保有する機能

（以下「ウェアハウジング機能」といいます。）を利用することが可能であり、かかるウェアハウ

ジング機能により、完工及び稼働率安定までの物件保有リスクを回避することが可能となっていま

す。 

 そして、本投資法人が増資による物件取得資金を調達するまでの間、かかるウェアハウジング機

能を利用することにより、資産取得時の総資産に対する有利子負債の比率を安定的に推移させるこ

とが可能となります。 

（注）ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間事業者の持つ資金力、経営能力及び技

術的能力を導入する事業方法をいいます。 

  

ⅱ．スターツグループが有する開発ノウハウの有効活用 



 スターツグループの「住まい」に関する開発ノウハウを活かした物件への投資により、投資物件

の多様性を確保します。また、スターツグループの地域密着型の事業展開によるネットワークを通

じたきめ細かな物件情報を入手、分析することによって、地域内で安定的に稼動が見込める物件に

投資し、もって資産規模の着実な成長を目指します。 

 スターツグループの「住まい」に関する開発ノウハウとしては、具体的には以下の４点が期待さ

れ、かような開発ノウハウにより多様な物件への投資を目指します。 

(a）スターツＣＡＭ株式会社が開発した「高床免震工法」（特許取得済）を用いた免震構造賃貸マ

ンション、ペット対応マンションやデザイナーズマンション等の商品開発により、競合賃貸住

宅との差別化を図り、賃貸住宅市場における競争力を維持すること 

(b）スターツ出版株式会社が発行する女性向け情報誌「ＯＺ（オズ）マガジン」とのタイアップに

より、働く女性が安心して快適に住むことのできる女性向け賃貸マンション「オザリア」を開

発するなど、ライフスタイルの変化に柔軟に対応した賃貸住宅を提案すること 

(c）ＰＦＩ、独立行政法人都市再生機構等の案件における事業プロポーザルを勝ち抜き、大規模住

宅の整備を行うこと 

(d）「住まい」の周辺領域にあるホテル等に対する開発、運営能力を有していること 

 なお、上記(a)の「高床免震工法」（特許取得済）を用いた免震構造賃貸マンションの具体例と

して、東京都江戸川区所在の「ランドスケープアーバンストリート」の受注建築事例があります。

また、上記(b)の「オザリア」の具体例としては、東京都江戸川区所在の「オザリア一之江Ⅰ」の

受注建築事例があります。加えて、上記(c)の具体例として、スターツコーポレーション株式会社

を開発主体として、本書の日付現在、東京都江戸川区により公募された篠崎駅西部土地区画整理事

業について優先交渉権を取得した賃貸住宅を含む物件の開発や、東京都足立区西新井において、独

立行政法人都市再生機構が行う民間供給支援型賃貸住宅制度（注）による民間賃貸住宅事業者公募に

基づく賃貸住宅物件の開発（西新井プロジェクト）を行っております。さらに、上記(d)の具体例

として、スターツホテル開発株式会社を開発主体として、「ホテルルミエール葛西」を平成16年１

月にオープンしています。但し、上記の物件は、取得済資産及び取得予定資産（後記「(2）投資対

象 ③取得予定資産の概要」において定義します。以下同じ。）に含まれておりません。 

（注）良質なファミリー向け賃貸住宅ストックの形成を図り、職住近接の魅力ある都市の形成を実現するため、独立行政法人都市再生機

構が整備した敷地を民間事業者に賃貸することにより、民間事業者による賃貸住宅の建設・供給を支援する制度です。 

  

ⅲ．利益相反回避のための施策 

 なお、資産運用会社は、物件取得の方法に関して、スターツグループとの利益相反を回避するた

め、取締役会に加えて、コンプライアンス委員会及び外部専門家を加えた投資委員会を組織して、

取締役会決議に加えて、コンプライアンス委員会及び投資委員会での決議を経なければならないも

のとされています（詳しくは、前記「１ 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ②投資法人の運

用体制 ハ. 委員会」をご参照下さい。）。 

  

ハ．内部成長戦略 

ａ. 内部成長戦略の基本方針 

 本投資法人は、後記「⑧運営管理方針」の記載に従いプロパティマネジメント会社を選定し、運用

資産の管理運営コストの削減、稼働率の上昇や賃料単価の上昇を図り、安定した収益の確保を目指し

ます。 

  

ｂ. スターツグループとの協力関係による内部成長戦略 

ⅰ．スターツアメニティー株式会社による管理運営コストの削減 

 前記ａ. の内部成長戦略の基本方針に従い、スターツアメニティー株式会社は、建物賃貸借及び

業務委託契約（「パス・スルー」型（「賃料最低保証付パス・スルー」型を含みます。）又は「固

定賃料」型。以下「マスターリース契約」といいます。）に基づき、本投資法人の取得予定資産及

び取得済資産のすべての信託受益権の受託者に対して当初のプロパティマネジメント会社としてプ



ロパティマネジメント業務を提供する関係にあります。スターツアメニティー株式会社が取得予定

資産及び取得済資産すべての物件についてプロパティマネジメント業務を提供することによって、

一貫した業務体制をとることが可能となります。これによって、プロパティマネジメント会社から

リーシング業務の受託会社への業務再委託による業務の効率性の向上が図られるとともに、地域密

着型の営業体制に基づく情報力と24時間365日の入居者への対応により顧客満足度の向上を図るこ

とが可能となります。また、物件の稼動状況や家賃の収納等の情報を各物件間で統一することがで

きるとともに、プロパティマネジメント会社に対する指図の迅速化、スケールメリットを活かした

修繕費用の低減、各金融機関と直結した精算管理と未然予防の徹底された滞納管理システムの活

用、システム化された退去業務、巡回業務、修繕業務による工期の短縮と費用の削減等を通じて、

管理運営コストの削減を図ることが可能となります。さらに、入居者ニーズを反映した営繕工事や

リノベーションにより資産価値の維持・向上を図ることも可能となります。 

  

ⅱ．スターツピタットハウス株式会社による稼働率の上昇及び賃料単価の上昇 

 スターツピタットハウス株式会社は、入居募集用店舗網を有するスターツグループにおいてリー

シング業務を行う会社であり、スターツアメニティー株式会社がスターツピタットハウス株式会社

との間の転貸借代理委託契約に基づきスターツピタットハウス株式会社にプロパティマネジメント

業務のうちリーシング業務を再委託し、効率的な集客等による稼働率の上昇を目指します。 

 スターツピタットハウス株式会社がリーシングの募集を行うことで、店舗網の大きさを活かした

相互顧客紹介や多様な情報媒体によるメディアミックスでの募集体制、テレビコマーシャルや看板

等による宣伝広告、ホスピタリティーを重視した募集店舗スタッフ、24時間365日の自社内クレー

ム対応体制等によって、稼働率の上昇を目指します。 

 さらに、スターツピタットハウス株式会社は、入居者ニーズに合った商品設定やサービスシステ

ムの開発能力、募集条件や地域の賃貸住宅市場についての豊富な知識を有しており、それらに基づ

く適切な賃料設定による賃料単価の上昇を図ることも期待できます。 

  

ⅲ．利益相反回避のための施策 

 資産運用会社は、前記「ロ. 外部成長戦略 ｂ. スターツグループとの協力関係による外部成長

戦略 ⅲ. 利益相反回避のための施策」に記載したとおり、プロパティマネジメント会社・入居募

集等受託会社の選定等に関して、スターツグループとの利益相反を回避する施策を講じています。

  

③ ポートフォリオ構築方針 

 本投資法人は、ポートフォリオ構築に際して、賃貸住宅市場の動向（詳しくは、前記「①基本方針 

ニ. ポートフォリオ構築の背景／賃貸住宅市場の動向」をご参照下さい。）を踏まえつつ、各用途・住戸

タイプにおける賃料相場の変動リスク、空室リスク、及び賃料未収リスクの軽減並びに地域毎の賃貸住宅

需要における人口及び産業の集中度や経済基盤の確立度の高さに留意し、以下に定める事項を総合的に勘

案した上で、下記の割合によるポートフォリオの構築を行います。 

  

ａ. 賃貸住宅等の各用途が有する収益特性を的確にポートフォリオに反映させ、かつ特定の用途への偏在

リスクを軽減させること（用途別ポートフォリオ方針） 

ｂ. 入居者ニーズが堅調な首都圏主要都市を主たる投資対象地域としつつ、特定の地域に集中することに

よる偏在リスクを軽減すること（地域別ポートフォリオ方針） 

ｃ. ライフスタイルを分析し、各住戸タイプの収益特性を的確にポートフォリオに反映させ、かつ特定の

入居者層への偏在リスクを軽減させること（住戸タイプ別ポートフォリオ方針） 

  

 前記「１ 投資法人の概況 （1）主要な経営指標等の推移 ② 事業の状況 ロ．第１期（平成18年

４月期）及び第２期（平成18年７月末現在まで）の運用状況」に記載のとおり、本投資法人は上場以来、

積極的な資産の拡大を図ってきましたが、更なる運用資産の成長と安定した収益の確保を目指し、資産運

用会社は、平成18年10月16日付で運用ガイドラインの変更を行いました。主要な変更点は、以下のとおり



です。 

  

ａ．世帯構成の構造的な変化に対応しつつ、運用資産の更なる成長を目指す過程で柔軟かつ機動的な運用

資産取得体制を維持するため、住戸タイプ別の面積比率の数値レンジを見直し、変更することとしま

した。 

ｂ．予測可能かつ安定的な資産規模の拡大のため、価格比率の算出根拠を各決算期末時点の不動産鑑定価

格から取得価格へと変更することとしました。 

  

 変更後のポートフォリオ方針は以下のとおりです。 

 



イ．用途別ポートフォリオ方針 

投資対象の用途別のポートフォリオの目標は以下のとおりです。 

（注１）原則として賃貸住宅専用の物件に投資しますが、店舗併用共同住宅についても投資できるものとします。但し、店舗併用共同住宅につ

いては、賃貸住宅の面積が建物全体の70％程度以上を占める物件に限定します。 

（注２）「価格比率」は、「各区分の物件の取得価格の小計」÷「全物件の取得価格の合計」により算出します。 

（注３）経済情勢及び不動産市況等により、本投資法人が保有する投資対象の用途別価格比率が一定の期間目標値と整合しない場合がありま

す。 

  

ロ．地域別ポートフォリオ方針 

投資対象の地域別のポートフォリオの目標は以下のとおりです。 

（注１）この表にない地域であっても、政令指定都市又は地方主要都市への通勤圏（概ね半径20km圏内）と判断できる場合はそれぞれの地域に

組入れ可能とします。 

（注２）「価格比率」は、「各区分の物件の取得価格の小計」÷「全物件の取得価格の合計」により算出します。 

（注３）経済情勢及び不動産市況等により、本投資法人が保有する投資対象の地域別価格比率が一定の期間目標値と整合しない場合がありま

す。 

  

  投資対象 特徴 
価格比率 
(注２)(注３) 

  ①賃貸住宅 単身向け、ＤＩＮＫＳ向け、ファミリー向

け等、通常の賃貸住宅です。専門のオペレ

ーターに運営を委託することを想定した学

生向けマンションや、法人による数部屋単

位の借上げを想定した社宅（又は寮）もこ

の中に含みます。（注１） 

80％以上 

  ②マンスリーマンション 

（＝短期滞在マンション） 

家具付きで月単位等の短期契約が可能な賃

貸住宅です。独自の運営組織とノウハウが

必要なため、専門のオペレーターとマスタ

ーリース契約を締結し、一括賃貸すること

を想定しています。 

15％以内 

  ③サービスアパートメント 家具付きで寝具交換、フロントサービス等

のサービス提供がある賃貸住宅です。独自

の運営組織とノウハウが必要なため、専門

のオペレーターとマスターリース契約を締

結し、一括賃貸することを想定していま

す。 

  ④ホテル 宿泊特化型のビジネスホテルです。独自の

運営組織とノウハウが必要なため、専門の

オペレーターとマスターリース契約を締結

し、一括賃貸することを想定しています。 

  ⑤高齢者向け施設 有料老人ホーム等の形式の賃貸住宅です。

独自の運営組織とノウハウが必要なため、

専門のオペレーターとマスターリース契約

を締結し、一括賃貸することを想定してい

ます。 

10％以内 

  地域区分 価格比率 (注２)(注３) 

  首都圏主要都市 70％以上 

  政令指定都市（上記に含まれる都市を除く） 20％以内 

  地方主要都市（県庁所在地等） 10％以内 



ハ．住戸タイプ別ポートフォリオ方針 

投資対象の住戸タイプ別のポートフォリオの目標は以下のとおりです。 

（注１）物件毎に周辺のエリア性を考慮して検討の上、個別物件の選定の適否を判断します。なお、住戸毎の面積比率の計算根拠は専有面積に

基づくものとします。 

（注２）前記「イ. 用途別ポートフォリオ方針」所定の「④ホテル、⑤高齢者向け施設」については専有面積によって区分し、それぞれのタイ

プとして割合を算出します。 

（注３）中長期的なポートフォリオ構築の観点から必要な運用資産を取得する場合には、ポートフォリオ構築の過程において一定の期間、住戸

タイプ区分別の面積比率が上記比率と乖離する場合があります。 

  

 

  住戸タイプ区分 特徴 面積比率（注３） 

  シングルタイプ ＜主な想定入居者像＞ 

学生や社会人を中心とした単身者 

＜想定入居人員＞ 

１人 

＜専有面積＞ 

18㎡～28㎡程度 

＜間取り＞ 

ワンルーム、１Ｋ、１ＤＫ 

20％～50％ 

  ＤＩＮＫＳタイプ ＜主な想定入居者像＞ 

ゆとりを求める単身者や利便性を重視する

ＤＩＮＫＳや幼児１人程度がいる家族 

＜想定入居人員＞ 

１人～３人 

＜専有面積＞ 

28㎡～45㎡程度 

＜間取り＞ 

１ＬＤＫ、２ＤＫ 

5％～25％ 

  ファミリータイプ ＜主な想定入居者像＞ 

利便性とともに住環境の良さを重視する、

子供がいる家族世帯 

＜想定入居人員＞ 

２人以上 

＜専有面積＞ 

45㎡程度以上 

＜間取り＞ 

２ＬＤＫ、３ＤＫ、３ＬＤＫ以上 

40％～60％ 



④ 個別物件の選定方針 

 個別物件の取得に当たっては、賃貸住宅を中心とし、収益性とリスクを総合的に勘案して安定的収入が

見込める物件を選定することとしています。かかる物件を選定するための基準は以下のとおりです。 

（注）ＰＭＬ（Probable Maximum Loss）の数値は、対象施設あるいは施設群に最大の損失をもたらす地震（今後50年間で10％を超える確率で発生

する大地震）が発生し、その場合の90％信頼水準に相当する物的損失（予想される損失を超えない確率が90％の水準における損失）を示しま

す。数値は再調達価格に対する予想最大損失額の比率で表されます。 

  

⑤ デューディリジェンス基準 

 運用資産の選定に際しては、投資家の利益を最大化することを目的として、外部の第三者である専門家

によって作成された不動産鑑定評価書、建物状況調査報告書及び地震リスク診断報告書等の各種デュー

ディリジェンスレポートの作成を委託する等、外部の専門家の調査や助言を得ながら、当該物件に存在す

るリスクを明確にした上で、収益性とリスクを総合的に勘案して的確な判断を行うものとします。具体的

な調査項目は以下のとおりです。 

 

  項目 物件選定方針 

  構造 木造及び軽量鉄骨造以外の構造であること 

  築年数 新耐震設計基準に適合する物件であること 

  立地 地域性に鑑み賃貸需要が見込めると判断できる立地であり、

中長期的に良好な住環境が維持される見込みがある物件であ

ること 

  耐震性 取得時におけるＰＭＬ（注）は20％以下であること 

  調査項目 内容 

  物理的調査   

    

建物調査 

建物主要構造・規模・築年数・設計・施工業者等 

    主要仕上（屋根、外壁、床、壁、天井等） 

    
電気設備、給排水衛生設備、空調設備、昇降機、搬送機、防災設

備、駐車場等の状況 

    都市計画法・建築基準法等関連法令に対する遵法性 

    大規模修繕計画及び管理計画の良否及びその実施の状況 

    緊急修繕項目及び費用、大規模修繕計画の見込み 

    

環境・土壌等 

敷地使用履歴・周辺地域の状況調査 

    

ホルムアルデヒド・ＶＯＣ（揮発性有機化合物）、フロン・ハロ

ン、耐火被覆用吹付け石綿（アスベスト）、ＰＣＢ（ポリ塩化ビ

フェニル）等の有害物質の使用状況 

    

地震リスク調査 

新耐震設計基準に適合する物件であること 

    
ＰＭＬが、ポートフォリオ全体で10％以下、個別物件に対するも

ので20％以下であること 



  

⑥ 開発案件への投資方針 

 本投資法人は、取得時において安定的に賃貸収入を生み出している物件の取得を原則としますが、建築

中の物件について、竣工後のテナント確保が十分可能と判断され、かつ完工・引渡しリスクが極小化され

ていると判断できる場合には、当該物件の竣工前に、当該物件の竣工を停止条件の一内容とする取得契約

の締結も検討することができることとします。 

  

⑦ 保険付保方針 

イ．地震保険の付保 

 本投資法人は、地震の発生により生じる予期せぬ損害に対応するために、運用資産のすべての物件に

つき地震保険の付保を行います。但し、保険会社による地震保険の引き受けが困難となった場合や地震

保険の料率が合理的でないと資産運用会社が判断した場合は、地震保険の付保を行わない場合もありま

す。 

  

ロ．損害保険の付保 

 本投資法人は、火災等の災害や不慮の事故等により生じる建物の損害又は対人対物事故を原因とする

第三者からの損害賠償請求による損害等に対応するため、各物件の特性に応じた適切な内容の火災保険

  調査項目 内容 

  法律的調査   

    

権利関係調査 

所有権及び所有権以外の権利関係 

    信託受益権については信託契約の内容 

    土地の境界確認書や越境に係る覚書等 

    賃貸借契約・転貸借契約等の状況 

    
借地権設定者、区分所有者及び共有者等と締結された規約・特

約・協定等の内容 

    
借地権に関する対抗要件具備の状況、借地権譲渡時の承諾料の有

無及び金額 

    
共有物不分割特約及びその旨の登記の有無、共有者間における債

権債務関係 

    敷地権登記の有無、建物と敷地権の分離処分禁止の措置 

    境界調査 境界標の有無、隣接地との境界確定の状況 

  経済的調査   

    

市場調査 

一般的要因（人口の状態、経済動向、土地利用計画及び規制等） 

    
地域要因（交通利便性、住環境、生活利便施設との近接性、公共

施設との近接性等） 

    取引市場の動向（地価水準、利回り等） 

    賃貸市場の動向（賃料水準、賃貸条件、稼働率等） 

    

テナント調査 

各テナントの契約内容（賃貸面積、賃料、共益費等） 

    賃料支払状況及びその他の契約内容の履行状況 

    
各テナントの信用力（反社会的勢力との係わりがないことの調査

を含みます。） 

      収益（賃料、一時金、共益費、その他の収入）の適正性 

    
キャッシュ・フロー

調査 

大規模修繕計画に基づく積立金の方針・措置 

    費用（委託管理費、水道光熱費、修繕費等）の適正性 

    テナント誘致の競争力の有無 

      対象不動産の処分可能性 



（破損・汚損特約、家賃保険特約）、機械保険及び施設管理者賠償責任保険の付保を行います。 

  

⑧ 運営管理方針 

 プロパティマネジメント業務については、入居者に対する24時間体制での対応が行える等のきめ細やか

な対応を広範な物件所在地において均質かつ適切な運営管理コストで行えるよう、一貫した業務体制の構

築を目指します。そのため、プロパティマネジメント会社へ物件の用途に応じて一括委託するものとしま

す。また、原則として、プロパティマネジメント業務のうちリーシング業務については、募集力があり、

リーシングコストが適切な入居募集等受託会社にプロパティマネジメント会社から再委託させることで、

プロパティマネジメント会社と入居募集等受託会社の緊密な連携を図り、効率的な集客等による稼働率の

上昇を実現することを目指します。かように運営経費を低コスト化し、高稼働率を確保することで収益性

を高めることを目指します。プロパティマネジメント会社の選定基準については前記「(4) 投資法人の機

構 ②投資法人の運用体制 ホ. 資産運用会社の意思決定プロセス ｄ. プロパティマネジメント会社・

入居募集等受託会社の選定等のプロセス」をご参照下さい。 

  

⑨ 売却方針 

 運用資産については、原則として短期での売却は行わず、中長期的に保有することとします。運用資産

を売却する場合は、不動産市況、当該運用資産が所在するエリアの将来的な不動産市況、当該運用資産の

将来的な収益の予測、当該運用資産について今後発生する大規模修繕に関する計画、ポートフォリオ構成

を考慮して総合的に判断した上で、売却の是非を決定するものとします。 

  

⑩ 財務戦略 

イ．基本方針 

 金利環境を適確に把握し、資産規模の着実な成長と投資主への安定的な金銭の分配を維持することを

基本的な方針とします。 

  

ロ．エクイティ・ファイナンス 

 運用資産の長期的かつ安定的な成長を目指し、金利環境を適確に把握し、投資口の希薄化に配慮しつ

つ、投資口の追加発行を実行します。 

  

ハ．デット・ファイナンス 

ａ. 借入れの方針 

 資金調達コストの低減と金利変動リスクの最小化を図り、金利環境を適確に把握しつつ、長期・短

期の借入期間、固定・変動の金利形態等、資金調達方法のバランスを考慮した上で、以下の方針に

従って借入れ又は投資法人債の発行を行います。 

ⅰ．借入先は、証券取引法第２条第３項第１号に規定する適格機関投資家に限るものとします。 

ⅱ．資金調達コスト及び金利変動リスクを低減し、固定・変動の金利形態、期間、担保設定の有無等

の諸条件を、複数の適格機関投資家と交渉の上、比較し決定するものとします。 

ｂ. 有利子負債比率 

 原則として有利子負債の総資産に対する比率の上限を60％とし、安定的に推移させることを目標と

します。但し、資産の取得に伴い、一時的に60％を超えることがあります。  

ｃ. 投資法人債の発行 

 安定的な資金調達の手段として投資法人債を発行することがあります。 

ｄ. コミットメントライン 

 必要資金の機動的な資金調達を目的として、コミットメントライン契約等の事前の融資極度設定又

は随時借入の予約契約を締結する場合があります。 

  

⑪ 開示方針 

 本投資法人は、常に投資家の立場に立った、正確、迅速かつ公平な情報開示に努めることを開示につい



ての基本的な方針とします。具体的には以下のとおりです。 

  

イ．本投資法人は、資産運用に関する情報、投資家に対して開示すべき情報について、正確、迅速かつ公

平な情報開示を行うことができるよう、情報の集約体制を整え、これを維持することに努めます。 

  

ロ．本投資法人は、前記イ. に従って集約された情報についての開示の要否、内容及び時期等について、

これを速やかに検討し、決定するものとします。 

  

ハ．本投資法人が行う情報開示は、投信法、証券取引法、ジャスダック証券取引所、投資信託協会等がそ

れぞれ定める方法、様式に従って行います。 

  

ニ．本投資法人は、上記法令規則等が要請する開示事項以外にも、可能な限り迅速かつ正確な情報開示が

できるよう努めます。 

  

  



(2）【投資対象】 

① 投資対象とする資産の種類 

イ．主たる投資対象とする特定資産（規約第28条） 

本投資法人は、主として以下の特定資産に投資するものとします。 

ａ. 不動産 

ｂ. 不動産の賃借権 

ｃ. 地上権 

ｄ. 次に掲げるものを信託する信託の受益権 

ⅰ．金銭（信託財産を主として前各号に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とするも

のに限ります。） 

ⅱ．不動産 

ⅲ．地上権及び土地の賃借権 

ｅ. 匿名組合出資持分（当事者の一方が相手方の行う前記第ａ.号から第ｄ.号までに掲げる資産の運用

のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用

し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分（以下「不動産に関

する匿名組合出資持分」といいます。）） 

ｆ. 金銭の信託の受益権であって、信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資

として運用することを目的とするもの 

ｇ. 前各号に掲げる資産（以下「不動産等」といいます。）を主たる投資対象とする以下の資産対応証

券等（以下、本号ⅰ.ないしⅳ.の特定資産を併せて「不動産等を主たる投資対象とする資産対応証

券等」といいます。） 

ⅰ. 資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。以下「資産流動

化法」といいます。）第２条第９項に定める優先出資証券 

ⅱ. 資産流動化法第２条第13項に定める特定目的信託の受益証券（前記第ｄ.号に掲げる資産を除き

ます。） 

ⅲ. 投信法第２条第12項に定める投資信託受益証券 

ⅳ. 投信法第２条第22項に定める投資証券 

 前記ⅰ.ないしⅳ.については、不動産等を主たる投資対象とし、資産流動化法上の特定目的会社

の財産（前記ⅰ.の場合）、特定目的信託の信託財産（前記ⅱ.の場合）、投資信託の信託財産（前

記ⅲ.の場合）又は投資法人の財産（前記ⅳ.の場合）の２分の１を超える額を不動産等に投資する

ことを目的とするものに限ります。なお、上記それぞれの財産の２分の１を超える額とは、原則と

して当該財産の総額に不動産等及びその他の資産の評価損益を加減した額から規約第32条第２項に

定める敷金等を控除した額の２分の１を超える額をいいます。 

  

ロ．主たる投資対象以外の特定資産（規約第29条） 

 本投資法人は、前記イ. に掲げる特定資産の他、以下に掲げる特定資産に投資することがあります。

ａ. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。以

下「投信法施行令」といいます。）第３条第14号に定める金融デリバティブ取引 

ｂ. 預金 

ｃ. 金銭債権（投信法施行令第３条第１号、第12号及び第14号に該当するものを除きます。） 

ｄ. 政府が元本の償還並びに利息の支払いについて保証している有価証券及びそれらと同様の指定格付

（証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第１条第１項第15号に規定する格付）が付与された有

価証券 

  

② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合 

 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針」をご参照下

さい。 

  



③ 取得予定資産の概要 

 本投資法人は、本投資証券の発行及び資金の借入れにより調達した資金によって、16物件の不動産をそ

れぞれ信託財産とする16個の信託受益権（以下、当該信託受益権又はその信託財産である不動産を「取得

予定資産」といいます。）を取得することを予定しています。取得予定資産の価格の合計は、8,872,700

千円を予定しています。なお、本投資法人は取得予定資産について、平成18年10月27日付で、取得予定資

産の売主（現所有者）との間で停止条件付信託受益権売買契約を締結しています。 

 取得予定資産の売主は、資産運用会社の「関係会社等との取引に関するルール」に定義される関係会社

等に該当することから、資産運用会社は、同ルールに則り、取得予定資産の取得を行う予定です。 

 取得予定資産の概要は、以下のとおりです。 

  

＜取得予定資産の概要＞ 

（注１）信託受託者欄の信託受託者の記載は、投資法人による取得時における予定信託受託者を記載しております。 

（注２）「比率」には、取得予定価格の合計に占める当該物件の取得予定価格の割合を算出し、小数点第２位を四捨五入した値を記載しています。

（注３）本書の日付現在の名称はジョイフル中野新橋であり、本投資法人の取得時までにプロシード中野新橋に変更予定です。 

（注４）本書の日付現在の名称はエスポワール亀戸２であり、本投資法人の取得時までにプロシード亀戸に変更予定です。 

（注５）本書の日付現在の名称はジョイフル高田馬場であり、本投資法人の取得時までにプロシード高田馬場に変更予定です。 

（注６）本書の日付現在の名称はジョイフル新高円寺五番館であり、本投資法人の取得時までにプロシード新高円寺に変更予定です。 

（注７）本書の日付現在の名称はジョイフル高円寺南であり、本投資法人の取得時までにプロシード高円寺南に変更予定です。 

（注８）本書の日付現在の名称はジョイフル蓮根２であり、本投資法人の取得時までにプロシード蓮根に変更予定です。 

（注９）本書の日付現在の名称はジョイテル大井町２であり、本投資法人の取得時までにプロシード大井町に変更予定です。 

（注10）本書の日付現在の名称はエスポワール十条であり、本投資法人の取得時までにプロシード十条に変更予定です。 

  
物件 
番号 

物件名 信託受託者(注1) 
信託契約期間満了 

予定日 
取得予定価格 
（千円） 

比率 
(注２) 
（％） 

  C-24 プロシード都立大学Ⅱ 株式会社りそな銀行 平成28年10月31日 772,200 8.7 

  C-25 プロシード本所吾妻橋 株式会社りそな銀行 平成28年10月31日 339,800 3.8 

  C-26 プロシード目黒青葉台 株式会社りそな銀行 平成28年10月31日 466,700 5.3 

  C-27 プロシード杉並宮前 株式会社りそな銀行 平成28年10月31日 454,900 5.1 

  C-28 プロシード両国 株式会社りそな銀行 平成28年10月31日 443,900 5.0 

  C-29 プロシード三田 株式会社りそな銀行 平成28年10月31日 1,537,200 17.3 

  C-30 
プロシード中野新橋 
（注３） 

中央三井信託銀行株式会社 平成28年10月31日 638,800 7.2 

  C-31 プロシード亀戸（注４） 中央三井信託銀行株式会社 平成28年10月31日 339,000 3.8 

  C-32 
プロシード高田馬場 
（注５） 

中央三井信託銀行株式会社 平成28年10月31日 223,700 2.5 

  C-33 
プロシード新高円寺 
（注６） 

中央三井信託銀行株式会社 平成28年10月31日 742,100 8.4 

  C-34 
プロシード高円寺南 
（注７） 

中央三井信託銀行株式会社 平成28年10月31日 277,400 3.1 

  C-35 プロシード蓮根（注８） 中央三井信託銀行株式会社 平成28年10月31日 284,000 3.2 

  C-36 
プロシード大井町 
（注９） 

中央三井信託銀行株式会社 平成28年10月31日 944,000 10.7 

  C-37 プロシード十条（注10） 中央三井信託銀行株式会社 平成28年10月31日 533,000 6.0 

  C-38 プロシード白楽（注11） 中央三井信託銀行株式会社 平成28年10月31日 241,000 2.7 

  C-39 
プロシード新丸子 
（注12） 

中央三井信託銀行株式会社 平成28年10月31日 635,000 7.2 

  合計 8,872,700 100.0 



（注11）本書の日付現在の名称はジョイフル白楽２であり、本投資法人の取得時までにプロシード白楽に変更予定です。 

（注12）本書の日付現在の名称はジョイフル新丸子３であり、本投資法人の取得時までにプロシード新丸子に変更予定です。 

 



 取得予定資産の従前の所有者の権利関係は下表のとおりです。なお、下記各現所有者（取得予定資産の

本書の日付現在の所有者を指します。以下同様とします。）と本投資法人及び資産運用会社との間の利害

関係状況については、後記「７ 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限 ②本投資法人の自

主ルール ハ. 関連会社等との取引状況等」をご参照下さい。 

  

＜取得予定資産の従前の権利関係＞ 

（注１）（C-24）プロシード都立大学Ⅱから（C-28）プロシード両国までの取得予定資産５物件については本書の日付現在現物不動産として現所有者が保有し

ております。従いまして、かかる５物件についての信託受託者欄の信託受託者の記載は、投資法人による取得時における予定信託受託者を記載したも

のです。 

（注２）（C-29）プロシード三田は、本書の日付現在、住友信託銀行株式会社が信託受託者として受託しておりますが、本投資法人の取得時には、株式会社り

そな銀行が信託受託者となる予定です。 

（注３）（C-25）プロシード本所吾妻橋の前所有者欄には、不動産登記簿上の前所有者ではなく、前々所有者を記載しています。これは、以下の理由によるも

のです。即ち、当該物件の不動産登記簿上の前所有者であるスターツ株式会社は、平成17年10月１日を分割期日（但し、会社分割の登記日は平成17年

10月３日）として、スターツＣＡＭ株式会社、スターツピタットハウス株式会社、スターツデベロップメント株式会社及びスターツコーポレートサー

ビス株式会社の４社を新設会社とする分社型新設分割（以下「本件会社分割」といいます。）を行ったことに伴い、スターツコーポレーション株式会

社に商号を変更しました。これに伴い、スターツ株式会社は、平成17年10月１日に商号変更を登記原因としてスターツ株式会社からスターツコーポ

レーション株式会社となり、平成17年10月３日に登記原因を会社分割としてスターツデベロップメント株式会社に対して当該物件の所有権を移転しま

した。従って、権利関係の変動の実態に即するという観点から、本件会社分割前のスターツ株式会社が当該物件を取得した際の譲渡人である前々所有

者を記載しているものです。 

物件 
番号 

物件名称 前所有者 信託受託者 
現所有者への 
所有権又は 

受益権譲渡(予定)日 
現所有者 

C-24 プロシード都立大学Ⅱ 
株式会社アーバネット
コーポレーション 

株式会社りそな銀行
（注１） 

平成18年９月28日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-25 プロシード本所吾妻橋 個人（注３）（注５） 
株式会社りそな銀行
（注１） 

平成17年８月５日 
（注４）（注５） 

スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-26 プロシード目黒青葉台 個人 
株式会社りそな銀行
（注１） 

平成18年８月31日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-27 プロシード杉並宮前 個人 
株式会社りそな銀行
（注１） 

平成18年９月28日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-28 プロシード両国 個人 
株式会社りそな銀行
（注１） 

平成18年９月29日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-29 プロシード三田 
有限会社ゴールドシッ
クスティーン 

株式会社りそな銀行
（注２） 

平成18年10月３日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-30 プロシード中野新橋 
ウラノスアセット特定
目的会社 

中央三井信託銀行株
式会社 

平成18年10月26日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-31 プロシード亀戸 
ウラノスアセット特定
目的会社 

中央三井信託銀行株
式会社 

平成18年10月26日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-32 プロシード高田馬場 
ウラノスアセット特定
目的会社 

中央三井信託銀行株
式会社 

平成18年10月26日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-33 プロシード新高円寺 
ウラノスアセット特定
目的会社 

中央三井信託銀行株
式会社 

平成18年10月26日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-34 プロシード高円寺南 
ウラノスアセット特定
目的会社 

中央三井信託銀行株
式会社 

平成18年10月26日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-35 プロシード蓮根 
ウラノスアセット特定
目的会社 

中央三井信託銀行株
式会社 

平成18年10月26日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-36 プロシード大井町 
ウラノスアセット特定
目的会社 

中央三井信託銀行株
式会社 

平成18年10月26日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-37 プロシード十条 
ウラノスアセット特定
目的会社 

中央三井信託銀行株
式会社 

平成18年10月26日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-38 プロシード白楽 
ウラノスアセット特定
目的会社 

中央三井信託銀行株
式会社 

平成18年10月26日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 

C-39 プロシード新丸子 
ウラノスアセット特定
目的会社 

中央三井信託銀行株
式会社 

平成18年10月26日 
スターツデベロッ
プメント株式会社 



（注４）（C-25）プロシード本所吾妻橋の現所有者への所有権又は受益権譲渡日欄には、不動産登記簿上の前所有者から現所有者への所有権譲渡日ではなく、

不動産登記簿上の前々所有者から前所有者への所有権譲渡日を記載しています。これは、前記（注３）と同様、不動産登記簿上の前所有者から現所有

者への所有権譲渡は、本件会社分割によるものであるため、権利関係の変動の実態に即するという観点から、不動産登記簿上の前々所有者から前所有

者への所有権譲渡日を記載しているものです。 

（注５）（C-25）プロシード本所吾妻橋については、現所有者が土地を取得した上で建物を建築しているため、前所有者欄及び所有権譲渡日欄は土地のみに関

して記載しています。 

  

④ 個別取得予定資産の概要 

取得予定資産である信託受益権の個別の概要は以下のとおりです。 

 

  1.「特定資産の種類」の記載について 

  ・ 「特定資産の種類」には、特定資産としての信託受益権、不動産等の種別を記載しています。 

  2.「取得予定価格」の記載について 

  ・ 「取得予定価格」には、当該取得予定資産の取得に要する諸費用（不動産売買媒介手数料等）を含まない金額（停止条件付

信託受益権売買契約書等に記載された売買価格）を記載しています。 

  3.「物件概要」の記載について 

  ・ 「地積」、「延床面積」、「構造」及び「建築時期」には、不動産登記簿謄本又は登記受理証に記載された事項を記載して

います。 

・ 「用途地域」には、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類を記載しています。 

・ 「建蔽率」は、建築基準法（昭和25年法律第201号。その後の改正を含みます。以下「建築基準法」といいます。）第53条

に定められる、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる建蔽率の上

限を記載しています。 

・ 「容積率」は、建築基準法第52条に定められる、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて

都市計画で定められる容積率の上限を記載しています。 

・ 「信託受託者」には、投資法人による取得時において信託受託者となる予定の信託銀行を記載しています。 

・ 「ＰＭ会社／ＭＬ会社」は、各物件について本書の日付現在効力を有するマスターリース契約を締結しているマスターリー

ス会社を記載しています。 

  4.「建物状況調査報告書の概要」の記載について 

  ・ 取得予定資産に関して作成された建物状況調査報告書、及び地震リスク評価レポートに関し、当該報告書に記載された内容

を記載しています。 

・ 「再調達価格」とは、評価対象の建物を調査時点において再建築することを想定した場合において必要とされる適正な原価

の総額をいいます。 

・ 「調査時点」とは、建物状況調査報告書が作成された年月日を記載しています。 

・ 「長期修繕費」とは、建物状況調査報告書に基づく長期修繕費用予測（12年間）の総額を記載しています。 

  5.「ＰＭＬ」の数値について 

  ・ 「ＰＭＬ」の数値は、前田建設工業株式会社が作成した「地震リスク評価レポート」における数値を記載しています。「Ｐ

ＭＬ」の数値とは、対象施設あるいは施設群に最大の損失をもたらす地震（今後50年間で10％を超える確率で発生する大地

震）が発生し、その場合の90％信頼水準に相当する物的損失（最大の損失を超えない確率が90％の水準における損失）を示

します。数値は再調達価格に対する予想最大損失額の比率で表されます。 

  6.「不動産鑑定評価書」の記載について 

  ・ 「鑑定評価額」は、不動産鑑定評価基準等に基づき、ＤＣＦ法による収益価格及び直接還元法による収益価格等による検証

を行い決定された価格です。 

・ 「直接還元価格」とは、一期間の純収益を還元利回りによって還元して収益価格を試算する手法により求められた価格で

す。「ＤＣＦ価格」とは、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格をその発生時期に応じて現在価値に割り引

き、それぞれを合計して収益価格を試算する手法により求められた価格です。また、「積算価格」とは、不動産の再調達に

要する費用に着目し、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不

動産の試算価格を求める手法（原価法）により求められた価格です。 



  

 

  ・ 不動産の鑑定評価額は、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号、その後の改正を含みます。）及び不動産

鑑定評価基準等に従って鑑定評価を行った不動産鑑定士が、価格時点における評価対象不動産の価格に関する意見を示した

ものにとどまります。 

・ 同じ不動産について再度鑑定評価を行った場合でも、鑑定評価を行う不動産鑑定士、鑑定評価の方法又は時期によって鑑定

評価額が異なる可能性があります。 

・ 不動産鑑定評価は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。 

・ 各不動産鑑定会社と本投資法人との間に、利害関係はありません。 

  7.「損益の状況」の記載について 

  ・ 「損益の状況」における金額は、取得予定資産の現所有者から提供を受けた金額に基づいて記載しています。 

・ 記載された収支に関する金額は、原則として発生主義に基づいて記載しています。 

・ 「賃貸料収入」には、賃料収入（住宅、商業テナント、駐車場）、共益費及び礼金等が含まれます。 

・ 「その他収入」には、借主修繕負担金、倉庫・看板使用料及び自動販売機・アンテナ設置料等が含まれます。 

  ・ 「物件管理委託費」には、プロパティマネジメント会社との管理委託契約に基づきプロパティマネジメント会社から請求さ

れた管理委託費（賃貸管理及び建物管理費等が含まれます。）を記載しています。 

・ 「公租公課」には、固定資産税、都市計画税等が含まれています。賦課決定がなされた税額のうち各運用期間に対応する額

を費用計上しています。 

・ 「修繕費・定期保守代金」のうち、修繕費用については、定期的に発生する性質のものではないので、本投資法人が、今後

各物件を長期継続保有する場合には、大きく変動する可能性があります。 

・ 「保険料」は、支払保険料を運用期間で按分した金額を計上しています。 

・ 「仲介手数料及び広告費」は、仲介手数料とは入居者決定時に入居募集等受託会社に支払う手数料のことをいい、広告料は

入居募集の際にかかる仲介手数料以外の募集経費のことをいいます。また、この項目に契約更新時の更新手数料を含んでい

ます。 

・ 「その他」には、ケーブルテレビ使用料、通信費、空室電気代等が含まれます。 

・ 「賃貸事業費用」には、減価償却費は含まれていません。 

  8.「賃貸借の概況」の記載について 

  ・ 後記「⑤ポートフォリオ全体の概要 イ. 信託不動産の概要 ｅ. 賃貸借の状況」の表における注記の記載と同じ基準に則

って記載しています。 

・ 「住戸比率」には、住戸の総数に対する各間取りタイプの住戸数の比率を記載しており、小数点第２位を四捨五入していま

す。 

・ 「面積比率」には、総賃貸可能面積の合計に対する間取りタイプ別面積の比率を記載しており、小数点第２位を四捨五入し

ています。 

  9.「特記事項」の記載について 

  ・ 原則として平成18年７月31日現在の(1)当該取得予定資産に付着しているテナント以外の第三者の権利及びかかる権利に基

づく制限等、(2)当該取得予定資産に関する行政法規における制限等を記載していますが、平成18年７月31日以降本書の日

付現在に至るまでに対象事項の事実関係について変動がある場合には、当該変動後の事実関係に基づき記載しています。 

  10.「地域・物件特性」の記載について 

  ・ 取得予定資産について作成された不動産鑑定評価書・マーケットレポート等に記載されている内容に基づき記載していま

す。 



物件番号： C－24 物件名称：プロシード都立大学Ⅱ 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   772,200,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

－ － 

物件概要 － － 

所在地 住居表示 
東京都目黒区平町一丁目

２番３号 
運用日数 

  
－ － 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   － － 

地積 420.14㎡ 賃貸料収入   － － 

用途地域 
①第二種住居地域 ②第一

種低層住居専用地域 
その他収入 

  
－ － 

建蔽率 62.24％ ①60％ ②50％ 賃貸事業費用   － － 

容積率 224.45％ ①300％ ②

100％ 

物件管理委託費   － － 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   － － 

用途 共同住宅 水道光熱費   － － 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根７階建 
修繕費・定期保守代金 － － 

延床面積 1,002.09㎡ 保険料   － － 

建築時期 平成18年９月７日 仲介手数料及び広告費 － － 

信託受託者 株式会社りそな銀行 その他   － － 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   － － 

前所有者 
株式会社アーバネットコ

ーポレーション 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   －（36）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   －（2）台 

調査会社 前田建設工業株式会社 月額賃料収入     －（円） 

調査時点 平成18年９月５日 敷金・保証金     －（円） 

再調達価格 254,400（千円） 賃貸面積     －㎡ 

長期修繕費(12年間) 7,330（千円） 総賃貸可能面積     831.74㎡ 

PML 13.9％ 稼働率     －％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社中央不動産鑑定

所 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年10月１日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0.0％ 0.0％ 

鑑定評価額 772,200,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 824,100,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 772,200,000         

 積算価格 562,400,000         

特記事項           

１．建蔽率について、本物件の土地敷地のうち第二種住居地域の部分は60％、第一種低層住居専用地域は50％となっており、面積割合に応じ

て加重平均された数値が適用されます。 

２．容積率について、本物件の土地敷地のうち第二種住居地域の部分は300％、第一種低層住居専用地域は100％となっており、面積割合に応

じて加重平均された数値が適用されます。 

３．本物件は、沿道地区計画区域内にあるために、土地の区画形質の変更や建築物等の新築、改築又は増築等の行為をを行う場合には、当該

行為に着手する30日前までに市町村長への届出が必要となります。その結果沿道地区計画に適合しない場合には、指導、勧告、助言を受

ける場合があります。 

４．本物件については、平成18年９月から入居募集活動を開始したので開示可能な損益がありません。そのため「損益の状況」を空欄として

います。 

地域・物件特性 

当該近隣地域は、東急東横線「都立大学」駅より徒歩５分程度で、中低層の共同住宅、中規模の戸建住宅が見られる住宅地域です。目黒区平

町一帯には中規模の戸建住宅が多く、騒音・交通渋滞を誘因する大きな店舗等がないことから、極めて環境のよい住宅街が形成されていま

す。当該近隣地域は、その住宅街の終端に位置し、環七通りにも接続する位置にある住宅地域です。また同じ環七通り沿道には、中高層共同

住宅や中高層事務所ビルが多く見られ、用途はやや混在しています。 



  

 



  

  

  次へ 

物件番号： C－25 物件名称：プロシード本所吾妻橋 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   339,800,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

－ － 

物件概要 － － 

所在地 住居表示 
東京都墨田区東駒形四丁

目15番13号 
運用日数 

  
－ － 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   － － 

地積 200.49㎡ 賃貸料収入   － － 

用途地域 準工業地域 その他収入   － － 

建蔽率 70％ 賃貸事業費用   － － 

容積率 300％ 物件管理委託費   － － 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   － － 

用途 共同住宅 水道光熱費   － － 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根７階建 
修繕費・定期保守代金 － － 

延床面積 662.27㎡ 保険料   － － 

建築時期 平成18年７月７日 仲介手数料及び広告費 － － 

信託受託者 株式会社りそな銀行 その他   － － 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   － － 

前所有者 （土地）個人 賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   －（19）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   －（0）台 

調査会社 前田建設工業株式会社 月額賃料収入     －（円） 

調査時点 平成18年９月１日 敷金・保証金     －（円） 

再調達価格 179,200（千円） 賃貸面積     －㎡ 

長期修繕費(12年間) 5,030（千円） 総賃貸可能面積     570.53㎡ 

PML 14.0％ 稼働率     －％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社中央不動産鑑定

所 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年７月31日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0％ 0％ 

鑑定評価額 339,800,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0％ 0％ 

 直接還元価格 354,300,000 その他 テナント 0％ 0％ 

 DCF価格 339,800,000         

 積算価格 266,600,000         

特記事項           

１．本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、防火地域内における耐火建築物による緩和により、適用建蔽率は70％となっています。 

２．南側隣接地の屋根・雨樋・換気フード・換気パイプが、本物件に越境していますが、越境物の解消について覚書が交わされています。 

３．東側隣接地の擁壁が、本物件敷地に越境しています。 

４．本物件については、平成18年７月７日に完成しているため、それ以前については開示可能な損益がありません。そのため、「損益の状

況」を空欄としています。 

地域・物件特性 

当該近隣地域は、都営浅草線「本所吾妻橋」駅の南東方至近にあって、中高層マンションのほか小規模な工場、事業所等が混在する地域で

す。当該近隣地域は、中小規模の工場、作業所等としての利用を中心として発展してきましたが、都心への交通利便性が良いこともあって、

近年は特に区立大横川親水公園沿いを中心に、マンション敷地へ移行しつつあります。なお、本年３月、当該近隣地域の北東方至近、業平・

押上地区に平成23年に予定されている地上波デジタル放送完全移行のための電波塔（仮称：すみだタワー）の建設が決定しました。すみだタ

ワーは、完成すれば高さ約610ｍ、カナダのトロントにあるＣＮタワー（553ｍ）を抜いて、世界一となり、450ｍの特別展望台のほか、レスト

ランや商業施設も整備される予定であり、新たな観光名所として地元の期待が高まっています。 



物件番号： C－26 物件名称：プロシード目黒青葉台 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   466,700,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 マンスリーマンション 
運用期間 

－ － 

物件概要 － － 

所在地 住居表示 
東京都目黒区青葉台三丁

目５番２号 
運用日数 

  
－ － 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   － － 

地積 159.17㎡ 賃貸料収入   － － 

用途地域 
①商業地域 ②第一種住

居地域 
その他収入 

  
－ － 

建蔽率 74.09％ ①80％ ②60％ 賃貸事業費用   － － 

容積率 
378.55％ ①600％ ②

300％ 

物件管理委託費   － － 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   － － 

用途 共同住宅 水道光熱費   － － 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根地下１階付６階建 
修繕費・定期保守代金 － － 

延床面積 533.76㎡ 保険料   － － 

建築時期 平成15年３月27日 仲介手数料及び広告費 － － 

信託受託者 株式会社りそな銀行 その他   － － 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   － － 

前所有者 個人 賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   24（24）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（1）台 

調査会社 前田建設工業株式会社 月額賃料収入     2,252,000（円） 

調査時点 平成18年９月５日 敷金・保証金     2,208,000（円） 

再調達価格 175,900（千円） 賃貸面積     485.15㎡ 

長期修繕費(12年間) 20,340（千円） 総賃貸可能面積     485.15㎡ 

PML 14.7％ 稼働率     100.00％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 株式会社東都鑑定 シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年７月31日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0.0％ 0.0％ 

鑑定評価額 466,700,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 481,200,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 466,700,000         

 積算価格 316,200,000         

特記事項           

１．建蔽率について、本物件の土地敷地のうち商業地域は80％、第一種住居地域の部分は60％となっており、面積割合に応じて加重平均され

た数値が適用されます。 

２．容積率について、本物件の土地敷地のうち商業地域は600％、第一種住居地域の部分は300％となっており、さらに前面道路の幅員による

制限が加えられ、面積割合に応じて加重平均された数値が適用されます。 

３．本件敷地は、埋蔵文化財包蔵地内にあるため、新たに建築工事を行う場合には、事業着手の60日前までに、教育委員会に届け出る必要が

あります。届出の結果、試掘が必要となる場合（調査期間及び調査費用が生じます。）や事業変更等の指示を受ける場合があります。 

４．東側市道から西側隣接地への引込み用の電線が本物件敷地に越境しています。 

５．本物件については、前所有者からの情報の提供が得られなかったため、開示可能な損益がありません。そのため「損益の状況」を空欄と

しています。 

地域・物件特性 

近隣地域は、玉川通り(国道246号)と旧山手通りの背後南側の高台に位置する都内有数の高級住宅地域で、幅員約５～６ｍ前後の区道沿いに中

層マンション、中規模戸建住宅、会社寮を中心に洗練された建物が建ち並び、閑静で落ち着いた街並みが形成されています。当近隣は、最寄

り駅である京王井の頭線「神泉」駅・東急田園都市線「池尻大橋」駅から徒歩圏内にあり、さらに「渋谷」駅利用も可能であるため、居住環

境は言うに及ばず、生活利便性においても恵まれています。このような地域的特性下にあるため、当地域を含む青葉台地区一帯は、若者の人

気エリアのひとつであり、本物件のようなワンルームマンションは、その立地性から若年層向きの賃貸需要は高く、今後も需要は堅調を維持

するものと考えられます。 



  

  

  次へ 



  

  

  次へ 

物件番号： C－27 物件名称：プロシード杉並宮前 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   454,900,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

－ － 

物件概要 － － 

所在地 住居表示 
東京都杉並区宮前一丁目

15番12号 
運用日数 

  
－ － 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   － － 

地積 362.26㎡ 賃貸料収入   － － 

用途地域 準工業地域 その他収入   － － 

建蔽率 70％ 賃貸事業費用   － － 

容積率 200％ 物件管理委託費   － － 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   － － 

用途 共同住宅・駐輪場 水道光熱費   － － 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根６階建 
修繕費・定期保守代金 － － 

延床面積 762.11㎡ 保険料   － － 

建築時期 平成16年１月26日 仲介手数料及び広告費 － － 

信託受託者 株式会社りそな銀行 その他   － － 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   － － 

前所有者 個人 賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   29（29）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（1）台 

調査会社 五洋建設株式会社 月額賃料収入     2,140,850（円） 

調査時点 平成18年９月26日 敷金・保証金     0（円） 

再調達価格 268,000（千円） 賃貸面積     680.50㎡ 

長期修繕費(12年間) 6,970（千円） 総賃貸可能面積     680.50㎡ 

PML 12.2％ 稼働率     100.00％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 株式会社東都鑑定 シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年７月31日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0.0％ 0.0％ 

鑑定評価額 454,900,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 487,800,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 454,900,000         

 積算価格 355,800,000         

特記事項           

１．本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は70％となっています。 

２．本物件の土地敷地は、公有地拡大促進法の適用を受ける敷地であり、土地を有償で譲渡しようとするとき、土地所有者は譲渡しようとす

る日の３週間前までに、杉並区役所都市整備部へ届け出る必要があります。 

３．本物件については、前所有者からの情報の提供が得られなかったため、開示可能な損益がありません。そのため「損益の状況」を空欄と

しています。 

地域・物件特性 

近隣地域は、都道「五日市街道」沿いの商住混在地域で、幅員約11ｍの都道沿いに中層マンション、事業所、営業所等がある他、一部小規模

店舗も見られる土地利用形態となっています。対象地の存する都道南側は都市計画法上準工業地域に指定されているため、一部に準工業的用

途の土地利用も残っていますが、京王井の頭線の沿線イメージが良好なこともあって、住宅需要が旺盛で、現在では中層マンションが多く見

られるなど住居系の土地利用が目立つところとなっています。このような地域的特性下にあるため、本物件のようなワンルームマンションは

その立地性から独身者向けの賃貸需要は高く、今後も需要は堅調を維持するものと考えられます。 



  

  

物件番号： C－28 物件名称：プロシード両国 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   443,900,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

－ － 

物件概要 － － 

所在地 住居表示 
東京都墨田区緑一丁目20

番４号 
運用日数 

  
－ － 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   － － 

地積 255.90㎡ 賃貸料収入   － － 

用途地域 商業地域 その他収入   － － 

建蔽率 100％ 賃貸事業費用   － － 

容積率 400％ 物件管理委託費   － － 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   － － 

用途 共同住宅・駐輪場 水道光熱費   － － 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根７階建 
修繕費・定期保守代金 － － 

延床面積 870.55㎡ 保険料   － － 

建築時期 平成15年３月15日 仲介手数料及び広告費 － － 

信託受託者 株式会社りそな銀行 その他   － － 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   － － 

前所有者 個人 賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   27（27）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   5（5）台 

調査会社 前田建設工業株式会社 月額賃料収入     2,038,500（円） 

調査時点 平成18年９月１日 敷金・保証金     0（円） 

再調達価格 213,100（千円） 賃貸面積     702.54㎡ 

長期修繕費(12年間) 22,750（千円） 総賃貸可能面積     702.54㎡ 

PML 13.3％ 稼働率     100.00％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 株式会社東都鑑定 シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年７月31日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0.0％ 0.0％ 

鑑定評価額 443,900,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 452,000,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 443,900,000         

 積算価格 318,800,000         

特記事項           

１．建蔽率について、本物件の所在地が商業地域に属するため本来80％であるところ、防火地域における耐火建築物による緩和により、適用

建蔽率は100％となっています。 

２．東側隣接地の樋が、本物件に越境していますが、この越境に関して、越境の事実確認と隣接所有者の建替え時の是正について約した公正

証書を取り交わしています。 

３．南側隣接地のエアコン冷媒管・電気メーターが、本物件に越境していますが、この越境に関して、越境の事実確認と隣接所有者の建替え

時の是正について約した公正証書を取り交わしています。 

４．本物件西側に存在する駐車場看板に関して、建築基準法上必要な確認申請を行っていませんが、本物件の取得までに、売主の責任でかか

る確認申請が必要とされない形態に改修する予定です。 

５．本物件については、前所有者からの情報の提供が得られなかったため、開示可能な損益がありません。そのため「損益の状況」を空欄と

しています。 

地域・物件特性 

近隣地域は「両国」駅勢圏にあって、京葉道路の背後北側に位置する住商混在地域で、幅員８～10ｍ前後の区道沿いに、中層マンション、店

舗、事務所ビル、事業所等が混在する土地利用形態となっています。近隣一帯は通勤及び生活利便性が良好であり、また都市計画法上商業地

域に指定されているため、高度利用が可能なことと相まって、中層マンションが目立つところとなっています。このような地域的特性下にあ

るため、本物件のようなワンルームマンションはその立地性から若年層からの賃貸需要は高く、今後も需要は堅調を維持するものと考えられ

ます。 



  次へ 



物件番号： C－29 物件名称：プロシード三田 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   1,537,200,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 マンスリーマンション 
運用期間 

－ － 

物件概要 － － 

所在地 住居表示 
東京都港区芝二丁目30番

９号 
運用日数 

  
－ － 

土地 

所有形態 所有権（共有） 賃貸事業収益   － － 

地積 410.34㎡ 賃貸料収入   － － 

用途地域 
①商業地域 ②近隣商業地

域 
その他収入 

  
－ － 

建蔽率 100％（①、②共通） 賃貸事業費用   － － 

容積率 
387.55％ ①500％ ②

400％ 

物件管理委託費   － － 

建物 

所有形態 区分所有権 公租公課   － － 

用途 共同住宅 水道光熱費   － － 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根10階建 
修繕費・定期保守代金 － － 

延床面積 1,699.48㎡ 保険料   － － 

建築時期 平成18年２月６日 仲介手数料及び広告費 － － 

信託受託者 株式会社りそな銀行 その他   － － 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   － － 

前所有者 
有限会社ゴールドシック

スティーン 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   72（72）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 前田建設工業株式会社 月額賃料収入     7,182,000（円） 

調査時点 平成18年９月１日 敷金・保証金     7,182,000（円） 

再調達価格 484,900（千円） 賃貸面積     1,500.57㎡ 

長期修繕費(12年間) 14,230（千円） 総賃貸可能面積     1,500.57㎡ 

PML 12.9％ 稼働率     100.00％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 株式会社東都鑑定 シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年７月31日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0.0％ 0.0％ 

鑑定評価額 1,537,200,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 1,627,400,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 1,537,200,000         

 積算価格 927,800,000         

特記事項           

１．建蔽率について、本物件の所在地が商業地域及び近隣商業地域に属するため本来80％であるところ、防火地域における耐火建築物による

緩和により、適用建蔽率は100％となっています。 

２．容積率について、本物件の土地敷地のうち商業地域は500％、近隣商業地域の部分は400％となっており、さらに前面道路の幅員による制

限が加えられ、面積割合に応じて加重平均された数値が適用されます。 

３．「港区単身者向け共同住宅の建設及び管理に関する条例」で、駐車場１台を設置することが義務付けられていますが、本物件の建物は、

当該条例の施行前に建築されているため、本物件には適用されません。 

４．地積は、敷地面積全体の面積であり、所有権の共有持分（敷地権）の割合は、154,327分の150,057です。 

５．本物件については、前所有者からの情報の提供が得られなかったため、開示可能な損益がありません。そのため「損益の状況」を空欄と

しています。 

地域・物件特性 

近隣地域は、都営地下鉄三田線「三田」駅・ＪＲ山手線「田町」駅の徒歩圏にあり、古くからの商店街である「芝商店会」の中に位置する近

隣商業地域で、本物件が接面する幅員約５ｍの区道沿いには、小売店舗や飲食店舗が多く見られる他、中高層マンション、寺院も立地する土

地利用形態となっています。近隣周辺にはオフィスビルが多数集積しているため、昼食時には多くの会社員で賑わっています。近隣一帯は商

業地域及び近隣商業地域に指定されていますが、地域内に寺院もあり落ち着いた雰囲気であり、通勤及び生活利便性に優れているのみなら

ず、居住環境も極めて良好です。このような地域的特性下にあるため、本物件のようなワンルームマンションはその立地性から若年層からの

賃貸需要は高く、今後も需要は堅調を維持するものと考えられます。 
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物件番号： C－30 物件名称：プロシード中野新橋 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   638,800,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

自：平成17年８月１日 自：平成18年２月１日 

物件概要 至：平成18年１月31日 至：平成18年７月31日 

所在地 住居表示 
東京都中野区弥生町二丁

目13番８号 
運用日数 

  
184日 181日 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   23,049,061 22,466,674 

地積 353.74㎡ 賃貸料収入   21,774,176 21,039,428 

用途地域 近隣商業地域 その他収入   1,274,885 1,427,246 

建蔽率 80％ 賃貸事業費用   4,556,318 6,806,539 

容積率 300％ 物件管理委託費   655,295 624,276 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   916,819 859,052 

用途 共同住宅 水道光熱費   1,386,601 1,362,366 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根５階建 
修繕費・定期保守代金 1,299,543 3,279,486 

延床面積 1,047.01㎡ 保険料   35,760 31,014 

建築時期 平成４年９月24日 仲介手数料及び広告費 69,000 351,000 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会

社 

その他 
  

193,300 299,345 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   18,492,743 15,660,135 

前所有者 
ウラノスアセット特定目

的会社 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   47（50）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 株式会社オー・ディー・

ビー 
月額賃料収入     3,472,500（円） 

調査時点 平成18年９月30日 敷金・保証金     6,320,000（円） 

再調達価格 249,500（千円） 賃貸面積     798.08㎡ 

長期修繕費(12年間) 24,500（千円） 総賃貸可能面積     849.08㎡ 

PML 11.3％ 稼働率     93.99％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社アセットリサー

チ 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年10月１日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0.0％ 0.0％ 

鑑定評価額 727,000,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 733,000,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 720,000,000         

 積算価格 399,000,000         

特記事項           

１．平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

２．平成12年の建築基準法の改正で高さ１ｍを超える階段には手摺を設けることとなっており、本物件の外部階段には手摺がないため、既存

不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

３．本物件の北側敷地上空を東側隣接地に接続されている電線が通過しています。 

４．本物件の東側ネットフェンスの基礎部分が東側隣接地へ越境しています。 

地域・物件特性 

本物件は、東京メトロ丸の内線「中野新橋」駅から徒歩２分に立地しています。このエリアは新宿という商業街・繁華街へのアクセスが非常

に優れ、また、駅前の商店街が充実し利便性が高いため、学生から社会人まで単身者の高い需要を見込むことが可能な物件です。 



物件番号： C－31 物件名称：プロシード亀戸 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   339,000,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

自：平成17年８月１日 自：平成18年２月１日 

物件概要 至：平成18年１月31日 至：平成18年７月31日 

所在地 住居表示 
東京都江東区亀戸九丁目

５番13号 
運用日数 

  
184日 181日 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   12,205,531 12,244,423 

地積 384.01㎡ 賃貸料収入   12,124,124 12,108,769 

用途地域 準工業地域 その他収入   81,407 135,654 

建蔽率 70％ 賃貸事業費用   2,993,137 3,058,164 

容積率 300％ 物件管理委託費   350,783 346,426 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   762,484 712,700 

用途 共同住宅 水道光熱費   217,495 200,130 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根６階建 
修繕費・定期保守代金 1,007,460 1,199,186 

延床面積 907.02㎡ 保険料   28,175 23,804 

建築時期 平成6年３月23日 仲介手数料及び広告費 506,000 449,800 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会

社 

その他 
  

120,740 126,118 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   9,212,394 9,186,259 

前所有者 
ウラノスアセット特定目

的会社 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   21（23）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 株式会社オー・ディー・

ビー 
月額賃料収入     1,828,700（円） 

調査時点 平成18年10月１日 敷金・保証金     3,258,000（円） 

再調達価格 199,000（千円） 賃貸面積     765.88㎡ 

長期修繕費(12年間) 16,300（千円） 総賃貸可能面積     853.98㎡ 

PML 14.6％ 稼働率     89.68％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社アセットリサー

チ 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 21.7％ 12.7％ 

価格時点 平成18年10月１日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 73.9％ 81.5％ 

鑑定評価額 339,000,000 ファミリータイプ 2LDK以上 4.4％ 5.8％ 

 直接還元価格 341,000,000 その他 テナント 0％ 0％ 

 DCF価格 336,000,000         

 積算価格 240,000,000         

特記事項           

１．平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

２．平成12年の建築基準法の改正で高さ１ｍを超える階段には手摺を設けることとなっており、本物件の外部階段には手摺がないため、既存

不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

３．本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は70％となっています。 

４．本物件の敷地の東側接面道路は、建築基準法第42条２項で規定される幅員が４ｍ未満の道路（２項道路）であり、道路中心線から水平距

離２ｍの線が道路境界線とみなされます。その結果、道路とみなされる部分（セットバック部分）は建物の敷地として算入することがで

きませんが、本物件は既にセットバック済みです。 

５．南西側道路との境界確認が未了です。 

６．本物件の南西面３階ベランダに設置された衛星アンテナが道路に越境しています。 

７．南東側・東側道路の境界標が不明ですが、本投資法人による本物件の取得後速やかに、隣接地所有者の立会いのもと境界標の打ち直しを

行う予定です。 

地域・物件特性 

本物件は、ＪＲ総武線「亀戸」駅・都営新宿線「東大島」駅の２駅が利用可能であり、交通利便性が高いエリアに立地しています。周辺は、

住宅や事業所が混在し、成熟した街並みを形成しており、幹線路である国道14号沿いを中心に生活利便施設なども充実しています。都市部の
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利便性を求める若年層を中心に、安定した需要が見込める物件となっております。 



  

  

物件番号： C－32 物件名称：プロシード高田馬場 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   223,700,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

自：平成17年８月１日 自：平成18年２月１日 

物件概要 至：平成18年１月31日 至：平成18年７月31日 

所在地 住居表示 
東京都新宿区高田馬場三

丁目43番18号 
運用日数 

  
184日 181日 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   8,761,832 9,999,593 

地積 202.37㎡ 賃貸料収入   8,466,000 9,690,000 

用途地域 第一種住居地域 その他収入   295,832 309,593 

建蔽率 60％ 賃貸事業費用   2,197,002 1,969,488 

容積率 160％ 物件管理委託費   253,980 253,980 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   262,335 246,629 

用途 共同住宅 水道光熱費   570,559 581,699 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根４階建 
修繕費・定期保守代金 910,800 699,800 

延床面積 331.68㎡ 保険料   10,430 8,868 

建築時期 平成３年10月24日 仲介手数料及び広告費 0 0 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会

社 

その他 
  

188,898 178,512 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   6,564,830 8,030,105 

前所有者 
ウラノスアセット特定目

的会社 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   17（17）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 株式会社オー・ディー・

ビー 
月額賃料収入     1,411,000（円） 

調査時点 平成18年９月30日 敷金・保証金     3,672,000（円） 

再調達価格 80,200（千円） 賃貸面積     278.36㎡ 

長期修繕費(12年間) 12,600（千円） 総賃貸可能面積     278.36㎡ 

PML 12.1％ 稼働率     100.00％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社中央不動産鑑定

所 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年８月31日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0.0％ 0.0％ 

鑑定評価額 223,700,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 206,400,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 223,700,000         

 積算価格 133,400,000         

特記事項           

１．容積率について、本物件の指定容積率は300％ですが、前面道路の幅員による制限が加えられ、適用容積率は160％となります。 

２．本物件の敷地の北東側接面道路は建築基準法第42条２項で規定される幅員が４ｍ未満の道路（２項道路）であり、道路中心線から水平距

離２ｍの線が道路境界線とみなされます。その結果、道路とみなされる部分（セットバック部分）は建物の敷地として算入することがで

きませんが、本物件は既にセットバック済みです。 

３．北東側道路との境界確認が未了です。 

４．南東角の境界標が不明です。 

５．本物件南西側敷地上のフェンスの基礎の一部が南西側隣接地へ越境していますが、近隣所有者との間で覚書を締結しています。 

地域・物件特性 

本物件は、都営新宿線「下落合」駅から徒歩２分という交通利便性の高い物件です。一駅隣の「高田馬場」駅は、大学生・専門学校生などを

中心に若者の町として人気が高い場所であり、飲食施設やレジャー施設が充実しているといえます。「下落合」駅周辺は、特に目立った商業

施設等はありませんが、住宅地として非常に人気があるエリアであり、人口の集積度が著しく高いエリアです。都心部の生活利便を求める単

身若年層の需要を見込むことができる物件であり、現在は新宿区役所の職員寮として一括賃貸されています。 



  次へ 



  

物件番号： C－33 物件名称：プロシード新高円寺 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   742,100,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

自：平成17年８月１日 自：平成18年２月１日 

物件概要 至：平成18年１月31日 至：平成18年７月31日 

所在地 住居表示 
東京都杉並区堀ノ内三丁

目10番21号 
運用日数 

  
184日 181日 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   25,534,567 27,332,430 

地積 639.58㎡ 賃貸料収入   24,196,183 25,855,892 

用途地域 第一種住居地域 その他収入   1,338,384 1,476,538 

建蔽率 60％ 賃貸事業費用   5,596,058 5,092,311 

容積率 200％ 物件管理委託費   749,100 760,218 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   741,048 218,206 

用途 共同住宅 水道光熱費   1,610,794 1,652,647 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根５階建 
修繕費・定期保守代金 1,628,905 1,831,238 

延床面積 1,166.74㎡ 保険料   40,370 34,758 

建築時期 平成２年８月31日 仲介手数料及び広告費 0 330,000 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会

社 

その他 
  

825,841 265,244 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   19,938,509 22,240,119 

前所有者 
ウラノスアセット特定目

的会社 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   57（57）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 株式会社オー・ディー・

ビー 
月額賃料収入     4,279,000（円） 

調査時点 平成18年９月30日 敷金・保証金     7,718,000（円） 

再調達価格 299,400（千円） 賃貸面積     1,040.24㎡ 

長期修繕費(12年間) 26,400（千円） 総賃貸可能面積     1,040.24㎡ 

PML 10.1％ 稼働率     100.00％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社アセットリサー

チ 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 94.7％ 89.1％ 

価格時点 平成18年10月１日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 5.3％ 10.9％ 

鑑定評価額 804,000,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 810,000,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 797,000,000         

 積算価格 550,000,000         

特記事項           

１．平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

２．平成12年の建築基準法の改正で高さ１ｍを超える階段には手摺を設けることとなっており、本物件の外部階段には手摺がないため、既存

不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

３．本物件北西側隣接地の塀の一部が本物件北西側敷地内へ越境しています。 

４．本物件南東側隣接地の塀の一部が本物件南東側敷地内へ越境しています。 

５．本物件内私設電柱を介してケーブルテレビ線が本件敷地上空を通過し、本件建物への引込み線と北西側隣接地を通過する線とに分岐して

います。また、直接私設電柱より北西側敷地にケーブルテレビ線が延びています。 

地域・物件特性 

本物件は、東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅から徒歩10分圏に位置しています。五日市街道、環状七号線に面した商業店舗の後背地は、賃

貸住宅と一戸建て住宅が密集し、閑静な住宅街を形成しています。都心部の生活利便性を求める単身若年層の需要を見込むことができる物件

です。 



  

  次へ 



  

物件番号： C－34 物件名称：プロシード高円寺南 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   277,400,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

自：平成17年８月１日 自：平成18年２月１日 

物件概要 至：平成18年１月31日 至：平成18年７月31日 

所在地 住居表示 
東京都杉並区高円寺南五

丁目２番９号 
運用日数 

  
184日 181日 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   7,972,456 8,854,116 

地積 217.98㎡ 賃貸料収入   7,806,400 8,591,746 

用途地域 近隣商業地域 その他収入   166,056 262,370 

建蔽率 90％ 賃貸事業費用   1,206,409 2,643,308 

容積率 200％ 物件管理委託費   212,142 254,746 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   302,649 285,127 

用途 共同住宅 水道光熱費   148,314 135,700 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根４階建 
修繕費・定期保守代金 472,100 1,378,660 

延床面積 380.45㎡ 保険料   13,250 11,250 

建築時期 平成１年10月２日 仲介手数料及び広告費 0 402,000 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会

社 

その他 
  

57,954 175,825 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   6,766,047 6,210,808 

前所有者 
ウラノスアセット特定目

的会社 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   17（20）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 株式会社オー・ディー・

ビー 
月額賃料収入     1,294,200（円） 

調査時点 平成18年９月30日 敷金・保証金     2,330,000（円） 

再調達価格 95,700（千円） 賃貸面積     286.57㎡ 

長期修繕費(12年間) 8,300（千円） 総賃貸可能面積     337.05㎡ 

PML 9.7％ 稼働率     85.02％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 株式会社東都鑑定 シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年８月31日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0％ 0％ 

鑑定評価額 277,400,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0％ 0％ 

 直接還元価格 287,900,000 その他 テナント 0％ 0％ 

 DCF価格 277,400,000         

 積算価格 154,600,000         

特記事項           

１．本物件の土地敷地の建蔽率は本来80％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は90％となっています。 

２．本物件の敷地の北側接面道路は建築基準法第42条２項で規定される幅員が４ｍ未満の道路（２項道路）であり、道路中心線から水平距離

２ｍの線が道路境界線とみなされます。その結果、道路とみなされる部分（セットバック部分）は建物の敷地として算入することができ

ませんが、本物件は既にセットバック済みです。 

３．本物件北側道路上空の電線より、西側隣接地への引込み線が本物件北西側角地上空を通過しています。 

４．北側角の境界標が不明ですが、本投資法人による本物件の取得後速やかに、隣接地所有者の立会いのもと境界標の打ち直しを行う予定で

す。 

５．本物件南側敷地境界線上に売主所有のコンクリート擁壁が設置されています。 

６．東側道路との境界確認が未了です。 

７．西側隣接地及び南側隣接地との境界確認が未了です。 

地域・物件特性 

本物件は、賃貸住宅ニーズの非常に高いＪＲ中央線「中野」駅と「高円寺」駅の中間に位置しています。どちらのエリアもその交通利便性の

高さ、生活利便性の高さから、人気の高いエリアといえます。生活利便性と良好な住環境を求める単身者からファミリーまでの需要を見込む

ことができる物件です。 



  

  次へ 



  

  

  次へ 

物件番号： C－35 物件名称：プロシード蓮根 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   284,000,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

自：平成17年８月１日 自：平成18年２月１日 

物件概要 至：平成18年１月31日 至：平成18年７月31日 

所在地 住居表示 
東京都板橋区蓮根一丁目

11番10号 
運用日数 

  
184日 181日 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   11,093,078 10,493,244 

地積 398.37㎡ 賃貸料収入   10,674,500 9,671,939 

用途地域 第一種住居地域 その他収入   418,578 821,305 

建蔽率 60％ 賃貸事業費用   2,850,104 3,069,376 

容積率 200％ 物件管理委託費   303,045 282,245 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   538,270 504,485 

用途 共同住宅 水道光熱費   666,917 702,942 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根４階建 
修繕費・定期保守代金 890,200 1,306,557 

延床面積 694.81㎡ 保険料   22,645 19,141 

建築時期 平成３年７月17日 仲介手数料及び広告費 0 113,000 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会

社 

その他 
  

429,027 141,006 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   8,242,974 7,423,868 

前所有者 
ウラノスアセット特定目

的会社 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   27（29）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 株式会社オー・ディー・

ビー 
月額賃料収入     1,614,000（円） 

調査時点 平成18年９月30日 敷金・保証金     3,164,000（円） 

再調達価格 163,500（千円） 賃貸面積     546.33㎡ 

長期修繕費(12年間) 17,400（千円） 総賃貸可能面積     587.13㎡ 

PML 13.0％ 稼働率     93.05％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社アセットリサー

チ 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年10月１日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0.0％ 0.0％ 

鑑定評価額 284,000,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 287,000,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 281,000,000         

 積算価格 189,000,000         

特記事項           

１．北東側隣接地のブロック塀基礎が本物件の北東側敷地に越境していますが、隣接地所有者との間で覚書を締結しています。 

２．本物件の南西側敷地上のネットフェンス基礎の一部が南西側隣接地に越境しています。 

地域・物件特性 

都営三田線「蓮根」駅を最寄り駅とする徒歩圏内のエリアに位置し、首都高速５号池袋線や環状八号線など、道路交通アクセスが良好なエリ

アでもあります。また、駅周辺には商店など複数の生活利便施設が充実し、都心通勤の若年層のみならず、周辺の工場・倉庫・事業所などの

従業者等の潜在需要も見込めるエリアに所在する物件です。 



物件番号： C－36 物件名称：プロシード大井町 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   944,000,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

自：平成17年８月１日 自：平成18年２月１日 

物件概要 至：平成18年１月31日 至：平成18年７月31日 

所在地 住居表示 
東京都品川区東大井五丁

目８番９号 
運用日数 

  
184日 181日 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   28,088,289 32,401,207 

地積 485.66㎡ 賃貸料収入   27,996,000 32,332,000 

用途地域 商業地域 その他収入   92,289 69,207 

建蔽率 100％ 賃貸事業費用   3,509,426 3,364,594 

容積率 323.4％ 物件管理委託費   838,980 838,980 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   1,557,990 1,455,200 

用途 共同住宅 水道光熱費   0 0 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根地下１階付５階建 
修繕費・定期保守代金 973,740 939,800 

延床面積 1,430.25㎡ 保険料   48,080 41,676 

建築時期 平成４年４月13日 仲介手数料及び広告費 0 0 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会

社 

その他 
  

90,636 88,938 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   24,578,863 29,036,613 

前所有者 
ウラノスアセット特定目

的会社 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   59（59）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 株式会社オー・ディー・

ビー 
月額賃料収入     4,661,000（円） 

調査時点 平成18年９月30日 敷金・保証金     8,732,000（円） 

再調達価格 349,200（千円） 賃貸面積     959.00㎡ 

長期修繕費(12年間) 30,600（千円） 総賃貸可能面積     959.00㎡ 

PML 14.6％ 稼働率     100.00％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社アセットリサー

チ 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年10月１日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0％ 0％ 

鑑定評価額 944,000,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0％ 0％ 

 直接還元価格 949,000,000 その他 テナント 0％ 0％ 

 DCF価格 938,000,000         

 積算価格 771,000,000         

特記事項           

１．平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

２．平成12年の建築基準法の改正で高さ１ｍを超える階段には手摺を設けることとなっており、本物件の外部階段には手摺がないため、既存

不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

３．本物件の敷地の北東側及び南東側接面道路は、建築基準法第42条２項で規定される幅員が４ｍ未満の道路（２項道路）であり、道路中心

線から水平距離２ｍの線が道路境界線とみなされます。その結果、道路とみなされる部分（セットバック部分）は建物の敷地として算入

することができませんが、本物件は既にセットバック済みです。 

４．建蔽率について、本物件の所在地が商業地域に属するため本来80％であるところ、防火地域における耐火建築物による緩和により、適用

建蔽率は100％となっています。 

５．本物件の土地敷地の容積率は500％ですが、前面道路の幅員により323.4％となっています。 

６．北西側隣接地の塀のコンクリート基礎が本物件北西側敷地に越境しています。 

地域・物件特性 

本物件は企業の社宅ニーズの高いＪＲ京浜東北線・東急大井町線「大井町」駅から徒歩３分に位置しています。駅周辺には阪急百貨店、丸

井、イトーヨーカドー、アトレなどの大型店舗が立地し、駅から物件までの間には大井町銀座という商店街が続くなど、交通利便だけでなく

生活利便も高いエリアであるため、今後も高い入居希望者の需要を見込むことができる物件であり、現在は、ＮＥＣトーキン株式会社の職員
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寮として一括賃貸されています。 



物件番号： C－37 物件名称：プロシード十条 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   533,000,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

自：平成17年８月１日 自：平成18年２月１日 

物件概要 至：平成18年１月31日 至：平成18年７月31日 

所在地 住居表示 
東京都北区上十条四丁目

９番17号 
運用日数 

  
184日 181日 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   18,478,536 18,144,700 

地積 366.72㎡ 賃貸料収入   18,434,100 17,668,771 

用途地域 近隣商業地域 その他収入   44,436 475,929 

建蔽率 100％ 賃貸事業費用   3,452,478 4,043,007 

容積率 400％ 物件管理委託費   525,780 498,979 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   991,196 921,971 

用途 共同住宅 水道光熱費   256,353 256,631 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根８階建 
修繕費・定期保守代金 1,472,838 1,709,078 

延床面積 1,410.71㎡ 保険料   42,785 36,135 

建築時期 平成１年６月15日 仲介手数料及び広告費 0 436,000 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会

社 

その他 
  

163,526 184,213 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   15,026,058 14,101,693 

前所有者 
ウラノスアセット特定目

的会社 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   28（30）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 株式会社オー・ディー・

ビー 
月額賃料収入     2,825,000（円） 

調査時点 平成18年９月30日 敷金・保証金     5,461,000（円） 

再調達価格 289,900（千円） 賃貸面積     1,126.44㎡ 

長期修繕費(12年間) 22,300（千円） 総賃貸可能面積     1,206.90㎡ 

PML 11.1％ 稼働率     93.33％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社アセットリサー

チ 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 0.00％ 0.00％ 

価格時点 平成18年10月１日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 100.00％ 100.00％ 

鑑定評価額 533,000,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.00％ 0.00％ 

 直接還元価格 541,000,000 その他 テナント 0.00％ 0.00％ 

 DCF価格 525,000,000         

 積算価格 380,000,000         

特記事項           

１．建蔽率について、本物件の所在地が近隣商業地域に属するため本来80％であるところ、防火地域における耐火建築物による緩和により、

適用建蔽率は100％となっています。 

２．平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

３．本物件の敷地の東側接面道路は、建築基準法第42条２項で規定される幅員が４ｍ未満の道路（２項道路）であり、道路中心線から水平距

離２ｍの線が道路境界線とみなされます。その結果、道路とみなされる部分（セットバック部分）は建物の敷地として算入することがで

きませんが、本物件は既にセットバック済みです。 

４．本件建物北側の通気用ダクトが道路へ越境しています。 

５．本物件は、沿道地区計画区域内にあるために、土地の区画形質の変更や建築物等の新築、改築又は増築等の行為をを行う場合には、当該

行為に着手する30日前までに市町村長への届出が必要となります。その結果、沿道地区計画に適合しない場合には、指導、勧告、助言を

受ける場合があります。 

地域・物件特性 

ＪＲ埼京線「十条」駅より徒歩10分圏内に位置し、環状七号線に面した道路・交通アクセスともに良好なエリアです。周囲には大学などの教

育機関や、自衛隊・裁判所の研修所などの公的施設が点在し、駅前には昔ながらの商店街が軒を連ねる、都心勤務の中堅ファミリー層に対し
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て安定需要が見込めるエリア物件です。 



  

  

物件番号： C－38 物件名称：プロシード白楽 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   241,000,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

自：平成17年８月１日 自：平成18年２月１日 

物件概要 至：平成18年１月31日 至：平成18年７月31日 

所在地 住居表示 
神奈川県横浜市神奈川区

白幡南町１番12号 
運用日数 

  
184日 181日 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   9,248,287 9,062,262 

地積 581.53㎡ 賃貸料収入   8,937,013 8,924,366 

用途地域 第一種低層住居専用地域 その他収入   311,274 137,896 

建蔽率 50％ 賃貸事業費用   2,475,317 2,207,280 

容積率 100％ 物件管理委託費   256,843 269,218 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   596,886 554,868 

用途 共同住宅 水道光熱費   116,384 109,180 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根３階建 
修繕費・定期保守代金 1,276,316 773,713 

延床面積 457.19㎡ 保険料   15,725 13,338 

建築時期 平成３年７月19日 仲介手数料及び広告費 106,000 167,000 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会

社 

その他 
  

107,163 319,963 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   6,772,970 6,854,982 

前所有者 
ウラノスアセット特定目

的会社 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   25（27）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 株式会社オー・ディー・

ビー 
月額賃料収入     1,475,500（円） 

調査時点 平成18年９月30日 敷金・保証金     2,005,000（円） 

再調達価格 116,600（千円） 賃貸面積     412.23㎡ 

長期修繕費(12年間) 10,900（千円） 総賃貸可能面積     445.16㎡ 

PML 18.5％ 稼働率     92.60％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社アセットリサー

チ 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年10月１日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0.0％ 0.0％ 

鑑定評価額 241,000,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 242,000,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 240,000,000         

 積算価格 212,000,000         

特記事項           

１．本物件の敷地の北東側及び南東側接面道路は、建築基準法第４２条２項で規定される幅員が４ｍ未満の道路（２項道路）であり、道路中

心線から水平距離２ｍの線が道路境界線とみなされます。その結果、道路とみなされる部分（セットバック部分）は建物の敷地として算

入することができませんが、本物件は既にセットバック済みです。 

２．本物件南側敷地上空を電線の支線が通過しています。 

３．北側隣接地より通路部分に引かれたインターホン引込線及び門柱の一部が本物件北側敷地へ越境しています。 

４．本物件西側敷地の擁壁の一部が西側隣接地へ越境しています。 

５．南西側隣接地の水抜管、電波障害ケーブル、入口コンクリート階段の一部及び屋根の一部が本物件の南西側敷地に越境しています。 

６．北側隣接地との境界確認が未了です。 

地域・物件特性 

本物件は東急東横線「白楽」駅から徒歩15分圏内に位置します。「横浜」駅まで３駅の同駅は商店街が充実したエリアでもあり、交通・生活

の利便性が高いエリアといえます。また、神奈川大学が近くにあるため、学生の一人暮らしのニーズの高いエリアに位置する物件であること

から、今後も高い入居希望者需要を見込むことができる物件です。 
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物件番号： C－39 物件名称：プロシード新丸子 

特定資産の種類 信託受益権 取得予定価格（円）   635,000,000 

投資エリア 首都圏主要都市 損益の状況（単位：円）     

用途 賃貸住宅 
運用期間 

自：平成17年８月１日 自：平成18年２月１日 

物件概要 至：平成18年１月31日 至：平成18年７月31日 

所在地 住居表示 
神奈川県川崎市中原区小

杉町一丁目547番地24 
運用日数 

  
184日 181日 

土地 

所有形態 所有権 賃貸事業収益   19,374,189 19,374,189 

地積 479.73㎡ 賃貸料収入   19,368,000 19,368,000 

用途地域 第一種住居地域 その他収入   6,189 6,189 

建蔽率 60％ 賃貸事業費用   2,200,266 1,906,906 

容積率 200％ 物件管理委託費   581,040 581,040 

建物 

所有形態 所有権 公租公課   765,694 721,158 

用途 共同住宅 水道光熱費   182,426 181,739 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋

根４階建 
修繕費・定期保守代金 557,823 324,638 

延床面積 928.22㎡ 保険料   31,090 26,832 

建築時期 昭和63年９月12日 仲介手数料及び広告費 0 0 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会

社 

その他 
  

82,193 71,499 

PM会社／ML会社 
スターツアメニティー株

式会社 
NOI   17,173,923 17,467,283 

前所有者 
ウラノスアセット特定目

的会社 
賃貸借の概況（平成18年７月31日現在）     

現所有者 
スターツデベロップメン

ト株式会社 
賃貸戸数（総賃貸可能戸数）   46（46）戸 

建物状況調査報告書の概要 賃貸駐車場台数(総賃貸可能駐車場台数)   0（0）台 

調査会社 株式会社オー・ディー・

ビー 
月額賃料収入     3,228,000（円） 

調査時点 平成18年９月30日 敷金・保証金     6,302,000（円） 

再調達価格 217,800（千円） 賃貸面積     759.00㎡ 

長期修繕費(12年間) 18,700（千円） 総賃貸可能面積     759.00㎡ 

PML 14.2％ 稼働率     100.00％ 

不動産鑑定評価書（金額単位：円） タイプ 間取り 住戸比率 面積比率 

不動産鑑定会社 
株式会社アセットリサー

チ 

シングルタイプ 1R・1K・1DK 100.0％ 100.0％ 

価格時点 平成18年10月１日 DINKSタイプ 1LDK・2DK 0.0％ 0.0％ 

鑑定評価額 635,000,000 ファミリータイプ 2LDK以上 0.0％ 0.0％ 

 直接還元価格 643,000,000 その他 テナント 0.0％ 0.0％ 

 DCF価格 627,000,000         

 積算価格 293,000,000         

特記事項           

１．東側隣接地の雨樋の一部が本物件東側敷地に越境しています。 

２．西側隣接地の門柱及び縁石の一部が本物件西側敷地に、本物件西側敷地上のフェンス基礎及び縁石の一部が西側隣接地に相互に越境して

いますが、この越境に関して、越境の事実確認及び建物を再建築する際には、それぞれ自己の責任と費用負担にて越境物を撤去する旨の

覚書が締結されています。 

地域・物件特性 

本物件は東急東横線「新丸子」駅から徒歩５分の事業所と住宅が混在するエリアに位置しています。多摩川がすぐ近くを流れ、緑の多い等々

力競技場も至近にあるため住環境に優れたエリアといえます。また南武線と交差している「武蔵小杉」駅も徒歩圏といえます。日常の買い物

などの生活利便施設も多数存在する賃貸ニーズの高いエリアに立地する物件であるため、今後も高い入居希望者需要を見込むことができる物

件です。 



⑤ ポートフォリオ全体の概要 

イ．信託不動産の概要 

平成18年７月31日時点における取得済資産及び取得予定資産の概要は以下のとおりです。 

ａ．信託不動産の明細①（所在地・所有形態・面積・構造規模等） 
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物件 
番号 

名称 
所在地 

（住居表示） 

所有形態 面積（注１）
構造／

階数（注１) 
（注２） 

建築時期（注１） 
総賃貸
可能戸数 
(駐車場台数)土地 建物

土地
(㎡) 

建物
(㎡) 

C-1 第１パークハウス 
千葉県市川市新田
二丁目 

所有権 所有権 2,057.00 3,573.96 RC/7F 平成９年４月１日 50(41)

C-2 
αネクスト東陽町
第１ 

東京都江東区南砂
二丁目 

所有権 所有権 330.58 1,432.32 RC/9F 平成15年１月31日 45(5)

C-3 αネクスト葛西 東京都江戸川区中
葛西五丁目 

所有権 所有権 525.85 1,700.67 RC/10F 平成15年３月１日 57(0)

C-4 プレイス三軒茶屋 
東京都世田谷区三
軒茶屋二丁目 

所有権 所有権 448.91 1,230.60 RC/6F・B1F 平成２年６月29日 9(8)

C-5 ガナドール瑞江 
東京都江戸川区南
篠崎町三丁目 

所有権 所有権 1,146.00 2,704.48 RC/6F 平成３年６月20日 28(22)

C-6 
リバーサイドヨロ
ズヤ 

千葉県船橋市宮本
一丁目 

所有権 所有権 344.92 1,803.60 SRC/10F 平成３年６月24日 31(1)

C-7 
ベイグランデ南葛
西 

東京都江戸川区南
葛西六丁目 

所有権 所有権 626.10 1,500.35 RC/6F 平成５年３月12日 16(7)

C-8 
αネクストせんげ
ん台第３ 

埼玉県越谷市千間
台西二丁目 

所有権 所有権 746.00 1,446.83 RC/5F 平成３年５月31日 43(10)

C-9 サンハイツ行徳 千葉県市川市入船 所有権 所有権 839.00 1,218.56 RC/4F 昭和63年３月15日 20(7)

C-10 
αネクスト本郷第
６ 

千葉県千葉市花見
川区幕張本郷六丁
目 

所有権 所有権 587.00 1,077.89 RC/4F 平成１年２月22日 34(3)

C-11 
ヴィラージュ南行
徳 

千葉県市川市福栄
三丁目 

所有権 所有権 531.82 911.24 RC/4F・B1F 平成２年２月６日 26(6)

C-12 スカイホーム本郷 
千葉県千葉市花見
川区幕張本郷五丁
目 

所有権 所有権 930.05 1,374.99 S/4F 平成１年９月24日 22(10)

C-13 フィエルテ東川口 
埼玉県川口市戸塚
東一丁目 

所有権 所有権 794.25 917.32 RC/3F 平成５年３月15日 30(14)

C-14 
αネクスト船堀第
４ 

東京都江戸川区船
堀五丁目 

所有権 所有権 314.04 627.92 RC/4F 平成３年10月11日 24(1)

C-15 
ライフステージゴ
ールド 

東京都足立区入谷
二丁目 

所有権 所有権 920.00 929.34 S/3F 平成６年３月10日 15(10)

C-16 
αネクストせんげ
ん台第２ 二番館 

埼玉県越谷市千間
台西五丁目 

所有権 所有権 490.69 716.02 S/3F 平成３年４月３日 12(4)

C-17 プロシード松濤 
東京都渋谷区松濤
二丁目 

所有権 所有権 236.62 978.24 RC/12F 平成17年11月18日 40(6)

C-18 プロシード参宮橋 
東京都渋谷区代々
木三丁目 

所有権 所有権 221.93 605.19 RC/7F 平成17年７月22日 26(0)

C-19 パレス浦安 
千葉県浦安市富士
見一丁目 

所有権 所有権 1,067.00 1,957.08 RC/5F 平成４年６月４日 21(8)

C-20 ワコーレ新小岩Ⅱ 
東京都江戸川区松
島二丁目 

所有権 所有権 600.33 1,772.07 RC/7F 平成３年３月15日 27(9)

C-21 サンフォレストⅠ 
千葉県八千代市緑
が丘二丁目 

所有権 所有権 2,378.67 1,854.26 RC/3F 平成９年２月12日 27(32)

C-22 サンフォレストⅡ 
千葉県八千代市緑
が丘二丁目 

所有権 所有権 2,328.81 1,655.29 RC/3F 平成９年２月12日 24(31)



  

  

  次へ 

物件 
番号 

名称 
所在地 

（住居表示） 

所有形態 面積（注１）
構造／

階数（注１) 
（注２） 

建築時期（注１） 
総賃貸
可能戸数 
(駐車場台数)土地 建物

土地
(㎡) 

建物
(㎡) 

C-23 
プロシード都立大
学 

東京都目黒区八雲
一丁目 

所有権 所有権 215.01 894.23 RC/11F 平成18年３月13日 37(2)

C-24 
プロシード都立大
学Ⅱ 

東京都目黒区平町
一丁目 

所有権 所有権 420.14 1,002.09 RC/7F 平成18年９月７日 36(2)

C-25 
プロシード本所吾
妻橋 

東京都墨田区東駒
形四丁目 

所有権 所有権 200.49 662.27 RC/7F 平成18年７月７日 19(0)

C-26 
プロシード目黒青
葉台 

東京都目黒区青葉
台三丁目 

所有権 所有権 159.17 533.76 RC/6F・B1F 平成15年３月27日 24(1)

C-27 
プロシード杉並宮
前 

東京都杉並区宮前
一丁目 

所有権 所有権 362.26 762.11 RC/6F 平成16年１月26日 29(1)

C-28 プロシード両国 
東京都墨田区緑一
丁目 

所有権 所有権 255.90 870.55 RC/7F 平成15年３月15日 27(5)

C-29 プロシード三田 
東京都港区芝二丁
目 

所有権
（共有） 

区分
所有権 

410.34
(注３) 

1,699.48 RC/10F 平成18年２月６日 72(0)

C-30 
プロシード中野新
橋 

東京都中野区弥生
町二丁目 

所有権 所有権 353.74 1,047.01 RC/5F 平成４年９月24日 50(0)

C-31 プロシード亀戸 
東京都江東区亀戸
九丁目 

所有権 所有権 384.01 907.02 RC/6F 平成６年３月23日 23(0)

C-32 
プロシード高田馬
場 

東京都新宿区高田
馬場三丁目 

所有権 所有権 202.37 331.68 RC/4F 平成３年10月24日 17(0)

C-33 
プロシード新高円
寺 

東京都杉並区堀ノ
内三丁目 

所有権 所有権 639.58 1,166.74 RC/5F 平成２年８月31日 57(0)

C-34 
プロシード高円寺
南 

東京都杉並区高円
寺南五丁目 

所有権 所有権 217.98 380.45 RC/4F 平成１年10月２日 20(0)

C-35 プロシード蓮根 
東京都板橋区蓮根
一丁目 

所有権 所有権 398.37 694.81 RC/4F 平成３年７月17日 29(0)

C-36 プロシード大井町 
東京都品川区東大
井五丁目 

所有権 所有権 485.66 1,430.25 RC/5F・B1F 平成４年４月13日 59(0)

C-37 プロシード十条 
東京都北区上十条
四丁目 

所有権 所有権 366.72 1,410.71 RC/8F 平成１年６月15日 30(0)

C-38 プロシード白楽 
神奈川県横浜市神
奈川区白幡南町 

所有権 所有権 581.53 457.19 RC/3F 平成３年７月19日 27(0)

C-39 プロシード新丸子 
神奈川県川崎市中
原区小杉町一丁目 

所有権 所有権 479.73 928.22 RC/4F 昭和63年９月12日 46(0)

G-1 αネクスト本通 北海道札幌市白石
区本通十八丁目 

所有権 所有権 1,571.00 3,126.08 SRC/10F 平成１年３月14日 67(37)

G-2 
αネクスト札幌第
17 

北海道札幌市東区
北十六条東十五丁
目 

所有権 所有権 478.04 1,420.16 RC/7F 平成２年10月23日 34(5)

G-3 
αネクスト札幌第
18 

北海道札幌市西区
山の手三条四丁目 

所有権 所有権 814.64 1,601.17 SRC/10F 平成３年10月21日 28(16)

G-4 αネクスト元町 
北海道札幌市東区
北二十二条東十六
丁目 

所有権 所有権 431.42 1,468.81 RC/8F 平成３年２月20日 35(9)

G-5 
αネクスト札幌第
４ 

北海道札幌市東区
北二十条東十九丁
目 

所有権 所有権 480.20 960.34 RC/5F 平成２年12月11日 19(6)

G-6 
αネクスト福岡第
２ 

福岡県福岡市東区
箱崎四丁目 

所有権 所有権 234.00 450.80 RC/4F 平成３年７月30日 19(0)

G-7 
αネクスト福岡第
１ 

福岡県福岡市東区
箱崎四丁目 

所有権 所有権 234.00 425.94 RC/4F 平成３年５月１日 19(0)



（注１）「面積」、「構造/階数」及び「建築時期」は、不動産登記簿謄本に記載された事項を記載しています。 

（注２）「構造」について、「S」は鉄骨造、「RC」は鉄筋コンクリート造、「SRC」は鉄骨鉄筋コンクリート造を、それぞれ意味します。 

（注３) 土地の面積は、敷地面積全体の面積であり、所有権の共有持分（敷地権）の割合は、154,327分の150,057です。 

  

  

  次へ 

物件 
番号 

名称 
所在地 

（住居表示） 

所有形態 面積（注１）
構造／

階数（注１) 
（注２） 

建築時期（注１） 
総賃貸
可能戸数 
(駐車場台数)土地 建物

土地
(㎡) 

建物
(㎡) 

G-8 プロシード太閤通 
愛知県名古屋市中
村区太閤通四丁目 

所有権 所有権 295.70 1,249.15 RC/7F 平成18年３月15日 44(6)

G-9 コローレ 
福岡県福岡市南区
大橋三丁目 

所有権 所有権 832.75 1,320.46 RC/5F 平成10年２月13日 16(16)

G-10 αネクスト那珂川 福岡県筑紫郡那珂
川町片縄二丁目 

所有権 所有権 791.35 1,502.32 RC/6F 平成２年７月24日 38(21)

G-11 プロシード穂波町 
愛知県名古屋市千
種区穂波町三丁目 

所有権 所有権 381.19 640.46 RC/4F 平成18年３月27日 10(8)

R-1 
αネクスト松山第
３ 

愛媛県松山市樽味
四丁目 

所有権 所有権 453.08 691.86 RC/5F 平成３年８月31日 17(8)

R-2 αネクスト東大畑 新潟県新潟市東大
畑通一番町 

所有権 所有権 212.49 400.06 RC/4F 平成３年11月27日 9(4)

         31,808.43 62,424.40   1,584(382)



ｂ．信託不動産の明細②（不動産鑑定評価の概要、取得（予定）価格及び投資比率） 

  

  

  次へ 

物件 
番号 

名称 
不動産
鑑定業者 

不動産鑑 
定評価額 
（注１） 
（千円） 

試算価格情報
取得（予定）価格

(注４) 

積算価格
（注２） 
（千円） 

収益価格 (注３）（千円）

直接還元法 DCF法

金額 
(千円) 

投資
比率 
(注５)
（％）

直接還元法
による価格

還元利
回り 
（％）

DCF法に
よる価格 
（千円） 

割引率
（％）

最終 
還元利
回り 
（％） 

C-1 第１パークハウス 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

1,072,000 999,200 1,080,000 6.10 1,072,000 5.80 6.60 1,076,000 5.02

C-2 
αネクスト東陽町第
１ 

株式会社中央 
不動産鑑定所 

702,600 470,100 735,300 5.60 702,600 5.30 6.10 646,700 3.02

C-3 αネクスト葛西 株式会社中央 
不動産鑑定所 

688,100 512,800 716,700 5.60 688,100 5.30 6.10 688,700 3.21

C-4 プレイス三軒茶屋 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

540,300 507,000 571,300 4.90 540,300 4.60 5.40 555,900 2.59

C-5 ガナドール瑞江 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

603,300 659,700 624,900 6.00 603,300 5.70 6.50 602,600 2.81

C-6 
リバーサイドヨロズ
ヤ 

株式会社中央 
不動産鑑定所 

398,300 376,700 414,700 6.40 398,300 6.10 7.00 419,900 1.96

C-7 ベイグランデ南葛西 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

276,900 371,600 286,500 6.30 276,900 6.00 6.80 303,500 1.42

C-8 
αネクストせんげん
台第３ 

株式会社中央 
不動産鑑定所 

236,400 269,000 231,700 7.00 236,400 6.70 7.50 259,200 1.21

C-9 サンハイツ行徳 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

313,900 282,900 325,700 6.30 313,900 6.00 6.80 315,600 1.47

C-10 αネクスト本郷第６ 株式会社中央 
不動産鑑定所 

290,400 229,100 299,200 6.70 290,400 6.40 7.20 279,300 1.30

C-11 ヴィラージュ南行徳 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

275,500 225,300 282,600 6.40 275,500 6.10 6.90 287,300 1.34

C-12 スカイホーム本郷 
株式会社
東都鑑定 

224,400 254,000 228,100 6.60 224,400 6.30 7.10 223,400 1.04

C-13 フィエルテ東川口 
株式会社
東都鑑定 

192,300 259,100 198,200 6.80 192,300 6.50 7.30 206,500 0.96

C-14 αネクスト船堀第４ 株式会社
東都鑑定 

200,300 165,000 207,500 5.90 200,300 5.60 6.40 226,100 1.06

C-15 
ライフステージゴー
ルド 

株式会社
東都鑑定 

173,200 226,900 178,400 6.40 173,200 6.10 6.90 169,400 0.79

C-16 
αネクストせんげん
台第２ 二番館 

株式会社
東都鑑定 

87,800 114,100 89,600 7.20 87,800 6.90 7.70 86,700 0.40

C-17 プロシード松濤 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

937,400 447,800 989,800 4.90 937,400 4.60 4.90 937,400 4.37

C-18 プロシード参宮橋 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

497,600 293,200 514,200 5.00 497,600 4.70 5.50 497,600 2.32

C-19 パレス浦安 
株式会社
東都鑑定 

431,400 452,200 435,800 6.30 431,400 6.00 6.80 431,400 2.01

C-20 ワコーレ新小岩Ⅱ 
株式会社
東都鑑定 

465,200 347,200 478,800 6.10 465,200 5.80 6.60 465,200 2.17

C-21 サンフォレストⅠ 
株式会社
東都鑑定 

383,600 612,000 391,500 6.20 383,600 5.90 6.70 383,600 1.79

C-22 サンフォレストⅡ 
株式会社
東都鑑定 

339,000 577,500 348,100 6.20 339,000 5.90 6.70 339,000 1.58

C-23 プロシード都立大学 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

790,400 409,600 841,600 4.80 790,400 4.50 5.30 790,400 3.68



  

  

  次へ 

物件 
番号 

名称 
不動産
鑑定業者 

不動産鑑 
定評価額 
（注１） 
（千円） 

試算価格情報
取得（予定）価格

(注４) 

積算価格
（注２） 
（千円） 

収益価格 (注３）（千円）

直接還元法 DCF法

金額 
(千円) 

投資
比率 
(注５)
（％）

直接還元法
による価格

還元利
回り 
（％）

DCF法に
よる価格 
（千円） 

割引率
（％）

最終 
還元利
回り 
（％） 

C-24 
プロシード都立大学
Ⅱ 

株式会社中央 
不動産鑑定所 

772,200 562,400 824,100 4.80 772,200 4.50 5.30 772,200 3.60

C-25 
プロシード本所吾妻
橋 

株式会社中央 
不動産鑑定所 

339,800 266,600 354,300 5.50 339,800 5.20 6.00 339,800 1.58

C-26 
プロシード目黒青葉
台 

株式会社
東都鑑定 

466,700 316,200 481,200 4.60 466,700 4.30 5.10 466,700 2.17

C-27 プロシード杉並宮前 
株式会社
東都鑑定 

454,900 355,800 487,800 5.00 454,900 4.70 5.50 454,900 2.12

C-28 プロシード両国 
株式会社
東都鑑定 

443,900 318,800 452,000 5.50 443,900 5.20 6.00 443,900 2.07

C-29 プロシード三田 
株式会社
東都鑑定 

1,537,200 927,800 1,627,400 4.50 1,537,200 4.20 5.00 1,537,200 7.16

C-30 プロシード中野新橋 
株式会社アセッ
トリサーチ 

727,000 399,000 733,000 5.00 720,000 4.70 5.10 638,800 2.98

C-31 プロシード亀戸 
株式会社アセッ
トリサーチ 

339,000 240,000 341,000 5.20 336,000 4.90 5.30 339,000 1.58

C-32 プロシード高田馬場 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

223,700 133,400 206,400 5.40 223,700 5.10 5.90 223,700 1.04

C-33 プロシード新高円寺 
株式会社アセッ
トリサーチ 

804,000 550,000 810,000 5.00 797,000 4.70 5.10 742,100 3.46

C-34 プロシード高円寺南 
株式会社
東都鑑定 

277,400 154,600 287,900 5.20 277,400 4.90 5.70 277,400 1.29

C-35 プロシード蓮根 
株式会社アセッ
トリサーチ 

284,000 189,000 287,000 5.20 281,000 4.90 5.30 284,000 1.32

C-36 プロシード大井町 
株式会社アセッ
トリサーチ 

944,000 771,000 949,000 4.85 938,000 4.55 4.95 944,000 4.40

C-37 プロシード十条 
株式会社アセッ
トリサーチ 

533,000 380,000 541,000 5.20 525,000 4.90 5.30 533,000 2.48

C-38 プロシード白楽 
株式会社アセッ
トリサーチ 

241,000 212,000 242,000 5.90 240,000 5.60 6.00 241,000 1.12

C-39 プロシード新丸子 
株式会社アセッ
トリサーチ 

635,000 293,000 643,000 5.20 627,000 4.90 5.30 635,000 2.96

G-1 αネクスト本通 株式会社中央 
不動産鑑定所 

376,500 418,700 381,400 6.10 376,500 5.80 6.60 386,000 1.80

G-2 αネクスト札幌第17 株式会社
東都鑑定 

224,300 191,000 232,800 6.00 224,300 5.70 6.50 233,700 1.09

G-3 αネクスト札幌第18 株式会社中央 
不動産鑑定所 

187,900 258,800 187,800 6.10 187,900 5.80 6.60 204,900 0.95

G-4 αネクスト元町 株式会社
東都鑑定 

140,400 169,100 145,700 6.10 140,400 5.80 6.60 148,700 0.69

G-5 αネクスト札幌第４ 株式会社
東都鑑定 

99,200 114,000 103,000 6.30 99,200 6.00 6.80 85,500 0.40

G-6 αネクスト福岡第２ 株式会社
東都鑑定 

83,000 67,500 87,700 6.20 83,000 5.90 6.70 85,000 0.40

G-7 αネクスト福岡第１ 株式会社
東都鑑定 

76,700 65,600 80,200 6.20 76,700 5.90 6.70 81,300 0.38



（注１) 不動産鑑定評価額は、「不動産鑑定評価基準」及び社団法人日本不動産鑑定協会の「『投資信託及び投資法人に関する法律（投信法）』及び『資産の

流動化に関する法律（資産流動化法）』に係る不動産鑑定評価上の留意事項について」（以下、併せて「不動産鑑定評価基準等」といいます。）に基

づき、原則として、DCF法による収益価格を標準とし、直接還元法による収益価格等による検証を行い決定された価格をもって「鑑定評価額」としてい

ます。 

C-1からC-16、G-1からG-7並びにR-1及びR-2の取得済資産については、第１期決算日（平成18年４月末日）を価格時点として算出されています。 

C-17及びC-18の取得済資産については、平成18年２月28日を価格時点として算出されています。 

C-19からC-22、G-9及びG-10の取得済資産については、平成18年２月１日を価格時点として算出されています。 

C-23、G-8及びG-11の取得済資産については、平成18年４月１日を価格時点として算出されています。 

C-24及びC-30からC-39の取得予定資産については、平成18年10月１日を価格時点として算出されています。 

C-25からC-29の取得予定資産については、平成18年７月31日を価格時点として算出されています。 

また、表中では直接還元法適用の際に適用した「還元利回り（所謂「キャップレート」）」、DCF法適用の際に想定した「割引率」、「最終還元利回

り」、検証として適用された「積算価格」についても併せて記載しています。なお、不動産鑑定評価額は、不動産鑑定評価に関する法律（昭和38年法

律第152号、その後の改正を含みます。）及び不動産鑑定評価基準等に従い鑑定評価を行った不動産鑑定士等が、価格時点における評価対象不動産の価

格に関する意見を示したものにとどまります。同じ不動産について再度鑑定評価を行った場合でも、鑑定評価を行う不動産鑑定士等、鑑定評価の方法

又は時期によって鑑定評価額が異なる可能性があります。また不動産の鑑定評価は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の可能性を保証

又は約束するものではありません。 

（注２) 「積算価格」とは、不動産の再調達に要する費用に着目し、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を

行って対象不動産の試算価格を求める手法（原価法）により求められた価格です。 

（注３) 「収益価格」とは、不動産から生み出される収益に着目して、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めるもの

であり、純収益を還元利回りで還元して対象不動産の試算価格を求める手法（収益還元法）により求められた価格です。さらに収益価格は、DCF法によ

る収益価格と直接還元法による収益価格とに分類されます。DCF法は、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格をその発生時期に応じて現在

価値に割り引き、それぞれを合計して収益価格を試算する手法です。また、直接還元法は一期間の純収益を還元利回りによって還元して収益価格を試

算する手法です。 

（注４) 「取得（予定）価格」には、取得済資産については、取得価格、取得予定資産については、停止条件付信託受益権売買契約書等に記載された売買価格

（当該取得予定資産及び取得済資産の取得に要する諸費用（不動産売買媒介手数料等）を含みません。）を記載しています。 

（注５) 「投資比率」は、取得済資産及び取得予定資産の取得（予定）価格の合計に対する当該信託受益権等の取得（予定）価格の比率を記載しています。 

  

  次へ 

物件 
番号 

名称 
不動産
鑑定業者 

不動産鑑 
定評価額 
（注１） 
（千円） 

試算価格情報
取得（予定）価格

(注４) 

積算価格
（注２） 
（千円） 

収益価格 (注３）（千円）

直接還元法 DCF法

金額 
(千円) 

投資
比率 
(注５)
（％）

直接還元法
による価格

還元利
回り 
（％）

DCF法に
よる価格 
（千円） 

割引率
（％）

最終 
還元利
回り 
（％） 

G-8 プロシード太閤通 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

403,400 397,900 467,500 6.00 403,400 5.70 6.50 403,400 1.88

G-9 コローレ 
株式会社
東都鑑定 

208,500 253,300 213,600 5.80 208,500 5.50 6.30 208,500 0.97

G-10 αネクスト那珂川 株式会社
東都鑑定 

150,400 178,800 155,000 6.60 150,400 6.30 7.10 150,400 0.70

G-11 プロシード穂波町 
株式会社中央 
不動産鑑定所 

275,000 237,300 279,500 5.50 275,000 5.20 6.00 275,000 1.28

R-1 αネクスト松山第３ 株式会社
東都鑑定 

93,300 108,500 98,000 7.50 93,300 7.20 8.00 77,900 0.36

R-2 αネクスト東大畑 株式会社
東都鑑定 

51,600 66,300 54,100 7.10 51,600 6.80 7.60 53,100 0.25

      21,513,300 17,658,400 22,223,600 21,470,300   21,457,500 100.00



ｃ．信託不動産の明細③（建物状況調査報告書の概要） 

 本投資法人は、取得済資産及び取得予定資産にかかる信託不動産について、建物検査、建物評価、

関連法規の遵守、修繕費評価及び環境アセスメント等に関する建物状況調査報告書を前田建設工業株

式会社、株式会社五洋建設及び株式会社オー・ディー・ビーから取得しています。建物状況調査報告

書の記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の正確性を保証するもので

はありません。 

 また、本投資法人は、前田建設工業株式会社から地震リスク評価レポートを取得しています。地震

リスク評価レポートの記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の正確性

を保証するものではありません。本投資法人が、取得している建物状況調査報告書の概要及び地震リ

スク評価レポート記載の予想最大損失率（ＰＭＬ）は以下のとおりです。 

  

  

  次へ 

物件 
番号 

物件名 調査業者 作成年月日 
緊急 
修繕費 
（千円） 

短期 
修繕費 
（千円） 

長期 
修繕費 
（千円） 

ＰＭＬ（％）

C-1 第１パークハウス 
前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 56,060 15.7 

C-2 αネクスト東陽町第１ 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 16,000 14.3 

C-3 αネクスト葛西 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 28,330 13.9 

C-4 プレイス三軒茶屋 
前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 39,739 14.5 

C-5 ガナドール瑞江 
前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 31,260 14.3 

C-6 リバーサイドヨロズヤ 
前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 36,650 16.5 

C-7 ベイグランデ南葛西 
前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 25,660 16.3 

C-8 
αネクストせんげん台
第３ 

前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 35,950 12.2 

C-9 サンハイツ行徳 
前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 13,490 14.5 

C-10 αネクスト本郷第６ 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 29,000 12.5 

C-11 ヴィラージュ南行徳 
前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 22,100 16.7 

C-12 スカイホーム本郷 
前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 18,680 10.9 

C-13 フィエルテ東川口 
前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 25,375 14.8 

C-14 αネクスト船堀第４ 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 15,540 13.2 

C-15 
ライフステージゴール
ド 

前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 16,560 15.8 

C-16 
αネクストせんげん台
第２ 二番館 

前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 17,440 14.2 



  

  

  次へ 

物件 
番号 

物件名 調査業者 作成年月日 
緊急 
修繕費 
（千円） 

短期 
修繕費 
（千円） 

長期 
修繕費 
（千円） 

ＰＭＬ（％）

C-17 プロシード松濤 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年２月20日 0 700 11,600 11.8 

C-18 プロシード参宮橋 
五洋建設 
株式会社 

平成18年２月28日 0 0 11,806 13.1 

C-19 パレス浦安 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年１月31日 650 2,500 58,300 12.2 

C-20 ワコーレ新小岩Ⅱ 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年１月31日 550 22,800 62,100 19.2 

C-21 サンフォレストⅠ 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年１月27日 100 5,300 37,950 9.6 

C-22 サンフォレストⅡ 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年１月27日 0 4,700 34,000 9.5 

C-23 プロシード都立大学 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年３月10日 0 600 9,900 12.7 

C-24 プロシード都立大学Ⅱ 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年９月５日 0 0 7,330 13.9 

C-25 プロシード本所吾妻橋 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年９月１日 0 0 5,030 14.0 

C-26 プロシード目黒青葉台 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年９月５日 0 430 20,340 14.7 

C-27 プロシード杉並宮前 
五洋建設 
株式会社 

平成18年９月７日 0 377 6,970 12.2 

C-28 プロシード両国 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年９月１日 0 730 22,750 13.3 

C-29 プロシード三田 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年９月１日 0 0 14,230 12.9 

C-30 プロシード中野新橋 
株式会社オー・
ディー・ビー 

平成18年９月30日 0 6,700 24,500 11.3 

C-31 プロシード亀戸 
株式会社オー・
ディー・ビー 

平成18年９月30日 0 1,000 16,300 14.6 

C-32 プロシード高田馬場 
株式会社オー・
ディー・ビー 

平成18年９月30日 0 2,900 12,600 12.1 

C-33 プロシード新高円寺 
株式会社オー・
ディー・ビー 

平成18年９月30日 0 8,700 26,400 10.1 

C-34 プロシード高円寺南 
株式会社オー・
ディー・ビー 

平成18年９月30日 0 2,300 8,300 9.7 

C-35 プロシード蓮根 
株式会社オー・
ディー・ビー 

平成18年９月30日 0 4,600 17,400 13.0 

C-36 プロシード大井町 
株式会社オー・
ディー・ビー 

平成18年９月30日 0 9,600 30,600 14.6 

C-37 プロシード十条 
株式会社オー・
ディー・ビー 

平成18年９月30日 0 8,300 22,300 11.1 

C-38 プロシード白楽 
株式会社オー・
ディー・ビー 

平成18年９月30日 0 4,000 10,900 18.5 



  

  

  次へ 

物件 
番号 

物件名 調査業者 作成年月日 
緊急 
修繕費 
（千円） 

短期 
修繕費 
（千円） 

長期 
修繕費 
（千円） 

ＰＭＬ（％）

C-39 プロシード新丸子 
株式会社オー・
ディー・ビー 

平成18年９月30日 0 6,000 18,700 14.2 

G-1 αネクスト本通 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 52,590 12.6 

G-2 αネクスト札幌第17 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 29,140 13.5 

G-3 αネクスト札幌第18 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 30,650 11.7 

G-4 αネクスト元町 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 35,840 14.0 

G-5 αネクスト札幌第４ 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 19,360 12.1 

G-6 αネクスト福岡第２ 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 16,050 1.2 

G-7 αネクスト福岡第１ 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 18,878 1.2 

G-8 プロシード太閤通 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年３月１日 0 800 11,800 12.8 

G-9 コローレ 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年２月10日 150 2,300 33,000 2.3 

G-10 αネクスト那珂川 前田建設工業 
株式会社 

平成18年２月10日 100 20,500 58,500 0.6 

G-11 プロシード穂波町 
前田建設工業 
株式会社 

平成18年３月３日 0 300 7,100 12.2 

R-1 αネクスト松山第３ 前田建設工業 
株式会社 

平成17年８月１日 0 － 20,585 13.0 

R-2 αネクスト東大畑 前田建設工業株
式会社 

平成17年８月１日 0 － 12,381 10.4 

              
(ポートフォ
リオＰＭＬ)

8.1 



ｄ．設計者・施工者等の概要 

 

物件 
番号 

物件名 設計者 施工者 建築確認機関 (注) 

C-1 第１パークハウス 有限会社天馬アトリエ・スミノ 株式会社大城組 市川市 

C-2 
αネクスト東陽町第
１ 

株式会社サン・プランニングシ
ステム 

株木建設株式会社 
日本イーアールアイ株式会
社 

C-3 αネクスト葛西 株式会社サン・プランニングシ
ステム 

株式会社淺沼組 
日本イーアールアイ株式会
社 

C-4 プレイス三軒茶屋 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店 世田谷区 

C-5 ガナドール瑞江 高木建築設計事務所 三井建設株式会社 江戸川区 

C-6 
リバーサイドヨロズ
ヤ 

一建築設計事務所(確認申請時) 株式会社冨士工 船橋市 

C-7 ベイグランデ南葛西 三井建設株式会社 三井建設株式会社 江戸川区 

C-8 
αネクストせんげん
台第３ 

株式会社シフト 日生建設株式会社 越谷市 

C-9 サンハイツ行徳 株式会社六器建築設計事務所 若築建設株式会社 市川市 

C-10 αネクスト本郷第６ 株式会社ファーストプランニン
グ 

日生建設株式会社 千葉市 

C-11 ヴィラージュ南行徳 
株式会社Ｉ．Ｎ．Ａ新建築研究
所 

三井建設株式会社 市川市 

C-12 スカイホーム本郷 スターツ株式会社 スターツ株式会社 千葉市 

C-13 フィエルテ東川口 清水建設株式会社 清水建設株式会社 川口市 

C-14 αネクスト船堀第４ 株式会社アーバン工房 株式会社本間組 江戸川区 

C-15 
ライフステージゴー
ルド 

スターツ株式会社 スターツ株式会社 足立区 

C-16 
αネクストせんげん
台第２ 二番館 

株式会社シフト 日生建設株式会社 越谷市 

C-17 プロシード松濤 株式会社アーバネット設計連合 株式会社合田工務店 株式会社東京建築検査機構 

C-18 プロシード参宮橋 株式会社高島建築設計 
フジミビルサービス株
式会社 

ビューローベリタスジャパ
ン株式会社 

C-19 パレス浦安 株式会社稲毛豊建築設計事務所 株式会社島崎工務店 千葉県 

C-20 ワコーレ新小岩Ⅱ 株式会社エフ設計 多田建設株式会社 江戸川区 

C-21 サンフォレストⅠ スターツ株式会社 スターツ株式会社 千葉県 

C-22 サンフォレストⅡ スターツ株式会社 スターツ株式会社 千葉県 

C-23 プロシード都立大学 
有限会社テイエス一級建築士事
務所 

株式会社白石 財団法人住宅金融普及協会 

C-24 
プロシード都立大学
Ⅱ 

有限会社石川公久建築設計事務
所 

株式会社合田工務店 
財団法人東京都防災・建築
まちづくりセンター 

C-25 
プロシード本所吾妻
橋 

スターツ株式会社 スターツ株式会社 
株式会社ビルディングナビ
ゲーション確認評価機構 

C-26 
プロシード目黒青葉
台 

株式会社岡田総合計画・株式会
社富士設計 

日本建設株式会社 イーホームズ株式会社 



（注) 取得済資産及び取得予定資産の52物件すべてについて、建物の構造計算書偽造等の事件が発覚した昨今の状況に鑑み、建物地震リスク調査レポートの取

得によるＰＭＬの数値の評価の実施という一般のプロセスに加え、第三者機関に対して構造計算に関する追加的な調査を依頼し、構造計算上の瑕疵は存

在しないとの調査報告を受けております。 

  

  

  次へ 

物件 
番号 

物件名 設計者 施工者 建築確認機関 (注) 

C-27 プロシード杉並宮前 ＢＡＵ設計株式会社 
株式会社リロクリエイ
ト 

イーホームズ株式会社 

C-28 プロシード両国 スターツ株式会社 スターツ株式会社 株式会社東京建築検査機構 

C-29 プロシード三田 株式会社ディスク 株式会社合田工務店 
株式会社グッドアイズ建築
審査機構 

C-30 プロシード中野新橋 木内建設株式会社 木内建設株式会社 中野区 

C-31 プロシード亀戸 多田建設株式会社 株式会社細田工務店 江東区 

C-32 プロシード高田馬場 株式会社東洋企画センター 原田建設株式会社 新宿区 

C-33 プロシード新高円寺 佐伯建設工業株式会社 佐伯建設工業株式会社 杉並区 

C-34 プロシード高円寺南 
株式会社ユナイテッドリバティ
アーキテクツ 

林建設株式会社 杉並区 

C-35 プロシード蓮根 
デコップエンジニヤリング株式
会社 

栗本建設工業株式会社 板橋区 

C-36 プロシード大井町 株式会社錢高組 株式会社錢高組 品川区 

C-37 プロシード十条 株式会社都市建築設計 株式会社間組 北区 

C-38 プロシード白楽 株式会社楠山建築設計事務所 大和建設株式会社 横浜市 

C-39 プロシード新丸子 佐伯建設工業株式会社 佐伯建設工業株式会社 川崎市 

G-1 αネクスト本通 株式会社アーバン設計事務所 三共建設株式会社 札幌市 

G-2 αネクスト札幌第17 株式会社石本建築事務所 株式会社三共後藤建設 札幌市 

G-3 αネクスト札幌第18 株式会社Ｔ＆Ｎ北海道設計事務
所 

株式会社三井 札幌市 

G-4 αネクスト元町 株式会社早坂綜合設計 札幌土建工業株式会社 札幌市 

G-5 αネクスト札幌第４ 株式会社石本建築事務所 株式会社淺沼組 札幌市 

G-6 αネクスト福岡第２ 貢設計事務所 株式会社友添工務店 福岡市 

G-7 αネクスト福岡第１ 貢設計事務所 株式会社友添工務店 福岡市 

G-8 プロシード太閤通 スターツ株式会社 スターツ株式会社 
財団法人愛知県建築住宅セ
ンター 

G-9 コローレ スターツ株式会社 スターツ株式会社 福岡市 

G-10 αネクスト那珂川 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 大和建設株式会社 福岡県 

G-11 プロシード穂波町 スターツ株式会社 スターツ株式会社 
財団法人愛知県建築住宅セ
ンター 

R-1 αネクスト松山第３ 株式会社大建設計工務 西松建設株式会社 松山市 

R-2 αネクスト東大畑 田井綜合設計事務所 株式会社本間組 新潟市 



ｅ．賃貸借の状況 

 平成18年７月31日現在、取得済資産及び取得予定資産にかかる賃貸借の状況は以下のとおりです。

 平成18年７月31日現在、取得済資産のうち、一物件あたりの総賃料収入が本投資法人の総賃料収入

の合計の10％以上を占めることとなる物件は存在しません。各取得済資産及び各取得予定資産の総賃

貸収入、総賃貸面積及び総賃貸可能面積は下表のとおりです。稼働率の推移については、後記「ハ. 

主要なテナントの概要及びテナントの全体概要 ｃ. 稼働率の推移」をご参照下さい。 

 また、マスターリース契約に基づく転借人たるテナント（以下「エンドテナント」といいます。）

への賃貸面積が当該物件の総賃貸可能面積の合計の10％以上を占めることとなるエンドテナントは存

在しません。 

  

  

  次へ 

          (平成18年７月31日現在)

物件 
番号 

物件名称 

総賃貸
可能面積 
(注１) 
(㎡) 

賃貸面積 
(注２) 
(㎡) 

稼働率(％)

総賃貸
可能 
戸数 
(注３) 
(戸) 

賃貸戸数
(注４) 
(戸) 

年間賃料
収入 
(注５) 
(千円) 

敷金等 
(注６) 
(千円) 

マスター
リース種別 
(注７) 

  C-1 第１パークハウス 3,322.17 3,226.32 97.11 50 49 85,201 13,441 パス・スルー

  C-2 αネクスト東陽町第１ 1,085.56 1,085.56 100.00 45 45 44,654 6,946 
パス・スルー及
び固定賃料 

  C-3 αネクスト葛西 1,243.80 1,243.80 100.00 57 57 51,708 5,700 パス・スルー

  C-4 プレイス三軒茶屋 1,016.75 1,016.75 100.00 9 9 38,676 9,842 パス・スルー

  C-5 ガナドール瑞江 2,076.68 2,002.97 96.45 28 27 48,876 11,439 パス・スルー

  C-6 リバーサイドヨロズヤ 1,673.19 1,631.39 97.50 31 30 40,301 19,712 パス・スルー

  C-7 ベイグランデ南葛西 1,045.28 832.58 79.65 16 13 21,590 3,565 パス・スルー

  C-8 
αネクストせんげん台
第３ 

1,344.74 1,344.74 100.00 43 43 29,832 3,365 パス・スルー

  C-9 サンハイツ行徳 1,218.56 1,096.52 89.98 20 18 23,532 3,778 パス・スルー

  C-10 αネクスト本郷第６ 963.00 936.00 97.20 34 33 26,832 4,152 パス・スルー

  C-11 ヴィラージュ南行徳 838.95 694.14 82.74 26 21 20,778 4,628 パス・スルー

  C-12 スカイホーム本郷 1,104.84 1,004.40 90.91 22 20 20,196 3,226 パス・スルー

  C-13 フィエルテ東川口 648.11 648.11 100.00 30 30 20,748 2,890 パス・スルー

  C-14 αネクスト船堀第４ 479.52 479.52 100.00 24 24 19,296 2,928 パス・スルー

  C-15 
ライフステージゴール
ド 

860.55 803.18 93.33 15 14 15,924 3,099 パス・スルー

  C-16 
αネクストせんげん台
第２ 二番館 

695.81 641.02 92.13 12 11 9,588 1,532 パス・スルー

  C-17 プロシード松濤 890.22 890.22 100.00 40 40 55,440 202 パス・スルー

  C-18 プロシード参宮橋 527.88 505.35 95.73 26 25 31,896 275 パス・スルー

  C-19 パレス浦安 1,786.58 1,786.58 100.00 21 21 42,784 7,267 パス・スルー

  C-20 ワコーレ新小岩Ⅱ 1,629.07 1,365.62 83.83 27 23 38,292 6,802 パス・スルー

  C-21 サンフォレストⅠ 1,805.76 1,605.12 88.89 27 24 31,800 7,605 パス・スルー

  C-22 サンフォレストⅡ 1,605.12 1,471.36 91.67 24 22 28,824 6,774 パス・スルー

  C-23 プロシード都立大学 808.65 808.65 100.00 37 37 46,560 1,674 最低賃料保証

  C-24 プロシード都立大学Ⅱ 831.74 － － 36 0 0 0 － 



  

  

  次へ 

物件 
番号 

物件名称 

総賃貸
可能面積 
(注１) 
(㎡) 

賃貸面積 
(注２) 
(㎡) 

稼働率(％)

総賃貸
可能 
戸数 
(注３) 
(戸) 

賃貸戸数
(注４) 
(戸) 

年間賃料
収入 
(注５) 
(千円) 

敷金等 
(注６) 
(千円) 

マスター
リース種別 
(注７) 

  C-25 プロシード本所吾妻橋 570.53 － － 19 0 0 0 － 

  C-26 プロシード目黒青葉台 485.15 485.15 100.00 24 24 27,024 2,208 － 

  C-27 プロシード杉並宮前 680.50 680.50 100.00 29 29 25,690 0 － 

  C-28 プロシード両国 702.54 702.54 100.00 27 27 24,462 0 － 

  C-29 プロシード三田 1,500.57 1,500.57 100.00 72 72 86,184 7,182 － 

  C-30 プロシード中野新橋 849.08 798.08 93.99 50 47 41,670 6,320 － 

  C-31 プロシード亀戸 853.98 765.88 89.68 23 21 21,944 3,258 － 

  C-32 プロシード高田馬場 278.36 278.36 100.00 17 17 16,932 3,672 － 

  C-33 プロシード新高円寺 1,040.24 1,040.24 100.00 57 57 51,348 7,718 － 

  C-34 プロシード高円寺南 337.05 286.57 85.02 20 17 15,530 2,330 － 

  C-35 プロシード蓮根 587.13 546.33 93.05 29 27 19,368 3,164 － 

  C-36 プロシード大井町 959.00 959.00 100.00 59 59 55,932 8,732 － 

  C-37 プロシード十条 1,206.90 1,126.44 93.33 30 28 33,900 5,461 － 

  C-38 プロシード白楽 445.16 412.23 92.60 27 25 17,706 2,005 － 

  C-39 プロシード新丸子 759.00 759.00 100.00 46 46 38,736 6,302 － 

首都圏主要都市 小計 40,757.72 37,460.79 91.91 1,229 1,132 1,269,755 189,196   

  G-1 αネクスト本通 2,624.93 2,504.08 95.40 67 62 40,662 5,412 パス・スルー

  G-2 αネクスト札幌第17 1,183.47 1,008.87 85.25 34 28 22,536 4,092 パス・スルー

  G-3 αネクスト札幌第18 1,453.27 1,345.55 92.59 28 26 21,837 2,978 パス・スルー

  G-4 αネクスト元町 1,120.81 976.91 87.16 35 30 17,016 1,719 パス・スルー

  G-5 αネクスト札幌４ 907.29 667.74 73.60 19 14 9,192 1,014 パス・スルー

  G-6 αネクスト福岡第２ 415.30 350.10 84.30 19 16 8,292 2,108 パス・スルー

  G-7 αネクスト福岡第１ 411.50 346.65 84.24 19 16 8,184 2,126 パス・スルー

  G-8 プロシード太閤通 1,101.56 1,055.86 95.85 44 43 33,996 5,734 最低賃料保証

  G-9 コローレ 1,140.00 997.50 87.50 16 14 17,412 4,002 パス・スルー

  G-10 αネクスト那珂川 1,414.96 1,220.28 86.24 38 33 18,973 5,185 パス・スルー

  G-11 プロシード穂波町 619.68 526.72 85.00 10 4 16,401 1,089 最低賃料保証

政令指定都市 小計 12,392.77 11,000.26 88.76 329 286 214,502 35,459   



（注１）「総賃貸可能面積」には、住宅、事務所及び店舗の用途に賃貸が可能な面積（共用部分は含みません。）を記載しています。取得予定資産について

は、取得予定資産の現所有者から提供を受けた情報を基に記載しています。 

（注２）「賃貸面積」には、総賃貸可能面積のうち、「パス・スルー」と記載のある物件はマスターリース会社とエンドテナントとの間の転貸借契約に基づく

転貸面積の合計を、「－」と記載のある物件は現所有者とエンドテナントとの賃貸借契約に基づく賃貸面積の合計を、「パス・スルー及び固定賃料」

と記載のある物件は、信託受託者とマスターリース会社との間のマスターリース契約に基づく賃貸面積をそれぞれ記載しています。また、「最低賃料

保証」と記載のある物件は、マスターリース会社とエンドテナントとの間の転貸借契約に基づく転貸借面積の合計が、最低保証賃料に対応する賃貸面

積以上の場合には、かかる転貸借面積の合計を、これを下回った場合には、最低保証賃料に対応する賃貸面積を記載しています。 

（注３）「総賃貸可能戸数」には、住宅、事務所及び店舗等の用途に賃貸が可能な戸数を記載しています。取得予定資産については、現所有者から提供を受け

た情報を基に記載しています。 

（注４）「賃貸戸数」には、平成18年７月31日現在、マスターリース会社が種別が「パス・スルー」型又は「最低賃料保証」型の場合には、エンドテナントに

対して賃貸している戸数を、また、マスターリース種別が「パス・スルー及び固定賃料」型の場合には、賃料保証対象となっている戸数を記載してい

ます。 

（注５）「年間賃料収入」には、現所有者又は信託受託者とマスターリース会社又はエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約又は転貸借契約に基づ

く月額賃料（共益費を含みますが、駐車場使用料、その他トランクルーム等の使用料及び消費税額は含みません。）を年換算（12倍）し、千円未満を

切り捨てて記載しています。 

（注６）「敷金等」には、現所有者又は信託受託者とマスターリース会社又はエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約又は転貸借契約に基づく敷

金・保証金等（返還不要な部分がある場合には、当該金額控除後の金額）の合計額について、千円未満を切り捨てて記載しています。 

（注７）「マスターリース種別」には、信託受託者とマスターリース会社との間で、マスターリース会社とエンドテナントとの間の転貸借契約に基づく賃料と

同額をマスターリース会社が信託受託者に支払うことが約束されているものについて「パス・スルー」と記載しています。「マスターリース種別」に

ついては、原則として「パス・スルー」型を採用しますが、各物件の個別的要因等を勘案した結果、「パス・スルー」型よりもマスターリース会社が

信託受託者に固定金額の賃料を支払うことが約束されている「固定賃料」型又はエンドテナントからの賃料収入が予め定められた最低賃料以上の場合

には「パス・スルー」型と同様ですが、かかる最低賃料に満たなかった場合にはマスターリース会社が信託受託者にかかる最低賃料を支払うことが約

束されている「最低賃料保証」型を採用した方が投資効率性が高いと資産運用会社が判断した場合には、「固定賃料」型又は「最低賃料保証」型を採

用する場合があります。また、「―」と記載のある物件は平成18年７月31日時点においては、マスターリース契約を締結していません。 

  

ロ．ポートフォリオの分散 

 取得済資産及び取得予定資産である信託不動産で構成するポートフォリオの分散状況は以下のとおり

です。 

ａ．地域別 

・ 取得予定資産取得前 

 

物件 
番号 

物件名称 

総賃貸
可能面積 
(注１) 
(㎡) 

賃貸面積 
(注２) 
(㎡) 

稼働率(％)

総賃貸
可能 
戸数 
(注３) 
(戸) 

賃貸戸数
(注４) 
(戸) 

年間賃料
収入 
(注５) 
(千円) 

敷金等 
(注６) 
(千円) 

マスター
リース種別 
(注７) 

  R-1 αネクスト松山第３ 695.06 608.06 87.48 17 15 9,948 2,311 パス・スルー

  R-2 αネクスト東大畑 296.61 267.07 90.04 9 8 5,952 471 パス・スルー

地方主要都市 小計 991.67 875.13 88.25 26 23 15,900 2,782   

ポートフォリオ合計 54,142.16 49,336.18 91.12 1,584 1,441 1,500,158 227,438   

  地域 取得価格（注１） 

（千円） 
価格比率（注２） 

（％） 

  首都圏主要都市 10,191,400 81.0 

  政令指定都市（首都圏主要都市を除く） 2,262,400 18.0 

  地方主要都市 131,000 1.0 

  合計 12,584,800 100.0 



・ 取得予定資産取得後 

  

ｂ．住戸タイプ別 

・ 取得予定資産取得前 

  

・ 取得予定資産取得後 

（注１）「取得価格」及び「取得（予定）価格」には、当該取得済資産及び取得予定資産の取得に要する諸費用（不動産売買媒介手数料等）を含まない金額

（停止条件付信託受益権売買契約書等に記載された売買価格）を記載しています。 

（注２）「価格比率」には、取得価格又は取得（予定）価格の総額に対する投資対象地域毎の取得価格又は取得（予定）価格の比率を記載しています。 

（注３）「住戸タイプ」には、「２ 投資方針 (1) 投資方針 ③ポートフォリオ構築方針 ハ. 住戸タイプ別ポートフォリオ方針」記載の分類に従って記載

しています。なお、「その他」には、住居以外の用途に係る貸室数、賃貸可能面積及び各比率を記載しています。 

（注４）「住戸比率」には、住戸数の総数に対する各住戸タイプ数の比率を記載しており、小数点第２位を四捨五入しています。 

（注５）「総賃貸可能面積」には、個々の物件について本投資法人の保有部分における賃貸が可能な面積を意味し、取得予定資産については取得予定資産の現

所有者から提供を受けた平成18年７月31日時点の情報を基に記載しています。 

（注６）「面積比率」には、総賃貸可能面積の合計に対する住戸タイプ毎の面積の比率を記載しており、小数点第２位を四捨五入しています。 

  

 

  地域 取得(予定)価格（注１) 

（千円） 
価格比率（注２） 

（％） 

  首都圏主要都市 19,064,100 88.9 

  政令指定都市（首都圏主要都市を除く） 2,262,400 10.5 

  地方主要都市 131,000 0.6 

  合計 21,457,500 100.0 

  住戸タイプ（注３） 住戸数 住戸比率（注４） 

（％） 
賃貸可能面積（注５) 

（㎡） 
面積比率（注６） 

（％） 

  シングルタイプ 558 54.7 13,607.31 32.4 

  DINKSタイプ 79 7.8 3,327.94 7.9 

  ファミリータイプ 366 35.9 23,644.83 56.2 

  その他 16 1.6 1,475.15 3.5 

  合計 1,019 100.0 42,055.23 100.0 

  住戸タイプ（注３） 住戸数 住戸比率（注４）

（％） 
賃貸可能面積（注５) 

（㎡） 
面積比率（注６）

（％） 

  シングルタイプ 1,072 67.7 23,628.72 43.6 

  DINKSタイプ 130 8.2 5,393.46 10.0 

  ファミリータイプ 366 23.1 23,644.83 43.7 

  その他 16 1.0 1,475.15 2.7 

  合計 1,584 100.0 54,142.16 100.0 



ハ．主要なテナントの概要及びテナントの全体概要 

ａ．主要なテナントの一覧 

 取得済資産である信託不動産における主要なテナントの年間賃料等は以下のとおりです。なお、

「主要なテナント」とは、当該テナントへの賃貸面積が、取得済資産のポートフォリオ全体の総賃貸

面積の合計の10％以上を占めるものをいいます。 

（注１）スターツアメニティー株式会社は、取得済資産の全物件について、信託受託者である中央三井信託銀行株式会社又は株式会社りそな銀行から一括して

賃借を受けています。 

（注２）「年間賃料」には、平成18年７月31日時点における、信託受託者とマスターリース会社又はエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約又は転

貸借契約に基づく月額賃料（共益費を含みますが、駐車場使用料その他トランクルーム等の使用料及び消費税額は含みません。）を年換算（12倍）

し、千円未満を切り捨てた金額を記載しています。 

（注３）「総賃貸可能面積」は、個々の信託不動産について、賃貸することが可能な面積（住宅、店舗、事務所等の用に供される面積に限り、駐車場及び共用

部分の面積は含みません。）を意味します。 

（注４）「賃貸面積」には、総賃貸可能面積のうち、 

（ⅰ）「パス・スルー」型の場合は、マスターリース会社とエンドテナントとの間の転貸借契約に基づく転貸面積の合計 

（ⅱ）「パス・スルー及び固定賃料」型の場合は、信託受託者とマスターリース会社との間のマスターリース契約に基づく賃貸面積 

（ⅲ）「最低賃料保証」型の場合は、マスターリース会社とエンドテナントとの間の転貸借契約に基づく転貸借面積の合計が、最低保証賃料に対応す

る賃貸面積以上の場合には、かかる転貸借面積の合計を、これを下回った場合には、最低保証賃料に対応する賃貸面積 

をそれぞれ記載しています。 

（注５）「稼働率」には、平成18年７月31日現在の各物件の総賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しており、小数点第３位を四捨五入しています。 

（注６）マスターリース会社は、信託受託者とマスターリース会社との間のマスターリース契約に基づき、マスターリース会社とエンドテナントとの間の転貸

借契約に基づく敷金と同額を敷金として信託受託者に差入れています（詳細な金額は、前記「イ. 信託不動産の概要 ｅ. 賃貸借の状況」をご参照下

さい。）。 

  

  

  次へ 

          （平成18年７月31日現在） 

テナント名 業種 年間賃料（注２) 

（千円） 

総賃貸可能面

積（注３） 

（㎡） 

賃貸面積（注４) 

（㎡） 
稼働率 (注５)

（％） 
敷金・保証金 

スターツアメニティー

株式会社 (注１) 
不動産管理業 1,048,193 42,757.77 39,697.83 92.84 (注６) 



ｂ．主要なテナントへの賃貸条件 

 本投資法人における取得済資産及び取得予定資産である信託不動産における主要なテナントへの賃

貸条件は以下のとおり（取得予定資産については予定）です。 

 

テナント名 物件名 
賃貸借契約 

終了日 

契約更改 

の方法 

スターツ 

アメニティー 

株式会社 

αネクスト東陽町第１（事務所除く）（注
１） 

平成37年11月30日 

契約期間終了３ヶ

月前までに申し出

がないときは、２

年間自動更新 

第１パークハウス 

αネクスト東陽町第１（事務所部分）（注
１） 

αネクスト葛西 

プレイス三軒茶屋 

ガナドール瑞江 

リバーサイドヨロズヤ 

ベイグランデ南葛西 

αネクストせんげん台第３ 

サンハイツ行徳 

αネクスト本郷第６ 

ヴィラージュ南行徳 

スカイホーム本郷 

フィエルテ東川口 

αネクスト船堀第４ 

ライフステージゴールド 

αネクストせんげん台第２ 二番館 
αネクスト本通 
αネクスト札幌第17 
αネクスト札幌第18 
αネクスト元町 
αネクスト札幌第４ 
αネクスト福岡第２ 
αネクスト福岡第１ 
αネクスト松山第３ 
αネクスト東大畑 

平成18年11月30日 

契約期間終了３ヶ

月前までに申し出

がないときは、１

年間自動更新 

  
プロシード都立大学（注２） 

プロシード太閤通（事務所除く）（注２） 

プロシード穂波町（注２） 

平成19年４月30日 

契約期間終了３ヶ

月前までに申し出

がないときは、１

年間自動更新 

  

プロシード松濤 

プロシード参宮橋 

パレス浦安 

ワコーレ新小岩Ⅱ 

サンフォレストⅠ 

サンフォレストⅡ 

プロシード太閤通（事務所部分） 

コローレ 

αネクスト那珂川 

平成19年５月２日 

契約期間終了３ヶ

月前までに申し出

がないときは、１

年間自動更新 



（注１) 第１期取得済資産のうち、αネクスト東陽町第１以外の物件については、平成17年12月１日付で信託受託者とスターツアメニティー株式会社との間で

「パス・スルー」型のマスターリース契約を締結しています。なお、αネクスト東陽町第１については、平成17年12月１日付で住宅及び駐車場部分につ

いて20年間の「固定賃料」型のマスターリース契約を締結し、事務所部分について「パス・スルー」型のマスターリース契約を締結しています。 

（注２) 第２期取得済資産のうち、プロシード都立大学、プロシード太閤通（事務所部分除く）及びプロシード穂波町については、平成18年５月２日付で信託

受託者とスターツアメニティー株式会社との間で「賃料最低保証付パス・スルー」型のマスターリース契約を締結しています。かかる「賃料最低保証

付パス・スルー」型のマスターリース契約においては、パス・スルー形式であるものの、一定の最低保証賃料を下回る場合には、マスターレッシーが

当該最低保証賃料との差額を補填することとなります。 

（注３) 取得予定資産については、全物件につき、住宅及び駐車場部分について信託受託者とスターツアメニティー株式会社との間で２年間の「固定賃料」型

のマスターリース契約を締結する予定です。 

  

 

テナント名 物件名 
賃貸借契約 

終了日 

契約更改 

の方法 

  

プロシード都立大学Ⅱ 

プロシード本所吾妻橋 

プロシード目黒青葉台 

プロシード杉並宮前 

プロシード両国 

プロシード三田 

プロシード中野新橋 

プロシード亀戸 

プロシード高田馬場 

プロシード新高円寺 

プロシード高円寺南 

プロシード蓮根 

プロシード大井町 

プロシード十条 

プロシード白楽 

プロシード新丸子 

平成20年10月31日

（注３） 

契約期間終了３ヶ

月前までに申し出

がないときは、２

年間自動更新 



＜上記テナントの特別な賃貸条件＞ 

（注) （C-23)プロシード都立大学、（G-8）プロシード太閤通（事務所除く）及び（G-11）プロシード穂波町については、平成18年５月２日付で住宅及び駐車

場部分について「賃料最低保証付パス・スルー」型のマスターリース契約を締結しており、月額賃料記載の金額は最低保証賃料の金額です。これらのマ

スターリース契約においては、平成18年11月１日より「パス・スルー」型マスターリース契約に自動的に移行し、更新時も「パス・スルー」型のマス

ターリース契約として更新する予定です。 

  

  次へ 

物件
番号 

物件名称 マスターリース会社 
賃貸借契約 
の種類 

月額賃料
（円） 

契約期間 

C-2 
αネクスト東陽町第
１ 

スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 3,476,700 
自 平成17年12月１日 
至 平成37年11月30日 

C-23 プロシード都立大学 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 3,474,240 
自 平成18年５月２日 
至 平成19年４月30日 

C-24 
プロシード都立大学
Ⅱ 

スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 3,576,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-25 
プロシード本所吾妻
橋 

スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 1,887,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-26 
プロシード目黒青葉
台 

スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 2,032,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-27 プロシード杉並宮前 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 2,298,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-28 プロシード両国 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 2,455,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-29 プロシード三田 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 6,464,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-30 プロシード中野新橋 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 3,326,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-31 プロシード亀戸 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 1,827,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-32 プロシード高田馬場 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 1,270,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-33 プロシード新高円寺 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 3,852,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-34 プロシード高円寺南 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 1,383,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-35 プロシード蓮根 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 1,557,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-36 プロシード大井町 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 4,195,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-37 プロシード十条 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 2,727,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-38 プロシード白楽 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 1,441,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

C-39 プロシード新丸子 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 2,906,000 
自 平成18年11月21日 
至 平成20年10月31日 

G-8 プロシード太閤通 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 2,339,200 
自 平成18年５月２日 
至 平成19年４月30日 

G-11 プロシード穂波町 スターツアメニティー株式会社 普通借家契約 1,468,800 
自 平成18年５月２日 
至 平成19年４月30日 



ｃ．稼働率の推移 

 本投資法人における取得済資産及び取得予定資産の過去の稼働率は以下のとおりです。 

  

  

  次へ 

物件 
番号 

物件名称 
稼働率（戸数基準）（％）（注２）

稼働率 
(面積基準)（％） 

(注３） 

Ｈ15年１月 Ｈ15年７月 Ｈ16年１月 Ｈ16年７月 Ｈ17年１月 Ｈ17年７月 Ｈ18年１月 Ｈ18年７月

  C-1 第１パークハウス － － － 60.00 64.00 94.00 97.11 97.11

  C-2 αネクスト東陽町第１ － 77.78 60.00 91.11 68.89 84.44 100.00 100.00

  C-3 αネクスト葛西 － 100.00 98.25 100.00 87.72 100.00 100.00 100.00

  C-4 プレイス三軒茶屋 － － － － 88.89 100.00 100.00 100.00

  C-5 ガナドール瑞江 96.43 89.29 92.86 92.86 92.86 96.43 96.45 96.45

  C-6 リバーサイドヨロズヤ － 90.32 90.32 87.10 87.10 96.77 84.57 97.50

  C-7 ベイグランデ南葛西 93.75 87.50 81.25 81.25 93.75 100.00 100.00 79.65

  C-8 
αネクストせんげん台
第３ 

86.05 83.72 83.72 81.40 83.72 88.37 95.36 100.00

  C-9 サンハイツ行徳 95.00 95.00 90.00 85.00 95.00 95.00 94.99 89.98

  C-10 αネクスト本郷第６ 94.12 85.29 91.18 85.29 94.12 100.00 94.08 97.20

  C-11 ヴィラージュ南行徳 100.00 92.31 84.62 69.23 100.00 88.46 96.89 82.74

  C-12 スカイホーム本郷 36.36 72.73 63.64 72.73 86.36 90.91 95.45 90.91

  C-13 
フィエルテ東川口 
（注４） 

－ － － 53.33 76.67 80.00 77.32 100.00

  C-14 αネクスト船堀第４ 100.00 95.83 100.00 95.83 87.50 95.83 83.33 100.00

  C-15 
ライフステージゴール
ド 

93.33 93.33 100.00 80.00 86.67 93.33 73.33 93.33

  C-16 
αネクストせんげん台
第２ 二番館 

83.33 66.67 91.67 91.67 100.00 100.00 90.03 92.13

  C-17 
プロシード松濤 
（注５） 

－ － － － － － 0.00 100.00

  C-18 
プロシード参宮橋 
（注５） 

－ － － － － － 95.73 95.73

  C-19 パレス浦安 85.71 71.43 71.43 71.43 85.71 85.71 89.69 100.00

  C-20 ワコーレ新小岩Ⅱ 85.19 92.59 96.30 88.89 92.59 77.78 78.23 83.83

  C-21 サンフォレストⅠ － － － － － － － 88.89

  C-22 サンフォレストⅡ － － － － － － － 91.67

  C-23 
プロシード都立大学
（注５） 

－ － － － － － － 100.00

  C-24 
プロシード都立大学Ⅱ
（注５） 

－ － － － － － － －



  

  

  次へ 

物件 
番号 

物件名称 
稼働率（戸数基準）（％）（注２）

稼働率 
(面積基準)（％） 

(注３） 

Ｈ15年１月 Ｈ15年７月 Ｈ16年１月 Ｈ16年７月 Ｈ17年１月 Ｈ17年７月 Ｈ18年１月 Ｈ18年７月

  C-25 
プロシード本所吾妻橋
（注５） 

－ － － － － － － －

  C-26 プロシード目黒青葉台 － － － － － － － 100.00

  C-27 プロシード杉並宮前 － － － － － － － 100.00

  C-28 プロシード両国 － － － － － － － 100.00

  C-29 
プロシード三田 
（注５) 

－ － － － － － － 100.00

  C-30 プロシード中野新橋 － － － － － － 94.00 93.99

  C-31 プロシード亀戸 － － － － － － 97.44 89.68

  C-32 プロシード高田馬場 － － － － － － 100.00 100.00

  C-33 プロシード新高円寺 － － － － － － 95.08 100.00

  C-34 プロシード高円寺南 － － － － － － 69.90 85.02

  C-35 プロシード蓮根 － － － － － － 93.06 93.05

  C-36 プロシード大井町２ － － － － － － 100.00 100.00

  C-37 プロシード十条 － － － － － － 90.00 93.33

  C-38 プロシード白楽 － － － － － － 85.19 92.60

  C-39 プロシード新丸子 － － － － － － 100.00 100.00

首都圏主要都市 小計 87.85 87.41 85.99 81.84 84.90 92.16 92.80 91.91

  G-1 αネクスト本通 88.06 89.55 92.54 89.55 83.58 94.03 97.04 95.40

  G-2 αネクスト札幌第17 85.29 94.12 85.29 97.06 94.12 94.12 90.32 85.25

  G-3 αネクスト札幌第18 － － － － － 67.86 96.48 92.59

  G-4 αネクスト元町 82.86 80.00 88.57 88.57 85.71 88.57 81.08 87.16

  G-5 αネクスト札幌４ 84.21 89.47 78.95 94.74 63.16 89.47 100.00 73.60

  G-6 αネクスト福岡第２ 78.95 100.00 100.00 78.95 84.21 94.74 89.53 84.30

  G-7 αネクスト福岡第１ 89.47 84.21 94.74 89.47 84.21 84.21 89.25 84.24



（注１）本表には、各年１月及び７月における稼働率を記載しています。 

（注２）平成18年１月以前の稼働率は、「賃貸戸数」÷「総賃貸可能戸数」により算出しており、小数点第３位を四捨五入しております。ここで言う「賃貸戸

数」とは、該当する月の全期間にわたり、契約期間となっている戸数を採用しております。 

（注３）平成18年１月以降の稼働率は「賃貸面積」÷「総賃貸可能面積」により算出しており、小数点第３位を四捨五入しております。 

（注４）（C-13）フィエルテ東川口については、前々所有者が雇用していた従業員のための社員寮として利用していたため、前々所有者が所有していた平成16

年７月以前における稼働率は記載できません。 

（注５）（C-17）プロシード松濤、（C-18）プロシード参宮橋、（C-23）プロシード都立大学、（C-24）プロシード都立大学Ⅱ、（C-25）プロシード本所吾妻

橋、（C-29）プロシード三田、（G-8）プロシード太閤通、及び（G-11）プロシード穂波町の「－」欄は未竣工期間です。 

（注６）（注４）及び（注５）に記載した物件を除くその他の物件について「－」欄となっている部分は、前所有者から情報の提供が得られませんでした。 

（注７）全物件について平成15年１月以前の情報については、（注４）及び（注５）記載の事情の他、前所有者から情報の提供が得られなかったため記載して

いません。 

  

  

物件 
番号 

物件名称 
稼働率（戸数基準）（％）（注２）

稼働率 
(面積基準)（％） 

(注３） 

Ｈ15年１月 Ｈ15年７月 Ｈ16年１月 Ｈ16年７月 Ｈ17年１月 Ｈ17年７月 Ｈ18年１月 Ｈ18年７月

  G-8 
プロシード太閤通 
（注５） 

－ － － － － － － 95.85

  G-9 コローレ － － － － － － 87.50 87.50

  G-10 αネクスト那珂川 84.21 81.58 86.84 81.58 97.37 94.74 81.29 86.24

  G-11 
プロシード穂波町 
（注５） 

－ － － － － － － 85.00

政令指定都市 小計 85.28 87.88 89.61 88.74 86.15 89.58 91.09 88.76

  R-1 αネクスト松山第３ 94.12 100.00 94.12 100.00 94.12 94.12 100.00 87.48

  R-2 αネクスト東大畑 88.89 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 89.57 90.04

地方主要都市 小計 92.31 100.00 96.15 100.00 96.15 92.31 96.88 88.25

ポートフォリオ合計 86.97 88.05 87.61 84.56 85.66 91.32 92.46 91.12



(3）【分配方針】 

① 金銭の分配（規約第35条） 

 本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿（実質投資主名簿を含みます。以下文脈上別異に解すべき場

合を除き、同様とします。）に記載された投資主又は登録質権者に対し、以下の方針に従って金銭の分配

を行うものとします。 

イ．本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額（以下「分配可能金額」といいます。）は、一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して決算期毎に計算される利益の金額とします。な

お、損失が生じた場合は次期へ繰り越すものとします。 

  

ロ．分配金額は、租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号、その後の

改正を含みます。）第39条の32の３（以下、両規定を「投資法人に係る課税の特例規定」といいま

す。）に規定される本投資法人の配当可能所得の金額（以下「配当可能所得」といいます。）の100

分の90に相当する金額を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とする（但し、分配

可能金額を上限とします。）。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期

修繕積立金、支払い準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てるこ

とができるものとします。 

  

ハ．分配可能金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び

方針に基づき運用を行うものとします。 

  

② 利益を超えた金銭の分配（規約第35条） 

 本投資法人は、分配可能金額が配当可能所得の100分の90に相当する金額に満たない場合又は経済環

境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が最適と判断する場合、投信法第137条第１項に定

めるところにより、規約第35条に定める分配金額に、営業期間の末日に計上する減価償却額に相当する金

額を限度として、本投資法人が決定した金額を加算した額を、分配可能金額を超えて金銭で分配すること

ができます。また、上記の場合において金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を

満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をす

ることができるものとします。 

  

③ 分配金の分配方法（規約第35条） 

 分配金は金銭により分配するものとし、決算期最終の投資主名簿に記載のある投資主又は登録質権者を

対象に、原則として決算期から３ヶ月以内に投資口の所有口数に応じて分配するものとします。 

  

④ 分配金の除斥期間（規約第36条） 

 分配金は支払い開始の日から満３年を経過したときは、本投資法人はその支払義務を免れるものとしま

す。なお、未払分配金には利息をつけないものとします。 

  

⑤ 本投資法人は、上記①から④のほか、金銭の分配に当たっては、投資信託協会の定める規則等に従うも

のとします。 

  

(4）【投資制限】 

① 規約に基づく投資制限 

 本投資法人の規約に基づく投資制限は以下のとおりです。 

イ．借入金及び投資法人債に係る制限（規約第40条） 

ａ. 本投資法人は、資産の効率的な運用並びに運用の安定性を図るため、運用資産の取得資金、賃貸を

行う不動産及び信託受益権に係る信託財産である不動産に係る工事代金の支払、運転資金又は債務

の返済（敷金及び保証金の支払、借入金の返済並びに投資法人債の償還を含みます。）等を使途と

し、借入れ又は投資法人債の発行を行うことができます。 



ｂ. 前項の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができるものとします。 

ｃ. 本投資法人の借入金と投資法人債の限度額は各々5,000億円を上限とします。但し、借入金と投資

法人債とを併せて、その合計額が5,000億円を超えないものとします。 

ｄ. 借入れを行う場合、借入先は、証券取引法第２条第３項第１号に規定する適格機関投資家に限るも

のとします。 

  

ロ．他のファンドへの投資（規約第28条第7号） 

 本投資法人は、資産流動化法第２条第９項に定める優先出資証券、資産流動化法第２条第13項に定め

る特定目的信託の受益証券（但し、不動産、地上権及び土地の賃借権に係る信託の受益権を除きま

す。）、投信法第２条第12項に定める投資信託受益証券並びに投信法第２条第22項に定める投資証券に

投資することができます。但し、上記については、不動産等を主たる投資対象とし、上記それぞれの財

産（当該財産の総額に不動産等及びその他の資産の評価損益を加減した金額から敷金又は保証金等これ

らに準じる金銭を控除した金額）の２分の１を超える金額を不動産等に投資することを目的とするもの

に限ります。 

  

ハ．その他の投資制限（規約第31条） 

 本投資法人は、投資主の利益を優先し、特定の第三者に利益を供することを意図した投資は行いませ

ん。また、日本国以外に所在する不動産への投資（かかる不動産を裏付け資産とする有価証券及び信託

の受益権への投資を含みます。）は行いません。 

  

② 法令に基づく投資制限 

 本投資法人は、投信法による投資制限に従います。主たるものは以下のとおりです（なお、以下は本投

資法人に課せられる投資制限のすべてを網羅するものではありません。）。 

イ．投資信託委託業者の運用制限 

 投資法人は投資信託委託業者にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、投資信

託委託業者は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されてお

り、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる投資信託委託業者に対する

禁止行為のうち、法令及び自主ルールに基づく利害関係人との取引制限を除き、主なものは以下のとお

りです。 

ａ. 投資法人相互間の取引 

 資産の運用を行う投資法人相互間において取引（双方の投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが

少ないと認められる取引として政令で定めるものを除きます。）を行うこと（投信法第34条の３第１

項第５号、投信法施行令第33条） 

ｂ. 投資信託財産と投資法人の取引 

 その運用の指図を行う投資信託財産と資産の運用を行う投資法人との間において取引（投資信託財

産に係る受益者又は投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で

定めるものを除きます。）を行うことを受託会社に指図すること（投信法第15条第１項第３号、投信

法施行令第18条） 

ｃ. 第三者の利益を図る取引 

 投信法第15条第１項第４号に規定する有価証券等に関し、当該投資法人の資産の運用としての取引

に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該投資法人以外の第三者の利益

を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うこと（投信法第34条の３第１項第６号） 

ｄ. 投資法人の利益を害する取引 

 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が当該投資法人の利益を害することと

なる条件での取引を行うこと（投信法第34条の３第１項第７号） 

ｅ. その他投信法施行規則で定める取引 

 その他投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を

失墜させるおそれのあるものとして投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年11月17日



総理府令第129号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。）で定める取引

（投信法第34条の３第１項第８号、投信法施行規則第52条） 

  

ロ．同一株式の取得制限 

 投資法人は、同一の法人の発行する株式に係る議決権を、当該株式に係る議決権の総数の100分の50

を超えて取得することができません（投信法第194条、投信法施行規則第221条）。 

 



ハ．自己投資口の取得及び質受けの制限 

 投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但

し、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません（投信

法第80条第１項）。 

ａ. 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合 

ｂ. 投信法の規定により当該投資口の買取をする場合 

ｃ. その他投信法施行規則で定める場合 

  

ニ．子法人による親法人投資口の取得制限 

 他の投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資法人（親法人）の投資口

については、次に掲げる場合を除くほか、当該他の投資法人（子法人）は、取得することができません

（投信法第81条第１項及び第２項）。なお、他の投資法人の発行投資口の過半数の投資口を、親法人及

び子法人又は子法人が有するときは、当該他の投資法人はその親法人の子法人とみなされます。 

ａ. 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合 

ｂ. その他投信法施行規則で定める場合 

  

③ その他 

イ．有価証券の引受け 

 本投資法人は、有価証券の引受けは行いません。 

  

ロ．信用取引 

 本投資法人は、信用取引は行いません。 

  

ハ．集中投資 

 集中投資について制限はありません。但し、ポートフォリオの投資比率に関する本投資法人の運用方

針については、前記「(1) 投資方針 ③ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。 

  

  

  



３【投資リスク】 

(1) 本投資証券への投資に関するリスク要因 

 以下には、本投資証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載して

います。但し、以下は本投資証券への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリ

スク以外のリスクも存在します。以下における不動産に関する記述は、不動産信託受益権その他の資産につ

いてもほぼ同様に当てはまりますが、資産としての種類の違いに応じて追加で発生するリスクもあります。

また、本投資法人が取得している又は取得を予定している個別の信託受益権にかかる信託財産である不動産

に特有のリスクについては、前記「２ 投資方針 (2) 投資対象 ④個別取得予定資産の概要」及び後記

「５ 運用状況 (2) 投資資産 ③その他投資資産の主要なもの イ. 取得済資産の個別概要」を併せてご

参照下さい。 

 本投資法人は、可能な限りこれらリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針です

が、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。 

 以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなること

もあると予想され、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の低下

その他財務状況の悪化により、分配率の低下が生じる可能性があります。 

 各投資家は、自らの責任において、本項及び本書の本項以外の記載事項を慎重に検討したうえで本投資証

券に関する投資判断を行う必要があります。 

  

 本項に記載されているリスク項目は以下のとおりです。 

  

① 本投資証券の性格に関するリスク 

イ．投資口・投資証券の商品性に関するリスク 

ロ．本投資証券の払戻しがないことに関するリスク 

ハ．本投資証券の市場性に関するリスク 

ニ．本投資証券の価格変動に関するリスク 

ホ．投資口の希薄化に関するリスク 

ヘ．投資法人の法律上、税制上、その他諸制度の取扱いに関するリスク 

ト．本投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一でないことに関するリスク 

  

② 本投資法人の仕組み又は関係者に関するリスク 

イ．本投資法人が倒産し又は登録を取消されるリスク 

ロ．本投資法人の投資方針の変更に関するリスク 

ハ．収入、費用及びキャッシュ・フローの変動に関するリスク 

ニ．資金調達に関するリスク 

ホ．有利子負債比率に関するリスク 

ヘ．資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者に関するリスク 

ト．プロパティマネジメント会社に関するリスク 

チ．本投資法人及び資産運用会社の人材に依存しているリスク 

リ．スターツグループに依存しているリスク 

ヌ．本投資法人及び資産運用会社の歴史が浅いことによるリスク 

ル．インサイダー取引規制等に係る法令上の禁止規定及び大量保有報告書制度に関する規制が存在しない

ことによるリスク 

ヲ．本投資法人の資産規模が小規模であることに関するリスク 

  

③ 不動産に関するリスク 

イ．不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク 

ロ．不動産の欠陥・瑕疵等に関するリスク 



ハ．災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク 

ニ．不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク 

ホ．法令の制定・変更に関するリスク 

ヘ．売主の倒産等の影響を受けるリスク 

ト．共有に関するリスク 

チ．区分所有建物に関するリスク 

リ．借地物件に関するリスク 

ヌ．開発物件に関するリスク 

ル．有害物質に関するリスク 

ヲ．賃料収入に関するリスク 

ワ．不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク 

カ．転貸借に関するリスク 

ヨ．テナント等による不動産の利用状況に関するリスク 

タ．マスターリースに関するリスク 

レ．不動産の地域的な偏在に関するリスク 

ソ．不動産鑑定評価額に関するリスク 

ツ．テナント集中に関するリスク 

ネ．投資対象を主として中小規模の居住用不動産としていることによるリスク 

  

④ 信託受益権に関するリスク 

イ．信託受益者として負うリスク 

ロ．信託受益権の流動性リスク 

ハ．信託受託者の破産等に係るリスク 

ニ．信託受託者の不当な行為に伴うリスク 

  

⑤ 会計、税制に関するリスク 

イ．減損会計の適用に関するリスク 

ロ．導管性要件に関するリスク 

ハ．会計処理と税務処理との乖離により支払配当要件が満たされないリスク 

ニ．利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分できないリスク 

ホ．支払配当要件が満たされなくなることにより、次年度以降も通常の法人税率により課税が行われるリ

スク 

ヘ．税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク 

ト．同族会社に該当するリスク 

チ．借入れに係る導管性要件に関するリスク 

リ．投資口を保有する投資主数に関するリスク 

ヌ．不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 

ル．一般的な税制の変更に関するリスク 

  

⑥ その他 

イ．取得予定資産を組み入れることができないリスク 

ロ．本投資法人の資金調達に係るリスク 

ハ．過去の収支状況が本投資法人の将来の収支状況と一致しないリスク 

ニ．専門家報告書等に関するリスク 

  

各リスク項目についての詳細は、以下のとおりです。 

  

① 本投資証券の性格に関するリスク 



イ．投資口・投資証券の商品性に関するリスク 

 投資口又は投資証券は、株式会社における株式又は株券に類似する性質を持ち、投資金額の回収や利

回りの如何は、経済状況や不動産及び証券市場等の動向、本投資法人の業務又は財産の状況に影響され

るものであり、譲渡による換価時に投資金額以上の回収を図ることができるとの保証はありません。本

投資法人は前記「２ 投資方針 (3) 分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分

配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありま

せん。また本投資証券に対して投下された投資主からの投資金額については、いかなる保証も付されて

おらず、金融機関の預金と異なり預金保険等の対象でもありません。本投資法人について破産その他の

倒産手続が開始された場合や本投資法人が解散を命ぜられた場合には、投資主は配当・残余財産の分配

等において最劣後の地位に置かれ、投資金額の全部又は一部の回収が不可能となる可能性があります。

  

ロ．本投資証券の払戻しがないことに関するリスク 

 本投資証券は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型です。従っ

て、投資主が本投資証券を換価する手段は、原則として第三者に対する売却（証券取引所に上場されて

いる場合には証券取引所を通じた売却を含みます。）に限られます。証券取引所における本投資証券の

流動性の程度によっては、本投資証券を投資主の希望する時期及び条件で取引できなかったり、本投資

法人の投資口１口当たりの純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や、本投資証券の譲

渡自体が事実上不可能となる場合があります。 

  

ハ．本投資証券の市場性に関するリスク 

 本投資証券は、ジャスダック証券取引所に上場されていますが、本投資証券を投資主の希望する時期

及び条件で取引できることは保証されていません。従って、本投資法人の純資産額に比して相当に廉価

で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲渡自体が不可能な場合があり得ます。 

 さらに、本投資法人の資産総額の減少、本投資証券の売買高の減少その他、ジャスダック証券取引所

の「不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例」に規定される上場廃止基準に抵触する場合

には、本投資証券の上場が廃止される可能性があります。上場廃止後はジャスダック証券取引所におけ

る本投資証券の売却は不可能となり、投資主は保有する本投資証券を第三者に対して相対で譲渡する他

に換価手段がないため、投資主の換価手段が大きく制限されることとなります。 

  

ニ．本投資証券の価格変動に関するリスク 

 本投資証券の市場価格は、取引所における需給関係や、不動産関連資産への投資の動向、他の資産へ

の投資との比較、証券市場の状況、金利情勢、経済情勢等様々な要因の影響を受けます。また、地震等

の天災その他の事象を契機として、不動産への投資とそれ以外の資産への投資との比較により、不動産

投資信託全般の需給が崩れない保証はありません。 

 本投資法人は、不動産及び不動産信託受益権（以下「投資対象不動産等」といいます。）を主な投資

対象としていますが、不動産の価格及び不動産信託受益権の価格は、不動産市況、社会情勢等の影響を

特に受けやすいといえます。さらに、投資対象不動産等の流動性は一般に低いので、望ましい時期及び

価格で投資対象不動産等を売却することができない可能性があり、そのために実際の売却時までに価格

が下落する可能性等もあります。これらの要因により本投資法人の保有する資産の価値が下落すれば、

本投資証券の市場価格の下落をもたらす可能性があります。 

 また、ジャスダック証券取引所の不動産投資信託証券に係る市場の将来的な規模及び同市場における

流動性の不確実性、法制や税制の変更等が本投資証券の価格形成に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、本投資証券が取引所において一時的に大量に売却される場合、本投資証券の市場価格が大幅に

下落する可能性があります。このような可能性に対処するため、本投資証券の大口保有者であるスター

ツアメニティー株式会社及びスターツコーポレーション株式会社は、一般募集に際し、主幹事証券会社

との間で、一般募集の受渡期日以降180日を経過するまでの期間、主幹事証券会社の事前の書面による

承諾なしに、その保有する本投資証券の売却、担保提供、貸付等（但し、オーバーアロットメントによ

る売出しに伴う本投資証券の貸付け及び上記期間内に行われることがある同様の取引の場合等を除きま



す。）を行わない旨の合意をしています（前記「第一部 証券情報 第１ 内国投資証券（投資法人債

券を除く。） ３ その他の事項 (2) 売却・追加発行等の制限」をご参照下さい。）。但し、主幹事

証券会社の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りではありません。従って、このような合意に

もかかわらず大口保有者の保有する本投資証券が取引所において売却される可能性があります。そのよ

うな場合は、本投資証券の市場価格の大幅な下落をもたらす可能性があります。 

  

ホ．投資口の希薄化に関するリスク 

 本投資法人は、資産の取得若しくは修繕等、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済（預り敷

金、保証金、借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。）等の資金の手当てのために必要に応じ

て規約に定める200万口を上限として、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額（投信法第

82条第６項）で投資口を随時追加発行する予定です。投資口が追加発行された場合、既存の投資主が有

する投資口の本投資法人の発行済投資口数に対する割合は既存の投資主が必要口数を新規に取得しない

限り、希薄化します。また、本投資法人の営業期間中において追加発行された投資口に対して、その保

有期間にかかわらず、既存の投資主が有する投資口と同額の金銭の分配を行う予定であり、既存の投資

主が有する投資口への分配額に影響を与える可能性があります。さらに、追加発行の結果、本投資法人

の投資口１口当たりの純資産額が影響を受けることがあります。また、追加発行が市場における投資口

の需給バランスに影響を与えることもあり、本投資証券の市場価格が悪影響を受ける可能性がありま

す。 

 これら諸要因により既存の投資主が悪影響を受ける可能性があります。 

  

ヘ．投資法人の法律上、税制上、その他諸制度の取扱いに関するリスク 

 不動産又は不動産信託受益権等を主な運用対象とする投資法人の設立は、投信法並びに政令及び規則

の改正により平成12年11月以降可能になりました。今後かかる投資法人に関する法律上、税制上その他

諸制度上の取扱い及び解釈が大幅に変更され、又は新たな法律が制定される可能性があり、それに伴

い、本投資法人の現在の運用方針、運営形態等の変更が必要となる可能性があります。その結果、本投

資法人の存続、収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

ト．本投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一でないことに関するリスク 

 本投資法人の投資主は、投資主総会を通じて、本投資法人の意思決定に参画できる他、本投資法人に

対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ずし

も同一ではありません。例えば、金銭の分配に係る計算書を含む本投資法人の計算書類等は、役員会の

承認のみで確定し（投信法第131条第１項及び第２項）、投資主総会の承認を得る必要はないことか

ら、投資主総会は、必ずしも、決算期毎に招集されるわけではありません。また、投資主が投資主総会

に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案（複数

の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいず

れも除きます。）について賛成するものとみなされます（投信法第93条第１項、規約第14条第１項）。

更に、本投資法人は、資産の運用に係る業務その他の業務を資産運用会社その他の第三者に委託してい

ます。これらの要因により、投資主による資産の運用に係る業務その他の業務に対する統制が効果的に

行えない可能性もあります。 

  

② 本投資法人の仕組み又は関係者に関するリスク 

イ．本投資法人が倒産し又は登録を取消されるリスク 

 本投資法人は、破産法（平成16年法律第75号、その後の改正を含みます。以下「破産法」といいま

す。）、民事再生法（平成11年法律第225号、その後の改正を含みます。以下「民事再生法」といいま

す。）及び投信法上の特別清算手続（投信法第164条）に服します。また、本投資法人は、投信法に基

づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生した場合に投信法に従ってその登録

が取消される可能性があります（投信法第216条）。その場合には、本投資証券の上場が廃止され、本

投資法人は解散し、清算手続に入ります。上記のように本投資法人が清算される場合、投資主は、すべ



ての債権者への弁済（投資法人債の償還を含みます。）後の残余財産による分配からしか投資金額を回

収することができません。このため、投資主は、投資金額の全部又は一部について回収を得ることがで

きない可能性があります。 

  

ロ．本投資法人の投資方針の変更に関するリスク 

 本投資法人の規約に定められている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主総

会の承認が必要ですが、本投資法人の役員会及び資産運用会社の取締役会が定めたより詳細な投資方

針、運用ガイドライン等については、投資主総会の承認を経ることなく、変更することが可能です。そ

のため、本投資法人の投資主の意思が反映されないまま、これらが変更される可能性があります。 

  

ハ．収入、費用及びキャッシュ・フローの変動に関するリスク 

 本投資法人は、投資対象不動産等を主な投資対象としています。投資対象たる不動産及び不動産信託

受益権の信託財産たる不動産（以下「投資対象不動産」といいます。）からの収入が減少し、又は投資

対象不動産に関する費用が増大することにより、投資主への分配がなされず又は分配金額が減少するこ

とがあります。 

 



ａ．収入に関するリスク 

 本投資法人の収入は、最終的には投資対象不動産の賃料収入に主として依存しています。投資対象

不動産に係る賃料収入は、投資対象不動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、テナントによる賃料の

支払債務の不履行・遅延等により大きく減少し、キャッシュ・フローを減ずる要因となります。本書

において開示されている取得予定資産の過去の収支の状況や賃料総額は、当該資産の今後の収支と必

ずしも一致するものではありません。また、新築物件については稼働率、収益率を過去の収支状況等

から合理的に予測することが不可能であり、近隣物件の稼動実績や近隣の賃料相場等を参考に決定さ

れた想定賃料を用いて予測せざるをえず、かかる近隣の稼働率・想定賃料にもとづく収支予測は当該

資産の今後の収支と必ずしも一致するものではありません。また、当該投資対象不動産に関して締結

される賃貸借契約に基づく賃料が、一般的な賃料水準に比して適正な水準にあるとは限りません。 

  

ｂ．費用に関するリスク 

 収入の減少だけでなく、退去するテナントヘの預り敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、投資

対象不動産等の取得等に係る費用の増大もキャッシュ・フローを減ずる要因となります。また、投資

対象不動産等に関する費用としては、減価償却費、租税公課、保険料、水道光熱費、管理委託費用、

修繕費用等があり、かかる費用の額は状況により増大する可能性があります。 

  

ニ．資金調達に関するリスク 

 本投資法人は、本書記載の投資方針に従い、適格機関投資家からの金銭の借入れ及び投資法人債の発

行による資金調達を行うことがあります。その限度額は、金銭の借入れ及び投資法人債についてそれぞ

れ5,000億円（但し、合計して5,000億円を超えないものとします。）としています（規約第40条）。 

  

ａ．調達条件に関するリスク 

 金銭の借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、金利情勢その他の要因による影響を受け

るため、今後、本投資法人の希望する時期及び条件で金銭の借入れ及び投資法人債の発行を行うこと

ができる保証はありません。借入れ及び投資法人債の金利は、借入れ時及び投資法人債発行時の市場

動向に左右され、変動金利の場合、その後の市場動向にも左右されます。一般的に、市場金利が上昇

傾向にある場合、本投資法人の利払額は増加します。本投資法人が資金を調達しようとする場合、投

資口の追加発行の方法によることもあります。この場合、投資口の発行時期及び発行価格はその時の

市場環境に左右され、場合により、本投資法人の希望する時期及び条件でこれを発行することができ

ないこともあり得ます。また、投資口が追加発行された場合、前記「①本投資証券の性格に関するリ

スク ホ. 投資口の希薄化に関するリスク」に記載のとおり、本投資証券の市場価格に悪影響を及ぼ

すおそれがあります。 

  

ｂ．財務制限条項に関するリスク 

 本投資法人が金銭の借入れ又は投資法人債の発行を行う場合において、当該金銭の借入れ又は投資

法人債の発行の条件として、投資主への金銭の分配を制約する等の財務制限条項が設けられたり、規

約の変更が制限される等の可能性があり、このような制約が本投資法人の運営に支障をもたらし、又

は投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。また、金銭の借入れ若しくは

投資法人債の発行の際に（又はその後において）運用資産に担保を設定した場合には、本投資法人が

当該担保の設定された運用資産の売却を希望する際に、担保の解除の手続等を要することが考えら

れ、希望どおりの時期又は価格で売却できない可能性があります。実際、既存の借入れについても一

定の財務制限条項が設けられており、これが発動された場合には当該借入れにつき本投資法人が期限

の利益を喪失する場合があります。 

  

ｃ．弁済資金調達に関するリスク 

 本投資法人のキャッシュ・フロー、金利情勢その他の理由により（投資対象不動産からのキャッ

シュ・フローの減少、評価額の下落等を理由として、借入金又は投資法人債の早期返済を強制される



場合を含みます。）、本投資法人が保有する運用資産を処分しなければ金銭の借入れ及び投資法人債

に係る債務の返済ができなくなる可能性があります。この場合、本投資法人の希望しない時期及び条

件で運用資産を処分せざるを得ないこととなる場合があり、その結果、本投資法人の収益に悪影響を

及ぼす可能性があります。 

  

ｄ．債務不履行に関するリスク 

 本投資法人が金銭の借入れ又は投資法人債に係る債務について債務不履行となった場合、それらの

債務の債権者により本投資法人の資産に対して仮差押え等の保全処分、差押え等の強制執行又は担保

権の実行としての競売等が行われることがあるとともに、本投資法人に対して破産等の倒産手続の申

立が行われる可能性があります。 

  

ｅ．余裕資金の運用に関するリスク 

 本投資法人は、余裕資金を投資資金として運用する場合があります。このような場合には、想定し

た運用利益を上げることができず、又は、元本欠損が生じる可能性があります。その結果、本投資法

人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。 

  

ホ．有利子負債比率に関するリスク 

 低金利水準が続くと、一般的には投資法人の有利子負債比率（純資産に対する有利子負債の割合）が

高くなり、レバレッジ効果が働いて投資法人の配当可能利益は増加します。しかしながら、金利が上昇

すると支払利息が増加し、本投資法人の分配額が減少するおそれがあります。 

  

ヘ．資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者に関するリスク 

ａ．任務懈怠等に関するリスク 

 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用を資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一

般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現のために

はこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところが大きいと考えられますが、これらの者が

業務遂行に必要な人的・財政的基礎等を必ずしも維持できる保証はありません。資産運用会社、資産

保管会社及び一般事務受託者は、投信法上委託を受けた業務の執行につき善良な管理者としての注意

義務（以下「善管注意義務」といいます。）を負い、投資法人に対し忠実に職務を遂行する義務（以

下「忠実義務」といいます。）を負っています（投信法第34条の２、第118条、第209条）が、これら

の者による業務の懈怠その他義務違反があった場合には、本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及

ぼす可能性があります。 

 



ｂ．利益相反に関するリスク 

 本投資法人の一般事務受託者、資産保管会社、資産運用会社又は資産運用会社の株主等、本投資法

人に現在関与し又は将来関与する可能性がある法人は、それぞれの立場において本投資法人の利益を

害し、自己又は第三者の利益を図ることが可能な立場にあります。これらの関係法人がそれぞれの立

場において自己又は第三者の利益を図った場合は、本投資法人の利益が害される可能性があります。

資産運用会社は、本投資法人に対し善管注意義務と忠実義務を負うほか（投信法第34条の２）、投信

法において業務遂行に関して行為準則が詳細に規定されており、さらに自主的なルールとして「関係

会社等との取引に関するルール」も定めています。しかし、資産運用会社が、上記に反して、自己又

は第三者の利益を図るため、投資法人の利益を害することとなる取引を行った場合には、投資主に損

害が発生する可能性があります。なお、資産運用会社が、将来において別の投資法人等の資産運用を

受託した場合、本投資法人と当該投資法人等との間でも、利益相反の問題が生じる可能性がありま

す。 

 投信法は、このような場合に備えて、投資信託委託業者が、その資産の運用を行う投資法人相互間

において取引を行うことを原則として禁止する等の規定を置いています。また、資産運用会社におい

ても、他の投資法人等の資産を運用することとなる場合には、投資法人等との間の利益相反の問題に

対処するために必要な自主的ルールを策定することも想定されます。しかしながら、この場合に他の

投資法人の利益を図るため、本投資法人の利益が害されるリスクが現実化しないという保証はありま

せん。なお、本投資法人の執行役員である平出和也は、資産運用会社であるスターツアセットマネジ

メント投信株式会社の代表取締役と本投資法人の執行役員を兼務していますが、投信法第13条の規定

に基づき、平成16年12月20日付で金融庁長官から兼職の承認を得ています。 

  

ｃ．解除に関するリスク 

 一定の場合には、資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者との契約が解約されることがあ

ります。投信法上、資産の運用、資産の保管及び一般事務に関して第三者へ委託することが要求され

ているため（投信法第117条、第198条、第208条）、各契約が解約された場合には、本投資法人は新

たな第三者に委託する必要があります。しかし、本投資法人の希望する時期及び条件で現在と同等又

はそれ以上の能力と専門性を有する新たな受託者を選任できる保証はなく、速やかに選任できない場

合には本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

ｄ．倒産等に関するリスク 

 資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者のそれぞれが、破産手続、再生手続又は更生手続

その他の倒産手続等により業務遂行能力を喪失する可能性があるほか、本投資法人は、それらの者に

対する債権の回収に困難が生じるおそれがあり、更に資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託

者との契約を解除されることがあります。これらにより、本投資法人の日常の業務遂行に影響を及ぼ

すことになり、また、場合によっては本投資証券の上場が廃止される可能性もあります。そのような

場合、投資主が損害を受ける可能性があります。 

  

ト．プロパティマネジメント会社に関するリスク 

ａ．能力に関するリスク 

 投資対象不動産に関しては、プロパティマネジメント会社が信託銀行又は投資法人との間でマス

ターリース契約を締結し、プロパティマネジメント会社として賃借人の管理、建物の保守管理等を行

いますが、不動産の管理全般の成否は、プロパティマネジメント会社の能力、経験及びノウハウに大

きく依存しています。会社の能力、経験及びノウハウを十分考慮して、プロパティマネジメント会社

を選定していますが、その人的・財産的基盤が維持される保証はありません。 

  

ｂ．利益相反に関するリスク 

 本投資法人の投資対象不動産に係るプロパティマネジメント会社が、他の顧客（他の不動産投資法

人を含みます。）から当該顧客の不動産の管理及び運営業務を受託し、本投資法人の投資対象不動産



に係る管理受託業務と類似又は同種の業務を行う可能性があります。これらの場合、プロパティマネ

ジメント会社は、本投資法人以外の者の利益を優先することにより、本投資法人の利益を害する可能

性があります。 

  

ｃ．解除に関するリスク 

 一定の場合には、プロパティマネジメント会社との契約が解約されることがあります。後任のプロ

パティマネジメント会社が選任されるまではプロパティマネジメント会社不在又は機能不全のリスク

が生じるため、一時的に当該投資対象の不動産の管理状況が悪化する可能性があります。また、本投

資法人の希望する時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力と専門性を有する新たなプロパティ

マネジメント会社を選任できる保証はなく、速やかに選任できない場合には、本投資法人の存続及び

収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

ｄ．倒産等に関するリスク 

 プロパティマネジメント会社が、破産手続、再生手続又は更生手続その他の倒産手続等により業務

遂行能力を喪失する可能性があるほか、本投資法人は、プロパティマネジメント会社に対する債権の

回収に困難が生じるおそれがあり、更に、プロパティマネジメント会社との契約を解約されることが

あります。これらにより、本投資法人の日常の業務遂行に影響が及ぶことになり、投資主が損害を受

ける可能性があります。また、テナントの募集及び管理その他プロパティマネジメント会社としての

機能に支障を来たす事由が発生した場合、投資対象不動産の稼働率が大きく低下し、本投資法人の収

入が減少する可能性があります。 

  

チ．本投資法人及び資産運用会社の人材に依存しているリスク 

 本投資法人の運営は、本投資法人及び資産運用会社の人材の能力、経験及びノウハウに大きく依存し

ており、これらの人材が失われた場合、本投資法人の運営に重大な悪影響をもたらす可能性がありま

す。投信法上、投資法人を代表し、その業務執行を行う執行役員及び執行役員の業務を監督する監督役

員は、善管注意義務及び忠実義務を負いますが、職務遂行上、本投資法人の執行役員又は監督役員が善

管注意義務又は忠実義務に反する行為を行った場合は、結果として投資主が損害を受ける可能性があり

ます。 

  

リ．スターツグループに依存しているリスク 

 資産運用会社は、スターツデベロップメント株式会社との間で締結したパイプラインサポート契約及

びスターツＣＡＭ株式会社との間で締結した物件情報提供契約に基づき、情報の提供、助言業務、人材

の派遣等を受けています。このため、本投資法人の運営は、スターツデベロップメント株式会社及びス

ターツＣＡＭ株式会社（以下「パイプラインサポート会社等」と総称します。）の能力、経験及びノウ

ハウに大きく依存しています。 

 また、本投資法人は、原則として不動産のプロパティマネジメント業務をスターツアメニティー株式

会社に委託するとともに、スターツアメニティー株式会社に併せてマスターリース会社としての業務を

委託する方針です。さらに、スターツアメニティー株式会社は、テナント募集業務その他のリーシング

業務をスターツピタットハウス株式会社に再委託する方針です。このため、リーシング業務を含むプロ

パティマネジメント業務の成否は、スターツアメニティー株式会社及びスターツピタットハウス株式会

社の能力、経験、ノウハウに大きく依存しています。 

 従って、パイプラインサポート会社等、スターツアメニティー株式会社及びスターツピタットハウス

株式会社をはじめとするスターツグループとの協力関係が失われた場合、パイプラインサポート会社等

からの情報の提供、ウェアハウジング機能の提供、優先的な物件取得機会の提供、助言業務、人材の派

遣等を受けることが不可能又は著しく困難となり、かつ、プロパティマネジメント業務のスターツアメ

ニティー株式会社に対する委託やリーシング業務のスターツピタットハウス株式会社への再委託を継続

することが著しく困難となり、本投資法人の運営に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、パ

イプラインサポート会社等が、本書の日付現在有している情報収集能力、助言能力、人的資源等を維持



できなくなった場合や、スターツアメニティー株式会社又はスターツピタットハウス株式会社が、本書

の日付現在有しているプロパティマネジメント業務又はリーシング業務にかかる能力、経験、ノウハウ

を維持できなくなった場合には、本投資法人の運営に悪影響を及ぼす可能性があります。加えて、パイ

プラインサポート会社等の利益は本投資法人の投資主の利益と相反する可能性があります。例えば、パ

イプラインサポート会社等は、他の投資法人を含む不動産関連事業に投資を行い、又は行う可能性があ

ることから、これらの事業と本投資法人との取引又は競合において利益相反が起こる可能性がありま

す。また、スターツアメニティー株式会社の利益並びにプロパティマネジメント業務の一部であるリー

シング業務を行うスターツピタットハウス株式会社の利益も、前記ト. b.に記載のとおり、本投資法人

の投資主の利益と相反する可能性があります。 

  

ヌ．本投資法人及び資産運用会社の歴史が浅いことによるリスク 

 本投資法人及び資産運用会社は、それぞれ平成17年５月２日及び平成13年10月31日に設立されました

が、未だ実績が乏しく、過去の実績を的確に評価することは困難です。それゆえ、過去の実績に基づき

将来の運用成果等を予測することも困難です。 

  

ル．インサイダー取引規制等に係る法令上の禁止規定及び大量保有報告書制度に関する規制が存在しない

ことによるリスク 

 本書の日付現在、投資証券は、上場株券等と異なり、証券取引法第166条に定める会社関係者の禁止

行為（いわゆるインサイダー取引規制）の対象ではありません。従って、本投資法人又は資産運用会社

の関係者が本投資法人に係る一定の重要な事実を立場上知り、その重要事実の公表前に本投資証券の取

引を行った場合であっても証券取引法上はインサイダー取引規制に抵触いたしません。しかし、本投資

法人又は資産運用会社の関係者が証券取引法で禁じられているインサイダー取引に類似する取引を行っ

た場合には、取引市場における本投資証券に対する投資家の信頼を害し、ひいては本投資証券の流動性

の低下や市場価格の下落等の悪影響をもたらす可能性があります。 

 このような点に対処するため、資産運用会社は、社内規程である「内部者取引管理規程」を定めて、

本投資法人に係る一定の重要な事実を知った役職員による本投資証券の取引を禁止しています。但し、

かかる規則は証券取引法の定めるインサイダー取引規制と一致するものではなく、かつ、当該規則違反

のみでは刑事罰は課されないため、法令と同じ程度の実効性が確保される保証はありません。なお、本

投資法人が借入れを行っている場合において、借入先である適格機関投資家は融資の条件として、本投

資法人に対し公表されていない重要事実の開示を要求できる立場に立つことがあります。 

 また、本書の日付現在、投資証券については、上場株券等と異なり、大量保有報告書制度は設けられ

ていません。従って、本投資証券につき支配権獲得を意図した取得が情報開示なしに行われる可能性が

あり、支配権を獲得した後の投資主総会での決議等の結果として、本投資法人の運用方針、運営形態等

が投資主の当初想定しなかった方針、形態等に変更される可能性があります。なお、近い将来、法令の

改正により、投資証券についても大量保有報告書制度の導入が予定されています。 

  

ヲ．本投資法人の資産規模が小規模であることに関するリスク 

 本投資法人の資産規模は比較的小さいため、各種費用が資産規模との関係で相対的に高くなり、結果

として本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。 

  

③ 不動産に関するリスク 

 投資対象不動産の価格や流動性等の要因により本投資法人の運用資産である投資対象不動産等の価値が

下落した場合、本投資証券の市場価格の下落をもたらす可能性があります。 

  

イ．不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク 

ａ．流動性及び取引コストに関するリスク 

 不動産は、一般的に代替性がない上、流動性が低く、また、それぞれの物件の個別性が強いため、

その売買の際には、不動産鑑定士による鑑定評価、関係者との交渉や物件精査等が必要となり、売却



及び取得に多くの時間と費用を要するため、取得又は売却を希望する時期に、希望する物件を取得又

は売却することができない可能性があります。特に、不動産が共有物件又は区分所有物件である場合

や土地と建物が別人の所有に属する場合等、権利関係の態様によっては、取得及び売却により多くの

時間と費用を要することがあり、場合によっては取得又は売却ができない可能性があります。 

  

ｂ．取得競争に関するリスク 

 今後の政府の政策や景気の動向等の如何によっては、不動産投資信託その他のファンド及び投資家

等による不動産に対する投資が本書の日付現在に比べより活発化する可能性があり、その結果、不動

産の取得競争が激化し、本投資法人が取得を希望した不動産の取得ができない可能性があります。ま

た、取得が可能であったとしても、投資採算の観点から希望した価格・時期・条件で取引を行えない

可能性もあります。 

 その結果、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化のために最適と考える資産のポートフォリオ

を構築できない可能性があります。 

  

ｃ．投資対象不動産の取得方法に関するリスク 

 税制上の軽減措置に要する手続との関係で、本投資法人が今後不動産を取得するに当たり、譲渡代

金支払日後直ちには当該不動産についての所有権等の移転本登記申請を行わない場合があり得ます。

この場合、売主が譲渡代金支払後本登記申請までの間に当該不動産を二重譲渡し、担保提供し、又は

売主が倒産すること等により、本投資法人が投資対象不動産の完全な所有権を取得できなくなる可能

性があり、また、同時に支払済みの譲渡代金の全部又は一部につき返還を受けられなくなる可能性が

あります。なお、本投資法人は、将来取得する投資対象不動産については、上記軽減措置に関する手

続きのために10日程度要する場合がありますが、このような場合においては、投資対象不動産の購入

実行時（代金支払時）から上記軽減措置に関する手続き終了時（終了後直ちに移転本登記申請を行い

ます。）までの間は仮登記を経ることにより本登記の順位を保全して上記のリスクを可能な限り回避

する方針でいます。但し、仮登記はそれに基づく本登記がなされるまでは順位保全効果しかなく、仮

登記に基づき本登記がなされる前に売主が倒産した場合において本投資法人が保護されない可能性も

あり、上記のリスクを完全に排除できるとは限りません。 

  

ロ．不動産の欠陥・瑕疵等に関するリスク 

ａ．不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク 

 一般に不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥・瑕疵等（隠れたるものを含みます。）

が存在している可能性があります。また、適用される法令上の規制に対する遵守や、周辺の土地利用

状況等によっても、その瑕疵や欠陥となる可能性となるものが含まれています。そこで、資産運用会

社が投資対象不動産等の選定・取得の判断を行うに当たっては、原則として投資対象不動産について

定評のある専門業者から建物状況調査報告書等を取得することとしており、特に建物の耐震性能の評

価に当たっては、建物地震リスク調査レポートを取得することによるＰＭＬの数値の評価を行うこと

とし、本投資法人の投資対象として特段の問題がないことの確認を行ったうえで取得を決定しており

ます。また、当該投資対象不動産等の元所有者から譲渡の時点における一定の表明及び保証を取得す

ることとしています。さらに、状況に応じて、元所有者に対し一定の瑕疵担保責任を負担させる場合

もあります。 

 しかし、建物状況調査報告書の作成者である専門業者の調査には、提供される資料の内容やその調

査範囲及び時間的な制約等から一定の限界があり、不動産又は信託財産である不動産に関する欠陥・

瑕疵について完全に報告が行われているとは限りません。 

 さらに、建物状況調査報告書で指摘されなかった事項であっても、本投資法人が不動産又は不動産

信託受益権を取得した後に欠陥、瑕疵、不適正な設計・施工等の存在が判明する可能性があります。

 なお、すべての取得済資産及び取得予定資産について、建物の構造計算書偽造等の事件が発覚した

昨今の状況に鑑み、建物地震リスク調査レポートの取得によるＰＭＬの数値の評価の実施という一般

のプロセスに加え、第三者機関に構造計算に関する検証を目的として追加的な調査を依頼しておりま



す。かかる追加的調査の結果、すべての取得済資産及び取得予定資産について、各建物の構造計算書

又は構造計算概要書が適正に計算されていること（国土交通省大臣認定の一貫構造設計プログラム又

は手計算による構造計算の適否等）を確認しており、さらに構造図が存在する物件については、構造

計算書又は構造計算概要書との整合性を検証し、各建物において構造計算上の瑕疵が存在しないとの

報告を受け、これを確認しております。 

 ただし、事後的な検証には限界があるため、構造計算の過程にまったく問題がないと言い切ること

はできません。また、取得済資産及び取得予定資産の中には、構造図等の図面が入手できないものが

あり、かかる物件については、構造計算書と構造図等の図面が整合していることについて確認できて

おりません。 

 また、元所有者の表明及び保証がすべての欠陥・瑕疵等をカバーしている保証はなく、瑕疵担保責

任の期間及び責任額は一定範囲に限定されるのが通例です。これらの場合には、買主である本投資法

人が当該欠陥・瑕疵等の補修その他に係る予定外の費用を負担せざるを得なくなることがあります。

 なお、取得予定資産の設計者・施工者等については、前記「２ 投資方針 (2) 投資対象 ⑤ポー

トフォリオ全体の概要 イ. 信託不動産の概要 ｄ. 設計者・施工者等の概要」をご参照下さい。 

  

ｂ．権利関係等に関するリスク 

 不動産を巡る権利義務関係の複雑さゆえに、不動産に関する権利が第三者の権利や行政法規等によ

り制限を受けたり、第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性があります。その

結果、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。また、元所有者が表明及び保証した

事実が真実でなかったことを理由とする損害賠償責任や元所有者が負担する瑕疵担保責任を追及しよ

うとしても、元所有者の損害賠償責任又は瑕疵担保責任の負担期間が限定されていたり、元所有者の

資力が不十分であったり、元所有者が解散等により存在しなくなっている等の事情により、実効性が

ない可能性があります。契約上瑕疵担保責任を負うこととされている場合であっても瑕疵担保責任を

負担するに足りる資力を有しない可能性があります。更に、売主が表明及び保証を行わない場合又は

瑕疵担保責任を負担しない場合であっても、本投資法人が当該不動産を取得する可能性があります。

例えば、本投資法人は、競売されている不動産を取得することがありますが、かかる不動産に瑕疵等

があった場合には瑕疵担保責任を追及することができません。 

  

ｃ．瑕疵担保責任を負担するリスク 

 本投資法人は、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号、その後の改正を含みます。以下「宅地

建物取引業法」といいます。）上、みなし宅地建物取引業者となるため（宅地建物取引業法上の登録

をした信託受託者たる信託銀行も同様です。）、不動産の売却の相手方が宅地建物取引業者でない場

合、不動産の売主として民法（明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。以下「民法」といい

ます。）上負う瑕疵担保責任を原則として排除できません。従って、本投資法人又は信託受託者が不

動産の売主となる場合には、一定限度の瑕疵担保責任を負うこととなる場合があります。 

  

ｄ．登記に公信力がないことに関するリスク 

 我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って、不動産登記簿の記載を

信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことや予想に反して当該不動産上

に第三者の権利が設定されていることがあります。また、権利に関する事項のみならず、不動産登記

簿中の不動産の表示に関する事項が現況と一致していない場合もあります。このような場合、上記と

同じく、本投資法人は売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなり

ますが、その実効性があるとの保証はありません。 

  

ｅ．境界の確定に関するリスク 

 物件を取得するまでの時間的制約等から、一般に隣接地所有者からの境界確定同意が取得できず又

は境界標の確認ができないまま、当該物件を取得する事例が少なからず見られます。本投資法人がこ

れまでに取得した投資対象不動産等にもそのような事例が存在し、今後取得する投資対象不動産等に



ついてもその可能性は小さくありません。従って、状況次第では、後日これを処分するときに事実上

の障害が発生し、また、境界に関して紛争が発生して、所有敷地の面積の減少、訴訟費用、損害賠償

責任の負担を余儀なくされる等、投資対象不動産等について予定外の費用又は損失を負担する可能性

があります。同様に、越境物の存在により、投資対象不動産の利用が制限され賃料に悪影響を及ぼす

可能性や、越境物の除去等のために追加費用を負担する可能性があります。 

  

ハ．災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク 

 火災、破裂爆発、落雷、風、ひょう、雪災、水災、地震火災、地震破裂、地震倒壊、噴火及び津波並

びに電気的事故、機械的事故その他偶然不測の事故並びに戦争、暴動、騒乱、テロ等（以下「災害等」

といいます。）により投資対象不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が影響を受ける可能性があり

ます。このような場合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するため一定期間建物が不稼働を余儀

なくされることにより、賃料収入が減少し、又は当該投資対象不動産の価値が下落する結果、投資主に

損害を与える可能性があります。但し、本投資法人は、災害等による損害を補填する火災保険、地震保

険、賠償責任保険等を付保する方針であり（前記「２ 投資方針 (1) 投資方針 ⑦保険付保方針」を

ご参照下さい。）、このような複数の保険を手配することによって、災害等のリスクが顕在化した場合

にも、かかる保険による保険期間及び保険金の範囲内において、原状回復措置が期待できます。もっと

も、投資対象不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上

回る損害が発生した場合、保険契約で補填されない災害等が発生した場合又は保険契約に基づく保険会

社による支払が他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本投資法人の収

益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、災害等によりテナントの支払能力等が悪影響を受ける可

能性があります。付保方針は、災害等の影響と保険料負担を比較考量して決定されます。また、保険金

が支払われた場合であっても、行政規制その他の理由により当該投資対象不動産を災害等の発生前の状

態に回復させることが不可能となることがあります。 

  

ニ．不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク 

ａ．既存不適格に関するリスク 

 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、これらの規定に適合し

ない現に存する建物（現に建築中のものを含みます。）又はその敷地については、原則として当該規

定が適用されない扱いとされています（いわゆる既存不適格）。しかし、かかる既存不適格の建物の

建替え等を行う場合には、現行の規定が適用されるので、現行の規定に合致するよう手直しをする必

要があり、費用等追加的な負担が必要となる可能性があり、また、現状と同規模の建築物を建築でき

ない可能性があります。 

  

ｂ．行政法規・条例に関するリスク 

 不動産に係る様々な行政法規や、各地の条例による規制が投資対象不動産に適用される可能性があ

ります。例えば、文化財保護法（昭和25年法律第214号、その後の改正を含みます。）に基づく試掘

調査義務や、一定割合において住宅を付置する義務、駐車場設置義務、福祉配慮設備設置義務、緑化

推進義務及び雨水流出抑制施設設置義務等が挙げられます。このような義務が課せられている場合、

当該投資対象不動産を処分するときや建替え等を行うときに、事実上の困難が生じたり、これらの義

務を遵守するための追加的な負担が生じたりする可能性があります。 

  

ｃ．都市計画に関するリスク 

 投資対象不動産を含む地域が道路設置等の都市計画の対象となる場合には、当該都市計画対象部分

に建築制限が付されたり、建物の敷地とされる面積が減少し、当該投資対象不動産に関して建替え等

を行う際に、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。 

  

ホ．法令の制定・変更に関するリスク 

 環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土壌、



地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。これに関し

て土壌汚染対策法（平成14年法律第53号、その後の改正を含みます。以下「土壌汚染対策法」といいま

す。）、消防法（昭和23年法律第186号、その後の改正を含みます。以下「消防法」といいます。）そ

の他不動産の管理に影響する関係法令の改正により、投資対象不動産の管理費用等が増加する可能性が

あります。更に、建築基準法、都市計画法の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為

等により投資対象不動産等に関する権利が制限される可能性があります。このような法令若しくは行政

行為又はその変更等が本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

ヘ．売主の倒産等の影響を受けるリスク 

 本投資法人が、債務超過の状況にある等財務状態が実質的危機時期にあると認められる又はその疑義

がある者を売主とする投資対象不動産等の取得を行った場合に、破産管財人、監督委員又は管財人（以

下「管財人等」といいます。）により売買が否認されるリスクを完全に排除することは困難です。 

  

ａ．詐害行為取消・否認に関するリスク 

 万一、売主が債務超過の状況にある等財務状態が実質的危機時期にある状況を認識できずに本投資

法人が投資対象不動産等を取得した場合には、当該投資対象不動産等の売買が売主の債権者により取

消される可能性が生じます（詐害行為取消権。民法第424条）。また、本投資法人が投資対象不動産

等を取得した後、その売主について破産手続、再生手続又は更生手続が開始された場合には、投資対

象不動産等の売買が管財人等により否認される可能性が生じます（破産法第160条以下、民事再生法

第127条以下、会社更生法（平成14年法律第154号、その後の改正を含みます。以下「会社更生法」と

いいます。）第86条以下）。 

  

ｂ．悪意による取消・否認に関するリスク 

 本投資法人が、ある売主から投資対象不動産等を取得した者（以下、本項において「買主」といい

ます。）から更に投資対象不動産等の転売を受けた場合において、本投資法人が、当該投資対象不動

産等の取得時において、売主と買主間の当該投資対象不動産等の売買が詐害行為として取消され又は

否認される根拠となり得る事実関係を知っている場合には、本投資法人に対しても、売主・買主間の

売買が否認され、その効果を主張される可能性があります。 

  

ｃ．真正売買でないとみなされるリスク 

 売主と本投資法人との間の投資対象不動産等の売買が、担保取引であると判断され、売主につき破

産手続、民事再生手続又は会社更生手続が開始された場合には、当該投資対象不動産等は破産者であ

る売主の破産財団の一部を構成し、又は更生会社若しくは再生債務者である売主の財産に属するとみ

なされる可能性（いわゆる真正売買でないとみなされるリスク）があります。 

  

ト．共有に関するリスク 

 取得予定資産及び取得済資産には含まれていませんが、運用資産である投資対象不動産等が第三者と

の間で共有されている場合には、その保存・利用・処分等について単独で所有する場合には存在しない

種々の問題が生じる可能性があります。 

  

ａ．持分の過半数を有していない場合のリスク 

 共有物の管理は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分の過半数で行うものとさ

れているため（民法第252条）、持分の過半数を有していない場合には、当該投資対象不動産の管理

及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。また、共有者は

その持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため（民法第249条）、他の共有者に

よるこれらの権利行使によって、本投資法人の当該不動産の保有又は利用が妨げられるおそれがあり

ます。 

  



ｂ．分割請求権に関するリスク 

 共有の場合、単独所有の場合と異なり、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受

ける可能性があります（民法第256条）。分割請求が権利濫用として排斥されない場合には、裁判所

により共有物全体の競売を命じられる可能性もあります（民法第258条第２項）。このように、共有

不動産については、ある共有者の意図に反して他の共有者からの分割請求権行使によって共有物全体

が処分されるリスクがあります。この分割請求権を行使しないという共有者間の特約は有効ですが、

この特約は５年を超えては効力を有しません。また、不動産共有物全体に対する不分割特約は、その

旨の登記をしなければ、対象となる共有持分を新たに取得した譲受人に対抗することができません。

仮に、特約があった場合でも、特約をした者について破産手続、再生手続又は更生手続の対象となっ

た場合には、管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるものとされています。但

し、共有者は、破産手続、再生手続又は更生手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当

の対価で取得することができます（破産法第52条、会社更生法第60条、民事再生法第48条第１項）。

  

ｃ．抵当権に関するリスク 

 他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、共有されていた物

件全体について当該共有者（抵当権設定者）の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶことにな

ると考えられています。従って、運用資産である共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の

共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、分割後の運用資産につい

ても、他の共有者の持分割合に応じて当該抵当権の効力が及ぶこととなります。 

  

ｄ．優先的購入権に関するリスク 

 共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有不動産については、

共有者間で共有持分の優先的購入権の合意をした場合には、共有者がその共有持分を第三者に売却す

る場合に他の共有者が優先的に取得できる機会を与えるようにする義務を負います。 

  

ｅ．共有者の信用に関するリスク 

 不動産の共有者が賃貸人となる場合には、賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不可分債務

になると一般的には解されており、共有者は他の賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受ける可

能性があります。即ち、他の共有者の債権者により当該共有者の持分を超えて賃料収入全部が差押え

の対象となる可能性や、賃借人からの敷金返還債務を他の共有者がその持分等に応じて履行できない

際に当該共有者が敷金全部の返還債務を負う可能性があります。ある共有者が他の共有者の債権者か

ら自己の持分に対する賃料を差押えられたり、他の共有者が負担すべき敷金返還債務を負担した場合

には、自己の持分に対する賃料相当額や他の共有者のために負担した敷金返還債務の償還を他の共有

者に請求することができますが、他の共有者の資力がない場合には償還を受けることができません。

また、共有者間において、他の共有者に共有物の賃貸権限を付与し、当該他の共有者からその対価を

受領する旨の合意をする場合があります。この場合、共有者の収入は賃貸人である他の共有者の信用

リスクに晒されます。これを回避するために、テナントからの賃料を、賃貸人でない共有者の口座に

払い込むよう取決めをすることがありますが、かかる取決めによっても、賃貸人である他の共有者の

債権者により当該他の共有者の各テナントに対する賃料債権が差押えられるということ等もあり得ま

すので、他の共有者の信用リスクは完全には排除されません。 

  

ｆ．減価要因となるリスク 

 前記のリスクが実現しない場合であっても、共有不動産については、単独所有の場合と比べて前述

のような制限やリスクがあるため、前述の流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価

要因が増す可能性があります。 

  

チ．区分所有建物に関するリスク 

 投資対象不動産が区分所有建物である場合には、以下のリスクがあります。 



  

ａ．管理・処分に関するリスク 

 区分所有建物とは、建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号、その後の改正を含みま

す。以下「区分所有法」といいます。）の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分（居

室等）と共有となる共用部分（エントランス部分等）及び建物の敷地部分から構成されます。区分所

有建物の場合には、区分所有法上、法定の管理方法及び管理規約（管理規約の定めがある場合）に

よって管理方法が定められます。管理規約は、原則として区分所有者及びその議決権（管理規約に別

段の定めのない限り、その有する専有部分の床面積の割合）の各４分の３以上の多数決によって変更

できるため（区分所有法第31条第１項）、本投資法人が議決権の４分の３を有していない場合には、

区分所有建物の管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性がありま

す。また、建替決議等をする場合には集会において区分所有者及び議決権（管理規約に別段の定めの

ない限り、その有する専有部分の床面積の割合）の各５分の４以上の多数の建替決議が必要とされる

等（区分所有法第62条）、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と異なり管理方法に制限があり

ます。 

 区分所有建物の専有部分の処分は自由に行うことができますが、区分所有者間で優先的購入権の合

意をすることがあることは、共有物件の場合と同様です。 

 



ｂ．敷地に関するリスク 

 区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。区分所有建物の専有部分を

所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権といいます。区分所有建物では、

専有部分と敷地利用権の一体性を保持するために、法律で、専有部分とそれに係る敷地利用権を分離

して処分することが原則として禁止されています（区分所有法第22条）。但し、敷地権の登記がなさ

れていない場合には、分離処分の禁止を善意の第三者に対抗することができず、分離処分が有効とな

ります（区分所有法第23条）。また、区分所有建物の敷地が数筆に分かれ、区分所有者が、それぞ

れ、この敷地のうちの一筆又は数筆の土地について、単独で、所有権、賃借権等を敷地利用権（いわ

ゆる分有形式の敷地利用権）として有している場合には、分離して処分することが可能とされていま

す。このように専有部分とそれに係る敷地利用権が分離して処分された場合、敷地利用権を有しない

区分所有者が出現する可能性があります。また、敷地利用権が使用貸借及びそれに類似した権利であ

る場合には、当該敷地が売却、競売等により第三者に移転された場合に、区分所有者が当該第三者に

対して従前の敷地利用権を対抗できなくなる可能性があります。 

  

ｃ．減価要因となるリスク 

 前記のリスクが実現しない場合であっても、このような区分所有建物と敷地の関係を反映して、区

分所有建物の場合には、前述の不動産に係る流動性のリスクや、それらのリスクを反映した価格の減

価要因が増す可能性があります。 

  

リ．借地物件に関するリスク 

 取得予定資産及び取得済資産には含まれていませんが、投資対象不動産が借地物件である場合には、

以下のリスクがあります。 

  

ａ．借地権消滅のリスク 

 借地権とその借地上に存在する建物については、自己が所有権を有する土地上に存在する建物と比

べて特有のリスクがあります。借地権は、所有権と異なり永久に存続するものではなく、期限の到来

により当然に消滅し（定期借地権の場合）又は期限到来時に借地権設定者が更新を拒絶しかつ更新を

拒絶する正当事由がある場合に消滅します（普通借地権の場合）。また、借地権が地代の不払その他

により解除その他の理由により消滅してしまう可能性もあります。借地権が消滅すれば、時価での建

物買取りを請求できる場合（借地借家法（平成３年法律第90号、その後の改正を含みます。以下「借

地借家法」といいます。）第13条、借地借家法附則第６条、借地法（大正10年法律第49号、その後の

改正を含みます。）第４条）を除き、借地上に存在する建物を取壊した上で、土地を返還しなければ

なりません。普通借地権の場合、借地権の期限到来時の更新拒絶につき上記正当事由が認められるか

否かを本投資法人の物件取得時に正確に予測することは不可能であり、仮に建物の買取請求権を有す

る場合でも、借地権設定者による買取価格が本投資法人の希望する価格以上である保証はありませ

ん。 

  

ｂ．借地権を第三者に対抗できないリスク 

 本投資法人が借地権を有している土地の所有権が、転売されたり、借地権設定時に既に存在する土

地上の抵当権等の実行により第三者に移ってしまう可能性があります。この場合、借地権について適

用のある法令に従い第三者対抗要件が具備されていないときは、本投資法人は、借地権を当該土地の

新所有者に対して対抗できず、当該土地の明渡義務を負う可能性があります。 

  

ｃ．借地権の譲渡に関するリスク 

 借地権が賃借権である場合、借地権を譲渡するには、原則として、借地権設定者の承諾が必要とな

ります。借地上の建物の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る借地権も一緒に譲渡することと

なるので、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。かかる借地権設定者の承諾に関して

は、借地権設定者への承諾料の支払が予め約束されていたり、約束されていなくても慣行を理由とし



て借地権設定者が承諾料を承諾の条件として請求してくる場合があります（法律上借地権設定者に当

然に承諾料請求権が認められているわけではありません。）。 

  

ｄ．借地権設定者の信用に関するリスク 

 借地権設定者の資力の悪化や倒産等により、借地権設定者に差入れた敷金・保証金等の全額又は一

部が返還されない可能性があります。借地権設定者に対する敷金・保証金等の返還請求権については

担保設定や保証はなされないのが通例です。 

  

ｅ．減価要因となるリスク 

 前記のリスクが実現しない場合であっても、借地権と借地上に建てられている建物については、敷

地と建物を一括して所有している場合と比べて、前記のような制限やリスクがあるため、上記の不動

産の流動性、取引コスト等に関するリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能

性があります。 

  

ヌ．開発物件に関するリスク 

 本投資法人が、竣工後の物件を取得するために予め開発段階で売買契約を締結した場合、既に完成し

た物件につき売買契約を締結して取得する場合に比べて、固有のリスクが加わります。即ち、(ⅰ)開発

途中において、地中障害物、埋蔵文化財、土壌汚染等が発見された場合、(ⅱ)工事請負業者の倒産又は

請負契約の不履行が生じた場合、(ⅲ)開発コストが当初の計画を大きく上回ることになった場合、(ⅳ)

天変地異が生じた場合、(ⅴ)予期せぬ行政上の許認可手続が必要となった場合、(ⅵ)開発過程において

事故が生じた場合その他予期せぬ事情が発生した場合には、開発の遅延、変更若しくは中止又は売買契

約に定められたとおりの引渡しを受けられない可能性があります。また、竣工後のテナントの確保が当

初の期待を下回り、見込みどおりの賃料収入を得られない可能性があります。この結果、開発物件から

の収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定された時期に収益等が得られな

かったり、収益等が全く得られなかったり、予定されていない費用、損害又は損失を本投資法人が被る

可能性があり、その結果本投資法人の収益等に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

ル．有害物質に関するリスク 

ａ．土地に関するリスク 

 本投資法人が土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託の受益権を取得する

場合において、当該土地について産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性があり、かかる有

害物質が埋蔵されている場合には当該土地の価格が下落する可能性があり、また、かかる有害物質を

除去するために土壌の入替えや洗浄が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要と

なる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信

託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務が発生する可能性があります。

なお、土壌汚染対策法によれば、土地の所有者・管理者又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレ

ンその他の特定有害物質による土地の土壌の汚染の状況について、都道府県知事より調査・報告を命

ぜられることがあり（土壌汚染対策法第４条第１項）、また、土壌の特定有害物質による汚染によ

り、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、都道府県知事よりその被害を防止

するため必要な汚染の除去等の措置を命ぜられることがあります（土壌汚染対策法第７条第１項）。

本投資法人がこれらの調査・報告又は措置を命ぜられた場合には、本投資法人ひいては投資主が損害

を受ける可能性があります。 

  

ｂ．建物に関するリスク 

 本投資法人が建物又は建物を信託する信託受益権を取得する場合において、当該建物の建材等にア

スベストその他の有害物質を含む建材が使用されている可能性やポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）が保

管されている可能性があり、かかる有害物質が使用又は保管されている場合には、当該建物の価値が

下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交換が



必要となる場合にはこれに係る予想外の費用や時間が必要となります。また、かかる有害物質によっ

て第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害

を賠償する義務が発生する可能性があります。 

  

ヲ．賃料収入に関するリスク 

ａ．不動産の稼働リスク 

 一般に、不動産の稼働率は、事前に予測することが困難であり、予想し得ない事情により稼働率が

低下する可能性があります。賃貸借契約において期間中の解約権を制限していない場合等には、契約

期間中であっても賃貸借契約を解約することが可能であるため、賃借人から賃料が得られることは将

来にわたって確定されているものではありません。また、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がな

されない場合もあります。特に、複数の賃貸借契約の期間満了時期が短期間に集中した場合において

多くの賃借人が契約を更新しなかった場合は、物件の稼働率が大きく低下する可能性があります。そ

の上、通常の場合において、不動産について一定の稼働率又は稼働状況について保証を行っている第

三者は存在しません。以上のような事由により稼働率が低下した場合、不動産に係る賃料収入が低下

することとなります。なお、解約ペナルティ条項等を置いて期間中の解約権を制限している場合で

も、裁判所によって解約ペナルティが減額されたり、かかる条項の効力が否定される可能性がありま

す。 

  

ｂ．賃料不払に関するリスク 

 賃借人が特に解約の意思を示さなくても、賃借人の財務状況が悪化した場合又は破産手続、民事再

生手続若しくは会社更生手続その他の倒産手続の対象となった場合その他の事情により、賃貸借契約

に基づく賃料支払が滞る可能性があります。また、賃料不払いに伴い明渡訴訟等に発展した場合には

訴訟費用や立退費用等の費用負担が発生する可能性があります。敷金若しくは保証金を受領していな

い場合、又は延滞賃料その他の費用にかかる賃借人の債務の合計額が敷金及び保証金で担保される範

囲を超える場合、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、賃貸人の義務違反を

理由とする不払いのリスクもあります。 

 



ｃ．賃料改定に係るリスク 

 契約の更新の際又は賃料等の見直しの際には、その時々における賃料相場も参考にして、賃料が賃

借人との協議に基づき改定されることがありますので、本投資法人の取得済資産及び取得予定資産に

ついて、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はありません。賃料改定により賃料が減額さ

れた場合、賃料収入が減少することとなります。 

  

ｄ．賃借人による賃料減額請求権の行使に関するリスク 

 建物の賃借人は、定期建物賃貸借契約において賃料減額請求権を排除する旨の特約がある場合を除

き、借地借家法第32条に基づいて賃料減額請求をすることができ、その結果裁判上又は事実上賃料収

入の減少をもたらす可能性があります。 

  

ｅ．定期賃貸借契約における賃料減額請求権排除特約に関するリスク 

 定期建物賃貸借契約の場合には、その有効期間中は契約中に定められた賃料をテナントに対して請

求できるのが原則です。しかし、定期賃貸借契約においてテナントが早期解約した場合でも、テナン

トに対する残存期間全体についての賃料請求が認められない可能性があります。なお、定期建物賃貸

借契約において借地借家法第32条に基づく賃料減額請求権を排除する特約を設けた場合には、同条に

基づく賃料増額請求もできなくなるので、かかる賃料が契約締結時に予期し得なかった事情により一

般的な相場に比べて低額となり、通常の賃貸借契約の場合よりも低い賃料収入しか得られない可能性

があります。 

  

ｆ．敷金返還債務に関するリスク 

 賃貸人が敷金の一部については返還債務を負わないいわゆる敷引特約がある賃貸借契約について

は、当該敷引特約の全部又は一部の有効性が否定され、本投資法人が承継した敷金額より多額の敷金

返還債務を負う可能性があります。 

  

ワ．不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク 

ａ．所有者責任に関するリスク 

 投資対象不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠償義務が

発生し、本投資法人が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法

上無過失責任を負うこととされています。投資対象不動産には本投資法人が適切と考える保険を付保

しています。取得予定資産その他今後取得する投資対象不動産等に係る投資対象不動産に関しても、

原則として適切な保険を付保する予定ですが、投資対象不動産の個別事情により保険契約が締結され

ない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約でカバーされない事

故が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払が他の何らかの理由により行われず、減

額され若しくは遅れる場合には、本投資法人の収益に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

ｂ．修繕費用に関するリスク 

 投資対象不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関

連して多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、投資

対象不動産からの収入が減少し、又は投資対象不動産等の価格が下落する可能性があります。 

  

ｃ．管理費用に関するリスク 

 経済状況によっては、インフレーション、水道光熱費等の費用の高騰、不動産管理や建物管理に係

る費用、備品調達等の管理コスト及び各種保険料等のコストの上昇、租税公課の増大その他の理由に

より、投資対象不動産の運用に関する費用が増加する可能性があります。 

  

カ．転賃借に関するリスク 

ａ．転借人に関するリスク 



 賃借人に、投資対象不動産の全部又は一部を転貸させる権限を与えた場合、本投資法人は、投資対

象不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可能

性があります。また、賃借人の賃料が、転借人から賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信

用状態等が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

ｂ．敷金等の返還義務に関するリスク 

 賃貸借契約が合意解約された場合その他一定の場合には賃貸人が転貸人の地位を承継し、転貸人の

テナントに対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される可能性があります。 

  

ヨ．テナント等による不動産の利用状況に関するリスク 

 本投資法人は、テナントの属性や資力に留意しつつ賃貸借契約を締結し、プロパティマネジメント会

社を通じてその利用状況を管理していますが、個々のテナントの利用状況をつぶさに監督できるとの保

証はなく、テナントの利用状況により、当該不動産の資産価値や、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす

可能性があります。例えば、建物そのものが法令や条例等の基準を満たす場合であっても、テナントに

よる建物への変更工事、内装の変更、その他利用状況等により、建築基準法・消防法その他の法令や条

例等に違反する状態となり、本投資法人が、その改善のための費用を負担する必要が生じ、又は法令上

不利益を被る可能性があります。また、賃貸借契約における規定の如何にかかわらず、テナントによる

転貸や賃貸借の譲渡が本投資法人の承諾なしに行われる可能性があります。その他、転借人や賃借権の

譲受人の属性によっては、運用資産である投資対象不動産のテナント属性が悪化し、これに起因して建

物全体の賃料水準が低下する可能性があります。 

  

タ．マスターリースに関するリスク 

 特定の投資対象不動産において、プロパティマネジメント会社が投資対象不動産の所有者である信託

受託者との間で契約事務の簡素化等を目的としてマスターリース契約を締結しております。マスター

リース会社は、その上でテナントに対して転貸しており、今後も同様の形態を用いる予定です。 

 この場合、マスターリース会社であるプロパティマネジメント会社の財務状態の悪化により、テナン

トからマスターリース会社に対して賃料が支払われたにもかかわらず、マスターリース会社から賃貸人

である信託受託者への賃料の支払いが滞る可能性があります。 

 マスターリース契約上、プロパティマネジメント会社の倒産又は契約期間満了等によりマスターリー

ス契約が終了した場合には、本投資法人が信託受託者との間で新たなマスターリース契約（以下「新マ

スターリース契約」といいます。）を締結し、それまでのマスターリース会社（以下「旧マスターリー

ス会社」といいます。）とテナントの間の転貸借契約及び旧マスターリース会社のテナントに対する権

利及び義務等を承継することが規定されている場合があります。この場合において、本投資法人は、賃

貸人である信託受託者に対して、新マスターリース契約に基づいて請求し得る敷金返還請求権等に比し

て過重な敷金返還債務等をテナントに対して負担しなければならなくなる可能性があります。 

 また、本投資法人がテナントに対して、賃貸人たる地位を承継した旨を通知する前に、テナントが旧

マスターリース会社に賃料等を支払った場合、本投資法人は賃貸人たる信託受託者に対して賃料を支払

う必要があるにもかかわらず、テナントに対して賃料を請求できなくなります。 

 これらの場合、旧マスターリース会社に対して求償権又は不当利得返還請求権を行使することは可能

ですが、旧マスターリース会社が破綻状態に陥っており、十分に損害を回復できない場合には、本投資

法人は損失を被ることになります。 

  

レ．不動産の地域的な偏在に関するリスク 

 本投資法人は、首都圏を中心として、政令指定都市をはじめとする全国の主要都市の不動産に投資す

る予定です。特に、ポートフォリオ全体の70％以上を首都圏主要都市の不動産に投資することを基本方

針としています。従って、これらの地域における人口、人口動態、世帯数、世帯構造の変化、平均所得

等の変化、地震その他の災害、地域経済の悪化、稼働率の低下、賃料水準の下落等により、本投資法人

の収益が著しい悪影響を受ける可能性があります。 



 また、テナント獲得に際し不動産賃貸市場における競争が激化し、結果として、空室率の上昇や賃料

水準の低下により賃料収入が減少し、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。 

  

ソ．不動産鑑定評価額に関するリスク 

 不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析

の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致するとは

限りません。同じ物件について鑑定、調査等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は調査の

方法若しくは時期によって鑑定評価額、調査価格の内容が異なる可能性があります。また、かかる鑑定

等の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買の可能性を保証又は約束する

ものではありません。 

  

ツ．テナント集中に関するリスク 

 投資対象不動産のテナント数が少なくなればなるほど、本投資法人は特定のテナントの支払能力、退

去その他の事情による影響を受けやすくなります。特に、一テナントしか存在しない投資対象不動産に

おいては、本投資法人の当該投資対象不動産からの収益等は、当該テナントの支払能力、当該投資対象

不動産からの転出・退去その他の事情により大きく左右されます。また、賃貸面積の大きなテナントが

退去したときに、大きな空室が生じ、他のテナントを探しその空室を回復させるのに時間を要すること

があり、その期間が長期になればなるほど、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。

また、本投資法人の運用資産における特定の少数のテナントの賃借比率が増大したときは、当該テナン

トの財務状況や営業状況が悪化した場合、本投資法人の収益も悪影響を受ける可能性があります。 

  

ネ．投資対象を主として中小規模の居住用不動産としていることによるリスク 

 本投資法人は、中小規模の賃貸住宅に積極的に投資することを考えておりますが、これらの中小規模

の賃貸住宅は大規模の居住用不動産と比較して、取得に要する調査費用及び取得後の管理費用が不動産

価格に比して割高となり、本投資法人の収益に悪影響を与える可能性があります。 

  

④ 信託受益権に関するリスク 

イ．信託受益者として負うリスク 

 信託受益者とは信託の利益を享受する者をいいますが（信託法（大正11年法律第62号、その後の改正

を含みます。以下「信託法」といいます。）第７条）、他方で信託受託者が信託事務の処理上発生した

信託財産に関する租税、信託受託者の報酬、信託財産に瑕疵があることを原因として第三者が損害を

被った場合の賠償費用等の信託費用については、最終的に受益者が負担することになっています（信託

法第36条、第37条）。従って、本投資法人が、一旦、信託の受益権を保有するに至った場合には、信託

受託者を介して、運用資産が不動産である場合と実質的にほぼ同じリスクを受益者たる本投資法人が負

担することになります。かかる信託の受益権を取得する場合には、信託財産に関する物件精査を実施さ

せ、保険金支払能力を有する保険会社を保険者、信託受託者を被保険者とする損害保険を付保させる

等、本投資法人自ら不動産、土地の賃借権又は地上権を取得する場合と同等の注意をもって取得する必

要がありますが、それにもかかわらず、上記のような信託費用が発生したときは、その結果、本投資法

人ひいては投資主に損害を与える可能性があります。 

  

ロ．信託受益権の流動性リスク 

 本投資法人が信託の受益権を運用の対象とする場合で、信託受託者を通じて信託財産としての不動産

を処分する場合には、既に述べた不動産の流動性リスクが存在します。また、信託の受益権を譲渡しよ

うとする場合には、信託受託者の承諾を契約上要求されるのが通常です。更に、不動産、土地の賃借権

又は地上権を信託する信託の受益権については証券取引法上の有価証券としての性格を有していません

ので、債権譲渡と同様の譲渡方法によって譲渡することとなり、有価証券と比較して相対的に流動性が

低いというリスクが存在します。また、信託受託者は原則として瑕疵担保責任を負っての信託不動産の

売却を行わないため、本投資法人の意思にかかわらず、信託財産である不動産の売却ができなくなる可



能性があります。 

  

ハ．信託受託者の破産等に係るリスク 

 信託法上、信託受託者が破産手続、再生手続又は更生手続その他の倒産手続の対象となった場合に、

信託財産が破産財団又は再生会社若しくは更生会社の財産その他信託受託者の固有財産に帰属するか否

かに関しては明文の規定はないものの、信託法の諸規定、とりわけ信託財産の独立性という観点から、

信託財産が信託受託者の破産財団又は再生会社若しくは更生会社の財産その他信託受託者の固有財産に

帰属するものとされるリスクは極めて低いと判断されます。また、信託法第16条によれば、信託財産に

対する信託受託者自身の債権者による差押えは禁止されており、信託財産は信託受託者の債権者との関

係では信託受託者自身の債務の引当財産にならないと考えられます。但し、不動産について信託財産で

あることを管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記をする必要があり

ますので、主として不動産を信託財産とする信託の受益権について、本投資法人は信託設定登記がなさ

れるものに限り取得する予定です。しかしながら、必ずこのような取扱いがなされるとの保証はありま

せん。 

  

ニ．信託受託者の不当な行為に伴うリスク 

 信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託財産である

不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益権を保有する本

投資法人が不測の損害を被る可能性があります。かかるリスクに備え、信託法は信託の本旨に反した信

託財産の処分行為の取消権を受益者に認めています（信託法第31条）。しかし、本投資法人は、常にか

かる権利の行使により損害を回復することができるとは限りません。また、信託契約上、信託開始時に

おいて既に存在していた信託不動産の欠陥、暇疵等につき、当初委託者が信託受託者に対し一定の瑕疵

担保責任を負担する場合に、信託受託者が、かかる瑕疵担保責任を適切に追及しない、又はできない結

果・本投資法人が不測の損害を被り、投資主に損害を与える可能性があります。 

  

⑤ 会計、税制に関するリスク 

イ．減損会計の適用に関するリスク 

 平成17年度から適用されている「固定資産減損に係る会計基準」は、収益性の低下により投資額を回

収する見込みが立たなくなった固定資産等の帳簿価額を、一定の条件の下で回収可能性を反映させるよ

うに減額する会計処理です。今後、当該基準の適用に伴い、地価の動向と収益状況によっては、本投資

法人の業績に影響を与える可能性があります。また、減損損失は、税務上の損失として認められないこ

とから、後述するハ．の「会計処理と税務処理との乖離により支払配当要件が満たされないリスク」に

も影響を与える可能性があります。 

  

ロ．導管性要件に関するリスク 

 租税特別措置法第67条の15は、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、一定の要件（以

下「導管性要件」といいます。）を満たした投資法人が支払う利益の配当等を投資法人の損金に算入す

ることを認めています。本投資法人は、かかる導管性要件を満たすよう継続して努める予定ですが、今

後、本投資法人の投資主の異動、分配金支払原資の制限・不足、会計処理と税務処理の取扱いの差異、

税務当局と本投資法人との見解の相違、法律の改正、その他の要因により導管性要件を満たすことがで

きない可能性があります。本投資法人が、導管性要件を満たすことができなかった場合、利益の配当等

を損金算入できなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産額が減少す

る可能性があり、本投資証券の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。なお、課税上の取扱いにつ

いては、後記「４ 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。 

  

ハ．会計処理と税務処理との乖離により支払配当要件が満たされないリスク 

 導管性要件のうち、配当可能所得あるいは配当可能額の90％超の分配を行うべきとする要件（以下

「支払配当要件」といいます。）においては、投資法人の会計上の利益と税務上の所得との比較により



支払配当要件の判定を行うこととされています。従って、会計処理と税務上の取扱いの差異により、こ

の要件を満たすことが困難となる場合があります。 

  

ニ．利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分できないリスク 

 本投資法人において利益が生じているにもかかわらず配当原資が不足する場合、借入金や資産の処分

により原資を確保する可能性があります。しかし、導管性要件を満たすための借入先の制限や資産処分

の遅延等により機動的な資金調達ができないときには、配当の金額が配当可能所得又は配当可能額の

90％に満たなくなる可能性があります。この場合、通常の法人同様の法人税の課税を受けることとな

り、投資主への分配額等に悪影響をもたらす可能性があります。 

  

ホ．支払配当要件が満たされなくなることにより、次年度以降も通常の法人税率により課税が行われるリ

スク 

 本投資法人において、特定の事業年度に支払配当要件を満たさないこととなる場合、当該年度に係る

多額の租税債務が生じる可能性がありますが、当該租税債務の会計上の認識時期によっては、次年度以

降の支払配当要件へも影響を及ぼすこととなる場合があります。即ち、会計上の租税債務の認識が次年

度以降になる場合には、次年度以降も支払配当要件を満たすことが困難となり、通常の法人と同様に法

人税等の課税を受け、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。 

  

ヘ．税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク 

 本投資法人に対して税務調査が行われ、過年度の本投資法人の課税所得計算に関して、税務当局との

見解の相違により税務否認等の更正処分を受けた場合には、過年度における導管性要件が事後的に満た

されなくなる可能性があります。現行法上このような場合の救済措置が設けられていないため、本投資

法人が過年度において損金算入した配当金が税務否認される結果、本投資法人の税負担が増大し、投資

主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。 

  

ト．同族会社に該当するリスク 

 導管性要件のうち、事業年度終了時に同族会社に該当していないこと（発行済投資口の総口数の50％

超が上位３位以内の投資主グループによって保有されていないこと）とする要件については、本投資証

券が市場で流通することにより、本投資法人の意思にかかわらず、結果として満たされなくなるリスク

があります。かかる場合、利益の配当等を損金算入することができなくなることにより本投資法人の税

負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産が減少する可能性があります。 

  

チ．借入れに係る導管性要件に関するリスク 

 導管性要件のうち、借入れを行う場合には証券取引法第２条第３項第１号に規定する適格機関投資家

のみから行うことという要件につきましては、本投資法人が何らかの理由により適格機関投資家以外か

らの借入れを行わざるを得ない場合、又は、保証金若しくは敷金等の全部若しくは一部がテナントから

の借入金に該当すると解釈された場合においては、要件を満たせないことになります。この場合には、

本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資産が減少する可能性があります。 

  

リ．投資口を保有する投資主数に関するリスク 

 導管性要件のひとつに、事業年度末において投資法人の投資口が適格機関投資家のみにより保有され

ること、又は50人以上の投資主に保有されることという要件があります。しかし、本投資法人は投資主

による投資口の売買をコントロールすることができないため、本投資法人の投資口が50人未満の投資主

に保有される（適格機関投資家のみに保有される場合を除きます。）こととなり、導管性要件を満たせ

ないこととなる可能性があります。この結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資

産額が減少する可能性があります。 

  

ヌ．不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク 



 本投資法人は、規約において、特定不動産の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合

計額に占める割合を100分の75以上とすること（規約第27条第６項）としています。本投資法人は、上

記内容の規約の定め及びその他の税制上の要件を充足することを前提として、不動産を取得する場合の

不動産流通税の軽減措置（後記「４ 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。）の

適用を受けることができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすこと

ができない場合、又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽減措

置の適用を受けることができない可能性があります。 

  

ル．一般的な税制の変更に関するリスク 

 不動産、信託受益権その他本投資法人の資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税制又はかか

る税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法人

の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、投資口に係る利益の配当、出資の払戻し、譲渡等に

関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資証券の保有又は売却

による投資主の手取金の額が減少したり、税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能

性があります。 

  

⑥ その他 

イ．取得予定資産を組み入れることができないリスク 

 本投資法人は、本投資証券の払込期日後遅滞なく、取得予定資産を取得する予定です。これに関し、

本投資法人は、取得予定資産のそれぞれの現所有者との間で、停止条件付信託受益権売買契約を締結し

ています。 

 しかし、本書の日付以後、経済環境が著しく変わり、停止条件付信託受益権売買契約に規定された一

定の条件が成就しないこと等により、取得予定資産を取得することができない可能性があります。ま

た、竣工前の取得予定資産については、工事の遅延等により、取得予定資産を取得することができない

可能性があります。この場合、本投資法人は代替資産を取得するための努力を行う予定ですが、短期間

に投資に適した物件を取得することができる保証はなく、短期間に物件を取得できず、かつ、かかる資

金を有利に運用できない場合には、投資主に損害を与える可能性があります。 

 また、本投資法人が取得予定資産を予定どおり取得できない場合には、運用会社が想定する資産運用

報酬を得られず、結果的に資産運用会社の収益が悪化して資産運用会社の破産、認可取消し等の事態を

招き本投資法人の資産運用に重大な支障を生じる可能性があります。 

  

ロ．本投資法人の資金調達に係るリスク 

 本投資法人は、取得予定資産の取得等を目的として、本書による募集によって調達した資金のほか、

借入れによる資金調達を予定しています。しかし、取得予定資産の取得が予定より遅延し、その遅延期

間中に借入金利が著しく上昇する等により、借入コストが増大する可能性があります。 

 また、資金の借入れを予定どおり行い、本投資法人が取得予定資産を取得した後においても、本投資

法人の資産の売却等に伴って、借入金の期限前返済を行う場合には、期限前返済コスト（ブレークファ

ンディングコスト等）が発生します。このコストは、その発生時点における金利情勢によって決定され

ることがあり、予測し得ない経済状況の変動によりコストが増大する可能性があります。 

  

ハ．過去の収支状況が本投資法人の将来の収支状況と一致しないリスク 

 前記「２ 投資方針 (2) 投資対象 ④個別取得予定資産の概要」に記載の過去の収支状況は、信託

不動産又は信託受益権の前所有者及び現所有者における賃貸事業収支をあくまで参考として記載したも

のです。これらは信託不動産又は信託受益権の前所有者及び現所有者から提供を受けた未監査の情報を

基礎としているため、すべてが正確であり、かつ完全な情報であるとの保証はありません。また、これ

らの情報は本投資法人に適用される会計原則と同じ基準に基づいて作成されたとの保証もありません。

従って、今後の本投資法人の収支はこれと大幅に異なるおそれがあります。 

  



ニ．専門家報告書等に関するリスク 

 不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析

の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致するとは

限りません。同じ物件について鑑定、調査等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は調査の

方法若しくは時期によって鑑定評価額、調査価格の内容が異なる可能性があります。また、かかる鑑定

等の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買の可能性を保証又は約束する

ものではありません。 

 建物状況調査報告書についても、建物の評価に関する専門家が調査した結果を記載したものにすぎ

ず、不動産に欠陥や瑕疵が存在しないことを保証又は約束するものではありません。 

 さらに、第三者機関による建築基準法上の構造計算に関する検証結果を記載した報告書についても、

個々の専門家が既存の構造計算書又は構造計算概要書等に基づいて再計算した結果についての意見を示

したものにとどまり、当該建物について欠陥や瑕疵が存在しないことを保証又は約束するものではあり

ません。 

 また、不動産に関して算出されるＰＭＬの数値も個々の専門家の分析に基づく予想値にすぎません。

ＰＭＬの数値は、損害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率で示されますが、将来、地震が発生し

た場合、予想以上の多額の復旧費用が必要となる可能性があります。 

  

(2) 投資リスクに関する管理体制 

① 本投資法人の体制 

 本投資法人は、以上のような投資リスクがあることを認識しており、その上でこのようなリスクに最大

限対応できるよう、以下の実効性あるリスク管理体制を整備しております。 

イ．執行役員、監督役員及び役員会 

 本投資法人は、本書の日付現在、執行役員１名及び監督役員２名から構成される役員会により運営さ

れています。本投資法人は、業務執行の意思決定及び執行役員に対する監督機関としての役員会が十分

に機能し、執行役員が本投資法人のために忠実にその職務を遂行するよう努めています。役員会におい

ては、本投資法人が委託する資産運用会社が執行する資産運用に係る重要な事項を資産運用会社から報

告事項とすることにより、資産運用会社への一定の牽制体制を構築しています。 

  

ロ．内部者取引 

 本投資法人は、役員会において「内部者取引管理規程」を採択し、執行役員及び監督役員がその立場

上知り得た重要事実の公表前に本投資法人の投資口及び投資法人債並びに上場投資法人の投資証券等の

売買を行うことを禁止し、インサイダー類似取引の防止に努めています。 

  

② 資産運用会社の体制 

 本投資法人の資産運用に関し、リスクの回避及び最小化を図るべく以下の実効性あるリスク管理体制を

敷いています。 

イ．運用資産運用管理規程等の整備 

ａ．資産運用会社は、本投資法人の規約に定める資産運用の基本方針及び投資態度を踏まえたうえで、

運用資産運用管理規程において投資不動産の投資方針等を定め、これを遵守することにより、リス

クの管理に努めています。 

ｂ．資産運用会社は、「関係会社等との取引に関するルール」において本投資法人と利害関係人等と取

引を行う場合の方法及び体制並びに取引の内容の開示について定め、これを遵守することにより、

利害関係人等との取引に係るリスクの管理に努めています。「関係会社等との取引に関するルー

ル」の概要については後記「７ 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限」をご参照下

さい。 

  

ロ．意思決定手続の明確化及びコンプライアンス委員会 

 本投資法人の資産の運用に係る下記の事項について、投資委員会において審議が行われる前に、法令



遵守の観点から、コンプライアンス委員会の判断を経るものとしています。コンプライアンス委員会に

おける意思決定は、コンプライアンスオフィサーを含む構成員の３分の２以上が出席し、コンプライア

ンスオフィサーが賛成し、かつ出席委員の３分の２以上が賛成することを必要としています。 

ａ．関連会社等からの運用資産の取得 

ｂ．関連会社等への運用資産の売却 

ｃ．プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等 

ｄ．上記以外に、コンプライアンスオフィサーが必要と判断した事項 

 資産運用会社の組織及び業務分掌体制並びに意思決定手続については、前記「１ 投資法人の概況 

(4) 投資法人の機構 ②投資法人の運用体制」をご参照下さい。 

  

ハ．コンプライアンスオフィサーによるコンプライアンス及び内部者取引管理規程 

 コンプライアンスオフィサーによる法令遵守状況の監査実施権限については、前記「１ 投資法人の

概況 (4) 投資法人の機構 ②投資法人の運用体制」をご参照下さい。また、資産運用会社では、内部

者取引管理規程を制定し、資産運用会社の役職員等によるインサイダー類似取引の防止に努めていま

す。 

  

ニ．利害関係取引規制 

 後記「７ 管理及び運営の概要 (2) 利害関係人との取引制限」をご参照下さい。 

  



４【手数料等及び税金】 

(1）【申込手数料】 

 該当事項はありません。 

  

(2）【買戻し手数料】 

 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため（規約第８条）、該当事項はありま

せん。 

  

(3）【管理報酬等】 

① 役員報酬（規約第24条） 

イ．執行役員 

 執行役員の報酬は、役員会で決定される金額（一人あたり月額100万円を上限とします。）とし、毎

月、当月分を当月末日までに支払います。 

  

ロ．監督役員 

 監督役員の報酬は、役員会で決定される金額（一人あたり月額50万円を上限とします。）とし、毎

月、当月分を当月末日までに支払います。 

  

② 会計監査人報酬（規約第39条） 

 会計監査人の報酬は、１営業期間につき1,500万円を上限として、役員会で決定される金額とし、当該

決算期分を、決算日後３ヶ月以内に支払います。 

  

③ 資産運用会社への支払報酬（規約第44条第６項） 

 本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬、取得報酬、譲渡

報酬から構成され、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとし、当該報酬

に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。なお、

上限料率が定められている報酬については、本投資法人の役員会の承認を経た上で決定した料率によるも

のとします。 

  

イ．運用報酬Ⅰ 

 以下の算定式に従って算出される金額を、１月末日、４月末日、７月末日及び10月末日を最終日とす

る各四半期毎に、当該四半期末日経過後翌月末日までに支払うものとします。 

運用報酬Ⅰ 

＝報酬算定基礎資産額×運用報酬Ⅰ料率×当該四半期の日数／365（１円未満切捨） 

  

（注１) 上記算定式において、報酬算定基礎資産額は、ａ＋ｂ－ｃの計算式で求めるものとします。 

（注２) 上記算定式において、ａ，ｂ及びｃは以下のように定義します。 

ａ：本投資法人の当該決算期間の直前の決算期間に係る決算日（以下「基準決算日」といいます。）における運用資産の償却前評価額

総額 

ｂ：基準決算日以降、本投資法人が取得した運用資産の累積取得価額（但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きま

す。）の当該四半期の毎月末残高を平均した金額 

ｃ：基準決算日以降、本投資法人が売却した運用資産の累積売却価額（但し、消費税及び地方消費税並びに売却に伴う費用は除きま

す。）の当該四半期の毎月末残高を平均した金額 

（注３) 上記算定式において、運用報酬Ⅰ料率は、下記段階に応じ区分します。 

  
 



  

ロ．運用報酬Ⅱ 

 投資法人の各営業期間毎に算定される運用報酬Ⅱ控除前の分配可能金額の3.0％に相当する金額（１

円未満切捨）を当該金額が確定した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。 

  

ハ．取得報酬 

 不動産等の特定資産を取得した場合において、その売買代金（但し、消費税及び地方消費税並びに取

得に伴う費用は除きます。）に0.6％（但し、資産運用会社の株主及びその連結対象会社からの取得は

0.55％）を上限とする料率を乗じた額を上限として、取得した日の属する月の翌月末日までに支払うも

のとします。 

  

ニ．譲渡報酬 

 不動産等の特定資産を譲渡した場合において、その売買代金（但し、消費税及び地方消費税並びに譲

渡に伴う費用は除きます。）に0.6％（但し、資産運用会社の株主及びその連結対象会社への譲渡は

0.55％）を上限とする料率を乗じた額を上限として、譲渡した日の属する月の翌月末日までに支払うも

のとします。 

  

④ 一般事務受託者への支払報酬（規約第43条第２項） 

 本投資法人は、一般事務受託者に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以

下に定める報酬を支払います。 

  

イ．報酬額の計算方法 

 報酬は、基本報酬及び残高比例報酬から構成され、それぞれの報酬の計算方法は以下のとおりです。

年間報酬額＝①＋② 

① 基本報酬  年額５百万円 

② 残高比例報酬は、各月末時点における本投資法人の月末総資産額に0.1％を乗じて12で除した金

額を月額報酬の上限額として、別途本投資法人及び本一般事務受託会社の合意するところに従

い、月末資産総額に比例して定める計算式に基づき算出する金額とします。 

  

ロ．報酬の支払時期及び方法 

 上記報酬の支払時期については、一般事務受託者は、本投資法人の各決算期間毎に算出された報酬額

並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税額を計算し、各決算期の末日の属する月の翌月末日まで

に本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は一般事務受託者からの請求を受けた月の翌月末

日までに支払うものとします。 

  

 

  報酬算定基礎資産額
上限料率
（％） 

  250億円以下の部分に対して 0.7

  250億円超500億円以下の部分に対して 0.6

  500億円超の部分に対して 0.5



⑤ 投資主名簿等管理人への支払報酬（規約第43条第１項） 

イ．報酬額の計算方法 

 報酬は、通常事務手数料及び保管振替制度関係手数料から構成され、それぞれの報酬の計算方法は以

下のとおりです。なお、以下に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人

間で協議のうえ定めます。 

 上記にかかわらず、名義書換事務委託契約締結日の属する月の翌月から本投資法人の発行する投資証

券が上場される日の属する月（以下「上場月」といいます。）の末日（但し、上場月が本投資法人の決

算期の属する月と同一の場合は、上場月の前月末日）までの通常事務手数料の金額は、月額50,000円

（日割り計算は行いません。）とします。但し、公募による新投資口発行及び売出しに関する事務手数

料は、適用範囲外とし、別途本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議のうえ定めます。 

  

Ⅰ．通常事務手数料 

 

手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲 

１ 基本手数料 (1）毎月末現在における投資主及び実質投資主の名寄

せ合算後投資主数を基準として、投資主１名につ

き下記段階に応じ区分計算した合計額の６分の

１。但し、月額の最低料金は200,000円とする。 

・ 投資主名簿の管理 

・ 投資主票及び実質投資主票の管理 

  5,000名まで 480円

10,000名まで 420円

30,000名まで 360円

50,000名まで 300円

100,000名まで 260円

100,001名以上 225円

・ 平常業務に伴う月報等諸報告、期

末現在における投資主及び実質投

資主の確定と各名簿を合算した諸

統計表の作成 

・ 新規及び除籍の投資主票、実質投

資主票の整理 

  (2）除籍の投資主票及び実質投資主票   

  １件につき 70円   

２ 名義書換手数料 (1）書換等の投資証券１枚につき 110円

(2）書換等の投資口数１口につき 120円

・ 投資証券の名義書換 

・ 質権の登録及び抹消 

・ 改姓名、商号変更その他投資証券

の表示変更に関する投資証券及び

投資主名簿への記載 

３ 投資証券不所持

取扱手数料 

(1）投資証券不所持申し出取扱料 

投資証券１枚につき 80円

・ 投資証券不所持制度にもとづく不

所持申し出の受理 

  (2）投資証券発行又は返還料 

投資証券１枚につき 80円

・ 投資証券寄託先への寄託又は投資

証券の廃棄 

・ 不所持取扱中の投資主より交付請

求があった場合の投資証券交付及

びそれに付随する事務 



 

手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲 

４ 分配金事務手数

料 

(1）期末現在における投資主及び実質投資主の名寄せ

合算後投資主数を基準として、投資主１名につき

下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低

料金は350,000円とする。 

・ 分配金の計算及び分配金明細表の

作成 

・ 分配金領収証及び郵便振替支払通

知書の作成 

  5,000名まで 120円

10,000名まで 110円

30,000名まで 100円

50,000名まで 80円

100,000名まで 60円

100,001名以上 50円

・ 印紙税の納付手続 

・ 分配金支払調書の作成 

・ 分配金の未払確定及び未払分配金

明細表の作成 

・ 分配金振込通知及び分配金振込テ

ープ又は分配金振込票の作成 

  (2）指定振込払いの取扱 

１件につき 150円

・ 一般税率以外の源泉徴収税率の適

用 

  (3）郵便振替支払通知書の分割 

１枚につき 100円

・ 分配金計算書の作成 

  (4）特別税率の適用 

１件につき 150円

  

  (5）分配金計算書作成 

１件につき 15円

  

５ 投資証券分合交

換手数料 

(1）回収投資証券 

１枚につき 80円

・ 分割、併合等による投資証券の回

収、廃棄及び新投資証券の交付 

  (2）交付投資証券 

１枚につき 80円

  

６ 分配金支払手数

料 

(1）分配金領収証及び郵便振替支払通知書 

１枚につき 450円

・ 取扱期間経過後の分配金及び分配

金の支払 

  (2）毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便

振替支払通知書 

１枚につき 3円

・ 未払分配金及び分配金の管理 

７ 諸届・調査証明

手数料 

(1）諸届 

１件につき 600円

・ 住所変更届、特別税率適用届及び

銀行振込指定書並びに実質投資主

管理番号変更届等諸届出の受理 

・ 税務調査等についての調査、回答 

  (2）調査 

１件につき 600円

  (3）証明 

１件につき 600円

・ 分配金支払証明書等諸証明書の発

行 

８ 諸通知発送手数

料 

(1）封入発送料 封入物２種まで 

（機械封入） １通につき 25円

１種増すごとに 5円加算

封入発送料 招集通知、決議通知等の

封入、発送、選別及び書

留受領証の作成 

  (2）封入発送料 封入物２種まで 

（手封入） １通につき 40円

１種増すごとに 10円加算

葉書発送料 葉書の発送 

宛名印書料 諸通知等発送のための宛

名印書 

  (3）葉書発送料 

１通につき 8円

照合料   ２種以上の封入物につい

ての照合 

  (4）宛名印書料 

１通につき 15円

  

  (5）照合料 

１照合につき 10円

  



  

Ⅱ．保管振替制度関係手数料 

  

ロ．報酬の支払時期及び方法 

 投資主名簿等管理人は、上記金額を毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人

は、その月中に当該手数料を支払うものとします。 

  

⑥ 資産保管会社への支払報酬（規約第42条） 

 本投資法人は、資産保管会社に対して、投信法第208条に基づき委託した資産の保管に係る業務（以下

「資産保管業務」といいます。）の対価として、以下に定める報酬を支払います。 

イ．報酬の額及びその計算方法 

 資産保管業務に係る報酬は、基本報酬、残高比例報酬から構成され、それぞれの報酬の計算方法は以

下のとおりです。 

ⅰ．基本報酬  年額５百万円 

手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲 

９ 還付郵便物整理

手数料 

１通につき 200円 ・ 投資主総会関係書類、分配金、投

資証券その他還付郵便物の整理、

保管、再送 

10 投資主総会関係

手数料 

(1）議決権行使書（委任状）作成料 

行使書（委任状) １枚につき 15円

・ 議決権行使書（又は委任状）の作

成 

  (2）議決権行使書（委任状）集計料 

行使書（委任状) １枚につき 70円

・ 議決権行使書（又は委任状）の集

計 

  但し、最低料金は70,000円とする。 ・ 投資主総会受付事務補助 

  (3）投資主総会受付補助 

派遣者 １名につき 10,000円

  

11 投資主一覧表作

成手数料 

(1）全投資主を記載する場合 

１名につき 20円

・ 大口投資主一覧表等各種投資主一

覧表の作成 

  (2）一部の投資主を記載する場合 

該当投資主１名につき 20円

  

12 複写手数料 複写用紙１枚につき 30円 ・ 投資主一覧表及び分配金明細表等

の複写 

13 分配金振込投資

主勧誘料 

投資主１名につき 50円 ・ 分配金振込勧誘状の宛名印書及び

封入並びに発送 

14 投資証券廃棄手

数料 但し、最低料金は30,000円とする。 

投資証券１枚につき 15円 ・ 予備投資証券等の廃棄 

手数料項目 手数料計算単位及び計算方法 事務範囲 

１ 実質投資主管理

料 

毎月末現在における名寄せ後の実質投資主１名につ

き、下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、月額

の最低料金は50,000円とする。 

・ 実質投資主の実質投資主管理番号

単位の管理 

・ 投資主と実質投資主及び実質投資

主間の名寄せ 

・ 実質投資主の抹消・減少通知に係

る処理 

  5,000名まで 50円

10,000名まで 45円

30,000名まで 40円

50,000名まで 30円

50,001名以上 25円

２ 新規預託投資口

数データ処理手

数料 

新規預託投資口数データ 

１件につき 200円

・ 新規預託投資口数データの作成及

び仮実質投資主名簿への登録 

３ 投資主通知デー

タ処理手数料 

照合用実質投資主データ及び実質投資主通知データ 

１件につき 150円

・ データの入力及び仮実質投資主名

簿、実質投資主名簿との照合並び

に登録 



ⅱ．残高比例報酬は、各月末時点における本投資法人の月末総資産額に0.1％を乗じて12で除した金額

を月額報酬の上限額として、別途本投資法人及び資産保管会社の合意するところに従い、月末資産

総額に比例して定める計算式に基づき算出する金額になります。 

  

ロ．報酬の支払時期及び方法 

 資産保管会社は、各決算期間毎に算出された報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税額

を計算し、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資

法人は資産保管会社からの請求を受けた月の翌月末日までに支払います。 

  

⑦ 引受手数料 

 一般募集に際し、本投資法人から引受人に対して引受手数料は支払われません。但し、引受人が本投資

法人に支払う発行価額（引受価額）の総額と投資家向けに募集する価格（発行価格）の総額の差額は、引

受人の手取金となります（前記「第一部証券情報 第１ 内国投資証券（投資法人債券を除く。） １ 募

集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (14) その他 ①引受け等の概要」をご参照下

さい。）。 

  

  



(4）【その他の手数料等】 

 本投資法人は、資産運用会社及び資産保管会社が本投資法人から委託を受けた業務を遂行するにあたり

必要な下記の諸費用を負担するほか、当該費用が立て替えられた場合の立替金の遅延利息又は発生した損

害金を負担します。 

  

① 不動産等の取得及び処分に関する費用 

 登録免許税、不動産取得税、契約締結等に伴う印紙税その他不動産等の取得及び処分にかかる公租公

課、不動産等の取得及び処分にかかる仲介手数料等、不動産等の取得時及び取得検討時のデューディリ

ジェンス等の調査にかかる費用（外部の専門業者に対する報酬及び手数料等を含みます。）、不動産信託

受託者へ支払う信託報酬及び費用、鑑定評価費用、専門家等に対する報酬又は費用（税務・会計顧問、弁

護士及び司法書士等を含みます。）等 

  

② 運用資産の運営に関する費用 

 テナント誘致にかかる費用（仲介手数料及び広告費等）、物件管理委託費用（プロパティマネジメント

会社へ支払う報酬及び外注委託費を含みます。）、不動産等に付保された保険料、不動産等にかかる修繕

費（大規模修繕工事を含みます。）、水道光熱費、借地借家料、公租公課、不動産信託受託者へ支払う信

託報酬及び費用等 

  

③ 借入れ等に関する費用 

 有価証券届出書及び目論見書等の作成、印刷及び交付にかかる費用（監督官庁等に提出する場合の提出

費用も含みます。）、借入金利息及び借入れにかかる諸費用（借入枠設定費用、ローン実行手数料、エー

ジェントフィー等）、投資法人債の発行にかかる諸費用（引受手数料等）、本投資法人の広告宣伝、IR活

動にかかる費用、専門家等に対する報酬又は費用（税務・会計顧問、弁護士及び司法書士等を含みま

す。）等 

  

④ 運用報告等の作成等に関する費用 

 有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出にかかる費用、財務諸表、資産運用報告、計算書

類、附属明細書、資産管理計画書等の作成、印刷及び交付にかかる費用（監督官庁等に提出する場合の提

出費用も含みます。）、運用資産にかかる定期的な調査の費用、専門家等に対する報酬又は費用（税務・

会計顧問、弁護士及び司法書士等を含みます。）等 

  

⑤ 投資証券又は投資法人債の発行にかかる費用 

 有価証券届出書及び目論見書等の作成、印刷及び交付にかかる費用（監督官庁等に提出する場合の提出

費用も含みます。）、申込証及び券面の作成、印刷及び交付にかかる費用（印紙税を含みます。）、投資

証券の上場及びその上場維持に関する費用（上場審査費用、上場費用等）、払込金取扱手数料、アドバイ

ザー（法律顧問、税務・会計顧問、司法書士及び証券会社等を含みます。）に支払う費用、募集にかかる

広告宣伝費等 

  

⑥ 本投資法人の運営に関係する費用 

 分配金支払にかかる費用（取扱手数料、領収証作成交付費用等）、投資主総会招集にかかる費用（公告

費用、招集通知作成交付費用、会場設置運営費用等）、執行役員及び監督役員にかかる保険料等 

  

⑦ 投資法人の運営に関係する費用 

 上記のほか、これらに類する費用を本投資法人が負担することがあります。 

  

(5）【課税上の取扱い】 

 日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおり

です。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることが



あります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われる可能性があります。 

  

① 個人投資主の税務 

イ．利益の分配に係る税務 

 個人投資主が本投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取扱われ、原

則20％の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありま

せん。但し、上場投資口である本投資法人の投資口の利益の分配は特例の対象となり、個人投資家は金

額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能となります。また、利

益の分配に係る源泉税率は、特例により平成20年３月31日までに受取る利益の分配に関しては10％（所

得税７％、住民税３％）、平成20年４月１日以後に受取る利益の分配に関しては20％（所得税15％、住

民税５％）となります。なお、大口個人投資主（発行済投資口総数の５％以上を保有）はこれらの特例

の対象とはならず、原則どおり20％の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要

求されますが、１回に受取る分配の金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算

した金額以下の場合に限り、確定申告不要の選択が可能となります（住民税については別途確定申告が

必要となります。）。 

  

ロ．利益を超えた金銭の分配に係る税務 

 個人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻し（資本の払戻し）とし

て扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等（本投資法人の資本金等の額）に相当す

る金額を超える金額がある場合には、みなし配当（注１）として前記イ．における利益の分配と同様の課

税関係が適用されます。また、出資の払戻し（資本の払戻し）額のうちみなし配当を上回る金額は、投

資口の譲渡に係る収入金額（注２）として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価
（注３）を算定し、投資口の譲渡損益の額（注４）を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記ハ．におけ

る投資口の譲渡における証券会社等を通じた譲渡等の場合と原則同様になります。 

  

ハ．投資口の譲渡に係る税務 

 個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益については、株式を譲渡した場合と同様に、株式等の譲渡

所得等として原則20％の申告分離課税（所得税15％、地方税５％）の対象となります。譲渡損が生じた

場合は、他の株式等の譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡所得等の合計額が損失と

なった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。但し、上場投資口である本投資法

人の投資口を、証券会社等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。 

ａ．申告分離課税の税率は、平成19年12月31日までの譲渡等に関しては10％（所得税７％、住民税

３％）、平成20年１月１日以後の譲渡等に関しては20％（所得税15％、住民税５％）となります。

ｂ．投資口の譲渡等により損失が生じた場合において、その損失をその譲渡日の属する年度における他

の株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、株式等の譲渡所得等の合計が損失となった

場合は、この損失を翌年以降３年間にわたり、株式等の譲渡所得等の金額から繰越控除を行うこと

が認められます。 

ｃ．証券会社における特定口座の源泉徴収選択口座（源泉徴収を選択した特定口座）内において譲渡等

した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉税率は、平成19年

12月31日までの譲渡等に対しては10％（所得税７％、住民税３％）、平成20年１月１日以後の譲渡

等に対しては20％（所得税15％、住民税５％）となります。 

  

② 法人投資主の税務 

イ．利益の分配に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取扱われ、原

則20％の税率により所得税が源泉徴収されます。但し、上場投資口である本投資法人の投資口の利益の

分配は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は、平成20年３月31日までに受取るものに関しては

７％、平成20年４月１日以後に受取るものに関しては15％となります。この源泉税は、利子配当等に対



する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はあり

ません。 

  

ロ．利益を超えた金銭の分配に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻し（資本の払戻し）とし

て扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等（本投資法人の資本金等の額）に相当す

る金額を超える金額がある場合には、みなし配当（注１）として前記イ．における利益の分配と同様の課

税関係が適用されます。また、出資の払戻し（資本の払戻し）額のうちみなし配当以外の金額は、投資

口の譲渡に係る収入金額（注２）として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価（注３）

を算定し、投資口の譲渡損益（注４）の額を計算します。この譲渡損益の額の取扱いは、下記ニ．におけ

る投資口の譲渡の場合と同様となります。 

  

ハ．投資口の期末評価方法 

 法人投資主による投資口の期末評価方法については、税務上、投資口が売買目的有価証券である場合

には時価法で、売買目的以外の有価証券である場合には原価法で評価されます。 

  

ニ．投資口の譲渡に係る税務 

 法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する

事業年度に譲渡損益を計上します。 

  

（注１）みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。 

（注２) 投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。 

（注３) 投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。 

※この割合は、小数点第３位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。 

（注４）投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。 

  

③ 本投資法人の税務 

イ．利益配当等の損金算入要件 

 租税特別措置法第67条の15は、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、導管性要件を満

たした投資法人が支払う利益の配当等を投資法人の損金に算入することを認めています。利益の配当等

を損金算入するために満たすべき導管性要件の主たる事項は次のとおりです。 

ａ．配当等の額が配当可能所得の90％超（又は金銭の分配の額が配当可能額の90％超）であること。 

ｂ．他の法人（一定の要件を満たす投資法人が平成16年４月１日から平成19年３月31日までの間に特定

目的会社が発行する優先出資証券の全部を取得した場合における当該特定目的会社を除きます。）

の株式又は出資の50％以上を有していないこと。（注） 

ｃ．借入れは、適格機関投資家（証券取引法第２条第３項第１号）からのもののみであること。 

ｄ．事業年度の終了時において同族会社に該当していない（発行済投資口総額の50％超が３人以下の投

資主あるいはその特殊関係者により保有されていない）こと。 

ｅ．発行する投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合

が50％を超える旨が投資法人の規約に記載されていること。 

ｆ．事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていること、又は、適

格機関投資家のみによって所有されていること。 

  
みなし配当の金額＝出資の払戻し（資本の払戻し）額－投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資
等の金額（資本金等の額） 

  投資口の譲渡に係る収入金額＝出資の払戻し（資本の払戻し）額－みなし配当金額

  
出資払戻し（資本の払戻し）直前の取得価額 ×

投資法人の出資払戻し（資本の払戻し）により減少
した投資法人の資本剰余金の額 

※ 

  投資法人の前期末の簿価純資産価額 

  投資口の譲渡損益の額＝譲渡収入金額－譲渡原価の額



ｇ．会計期間が１年を超えないものであること。 

（注) 一定の要件を満たす投資法人が平成16年４月１日から平成19年３月31日までの間に特定目的会社が発行する優先出資証券の全部を取得し

た場合における当該特定目的会社は、上記ｂ．の要件の例外として許容されます。 

  

ロ．不動産流通税の軽減措置 

ａ．登録免許税 

 不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準価格の２％

（平成20年３月31日までは土地の取得に限り１％に軽減）の税率により課されます。但し、規約にお

いて、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産（不動産、不動産の

賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。）の

価格の合計額が本投資法人の有する特定資産の価格の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨

の記載があること、借入れは適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人は、平

成20年３月31日までに取得する不動産に対しては、登録免許税の税率が特例により0.8％に軽減され

ます。 

  

ｂ．不動産取得税 

 不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準価格の４％（住宅又は土地の取得に

ついては平成21年３月31日までは３％に軽減され、住宅以外の家屋の取得については平成20年３月31

日までは3.5％に軽減されます。）の税率により課税されます。但し、前記ａ．の要件を満たす投資

法人が平成19年３月31日までに取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税価格が３

分の１に軽減されます。 

  

  

  

  



５【運用状況】 

(1）【投資状況】 

 本投資法人の平成18年４月30日（第１期末）現在における投資状況の概況は以下のとおりです。 

  

  

（注１）地域については、前記「２．投資方針 (1）投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 ロ．地域別ポートフォリオ方針」を御参照下さい。

（注２）保有総額、負債総額及び純資産総額は、平成18年４月30日現在の貸借対照表計上額（保有総額においては減価償却後の帳簿価額の合計額）

によります。 

（注３）百万円未満を切り捨てて記載しています。 

（注４）小数点第２位を四捨五入しています。 

  

(2）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

 該当事項はありません。 

  

②【投資不動産物件】 

 該当事項はありません。なお、投資資産のうち、取得済資産である信託受益権については、後記「③そ

の他投資資産の主要なもの」をご参照下さい。 

  

  

  資産の種類 用途 
地域
（注１） 

保有総額
(注２)(注３) 
（百万円） 

資産総額に対する比率
（注４） 
（％） 

      首都圏主要都市 6,574 77.4

  不動産信託受益権 賃貸住宅 政令指定都市 1,296 15.3

      地方主要都市 142 1.7

  小計 8,013 94.4

  現金・その他の資産 471 5.6

  資産総額計 8,484 100.0

        
金額
（注３） 
（百万円) 

対総資産比率 
（注４） 
（％） 

  負債総額     4,134 48.7

  純資産総額     4,350 51.3



③【その他投資資産の主要なもの】 

イ．取得済資産の個別概要 

 本投資法人の取得済資産である信託受益権の個別の概要の詳細は以下のとおりです。 

 なお、本投資法人の取得済資産である信託受益権にかかる信託不動産の評価方法等及び投資比率につ

いては、前記「２投資方針 (2) 投資対象 ⑤ポートフォリオ全体の概要 イ．信託不動産の概要 

ｂ. 信託不動産の明細②」の記載をご参照下さい。 

 また、総賃料収入、総賃貸面積及び総賃貸可能面積については、前記「２投資方針 (2) 投資対象 

⑤ポートフォリオ全体の概要 イ. 信託不動産の概要 ｅ. 賃貸借の状況」の記載を、稼働率の状況に

ついては前記「２ 投資方針 (2) 投資対象 ⑤ポートフォリオ全体の概要 ハ. 主要なテナントの概

要及びテナントの全体概要 ｃ. 稼働率の推移」の記載をご参照下さい。 

 さらに、主要な不動産については、前記「２ 投資方針 (2) 投資対象 ⑤ポートフォリオ全体の概

要 イ. 信託不動産の概要 ｅ. 賃貸借の状況」の記載を、主要なテナントについては前記「２ 投資

方針 (2) 投資対象 ⑤ポートフォリオ全体の概要 ハ. 主要なテナントの概要及びテナントの全体概

要 ａ. 主要なテナントの一覧」の記載をそれぞれご参照下さい。 

  

  １．「特定資産の種類」の記載について 

  ・ 「特定資産の種類」には、特定資産としての信託受益権、不動産等の種別を記載しています。 

    

  ２．「取得価格」の記載について 

  ・ 「取得価格」には、当該投資資産の取得に要する諸費用（不動産売買媒介手数料等）を含まない金額（停止条件付信託

受益権売買契約書等に記載された売買価格）を記載しています。 

    

  ３．「鑑定評価額」の記載について 

  ・ 「鑑定評価額」は、不動産鑑定評価基準等に基づき、原則として、ＤＣＦ法による収益価格を標準とし、直接還元法に

よる収益価格等による検証を行い決定された価格です。 

    

  ４．「直接還元価格」の記載について 

  ・ 「直接還元価格」とは、一期間の純収益を還元利回りによって還元して収益価格を試算する手法により求められた価格

です。 

    

  ５．「ＤＣＦ価格」の記載について 

  ・ 「ＤＣＦ価格」とは、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格をその発生時期に応じて現在価値に割り引

き、それぞれを合計して収益価格を試算する手法により求められた価格です。 

    

  ６．「貸借対照表計上額」の記載について 

  ・ 「貸借対照表計上額」は、平成18年４月30日現在の減価償却後の帳簿価額を記載しています。なお、第２期取得済資産

については、平成18年４月30日時点では貸借対照表に計上されていないため、記載しておりません。 

    

  ７．「物件概要」の記載について 

  ・ 「地積」、「延床面積」、「構造」及び「建築時期」には、不動産登記簿謄本に記載された事項を記載しています。 

  ・ 「用途地域」には、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類を記載しています。 

    

  ８．「賃貸戸数」の記載について 

  ・ 「賃貸戸数」には、平成18年７月31日現在、マスターリース種別が「パス・スルー」型の場合には、エンドテナントに

対して賃貸している戸数を、また、マスターリース種別が「パス・スルー及び固定賃料」型の場合には、賃料保証対象

となっている戸数を記載しています。 

    

  ９．「総賃貸可能面積」の記載について 

  ・ 「総賃貸可能面積」には、住宅、事務所及び店舗の用途に賃貸が可能な面積（共用部分は含みません。）を記載してい

ます。 

    

  10.「特記事項」の記載について 

  ・ 原則として平成18年７月31日現在の(1) 当該投資資産に付着しているテナント以外の第三者の権利及びかかる権利に基

づく制限等、(2) 当該投資資産に関する行政法規における制限等を記載していますが、平成18年７月31日以降本書の日

付現在に至るまでに対象事項の事実関係について変動がある場合には、当該変動後の事実関係に基づき記載していま



 

す。 

    

  11.「地域・物件特性」の記載について 

  ・ 投資資産について作成されたマーケットレポート等に記載されている内容に基づき記載しています。 



ａ．第１期取得済資産の概要 

 本投資法人が平成17年12月１日に取得した各信託受益権の個別の概要は以下のとおりです。 

  

  

  

 

物件番号： C－1 物件名称：第１パークハウス 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 1,076,000,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 1,072,000,000 直接還元価格（円） 1,080,000,000 

DCF価格（円） 1,072,000,000 貸借対照表計上額（円） 1,111,175,652 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 千葉県市川市新田二丁目33番17号       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 2,057㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

ルーフィング葺７階建 

建蔽率 60％ 延床面積 3,573.96㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成９年４月１日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 49（50）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 37（41）台 

    総賃貸可能面積 3,322.17㎡ 

特記事項       

１. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

地域・物件特性 

本物件は、ＪＲ総武線「市川」駅から徒歩７分の距離にありながら、閑静な住宅地域内に所在しています。本物件の後背地では、良質な住宅

開発が行われており、本物件周辺エリアは沿線賃貸住宅市場において相対的に選好性の高い地域です。本物件は３LDK～４DKと広めの間取りの

ファミリータイプマンションであり、家賃負担能力の高い需要者層を見込むことが可能な物件となっています。 



  

  

 

物件番号： C－2 物件名称：αネクスト東陽町第１ 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 646,700,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 702,600,000 直接還元価格（円） 735,300,000 

DCF価格（円） 702,600,000 貸借対照表計上額（円） 668,140,926 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅・マンスリーマンション 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都江東区南砂二丁目１番７号       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 330.58㎡ 用途 共同住宅・店舗・駐車場 

用途地域 準住居地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

９階建 

建蔽率 70％ 延床面積 1,432.32㎡ 

容積率 400％ 建築時期 平成15年１月31日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 45（45）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 5（5）台 

    総賃貸可能面積 1,085.56㎡ 

特記事項       

１. 建蔽率について、本物件の所在地が準住居地域内に属するため本来60％であるところ、防火地域における耐火建築物による緩和により、

適用建蔽率は70％となっています。 

２. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

信託不動産本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違

法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

３. 本物件に設置されている看板が北側道路上空に越境しています。 

４. 本物件は、住宅43室と駐車場５台を「固定賃料」型のマスターリースを締結しておりますが、上記に記載している住宅及び駐車場の台数

は、テナントの数ではなく、物理的な戸数／台数を示しています。 

地域・物件特性 

本物件は、東京メトロ東西線「東陽町」駅から徒歩２分に位置し、永代通り沿いの住居地域内に所在しています。周辺エリアはマンションの

建設とともに商業ビルの建設も相次いでおり、生活利便性が高くなっています。「東陽町」駅は東西線の利用により「日本橋」駅まで７分で

アクセスが可能であり、都心接近性を重視する単身者に対する訴求力が高くなっています。特に本物件は、賃貸住宅として選好性の高い築浅

物件であることから、今後も競争力を有する物件となっています。 



  

 

物件番号： C－3 物件名称：αネクスト葛西 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 688,700,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 688,100,000 直接還元価格（円） 716,700,000 

DCF価格（円） 688,100,000 貸借対照表計上額（円） 712,788,645 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都江戸川区中葛西五丁目41番６号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 525.85㎡ 用途 共同住宅・駐輪場 

用途地域 商業地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

10階建 

建蔽率 100％ 延床面積 1,700.67㎡ 

容積率 500％ 建築時期 平成15年３月１日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 57（57）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 0（0）台 

    総賃貸可能面積 1,243.80㎡ 

特記事項       

１. 建蔽率について、本物件の所在地が商業地域に属するため本来80％であるところ、防火地域における耐火建築物による緩和により、適用

建蔽率は100％となっています。 

２. 信託不動産本物件の土地敷地は「葛西土地区画整理事業」の施行地区内に所在し、仮換地の指定がされています。換地処分は平成19年３

月に予定されており、清算金については未定となっています。地積は、従前地の面積を記載しています。 

地域・物件特性 

本物件は、東京メトロ東西線「葛西」駅から徒歩３分に位置し、駅前から続く商業地域内に所在しています。「葛西」駅は東京メトロ東西線

の利用により「日本橋」駅まで15分でのアクセスが可能で、都心近接性及び利便性を志向する若年層を中心にニーズの高い地域です。本物件

は、立地の優位性を活かしてワンルームの学生寮として利用されており、入居者ニーズに適合した物件となっています。さらに、賃貸住宅と

してニーズの高い築浅物件であるので高位の競争力を有する物件となっています。 

物件番号： C－4 物件名称：プレイス三軒茶屋 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 555,900,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 540,300,000 直接還元価格（円） 571,300,000 

DCF価格（円） 540,300,000 貸借対照表計上額（円） 571,503,871 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都世田谷区三軒茶屋二丁目41番１号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 448.91㎡ 用途 共同住宅・店舗 

用途地域 第一種住居地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付６階建 

建蔽率 70％ 延床面積 1,230.60㎡ 

容積率 300％ 建築時期 平成２年６月29日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 9（9）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 7（8）台 

    総賃貸可能面積 1,016.75㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は70％となっています。 

２. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

地域・物件特性 

本物件は東急田園都市線「三軒茶屋」駅から徒歩10分に位置し、幹線道路に近い住宅地域内に所在しています。周辺エリアは商業施設が至近

なため生活利便性が高く、都心近接性・利便性を志向する都心通勤者や富裕層等への訴求力が高いエリアです。２LDK～３LDKの広めの間取り

を有し、家賃負担能力の高い需要者層を見込むことが可能な物件となっています。 



  

 

物件番号： C－5 物件名称：ガナドール瑞江 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 602,600,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 603,300,000 直接還元価格（円） 624,900,000 

DCF価格（円） 603,300,000 貸借対照表計上額（円） 622,371,259 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都江戸川区南篠崎町三丁目24番10号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 1,146.00㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種住居地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

６階建 

建蔽率 70％ 延床面積 2,704.48㎡ 

容積率 300％ 建築時期 平成３年６月20日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 27（28）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 18（22）台 

    総賃貸可能面積 2,076.68㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は70％となっています。 

地域・物件特性 

本物件は、都営地下鉄新宿線「瑞江」駅から徒歩５分に位置し、閑静な住宅地域内に所在しています。周辺エリアは低層戸建住宅が多く、学

校施設や公園施設が充実しており、ファミリー世帯への訴求力の高い良好な居住環境を有しています。さらに「瑞江」駅は都営新宿線の利用

により「新宿」駅まで35分でアクセスが可能であるために都心へのベッドタウンとして発展しています。本物件は地域の需要特性に適合し

た、３LDKと広めの間取りを有するファミリー層向けとなっており、今後も高い競争力を維持できる物件となっています。 

物件番号： C－6 物件名称：リバーサイドヨロズヤ 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 419,900,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 398,300,000 直接還元価格（円） 414,700,000 

DCF価格（円） 398,300,000 貸借対照表計上額（円） 436,890,216 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 千葉県船橋市宮本一丁目22番13号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 344.92㎡ 用途 共同住宅・店舗・事務所 

用途地域 商業地域 構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造陸

屋根10階建 

建蔽率 100％ 延床面積 1,803.60㎡ 

容積率 596％ ①600％ ②400％ 建築時期 平成３年６月24日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 30（31）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 1（1）台 

    総賃貸可能面積 1,673.19㎡ 

特記事項       

１. 建蔽率について、本物件の所在地が商業地域に属するため本来80％であるところ、防火地域における耐火建築物による緩和により、適用

建蔽率は100％となっています。 

２. 容積率について、本物件の土地敷地のうち南側の都市計画道路3．4．18（宮本 本町線）の計画線を起点として、25ｍまでの範囲は

600％、25ｍを超える範囲は400％となっており、面積割合に応じて加重平均された数値が適用されます。 

地域・物件特性 

本物件は、ＪＲ総武線「船橋」駅から徒歩12分、京成線「京成船橋」駅徒歩10分に位置し、古くからの商店街に所在しています。周辺エリア

は路線商業・事業所混在エリアに属しており生活利便性も比較的良好であり、低層店舗・事業所ビルや低層を店舗とした店舗併用賃貸住宅が

数多く存在しています。本物件も１～３階は商業テナント（４戸）を、４階以上には２DKの住宅を配置し、地域需要に適合した物件となって

います。 



  

  

  

 

物件番号： C－7 物件名称：ベイグランデ南葛西 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 303,500,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 276,900,000 直接還元価格（円） 286,500,000 

DCF価格（円） 276,900,000 貸借対照表計上額（円） 315,808,119 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都江戸川区南葛西六丁目２番26号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 626.10㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種住居地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

６階建 

建蔽率 60％ 延床面積 1,500.35㎡ 

容積率 300％ 建築時期 平成５年３月12日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 13（16）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 6（7）台 

    総賃貸可能面積 1,045.28㎡ 

特記事項       

１. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

地域・物件特性 

本物件は、ＪＲ京葉線「葛西臨海公園」駅から徒歩18分に位置し、閑静な住宅地域内に所在しています。周辺エリアは葛西臨海公園、なぎさ

公園、南葛西公園等の大規模な公園があり、さらに旧江戸川にも近く水と緑に恵まれた良好な居住環境を有しています。また「葛西臨海公

園」駅は京葉線の利用により「東京」駅まで13分でのアクセスが可能であり交通利便性は比較的良好となっています。本物件は周辺環境や２

LDK～３LDKと広めの間取りと相まって生活環境を重視するファミリー層への訴求力が高い物件となっています。 

物件番号： C－8 物件名称：αネクストせんげん台第３ 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 259,200,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 236,400,000 直接還元価格（円） 231,700,000 

DCF価格（円） 236,400,000 貸借対照表計上額（円） 270,876,026 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 埼玉県越谷市千間台西二丁目12番７号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 746.00㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

５階建 

建蔽率 60％ 延床面積 1,446.83㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成３年５月31日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 43（43）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 9（10）台 

    総賃貸可能面積 1,344.74㎡ 

特記事項       

該当事項はありません。 

地域・物件特性 

本物件は、東武伊勢崎線「せんげん台」駅から徒歩５分に位置し、区画整理済みの区域内の住宅地域に所在しています。「せんげん台」駅周

辺エリアは、同路線の周辺地域に比べて相対的に企業や商業施設が集積したエリアとなっています。また、本物件の所在する「西大袋地エリ

ア」は区画整理中となっており、行政・商業・業務・文化等の機能を持った市街地の計画が進んでいることから、引続き生活利便性の向上が

見込まれ、今後も同路線の近接の各駅との比較において高い人気を維持することができるエリアとなっています。加えて本物件は、１Kの間取

りながら33㎡と比較的面積が広く、周辺エリアに通勤する単身の社会人に対して訴求力の高い物件となっています。 



  

  

  

 

物件番号： C－9 物件名称：サンハイツ行徳 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 315,600,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 313,900,000 直接還元価格（円） 325,700,000 

DCF価格（円） 313,900,000 貸借対照表計上額（円） 326,759,082 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 千葉県市川市入船８番２号       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 839.00㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

４階建 

建蔽率 60％ 延床面積 1,218.56㎡ 

容積率 200％ 建築時期 昭和63年３月15日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 18（20）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 6（7）台 

    総賃貸可能面積 1,218.56㎡ 

特記事項       

該当事項はありません。 

地域・物件特性 

本物件は、東京メトロ東西線「行徳」駅から徒歩12分に位置し、閑静な住宅地域内に所在しています。本物件から駅までの道沿いには教育機

関・商業施設が充実しており、生活利便性の高いエリアとなっています。また、本物件の所在する入船地区は土地区画整理事業により区画が

整然としており、良好な生活環境となっています。本物件は南向きと日照条件が良好であり、３DKと広めの間取りと相まってファミリー層の

選好性が高い物件となっています。 

物件番号： C－10 物件名称：αネクスト本郷第６ 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 279,300,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 290,400,000 直接還元価格（円） 299,200,000 

DCF価格（円） 290,400,000 貸借対照表計上額（円） 290,854,124 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 千葉県千葉市花見川区幕張本郷六丁目２番１号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 587.00㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

４階建 

建蔽率 70％ 延床面積 1,077.89㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成１年２月22日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 33（34）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 1（3）台 

    総賃貸可能面積 963.00㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は70％となっています。 

地域・物件特性 

本物件は、ＪＲ総武線「幕張本郷」駅から徒歩８分に位置し、住宅地域内に所在しています。最寄り駅周辺には商業施設が数多く存在するた

めに、生活利便性が高いエリアとなっています。大手企業が集積する幕張新都心まで京成バスの利用により10分でのアクセスが可能と通勤に

適しており、加えて土地区画整理事業により整然とした街並みになっていることと相まって良好な住宅環境となっています。また、「幕張本

郷」駅はＪＲ総武線の利用により「東京」駅まで31分でのアクセスが可能と交通利便性が高く東京に勤務先のある単身者の需要も見込め、ワ

ンルームマンションである本物件は市場に適合した物件となっているため、今後も安定した収入が見込めます。 



  

  

  

  

  次へ 

物件番号： C－11 物件名称：ヴィラージュ南行徳 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 287,300,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 275,500,000 直接還元価格（円） 282,600,000 

DCF価格（円） 275,500,000 貸借対照表計上額（円） 298,152,443 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 千葉県市川市福栄三丁目12番10号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 531.82㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第二種中高層住居専用地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付４階建 

建蔽率 60％ 延床面積 911.24㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成２年２月６日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 21（26）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 4（6）台 

    総賃貸可能面積 838.95㎡ 

特記事項       

該当事項はありません。 

地域・物件特性 

本物件は、東京メトロ東西線「南行徳」駅から徒歩10分に位置し、住宅地域内に所在しています。「南行徳」駅は東京メトロ東西線の利用に

より「日本橋」駅まで18分でのアクセスが可能であり、都心への交通利便性が高いのに加えて、同水準の交通利便性を有したほかのエリアと

比べて相対的に賃料水準が低いため、単身者に対して賃貸住宅として人気の高いエリアとなっています。本物件は地域の需要特性に適合した

１R～２DKと幅広い間取りを有しており、清潔なイメージを与える建物外観や良好な日照条件と相まって、今後も安定的な収益を確保できる物

件となっています。 

物件番号： C－12 物件名称：スカイホーム本郷 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 223,400,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 224,400,000 直接還元価格（円） 228,100,000 

DCF価格（円） 224,400,000 貸借対照表計上額（円） 231,197,569 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 千葉県千葉市花見川区幕張本郷五丁目19番13号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 930.05㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 構造 鉄骨造陸屋根４階建 

建蔽率 60％ 延床面積 1,374.99㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成１年９月24日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 20（22）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 9（10）台 

    総賃貸可能面積 1,104.84㎡ 

特記事項       

該当事項はありません。 

地域・物件特性 

本物件は、ＪＲ総武線「幕張本郷」駅から徒歩10分に位置し、住宅地域内に所在しています。周辺エリアは低層戸建住宅が多く、生活環境は

良好であり、さらに「幕張本郷」駅はＪＲ総武線の利用により「東京」駅まで31分、「千葉」駅まで12分でのアクセスが可能と、東京都心部

と千葉市中心部への交通利便性がともに高く、人気のエリアとなっています。また本物件は２LDK～３DKと広めの間取りを有しており東京都心

部、千葉市、船橋市エリア内に勤務先のあるファミリー層に対して訴求力の高い物件となっています。 



  

  

  

 

物件番号： C－13 物件名称：フィエルテ東川口 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 206,500,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 192,300,000 直接還元価格（円） 198,200,000 

DCF価格（円） 192,300,000 貸借対照表計上額（円） 215,348,482 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 埼玉県川口市戸塚東一丁目23番19号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 794.25㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種住居地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

３階建 

建蔽率 70％ 延床面積 917.32㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成５年３月15日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 30（30）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 10（14）台 

    総賃貸可能面積 648.11㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は70％となっています。 

地域・物件特性 

本物件は、埼玉高速鉄道、ＪＲ武蔵野線「東川口」駅から徒歩９分に位置し、閑静な住宅地域に所在しており、居住性の高い立地となってい

ます。駅周辺には、各種商業施設が出店しているため生活利便性も高くなっています。「東川口」駅周辺の住宅地は住環境重視の選別志向が

強く、従来から人気が高い上に、埼玉高速鉄道の開通により都心へのアクセスが大幅に向上し通勤・通学に適しているために、交通利便性重

視の単身者への訴求力の高いエリアとなっています。本物件は１Kを中心とした間取りであり地域需要に適合していることから、今後も高い競

争力を維持できる物件となっています。 

物件番号： C－14 物件名称：αネクスト船堀第４ 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 226,100,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 200,300,000 直接還元価格（円） 207,500,000 

DCF価格（円） 200,300,000 貸借対照表計上額（円） 234,455,116 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都江戸川区船堀五丁目５番16号       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 314.04㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 準工業地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

４階建 

建蔽率 60％ 延床面積 627.92㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成３年10月11日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 24（24）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 1（1）台 

    総賃貸可能面積 479.52㎡ 

特記事項       

１. 本物件の敷地は「東京都江戸川区春江付近」の土地区画整理施行地区内に所在しています。 

地域・物件特性 

本物件は、都営地下鉄新宿線「船堀」駅から徒歩７分に位置し、中小工場と住宅が混在している地域内に所在しています。用途地域上は準工

業地域となっていますが、「船堀」駅は都営地下鉄新宿線の利用により「新宿」駅まで22分でのアクセスが可能で、都心への交通利便性も高

く通勤・通学に適しているために単身者の需要が見込めます。本物件の間取りは１Kの単身者向けマンションとなっており、地域の需要特性に

適合していることから今後も安定した収益が見込める物件となっています。 



  

  

  

  

  次へ 

物件番号： C－15 物件名称：ライフステージゴールド 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 169,400,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 173,200,000 直接還元価格（円） 178,400,000 

DCF価格（円） 173,200,000 貸借対照表計上額（円） 176,519,482 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都足立区入谷二丁目16番６号       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 920.00㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 ①第一種住居地域、②第一種中高層

住居専用地域 
構造 鉄骨造陸屋根３階建 

建蔽率 60％ 延床面積 929.34㎡ 

容積率 258％ ①300％ ②200％ 建築時期 平成６年３月10日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 14（15）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 9（10）台 

    総賃貸可能面積 860.55㎡ 

特記事項       

１. 容積率について、本物件の土地敷地のうち第１種住居地域の部分は300％、第１種中高層住居専用地域の部分は200％となっており、面積

割合に応じて加重平均された数値が適用されます。 

地域・物件特性 

本物件は東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅からバス利用により11分に位置し、閑静な住宅地域内に所在しています。周辺には「入谷中央公園」や

「入谷中学校」があり生活環境は良好となっています。本物件は首都高速川口線の足立入谷ＩＣまで約300ｍの立地で、駐車場も戸数に対して

３分の２用意されており、自動車の利便性に配慮されています。そのため、２LDK～３DKの間取りと相まって、安定的なファミリー層の需要が

見込める物件となっています。 

物件番号： C－16 物件名称：αネクストせんげん台第２二番館 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 86,700,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 87,800,000 直接還元価格（円） 89,600,000 

DCF価格（円） 87,800,000 貸借対照表計上額（円） 92,073,645 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 埼玉県越谷市千間台西五丁目７番６号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 490.69㎡ 用途 共同住宅・車庫 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 構造 鉄骨造陸屋根３階建 

建蔽率 60％ 延床面積 716.02㎡ 

容積率 150％ 建築時期 平成３年４月３日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 11（12）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 4（4）台 

    総賃貸可能面積 695.81㎡ 

特記事項       

１. 千間台西五丁目地区計画により容積率の最高限度は150％です。 

地域・物件特性 

本物件は、東武伊勢崎線「せんげん台」駅から徒歩15分に位置し、閑静な住宅地域内に所在しています。「せんげん台」駅周辺エリアは、同

路線の周辺地域に比べて相対的に企業や商業施設が集積したエリアとなっています。本物件は２LDK～３LDKと広めの間取りを有するファミリ

ー向けマンションであり、周辺には競合となるファミリー向け賃貸住宅が少なく、近隣地域へ通勤するファミリー層に対する訴求力が高いた

め、今後も安定した収益が見込める物件となっています。 



  

  

 

物件番号： G－1 物件名称：αネクスト本通 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 386,000,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 376,500,000 直接還元価格（円） 381,400,000 

DCF価格（円） 376,500,000 貸借対照表計上額（円） 403,802,629 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 北海道札幌市白石区本通十八丁目南３番１号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 1,571.00㎡ 用途 共同住宅・事務所 

用途地域 近隣商業地域 構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造陸

屋根10階建 

建蔽率 90％ 延床面積 3,126.08㎡ 

容積率 300％ 建築時期 平成１年３月14日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 62（67）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 35（37）台 

    総賃貸可能面積 2,624.93㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来80％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は90％となっています。 

２. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

信託不動産本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違

法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

３. 本物件の１階に、テナントによりコンテナが設置されています。 

地域・物件特性 

本物件は、札幌市営地下鉄東西線「南郷18丁目」駅から徒歩４分に位置し、駅を中心に形成された商業地域の外縁部に所在しています。駅か

ら北方に伸びる清田通沿いに低層住居・営業所・事業所等が建ち並び、マンションや一般住宅も混在する路線商業地域が形成されています。

また、近隣に「大谷地小学校」等教育施設が充実しており、ファミリー層から支持を得やすい住環境の物件となっています。 

物件番号： G－2 物件名称：αネクスト札幌第17 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 233,700,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 224,300,000 直接還元価格（円） 232,800,000 

DCF価格（円） 224,300,000 貸借対照表計上額（円） 246,323,639 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 北海道札幌市東区北十六条東十五丁目３番20号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 478.04㎡ 用途 共同住宅・店舗 

用途地域 近隣商業地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

７階建 

建蔽率 80％ 延床面積 1,420.16㎡ 

容積率 300％ 建築時期 平成２年10月23日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 28（34）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 5（5）台 

    総賃貸可能面積 1,183.47㎡ 

特記事項       

１. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

信託不動産本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違

法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

地域・物件特性 

本物件は、札幌市営地下鉄東豊線「環状通東」駅から徒歩１分に位置し、東十五丁目屯田通沿いの路線商業地域内に所在しています。周辺に

はスーパーマーケット等の生活利便施設が数多くあり、生活利便性は高くなっています。また「環状通東」駅は札幌市営地下鉄東豊線の利用

により「札幌」駅まで５分でのアクセスが可能で、交通利便性も高く、都心近接性を重視する単身者への訴求力が高い物件となっています。 



  

  

  

物件番号： G－3 物件名称：αネクスト札幌第18 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 204,900,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 187,900,000 直接還元価格（円） 187,800,000 

DCF価格（円） 187,900,000 貸借対照表計上額（円） 216,491,970 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 北海道札幌市西区山の手三条四丁目１番29号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 814.64㎡ 用途 共同住宅・店舗 

用途地域 
①近隣商業地域、②第一種中高層住

居専用地域 
構造 

鉄筋コンクリート・鉄骨鉄

筋コンクリート造陸屋根10

階建 

建蔽率 72％（①80％、②60％） 延床面積 1,601.17㎡ 

容積率 200％（①、②共通） 建築時期 平成３年10月21日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 26（28）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 15（16）台 

    総賃貸可能面積 1,453.27㎡ 

特記事項       

１. 建蔽率について、本物件の土地敷地のうち近隣商業地域の部分は80％、第１種中高層住居専用地域の部分は60％となっており、面積割合

に応じて加重平均された数値が適用されます。 

２. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

地域・物件特性 

本物件は、札幌市営地下鉄東西線「琴似」駅から徒歩11分に位置し、路線商業地域内に所在しています。駅から続く主要幹線道路には商業施

設が多く、生活利便性が高くなっています。本物件のある「山の手」地区は札幌市の中でも有数の高級住宅地としての位置付けがなされてお

り、落ち着いた低層住宅地を形成しております。本物件は、１LDK・２LDK・３LDKと多様な間取りで構成され、快適性を重視するファミリー・

DINKS世帯への訴求力が高く、安定的な稼働率の維持を見込める物件となっています。 

物件番号： G－4 物件名称：αネクスト元町 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 148,700,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 140,400,000 直接還元価格（円） 145,700,000 

DCF価格（円） 140,400,000 貸借対照表計上額（円） 158,406,386 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 北海道札幌市東区北二十二条東十六丁目１番33号   

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 431.42㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 近隣商業地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

８階建 

建蔽率 80％ 延床面積 1,468.81㎡ 

容積率 300％ 建築時期 平成３年２月20日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 30（35）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 9（9）台 

    総賃貸可能面積 1,120.81㎡ 

特記事項       

１. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

信託不動産本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違

法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

地域・物件特性 

本物件は、札幌市営地下鉄東豊線「元町」駅から徒歩３分に位置し、閑静な住宅地域内に所在しています。「元町」駅は札幌市営地下鉄東豊

線の利用により「札幌」駅まで８分でのアクセス可能と交通利便性は良好で、都市近接性を重視する単身層に対して訴求力の高いエリアとな

っています。本物件は１K～２DKの間取りで構成され、地域需要に適合していることから、今後も高い稼働率の維持が見込める物件となってい

ます。 



  次へ 



  

  

  

 

物件番号： G－5 物件名称：αネクスト札幌第４ 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 85,500,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 99,200,000 直接還元価格（円） 103,000,000 

DCF価格（円） 99,200,000 貸借対照表計上額（円） 92,459,787 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 北海道札幌市東区北二十条東十九丁目１番17号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 480.20㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 
①第二種中高層住居専用地域、 

②準住居地域 

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根

５階建 

建蔽率 60％ 延床面積 960.34㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成２年12月11日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 14（19）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 5（6）台 

    総賃貸可能面積 907.29㎡ 

特記事項       

該当事項はありません。 

地域・物件特性 

本物件は、札幌市営地下鉄東豊線「元町」駅から徒歩15分に位置し、閑静な住宅地域内に所在しています。周辺エリアはスーパーマーケット

等の生活利便施設が数多くあり、生活利便性を重視するファミリー層に対する訴求力が高いエリアとなっています。また、本物件は清潔なイ

メージを与える建物外観や良好な日照条件と相まって、比較的高い競争力を有し、今後も安定的な収益の確保が見込める物件となっていま

す。 

物件番号： G－6 物件名称：αネクスト福岡第２ 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 85,000,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 83,000,000 直接還元価格（円） 87,700,000 

DCF価格（円） 83,000,000 貸借対照表計上額（円） 91,222,810 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 福岡県福岡市東区箱崎四丁目28番18号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 234.00㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 準工業地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

４階建 

建蔽率 60％ 延床面積 450.80㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成３年７月30日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 16（19）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 0（0）台 

    総賃貸可能面積 415.30㎡ 

特記事項       

該当事項はありません。 

地域・物件特性 

本物件は、福岡市営地下鉄箱崎線「箱崎宮前」駅から徒歩７分に位置し、住宅地域に所在しています。周辺エリアは九州大学箱崎キャンパス

に近いことから賃貸住宅やアパートの土地利用が目立っています。本物件から、徒歩５分程度の国道沿いにはロードサイドの物販・サービス

業等の店舗が集積しているため、生活利便性が高く、大学生等単身者の需要が見込める物件となっています。 



  

  

  

  

  次へ 

物件番号： G－7 物件名称：αネクスト福岡第１ 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 81,300,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 76,700,000 直接還元価格（円） 80,200,000 

DCF価格（円） 76,700,000 貸借対照表計上額（円） 87,741,602 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 福岡県福岡市東区箱崎四丁目28番13号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 234.00㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 準工業地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

４階建 

建蔽率 60％ 延床面積 425.94㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成３年５月１日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 16（19）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 0（0）台 

    総賃貸可能面積 411.50㎡ 

特記事項       

１. 南側の電柱支線が信託不動産に越境しています。 

地域・物件特性 

本物件は、福岡市営地下鉄箱崎線「箱崎宮前」駅から徒歩７分に位置し、住宅地域に所在しています。周辺エリアは九州大学箱崎キャンパス

に近いことから賃貸住宅やアパートの土地利用が目立っています。本物件から、徒歩５分程度の国道沿いにはロードサイドの物販・サービス

業等の店舗が集積しているため、生活利便性が高く、大学生等単身者の需要が見込める物件となっています。 

物件番号： R－1 物件名称：αネクスト松山第３ 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 77,900,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 93,300,000 直接還元価格（円） 98,000,000 

DCF価格（円） 93,300,000 貸借対照表計上額（円） 84,021,384 

投資エリア 地方主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 愛媛県松山市樽味四丁目７番26号       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 453.08㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種住居地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

５階建 

建蔽率 60％ 延床面積 691.86㎡ 

容積率 160％ 建築時期 平成３年８月31日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 16（17）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 7（8）台 

    総賃貸可能面積 695.06㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の容積率は200％ですが、前面道路の幅員により160％となっております。 

地域・物件特性 

本物件は、ＪＲ線「松山市」駅からバス利用により約18分に位置し、低層住宅地域内に所在しています。本物件の周辺に位置する石手川南側

のエリアは、古くからの低層住宅が多く、閑静な住宅街を形成しています。一方、石手川北側のエリアは、幹線道路「東部環状線」が開通し

たことにより、沿道に店舗、事務所、給油所、ファミリーレストラン等の商業施設が多数進出しているために生活利便性が高まっています。

本物件は、周辺の競合マンションと比較しても、生活利便性、住環境等の面で相対的に高い競争力を有しており、今後も安定した収益が見込

める物件となっています。 



  

  

  次へ 

物件番号： R－2 物件名称：αネクスト東大畑 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 53,100,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月30日     

鑑定評価額（円） 51,600,000 直接還元価格（円） 54,100,000 

DCF価格（円） 51,600,000 貸借対照表計上額（円） 58,086,670 

投資エリア 地方主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 新潟県新潟市東大畑通一番町662番地１     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 212.49㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第二種中高層住居専用地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

４階建 

建蔽率 70％ 延床面積 400.06㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成３年11月27日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 8（9）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 4（4）台 

    総賃貸可能面積 296.61㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は70％となっています。 

地域・物件特性 

本物件は、ＪＲ線「新潟」駅からバスで10分に位置し、新潟市内では一般に高級住宅街と認知されるエリアに所在しています。本物件に近い

「古町」エリアは三越等のデパートや超高層ビル「ＮＥＸＴ21」等の商業施設や居酒屋・飲食店・サービス業も数多く集積しており、新潟県

内では最大級規模の繁華街を形成しています。本物件は立地の優位性に加えて、周辺物件と比べても比較的清潔なイメージを与える建物外観

であり、今後も高い競争力を維持し、安定的な収益の確保が見込める物件となっています。 



ｂ．第２期取得済資産の概要 

 本投資法人が平成18年５月２日（第２期中）に取得した信託受益権の個別の概要は以下のとおりで

す。 

  

 

物件番号： C－17 物件名称：プロシード松濤 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 937,400,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年２月28日     

鑑定評価額（円） 937,400,000 直接還元価格（円） 989,800,000 

DCF価格（円） 937,400,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都渋谷区松濤二丁目３番11号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 236.62㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第二種住居地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

12階建 

建蔽率 70％ 延床面積 978.24㎡ 

容積率 400％ 建築時期 平成17年11月18日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 40（40）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 3（6）台 

    総賃貸可能面積 890.22㎡ 

特記事項       

１. 建蔽率について、本物件の所在地が第二種住居地域に属するため本来60％であるところ、防火地域における耐火建築物による緩和によ

り、適用建蔽率は70％となっています。 

地域・物件特性 

松濤地区の外縁部、目黒区との区界付近に位置し、京王井の頭線「神泉」から徒歩10分圏にあって、高層の店舗付マンションのほか事業所等

も見られる地域です。山手通りに面しており、閑静な高級住宅地のイメージはありませんが、「神泉」駅から「渋谷」駅までは、一駅である

ことから利便性及び都心部への接近性に優れています。 



  

 

物件番号： C－18 物件名称：プロシード参宮橋 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 497,600,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年２月28日     

鑑定評価額（円） 497,600,000 直接還元価格（円） 514,200,000 

DCF価格（円） 497,600,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都渋谷区代々木三丁目57番10号       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 221.93㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第二種中高層住居専用地 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

７階建 

建蔽率 70％ 延床面積 605.19㎡ 

容積率 300％ 建築時期 平成17年７月22日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 25（26）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 0（0）台 

    総賃貸可能面積 527.88㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、角地による緩和により、適用建蔽率は70％となっています。 

地域・物件特性 

小田急小田原線「参宮橋」駅周辺は、飲食・小売店舗からなる小規模な商店街が形成されており、明治神宮へと続く広幅員の西参道沿いには

事務所ビルも見られますが、その他の地域にあっては、戸建住宅や中層共同住宅からなる住宅地となっています。対象近隣地域は、明治神宮

の北端部を走る首都高速４号新宿線沿いにあって、北方緩傾斜となっており、中層共同住宅の中に戸建住宅も見られる地域です。上記首都高

は、対象地前面では高架となっておらず、視認性を阻害する要因とはなっておりません。 

物件番号： C－19 物件名称：パレス浦安 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 431,400,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年２月１日     

鑑定評価額（円） 431,400,000 直接還元価格（円） 435,800,000 

DCF価格（円） 431,400,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 千葉県浦安市富士見一丁目２番１号       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 1,067.00㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種中高層住宅専用地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

５階建 

建蔽率 70％ 延床面積 1,957.08㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成４年６月４日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 21（21）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 7（8）台 

    総賃貸可能面積 1,786.58㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は70％となっています。 

２. 北側市道から東側市道へ東京電力の電線が越境しています。 

３. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

４. 平成12年の建築基準法の改正で高さ１ｍを超える階段には手摺を設けることとなっており、本物件の外部階段には手摺がないため、既存

不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

地域・物件特性 

対象地近隣は、住宅地域で、戸建住宅、アパート、マンション等が建ち並ぶ土地利用形態となっています。中でも中規模程度の賃貸マンショ

ンが多く見られますが、これは東西線沿線が通勤利便性並びに生活利便性が良好であるため、従来から住宅需要が旺盛で、とくに若年層に人

気が高いエリアであることを反映しています。 



  

  

  

  次へ 

物件番号： C－20 物件名称：ワコーレ新小岩Ⅱ 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 465,200,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年２月１日     

鑑定評価額（円） 465,200,000 直接還元価格（円） 478,800,000 

DCF価格（円） 465,200,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都江戸川区松島二丁目31番４号       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 600.33㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種住居地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

７階建 

建蔽率 70％ 延床面積 1,772.07㎡ 

容積率 300％ 建築時期 平成３年３月15日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 23（27）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 5（9）台 

    総賃貸可能面積 1,629.07㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来60％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は70％となっています。 

２. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

３. 平成12年の建築基準法の改正で高さ１ｍを超える階段には手摺を設けることとなっており、本物件の外部階段には手摺がないため、既存

不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

地域・物件特性 

近隣地域は荒川・中川の東岸域に位置する古くからの一般住宅地域です。市街地を概観するに、比較的整然とした道路沿いに中小規模の戸建

住宅、中層マンション、アパート等が建ち並ぶ他、一部に事業所も見られる庶民的な街並みが形成されています。又当地域は最寄駅から概ね

徒歩圏内に位置し、さらに東方の表通り（平和橋通り及び千葉街道）沿いには各種店舗、事業所等が連担している他、区役所にも近く、日常

の買回りなど生活利便性にも恵まれています。かかる地域的特性下にあるため、今後も地域の土地利用形態に大きな変容はなく、概ね現状維

持で推移していくものと考えられます。 



  

  

 

物件番号： C－21 物件名称：サンフォレストⅠ 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 383,600,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年２月１日     

鑑定評価額（円） 383,600,000 直接還元価格（円） 391,500,000 

DCF価格（円） 383,600,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 千葉県八千代市緑が丘二丁目９番       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 2,378.67㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種低層住居専用地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

３階建 

建蔽率 60％ 延床面積 1,854.26㎡ 

容積率 100％ 建築時期 平成９年２月12日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 24（27）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 26（32）台 

    総賃貸可能面積 1,805.76㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来50％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は60％となっています。 

２. 平成12年の建築基準法の改正で高さ１ｍを超える階段には手摺を設けることとなっており、本物件の外部階段には手摺がないため、既存

不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

３. 南西側公道沿いに電線が越境しています。 

４. 南東端に交通標識が道路より越境しています。 

地域・物件特性 

対象地の存する近隣地域は、平成８年に開通した東葉高速鉄道の「八千代緑が丘」駅勢圏にあって、土地区画整理事業により誕生した閑静な

住宅地域で、整備された街区に落ち着いた戸建住宅を中心として、共同住宅も見られます。商業環境も整備され、駅前の商業施設イオンやア

ビタの開業により地区住民の生活利便性は飛躍的に向上しました。当該敷地の位置する駅南側は、居住環境の維持には一際工夫がなされてい

て、対象地の接面街路を見ても、２丁目自治会による「グリーンベルト保全協定」により歩車道分離が整然としていて、美観のある街並みが

維持されています。このような地域的特性下にあるため、対象近隣は今後も住環境重視の選別志向による旺盛な住宅需要に支えられ、より熟

成していくものと考えられます。なお、サンフォレストⅡが対象地に隣接しております。 



  

  

 

物件番号： C－22 物件名称：サンフォレストⅡ 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 339,000,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年２月１日     

鑑定評価額（円） 339,000,000 直接還元価格（円） 348,100,000 

DCF価格（円） 339,000,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 千葉県八千代市緑が丘二丁目８番２号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 2,328.81㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種低層住居専用地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

３階建 

建蔽率 60％ 延床面積 1,655.29㎡ 

容積率 100％ 建築時期 平成９年２月12日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 22（24）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 23（31）台 

    総賃貸可能面積 1,605.12㎡ 

特記事項       

１. 本物件の土地敷地の建蔽率は本来50％ですが、角地による緩和により適用建蔽率は60％となっています。 

２. 平成12年の建築基準法の改正で高さ１ｍを超える階段には手摺を設けることとなっており、本物件の外部階段には手摺がないため、既存

不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

３. 北東側公道沿いに電線が越境しています。 

地域・物件特性 

対象地の存する近隣地域は、平成８年に開通した東葉高速鉄道の「八千代緑が丘」駅勢圏にあって、土地区画整理事業により誕生した閑静な

住宅地域で、整備された街区に落ち着いた戸建住宅を中心として、共同住宅も見られます。商業環境も整備され、駅前の商業施設イオンやア

ビタの開業により地区住民の生活利便性は飛躍的に向上しました。当該敷地の位置する駅南側は、居住環境の維持には一際工夫がなされてい

て、対象地の接面街路を見ても、２丁目自治会による「グリーンベルト保全協定」により歩車道分離が整然としていて、美観のある街並みが

維持されています。このような地域的特性下にあるため、対象近隣は今後も住環境重視の選別志向による旺盛な住宅需要に支えられ、より熟

成していくものと考えられます。なお、サンフォレストⅠが対象地に隣接しております。 

物件番号： C－23 物件名称：プロシード都立大学 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 790,400,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月１日     

鑑定評価額（円） 790,400,000 直接還元価格（円） 841,600,000 

DCF価格（円） 790,400,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 首都圏主要都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 東京都目黒区八雲一丁目５番８号       

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 215.01㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 商業地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

11階建 

建蔽率 100％ 延床面積 894.23㎡ 

容積率 400％ 建築時期 平成18年３月13日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 37（37）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 1（2）台 

    総賃貸可能面積 808.65㎡ 

特記事項       

１. 建蔽率について、本物件の所在地が商業地域に属するため本来80％であるところ、防火地域における耐火建築物による緩和により、適用

建蔽率は100％となっています。 

地域・物件特性 

当該近隣地域は、東急東横線「都立大学」駅の西方徒歩５分圏内にあり、目黒通り沿いに中高層のマンションや事務所ビル等が建ち並ぶ地域

です。最寄駅である「都立大学」駅周辺には、多くの飲食店・日用店舗等が立地しているため生活利便性が高く、また、同駅から「渋谷」駅

までは電車で約10分の距離にあるなど都心部への接近性も良好であることから、住宅の人気は高いといえます。なお、目黒通り背後には、中

低層マンションや中小規模の戸建住宅等が建ち並ぶ閑静な住宅街が広がっています。 



  

  

  

  次へ 

物件番号： G－8 物件名称：プロシード太閤通 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 403,400,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月１日     

鑑定評価額（円） 403,400,000 直接還元価格（円） 467,500,000 

DCF価格（円） 403,400,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 愛知県名古屋市中村区太閤通四丁目31番地     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 295.70㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 商業地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

７階建 

建蔽率 100％ 延床面積 1,249.15㎡ 

容積率 400％ 建築時期 平成18年３月15日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 43（44）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 5（6）台 

    総賃貸可能面積 1,101.56㎡ 

特記事項       

１. 建蔽率について、本物件の所在地が商業地域に属するため本来80％であるところ、防火地域における耐火建築物による緩和により、適用

建蔽率は100％となっています。 

地域・物件特性 

近隣地域は、「中村公園」駅西方徒歩約４分圏にあって、低層店舗・事務所、中高層共同住宅等が建ち並ぶ県道名古屋津島線沿いの商業地域

です。当該近隣地域は、県道名古屋津島線と県道名古屋環状線が交差する「太閤通三丁目」交差点の西方300ｍ付近に位置し、背後には戸建住

宅を中心に事務所等も混在する住宅地域が形成されています。幹線道路沿いの商業地域でありますが、当該近隣地域も含め周辺沿道には沿道

型サービス施設の立地は少なく、また名古屋都心への接近性に優れるものの中層以上の事務所ビルも散見される程度で、後背地への物資供給

を主とする小規模店舗がその大半を占めています。特に近年においては、名古屋中心部への接近性に優れており、都市計画法上の指定容積率

も400％で高度利用が可能な地域であることから中高層マンションの混在度が増加する傾向にあります。 



  

  

 

物件番号： G－9 物件名称：コローレ 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 208,500,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年２月１日     

鑑定評価額（円） 208,500,000 直接還元価格（円） 213,600,000 

DCF価格（円） 208,500,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 福岡県福岡市南区大橋三丁目15番５号     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 832.75㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 ①第一種住居地域、②商業地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

５階建 

建蔽率 61.60％ ①60％ ②80％ 延床面積 1,320.46㎡ 

容積率 215.98％ ①200％ ②400％ 建築時期 平成10年２月13日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 14（16）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 14（16）台 

    総賃貸可能面積 1,140.00㎡ 

特記事項       

１. 建蔽率について、本物件の土地敷地のうち、第一種住宅地域の部分は60％、商業地域は80％となっており、面積割合に応じて加重平均さ

れた数値が適用されます。 

２. 容積率について、本物件の土地敷地のうち、第一種住宅地域の部分は200％、商業地域は400％となっており、面積割合に応じて加重平均

された数値が適用されます。 

３. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

４. 平成12年の建築基準法の改正で高さ１ｍを超える階段には手摺を設けることとなっており、本物件の外部階段には手摺がないため、既存

不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

５. 敷地東南側の一部には電柱が越境しています。 

地域・物件特性 

対象地域は「大橋」駅の南東方に位置し、西鉄と併走する県道（福岡筑紫野線）の背後南側に広がる古くからの住宅地域です。地理的には那

珂川野西岸に位置しており、また国道385号に近く、都心への系統性は良好です。対象地近傍にも中層マンションが多く見られますが、これは

都心への接近性と生活利便性重視の選別傾向による需要が高いことが要因として挙げられます。このような地域的特性下にあるため、近隣一

帯が大きく変容することは期待できませんが、堅調な賃貸需要に支えられ、既存の共同住宅は徐々に堅固化と高度利用化への建替えが進むも

のと思われます。 



  

  

 

物件番号： G－10 物件名称：αネクスト那珂川 
特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 150,400,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年２月１日     

鑑定評価額（円） 150,400,000 直接還元価格（円） 155,000,000 

DCF価格（円） 150,400,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 福岡県筑紫郡那珂川町片縄二丁目15番地     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 791.35㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

６階建 

建蔽率 60％ 延床面積 1,502.32㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成２年７月24日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 33（38）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 20（21）台 

    総賃貸可能面積 1,414.96㎡ 

特記事項       

１. 平成12年の建築基準法の改正でエレベーター昇降路の防火区画の取扱いが変更（遮炎・遮煙性能を有する防火設備の設置）されており、

本物件のエレベーターには遮煙性を有する扉が設置されていないため、既存不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではな

く、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

２. 平成12年の建築基準法の改正で高さ１ｍを超える階段には手摺を設けることとなっており、本物件の外部階段には手摺がないため、既存

不適格となっています（なお既存不適格部分は違法ではなく、将来許認可が必要となった際に是正すべきものです。）。 

地域・物件特性 

対象不動産が所在する片縄地区には主要幹線道路として国道385号が福岡市から南下しており、地区内では通称「けやき通り」として沿道に路

線型の商業施設が形成されています。さらに「いちょう通り」、「あかしや通り」、「もみじ通り」等の幹線街路沿いにも商業施設が貼り付

き、駅前商業施設のオープンと相まって地域住民の利便性に寄与してます。こらら幹線街路のうち「けやき通り」の背後東側に展がる区画整

然とした住宅地域です。なお近隣一帯には築年の浅い賃貸マンションが多く目立ちますが、これは都市基盤整備の充実、通勤利便性の向上等

により年々若年人口の流入が続いており、住環境重視の選別志向に加え、都市部に較べて賃料の割安感があること等が若年層に人気が高い要

因と考えられます。 



  

  

  次へ 

物件番号： G－11 物件名称：プロシード穂波町 

特定資産の種類 信託受益権 取得価格（円） 275,000,000 

不動産鑑定評価の価格時点 平成18年４月１日     

鑑定評価額（円） 275,000,000 直接還元価格（円） 279,500,000 

DCF価格（円） 275,000,000 貸借対照表計上額（円） － 

投資エリア 政令指定都市 用途 賃貸住宅 

物件概要       

所在地 住居表示 愛知県名古屋市千種区穂波町三丁目55番地     

土地 

所有形態 所有権 

建物 

所有形態 所有権 

地積 381.19㎡ 用途 共同住宅 

用途地域 第一種住居地域 構造 
鉄筋コンクリート造陸屋根

４階建 

建蔽率 60％ 延床面積 640.46㎡ 

容積率 200％ 建築時期 平成18年３月27日 

信託受託者 株式会社りそな銀行 賃貸戸数（総賃貸可能戸数） 4（10）戸 

PM会社／ML会社 スターツアメニティー株式会社 賃貸駐車場台数（総賃貸可能駐車場台数） 1（8）台 

    総賃貸可能面積 619.68㎡ 

特記事項       

１. 本件敷地は、穂波町建築協定地区（平成８年10月４日認可番号８指令10－７号）に該当し、建築計画をするときには、代表者と事前の協

議を要します。 

地域・物件特性 

対象不動産の属する近隣地域は、地下鉄東山線、名城線「本山」駅、東山線「覚王山」駅からそれぞれ徒歩10分圏にあって、戸建住宅を中心

に３～４階程度の低層共同住宅が混在する住宅地域で、従来より住環境の良好さから選好性の高い地域です。当該近隣地域は、都心の中区に

隣接する千種区にあって古くから閑静な住宅地域として地域特性が形成されており、良好な住環境に加えて地下鉄駅、市バス停留所、小中学

校、各種商業施設等の公共施設、生活利便施設等が充実しており、栄等の都心部まで地下鉄で約10分～15分程度と都心接近性に優れていま

す。また、昨年10月に地下鉄名城線の環状線化に伴う名城線「本山」駅の新設により金山方面及び市北部及び南部へのアクセスが大幅に改善

されました。戸建住宅が中心の地域でありますが、近年では周辺地域にファミリー向けの低層共同住宅の建築も見られる傾向にあります。 



ロ．第１期取得済資産の収支実績 

 本投資法人の第１期末（平成18年４月30日）における第１期取得済資産の賃料事業収入等の実績は以

下のとおりです。 

  

  

 

  ・本投資法人が第１期取得済資産を取得した時点以降平成18年４月30日までの期間にかかる数値を記載しています。なお、物

件に直接帰属しない収支については含めていません。 

  ・金額は、千円未満を切り捨てています。したがって、記載されている金額を足し合わせても合計値は必ずしも一致しませ

ん。 

  ・「賃貸料収入」には、賃料収入（住宅、商業テナント、駐車場）及び共益費が含まれます。 

  ・「その他収入」には、礼金、水道料金（賃貸専有部分）、借主修繕負担金、倉庫・看板使用料及び自動販売機・アンテナ設

置料等が含まれます。 

  ・「物件管理委託費」には、プロパティマネジメント会社との管理委託契約に基づきプロパティマネジメント会社から請求さ

れた管理委託費（賃貸管理及び建物管理費等が含まれます。）を記載しています。 

  ・「公租公課」には、固定資産税、都市計画税等が含まれています。賦課決定がなされた税額のうち各運用期間に支払を行っ

た額を費用計上しています。ただし、取得時における前所有者との間で精算された固定資産税、都市計画税及び償却資産税

相当額は附随費用の一部として不動産等の取得原価に算入されており、賃貸事業費用としては計上されていません。 

  ・「修繕費」については、定期的に発生する性質のものではないので、本投資法人が、今後各物件を長期継続保有する場合に

は、大きく変動する可能性があります。 

  ・「保険料」は、支払保険料を運用期間で按分した金額を計上しています。 

  ・「仲介手数料及び広告費」は、仲介手数料とは入居者決定時に入居募集等受託会社に支払う手数料のことをいい、広告料は

入居募集の際にかかる仲介手数料以外の募集経費のことをいいます。 

  ・「その他賃貸事業費用」には、ケーブルテレビ使用料、通信費、空室電気代、契約更新時の更新手数料等が含まれます。 



  

  

  

  

  次へ 

  物件番号 C－1 C－2 C－3 

  物件名 第１パークハウス αネクスト東陽町第１ αネクスト葛西 

  (A）賃貸事業収入 39,554 19,695 26,253

  賃貸料収入 36,887 19,280 21,358

  その他収入 2,667 414 4,894

  (B）賃貸事業費用 6,375 781 4,668

  物件管理委託費 1,744 93 1,351

  公租公課 1,355 － －

  水道光熱費 353 － 227

  修繕費 691 31 －

  定期保守代金 1,005 63 920

  保険料 264 194 196

  仲介手数料及び広告費 266 － 571

  信託報酬 330 330 330

  その他賃貸事業費用 362 69 1,069

  (C）賃貸事業収支＝(A)－(B) 33,179 18,913 21,584

  (D）減価償却費 5,027 3,503 4,070

  (E）賃貸事業損益＝(C)－(D) 28,151 15,409 17,514

  (F）資本的支出 － － －

  (G）NCF＝(C)－(F) 33,179 18,913 21,584

  物件番号 C－4 C－5 C－6 

  物件名 プレイス三軒茶屋 ガナドール瑞江 リバーサイドヨロズヤ

  (A）賃貸事業収入 17,593 23,736 16,349

  賃貸料収入 16,890 21,624 14,920

  その他収入 703 2,112 1,429

  (B）賃貸事業費用 3,157 3,917 5,802

  物件管理委託費 837 1,014 711

  公租公課 － － 638

  水道光熱費 491 394 555

  修繕費 49 443 2,371

  定期保守代金 938 884 560

  保険料 357 169 180

  仲介手数料及び広告費 － 10 369

  信託報酬 305 330 330

  その他賃貸事業費用 178 668 84

  (C）賃貸事業収支＝(A)－(B) 14,436 19,818 10,547

  (D）減価償却費 1,264 2,196 1,971

  (E）賃貸事業損益＝(C)－(D) 13,171 17,622 8,576

  (F）資本的支出 － － －

  (G）NCF＝(C)－(F) 14,436 19,818 10,547



  

  

  

 

  物件番号 C－7 C－8 C－9 

  物件名 ベイグランデ南葛西 αネクストせんげん台第３ サンハイツ行徳 

  (A）賃貸事業収入 12,014 12,949 12,018

  賃貸料収入 11,068 11,988 10,471

  その他収入 945 961 1,547

  (B）賃貸事業費用 2,691 2,729 2,327

  物件管理委託費 526 545 504

  公租公課 － － 381

  水道光熱費 267 175 95

  修繕費 575 842 211

  定期保守代金 708 511 264

  保険料 108 99 61

  仲介手数料及び広告費 10 47 －

  信託報酬 330 330 330

  その他賃貸事業費用 164 176 476

  (C）賃貸事業収支＝(A)－(B) 9,322 10,220 9,690

  (D）減価償却費 1,321 1,210 924

  (E）賃貸事業損益＝(C)－(D) 8,001 9,010 8,765

  (F）資本的支出 － － －

  (G）NCF＝(C)－(F） 9,322 10,220 9,690

  物件番号 C－10 C－11 C－12 

  物件名 αネクスト本郷第６ ヴィラージュ南行徳 スカイホーム本郷 

  (A）賃貸事業収入 11,693 11,424 9,855

  賃貸料収入 10,780 10,204 9,290

  その他収入 912 1,220 565

  (B）賃貸事業費用 2,677 2,540 2,229

  物件管理委託費 500 486 446

  公租公課 － 386 407

  水道光熱費 74 92 75

  修繕費 972 485 478

  定期保守代金 224 364 243

  保険料 102 70 63

  仲介手数料及び広告費 304 20 20

  信託報酬 305 330 330

  その他賃貸事業費用 193 303 163

  (C）賃貸事業収支＝(A)－(B) 9,015 8,884 7,626

  (D）減価償却費 998 864 850

  (E）賃貸事業損益＝(C)－(D) 8,016 8,019 6,775

  (F）資本的支出 － － －

  (G）NCF＝(C)－(F) 9,015 8,884 7,626



  

  

  

  

  次へ 

  物件番号 C－13 C－14 C－15 

  物件名 フィエルテ東川口 αネクスト船堀第４ ライフステージゴールド

  (A）賃貸事業収入 7,718 7,277 6,615

  賃貸料収入 7,290 6,871 6,450

  その他収入 427 405 165

  (B）賃貸事業費用 2,552 2,952 1,419

  物件管理委託費 338 310 307

  公租公課 － － －

  水道光熱費 269 909 65

  修繕費 378 861 291

  定期保守代金 416 308 212

  保険料 69 49 60

  仲介手数料及び広告費 591 60 10

  信託報酬 330 330 330

  その他賃貸事業費用 156 123 140

  (C）賃貸事業収支＝(A)－(B) 5,166 4,324 5,196

  (D）減価償却費 823 622 672

  (E）賃貸事業損益＝(C)－(D) 4,342 3,701 4,524

  (F）資本的支出 － － 173

  (G）NCF＝(C)－(F) 5,166 4,324 5,023

  物件番号 C－16   

  物件名 
αネクストせんげん台第２

二番館 
  

  (A）賃貸事業収入 4,586

  賃貸料収入 4,058

  その他収入 528

  (B）賃貸事業費用 1,623

  物件管理委託費 193

  公租公課 －

  水道光熱費 22

  修繕費 641

  定期保守代金 229

  保険料 40

  仲介手数料及び広告費 20

  信託報酬 330

  その他賃貸事業費用 145

  (C）賃貸事業収支＝(A)－(B) 2,963

  (D）減価償却費 447

  (E）賃貸事業損益＝(C)－(D) 2,515

  (F）資本的支出 －

  (G）NCF＝(C)－(F) 2,963



  

  

  

 

  物件番号 G－1 G－2 G－3 

  物件名 αネクスト本通 αネクスト札幌第17 αネクスト札幌第18 

  (A）賃貸事業収入 20,640 10,667 10,880

  賃貸料収入 18,773 9,968 10,164

  その他収入 1,866 699 715

  (B）賃貸事業費用 5,886 3,222 2,438

  物件管理委託費 854 449 451

  公租公課 874 438 －

  水道光熱費 721 500 295

  修繕費 1,152 120 270

  定期保守代金 1,205 844 862

  保険料 197 79 129

  仲介手数料及び広告費 342 205 85

  信託報酬 330 330 305

  その他賃貸事業費用 206 254 38

  (C）賃貸事業収支＝(A)－(B) 14,753 7,445 8,441

  (D）減価償却費 2,070 1,383 1,275

  (E）賃貸事業損益＝(C)－(D) 12,683 6,061 7,166

  (F）資本的支出 － － －

  (G）NCF＝(C)－(F) 14,753 7,445 8,441

  物件番号 G－4 G－5 G－6 

  物件名 αネクスト元町 αネクスト札幌第４ αネクスト福岡第２ 

  (A）賃貸事業収入 8,144 5,878 4,033

  賃貸料収入 7,466 5,162 3,632

  その他収入 678 716 401

  (B）賃貸事業費用 3,441 1,797 1,433

  物件管理委託費 330 236 165

  公租公課 448 288 145

  水道光熱費 572 246 167

  修繕費 263 186 324

  定期保守代金 629 388 161

  保険料 68 38 34

  仲介手数料及び広告費 697 － 70

  信託報酬 330 330 330

  その他賃貸事業費用 99 81 32

  (C）賃貸事業収支＝(A)－(B) 4,703 4,081 2,600

  (D）減価償却費 1,054 536 503

  (E）賃貸事業損益＝(C)－(D) 3,648 3,544 2,096

  (F）資本的支出 － － －

  (G）NCF＝(C)－(F) 4,703 4,081 2,600



  

  

  物件番号 G－7 R－1 R－2 

  物件名 αネクスト福岡第１ αネクスト松山第３ αネクスト東大畑 

  (A）賃貸事業収入 3,732 5,076 2,929

  賃貸料収入 3,580 4,907 2,844

  その他収入 152 169 84

  (B）賃貸事業費用 1,335 1,218 1,038

  物件管理委託費 164 228 122

  公租公課 142 160 －

  水道光熱費 172 190 71

  修繕費 137 63 48

  定期保守代金 170 204 384

  保険料 26 36 25

  仲介手数料及び広告費 150 － 51

  信託報酬 330 330 330

  その他賃貸事業費用 40 4 3

  (C）賃貸事業収支＝(A)－(B) 2,397 3,857 1,890

  (D）減価償却費 460 413 278

  (E）賃貸事業損益＝(C)－(D) 1,937 3,443 1,612

  (F）資本的支出 － － －

  (G）NCF＝(C)－(F) 2,397 3,857 1,890



(3）【運用実績】 

①【純資産等の推移】 

 第１期末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び１口当たりの純資産額は以下のとおりです。

なお、総資産額、純資産総額及び１口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各

月末における推移は記載しておりません。 

（注）括弧内の数値は分配落ち後の金額です。 

  

 本投資証券は、ジャスダック証券取引所に平成17年11月30日に上場されており、同取引所における近時

の市場相場は以下のとおりです。 

  

 

  年月 
総資産額
（百万円） 

純資産総額
（百万円） 

１口当たりの純資産額
（円） 

  
平成18年４月 
（第１期） 

8,484
（8,393) 

4,350
（4,259) 

194,396
（190,335) 

    期 第１期 

  
第１期計算期間の最高・最低投資口価格

決算年月 平成18年４月 

  最高（円） 205,000

    最低（円） 182,000



（注）最高・最低投資口価格は、ジャスダック証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。 

  

②【分配の推移】 

 第１期における本投資法人の分配総額、１口当たりの分配の額は以下のとおりです。 

  

③【自己資本利益率（収益率）の推移】 

 第１期における本投資法人の自己資本利益率は以下のとおりです。 

（注）自己資本利益率は、当期純利益÷平均純資産額により算出しております。平均純資産額とは、（期首純資産額＋期末純資産額）÷２の値を意

味します。上記記載数値は、小数点第２位を四捨五入しております。なお、第１期は平成17年12月１日より実質的に運用を開始しており、自

己資本利益率は、平成17年12月１日を期首とみなして計算しております。 

  

  

  

  

月別最高・
最低投資口
価格及び売
買高 

月別 平成17年11月 平成17年12月 平成18年１月 平成18年２月 平成18年３月 平成18年４月

  最高 201,000円 199,000円 198,000円 205,000円 201,000円 203,000円

  最低 193,000円 182,000円 189,000円 193,000円 194,000円 196,000円

  売買高 1,253口 4,872口 1,859口 1,507口 2,103口 2,577口

  月別 平成18年５月 平成18年６月 平成18年７月 平成18年８月 平成18年９月   

  最高 199,000円 191,000円 190,000円 191,000円 196,000円 

  最低 189,000円 184,000円 186,000円 186,000円 190,000円 

  売買高 3,524口 2,521口 1,201口 1,837口 1,686口 

  計算期間 
分配総額
（千円） 

１口当たり分配金
（円） 

  第１期 
自 平成17年５月２日
至 平成18年４月30日 

90,872 4,061

  計算期間 
自己資本利益率

（％） 
年換算値 
（％） 

  第１期 
自 平成17年５月２日
至 平成18年４月30日 

2.1 5.1



６【手続等の概要】 

(1) 申込（販売）手続等 

 前記「第一部 証券情報」に従って一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しが行われます。申

込みの方法及び申込証拠金、発行価格、売出価格等の申込みの条件については、前記「第一部 証券情報」

をご参照下さい。 

  

(2) 買戻し手続等 

 本投資法人の発行する投資証券は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを

行いません（規約第８条）。 

 本書の日付現在、本投資法人及び資産運用会社は、本投資証券の上場をジャスダック証券取引所に申請し

ています。本投資証券の上場後は、本投資証券をジャスダック証券取引所を通じて売買することが可能で

す。また、証券取引所外で本投資証券を譲渡することも可能です。 

  

７【管理及び運営の概要】 

(1) 資産管理等の概要 

① 資産の評価 

イ．投資口１口当たりの純資産額 

 本投資法人が発行する投資口１口当たりの純資産額は、後記「④計算期間」に記載の決算期毎に、以

下の算式にて算出します。 

１口当たりの純資産額＝（純資産の資産評価額―負債総額）÷発行済投資口総数 

  

ロ．資産の評価の方法及び基準 

 本投資法人は、資産の評価を、投信法その他の法令に従って行うほか、取得する資産の種類（不動

産、信託受益権等）毎に定められた方法及び基準により行うものとします。 

  

ハ．資産評価の基準日 

 資産評価の基準日は、原則として決算日（毎年４月30日と10月31日）とします。 

  

ニ．計算書類等の作成 

 貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され（投信法第129条）、役員会により承認された場

合に、承認された旨が遅滞なく投資主に対して書面にて通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報

告とともに投資主に提供される（投信法第131条第２項、第３項、第５項）ほか、証券取引法に基づい

た決算日後３ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。また、投資口１口当たりの純資産

額は計算書類の注記表に記載され、また投資信託協会の規則に従って、公表されます。 

  

② 保管 

 投資主は、証券会社等との間で保護預り契約を締結し、本投資証券の保管を委託することができます。

保護預りの場合、本投資証券は、混蔵保管され、投資主に対しては「取引残高報告書」が定期的に交付さ

れます。保護預りの場合、投資主から本投資証券の保管の委託を受けた証券会社等は、当該投資主の承諾

を得て、また当該投資主の請求に基づいて、当該投資主から保管の委託を受けた本投資証券を保管振替機

構に預託することができます。 

 投資主は、記名式の本投資証券の券面を直接保有することもできます。保護預りを行わない場合、本投

資証券の券面は、投資主自らの責任において保管することとなります。 

 



③ 存続期間 

 本投資法人には存続期間の定めはありません。 

  

④ 計算期間 

 本投資法人の営業期間は、毎年５月１日から10月末日まで、及び11月１日から翌年４月末日までの各

６ヶ月間とし、各営業期間の末日をもって決算期とします（規約第33条）。但し、本投資法人の第１期営

業期間は、本投資法人設立の平成17年５月２日から平成18年４月末日までとなります（規約第33条）。 

  

⑤ その他 

イ．増減資に関する制限 

ａ．投資口の追加発行 

 本投資法人が発行することができる投資口の総口数は、200万口を上限とします（規約第５条第１

項）。本投資法人は、かかる投資口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、投資口の

追加発行ができます。投資口の追加発行における１口あたりの発行価額は、本投資法人の保有する資

産の内容に照らして公正な価額として役員会で決定した価額とします（規約第５条第２項）。 

ｂ．国内における募集 

 本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額

の占める割合は、100分の50を超えるものとします（規約第７条）。 

ｃ．最低純資産額 

 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします（規約第10条）。 

  

ロ．解散の条件 

 本投資法人における解散事由は以下のとおりです（投信法第143条）。 

ａ．投資主総会の決議 

ｂ．合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。） 

ｃ．破産手続開始の決定 

ｄ．解散を命ずる裁判 

ｅ．投信法第216条に基づく同法第187条の登録の取消し 

 なお、規約には、解散事由に関する定めはありません。 

  

ハ．規約の変更に関する手続 

 規約を変更するには、発行済投資口総数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総

会において、出席者の議決権の３分の２以上により可決される必要があります（投信法第140条、第93

条の２第２項第３号）。但し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せ

ず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、前記「１ 投資法人の概

況 (4) 投資法人の機構」をご参照下さい。 

 本投資証券の上場日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合には、ジャスダック証券

取引所の定める規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、

投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、証券取引法に基づいて遅滞なく提出す

る臨時報告書により開示されます。また変更後の規約は、証券取引法に基づいて本投資法人が提出する

有価証券報告書の添付書類として開示されます。 

  

ニ．関係法人との契約の更改等に関する手続 

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更

等に関する規定は、以下のとおりです。 

  

ａ．資産運用会社：スターツアセットマネジメント投信株式会社 

資産運用委託契約 



  

ｂ．資産保管会社：中央三井信託銀行株式会社 

資産保管業務委託契約 

  

 

  期間及

び更新 

本投資法人の登録完了日（平成17年６月15日）から１年間とします。期間満了の３ヶ月前までに相手方に対する書面

による申し出がなされなかったときは、さらに１年間延長し、以後も同様とします。 

  

解約 

資産運用委託契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

  

① 本投資法人は、投資主総会の承認を得た上で、資産運用会社に対して３ヶ月前までに書面を持って解約の通知を

することで、契約を解除することができます。 

② 本投資法人は、資産運用会社に次に掲げる事由が生じたときは、原則として役員会の決議により契約を解約する

ことができます。 

ⅰ．資産運用委託契約又は規約の規定に違反した場合 

ⅱ．資産運用委託契約に定める資産運用会社の表明及び保証違反の事実が判明した場合 

ⅲ．資産運用会社につき支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別

清算開始の申立、手形交換所における取引停止処分、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生し

た場合 

ⅳ．資産の運用に係る業務を引続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 

③ 本投資法人は、資産運用会社に次に掲げる事由が生じたときは、契約を解約しなければなりません。 

ⅰ．資産運用会社が投信法に規定される投資信託委託業者でなくなったとき 

ⅱ．投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき 

ⅲ．解散したとき 

  変更等 両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続きに従って、変更することができます。 

  
期間及

び更新 

契約締結日（平成17年５月２日）から２年間とします。期間満了の３ヶ月前までに当事者のいずれか一方から書面に

よる申出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より２年間延長するものとし、その後も同様とします。但

し、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、本投資法人の解散日までとします。 

  

解約 

資産保管業務委託契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

  

① 当事者間のいずれか一方より他方に対して３ヶ月前までに書面を持って解約の通知をすることで、資産保管業務

委託契約を解約することができます。但し、解約通知における指定の解約日経過後であっても、本投資法人が中

央三井信託銀行株式会社以外の委託業務を受託する者（以下「後任資産保管会社」といいます。）との間で委託

事務の委託に関する契約を締結するまで引続き効力を有するものとします。なお、解約通知における指定の解約

日から90日間経過後、本投資法人がその期間内に後任資産保管会社との資産保管業務委託契約締結に向けて真摯

な努力をしていないと中央三井信託銀行株式会社が合理的に判断した場合には、中央三井信託銀行株式会社は文

書による通知のうえ資産保管業務委託契約を失効させることができます。 

② 当事者のいずれか一方に次に掲げる事由が生じたときは、他の当事者は文書にて契約の解除を通知することによ

り、直ちに資産保管業務委託契約を解約することができます。 

ⅰ．資産保管業務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認めたとき 

ⅱ．破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算開始の申立がなさ

れたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき 

  

変更等 

資産保管業務委託の内容が法令その他当事者の一方若しくは双方の事情によりその履行に支障をきたすに至ったと

き、又はそのおそれのあるときは両当事者協議のうえ、これを改定することができます。改定に当たっては関係法令

及び本投資法人の規約との整合性及び準則性を遵守するものとし、書面（本投資法人については役員会での承認があ

ったことを示す書類を含みます。）をもって行うものとします。 



ｃ．投資主名簿等管理人：中央三井信託銀行株式会社 

名義書換事務委託契約 

  

ｄ．機関運営及び会計事務に関する一般事務受託者：中央三井信託銀行株式会社 

一般事務委託契約（機関運営及び会計事務に関するもの） 

  

ｅ．会計監査人：あずさ監査法人 

 本投資法人は、あずさ監査法人を会計監査人とします。 

 会計監査人は、投資主総会において選任します。但し、法令の規定により、設立の際に選任された

ものとみなされる会計監査人はこの限りではありません（規約第37条）。会計監査人の任期は、就任

後１年経過後最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。会計

監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において

再任されたものとみなされます（規約第38条）。 

  

ホ．公告 

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います（規約第４条）。 

  

(2) 利害関係人との取引制限 

① 法令に基づく制限 

イ．利害関係人等との取引制限 

 資産運用会社は、法令の定めるところにより、利害関係人等との取引について一定行為を行うことが

禁じられています。 

 

  期間及

び更新 

契約締結日（平成17年５月２日）から平成19年４月末日までとします。当事者のいずれか一方から書面による申出が

なされなかったときは、期間満了の日の翌日より２年間延長するものとし、その後も同様とします。 

  

解約 

名義書換事務委託契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

  

① 当事者間の文書による解約の合意。この場合には当事者間の合意によって定めるときに終了します。 

② 当事者間のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。この場合にはその通知到達の日から３ヶ月以

上経過後の当事者間の合意によって定める日に終了します。 

③ 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特

別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき、他方が行う文書の解約の通知。こ

の場合にはその通知において指定する日に終了します。 

④ 当事者間のいずれか一方がこの契約に違反し、かつ引続きこの契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場

合、他方が行う文書による解約の通知。この場合にはその通知到達の日から２週間経過後に終了します。 

  変更等 両当事者協議のうえ、双方の合意に基づき変更することができます。 

  期間及

び更新 

契約締結日（平成17年５月２日）から２年間とします。期間満了の３ヶ月前までに当事者のいずれか一方から書面に

よる申出がなされなかったときは、さらに２年間延長するものとし、その後も同様とします。 

  

解約 

一般事務委託契約は次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

  

① 当事者間のいずれか一方より他方に対して３ヶ月前までに書面を持って解約の通知をすることで、契約を解約す

ることができます。 

② 当事者のいずれか一方が、以下に掲げる事項に一つでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知によ

り、直ちに一般事務委託契約を解除することができます。 

ⅰ．一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き同契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合 

ⅱ．破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立がなされた

とき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき 

  変更等 当事者の合意及び法令に従って変更することができます。 



ロ．利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 資産運用会社は、一定の者との間における利益相反のおそれのある取引が行われたときは、原則とし

て投信法の定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行

う他の投資法人等に対して交付しなければなりません。 

  

ハ．資産の運用の制限 

 投資法人は、(a)その執行役員又は監督役員、(b)その資産の運用を行う投資信託委託業者、(c)その

執行役員又は監督役員の親族、(d)その資産の運用を行う投資信託委託業者の取締役、会計参与（会計

参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）、監査役、執行役若しくはこれらに

属する役職にある者又は使用人との間で、原則として次に掲げる行為を行ってはなりません。 

ａ．有価証券の取得又は譲渡 

ｂ．有価証券の貸借 

ｃ．不動産の取得又は譲渡 

ｄ．不動産の貸借 

ｅ．不動産の管理の委託 

ｆ．宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引 

  

ニ．特定資産の価格等の調査 

 投信法第34条の４及びこれに関する法令並びに金融庁事務ガイドラインにより定められた特定資産

（指定資産を除きます。）について取得及び譲渡等の取引が行われた場合は、資産運用会社の利害関係

人等及びその資産保管会社を除く外部の所定の第三者により価格等の調査を受けるものとします。 

 ここで、外部の所定の第三者とは、以下のもの（投信法施行令に定めるものを除きます。）をいいま

す。 

ａ．弁護士又は弁護士法人 

ｂ．公認会計士又は監査法人 

ｃ．不動産鑑定士 

  

② 本投資法人の自主ルール 

イ．関連会社等 

 (ⅰ)投信法上定義されている利害関係人等に加え、(ⅱ)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則第８条第８項に規定される資産運用会社の関係会社に該当する会社、(ⅲ) (ⅰ)若しくは(ⅱ)の

規定に該当する会社がアセットマネジメント業務を受託する、又は(ⅰ)若しくは(ⅱ)の規定に該当する

会社の役職員が役員の過半数を占める等、その意思決定に関して上記(ⅰ)又は(ⅱ)の該当する会社が重

要な影響を及ぼし得ると認められる特別目的会社、又は(ⅳ) (ⅰ)又は(ⅱ)の規定に該当する会社が、

その保有していた資産を流動化した際に設立された特別目的会社を併せて「関連会社等」と定め、資産

運用会社との間の利益相反取引を規制しています。 

  

ロ．関連会社等との取引制限 

 資産運用会社は、以下に記載する取引を関連会社等と行う場合においては、それぞれにつき関係会社

等との取引に関するルールに定める基準を遵守するものとしています。 

ａ．関連会社等からの特定資産の取得 

ｂ．関連会社等への特定資産の売却 

ｃ．関連会社等への資産運用業務の委託 

ｄ．関連会社等への不動産管理業務の委託 

ｅ．関連会社等への入居募集業務の委託 

  

 また、資産運用会社は、資産運用会社の関連会社等であるスターツデベロップメント株式会社との間

でパイプラインサポート契約を、スターツＣＡＭ株式会社との間で物件情報提供契約を締結していま



す。資産運用会社は、同契約に基づき、スターツデベロップメント株式会社及びスターツＣＡＭ株式会

社が保有・開発する物件及び仲介物件に係る情報提供、ウェアハウジング機能その他一定の業務を委託

しています。資産運用会社及びスターツデベロップメント株式会社は、両者間の取引が利害関係人取引

に該当することを認識し、パイプラインサポート契約に基づきスターツデベロップメント株式会社の保

有・開発物件を本投資法人に売却する場合には、予め独立した不動産鑑定士から不動産鑑定評価を取得

し、当該鑑定評価以下で売却する等の条項を設けることにより、利益相反取引を排除する措置を講じて

います。 

  

ハ．関連会社等との取引状況等 

ａ．不動産信託受益権の取得 

ⅰ．第１期取得済資産の取得（上場時） 

 本投資法人は、資産運用会社の関連会社等である有限会社ディスクリート、有限会社アスリー

ト、有限会社コンプリート、スターツコーポレーション株式会社及びスターツデベロップメント株

式会社から、25個の不動産信託受益権を取得しました。なお、取得済の不動産信託受益権が表象す

るいずれの物件についても、受託者をして、資産運用会社の関連会社等であるスターツアメニ

ティー株式会社にプロパティマネジメント業務を委託させております。 

ⅱ．第２期取得済資産の取得 

 本投資法人は、資産運用会社の関連会社等であるスターツデベロップメント株式会社から、11個

の不動産信託受益権を取得しました。なお、取得する不動産信託受益権が表象するいずれの物件に

ついても、受託者をして、資産運用会社の関連会社等であるスターツアメニティー株式会社にプロ

パティマネジメント業務を委託させております。 

ⅲ．取得予定資産の取得 

 本投資法人は、資産運用会社の関連会社等であるスターツデベロップメント株式会社から、16個

の不動産信託受益権を取得する予定です。また、取得する不動産信託受益権が表象するいずれの物

件についても、受託者をして、資産運用会社の関連会社等であるスターツアメニティー株式会社に

プロパティマネジメント業務を委託させる予定です。 

  

 



ｂ．第１期中に発生した関連会社等への支払手数料等の項目は以下のとおりです。 

  

ｃ．不動産信託受益権取得及びスターツアメニティー株式会社へのプロパティマネジメント業務の委託

（スターツピタットハウス株式会社へのリーシング業務の再委託を含みます。以下同じ。）の検討過

程 

 上記ハ. ａ．記載の第１期取得済の25個の不動産信託受益権の取得及び上記ハ. ａ．ⅰ．記載の当

該取得済資産についてのスターツアメニティー株式会社へのプロパティマネジメント業務の委託に関

して、平成17年10月14日に開催されたコンプライアンス委員会及び同日付で開催された投資委員会に

おける承認を得ています。 

 上記ハ. ａ．ⅱ.記載の第２期取得済の11個の不動産信託受益権の取得及び上記ハ. ａ．ⅱ．記載

の当該取得済資産についてのスターツアメニティー株式会社へのプロパティマネジメント業務の委託

に関して、平成18年３月24日に開催されたコンプライアンス委員会及び同日付で開催された投資委員

会における承認を得ています。 

 上記ハ．ａ．ⅲ．記載の取得予定の16個の不動産信託受益権の取得及び上記ハ．a．ⅲ．記載の当

該取得予定資産についてのスターツアメニティー株式会社へのプロパティマネジメント業務の委託に

関して、平成18年10月17日に開催されたコンプライアンス委員会及び同日付で開催された投資委員会

における承認を得ています。 

  

(3) 投資主・投資法人債権者の権利 

① 投資主総会における議決権 

イ．本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています。投資

主総会において決議される事項は、以下のとおりです。 

ａ．執行役員、監督役員及び会計監査人の選任と解任 

ｂ．投資信託委託業者との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意 

ｃ．投資口の併合 

ｄ．投資法人の解散 

ｅ．規約の変更 

ｆ．その他の投信法又は本投資法人の規約で定める事項 

  

ロ．投資主の有する議決権行使の手続きは、以下のとおりです。 

ａ．投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合の他、出席した投資主の議決権の過半

数でこれを行います。 

ｂ．投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主を代理人として、議決権を行使することができ

ます。 

ｃ．投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます。 

ｄ．書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。 

ｅ．投資主総会に出席しない投資主は本投資法人の承諾を得て電磁的方法により議決権を行使すること

ができます。 

ｆ．投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、原則として、当該投資主はそ

区分 
支払手数料総額Ａ 
（千円） 

利害関係人等との取引の内訳 
Ｂ／Ａ（％） 

支払先 支払額Ｂ（千円） 

委託管理料 12,916 スターツアメニティー株式会社 12,916 100％ 

修繕工事費 11,893 スターツアメニティー株式会社 11,893 100％ 

保守点検費 12,704 スターツアメニティー株式会社 12,704 100％ 

広告宣伝費 3,905 スターツアメニティー株式会社 3,905 100％ 

更新手数料 4,578 スターツアメニティー株式会社 4,578 100％ 



の投資主総会に提出された議案について賛成したものとみなします。 

ｇ．上記ｆ. の定めに基づき議案に賛成したものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した

投資主の議決権の数に算入します。 

ｈ．投資主総会直前の決算期の最終の投資主名簿に記載された投資主をもって、その招集に係る投資主

総会において権利を行使すべき投資主又は登録質権者とします。 

ｉ．上記ｈ. のほか、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議により、予め公告して、一定の

日における最終の投資主名簿に記載されている投資主又は登録質権者をもって、その権利を行使す

べき投資主又は登録質権者とします。 

  

② その他の共益権 

 一定の条件を充足する投資主は、法令の定めるところにより、代表訴訟提起権、投資主総会決議取消

権、執行役員等の違法行為差止請求権、新投資口発行無効訴権、合併無効訴権、設立無効訴権、投資主提

案権、投資主総会招集権、検査役選任請求権、執行役員等解任請求権及び解散請求権を有しています。 

  

③ 財産的な権利 

 分配金請求権及び残余財産分配請求権を有していますが、払戻請求権は有していません。 

  

④ その他の権利 

 投資口の処分権、投資証券交付請求権及び不所持請求権並びに帳簿等閲覧請求権を有しています。 

  

  



第２【財務ハイライト情報】 
  

 本投資法人の第１期計算期間（平成17年５月２日（成立日）から平成18年４月末日まで）の財務諸表は、「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。以下

「財務諸表等規則」といいます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の貸借対照表、損益計算書、資

産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則」（平成12年総理府令第134号。その後の

改正を含みます。以下「投資法人計算規則」といいます。）に基づいて作成しております。 

 第２期計算期間以降については財務諸表等規則及び同規則第２条の規定により投資法人の計算に関する規則

（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成します。 

 本投資法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第１期計算期間の財務諸表についてあずさ監査法人

の監査を受けております。 

 本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。 

 



１【貸借対照表】 

 

区分 

第１期 
（平成18年４月30日現在） 

金額（千円） 構成比（％） 

資産の部         

Ⅰ 流動資産         

現金及び預金     18,189   

信託現金及び信託預金 ※１   350,895   

営業未収入金     3,846   

前払費用     26,486   

繰延税金資産     29   

未収消費税等     19,581   

その他流動資産     1,115   

流動資産合計     420,144 5.0 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

信託建物 ※１ 3,770,586     

減価償却累計額   34,024 3,736,562   

信託構築物 ※１ 28,939     

減価償却累計額   716 28,223   

信託工具器具備品 ※１ 173     

減価償却累計額   6 166   

信託土地 ※１   4,248,519   

有形固定資産合計     8,013,471 94.4 

２．投資その他の資産         

差入敷金保証金     10,000   

長期前払費用     40,973   

投資その他の資産合計     50,973 0.6 

固定資産合計     8,064,444 95.0 

資産合計     8,484,589 100.0 



  

  

区分 

第１期 
（平成18年４月30日現在） 

金額（千円） 構成比（％） 

負債の部         

Ⅰ 流動負債         

営業未払金     9,464   

未払金     63,587   

未払費用     14,757   

未払法人税等     1,467   

その他流動負債     14   

流動負債合計     89,291 1.0 

Ⅱ 固定負債         

長期借入金 ※１   3,920,000   

信託預り敷金保証金     125,291   

固定負債合計     4,045,291 47.7 

負債合計     4,134,582 48.7 

出資の部 ※３       

Ⅰ 出資総額         

出資総額 ※２   4,259,130 50.2 

Ⅱ 剰余金         

当期未処分利益     90,876   

剰余金合計     90,876 1.1 

出資合計     4,350,006 51.3 

負債・出資合計     8,484,589 100.0 



２【損益計算書】 

 

区分 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

金額（千円） 百分比（％） 

経常損益の部         

Ⅰ 営業損益の部         

１．営業収益         

賃貸事業収入 ※１ 311,320 311,320 100.0 

２．営業費用         

賃貸事業費用 ※１ 105,005     

資産運用報酬   25,022     

資産保管委託報酬   6,173     

一般事務委託報酬   14,248     

役員報酬   4,800     

その他営業費用   1,409 156,659 50.3 

営業利益     154,661 49.7 

Ⅱ 営業外損益の部         

１．営業外収益         

受取利息   1     

消費税差額   14,481 14,483 4.7 

２．営業外費用         

支払利息   14,757     

融資関連費用   7,094     

新投資口発行費   2,311     

新投資口公開関連費   24,317     

創業費償却   28,350 76,830 24.7 

経常利益     92,314 29.7 

税引前当期純利益     92,314 29.7 

法人税、住民税及び事業税   1,468     

法人税等調整額   △29 1,438 0.5 

当期純利益     90,876 29.2 

前期繰越利益     －   

当期未処分利益     90,876   



３【金銭の分配に係る計算書】 

  

  

区分 
第１期 

自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

Ⅰ 当期未処分利益 （円） 90,876,356 

Ⅱ 分配金の額 
（投資口１口当たり分配金の額) 

（円） 
90,872,997 
（4,061）

Ⅲ 次期繰越利益 （円） 3,359 

分配金の額の算出方法   本投資法人の規約第35条第１項の定める金銭の分配の方針

に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税

特別措置法第76条の15に規定されている「配当可能所得の

金額」の90％に相当する金額を超えるものとしておりま

す。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発

行済投資口22,377口の整数倍の最大値となる90,872,997円

を利益分配金として分配することといたしました。なお、

本投資法人規約第35条第４項に定める利益を超えた金銭の

分配は行いません。 



４【キャッシュ・フロー計算書】 

 

区分 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 92,314 

減価償却費 34,747 

受取利息 △1 

支払利息 14,757 

営業未収入金の増加・減少額 △3,846 

前払費用の増加・減少額 △26,486 

未収消費税等の増加・減少額 △19,581 

営業未払金の増加・減少額 9,464 

未払金の増加・減少額 63,587 

長期前払費用の増加・減少額 △40,973 

その他 △1,101 

小計 122,880 

利息の受取額 1 

法人税等の支払額 △0 

営業活動によるキャッシュ・フロー 122,882 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

信託有形固定資産の取得による支出 △8,048,218 

差入敷金保証金の支出 △10,000 

信託預り敷金保証金の収入 137,443 

信託預り敷金保証金の支出 △12,152 

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,932,927 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の借入による収入 3,920,000 

投資口の発行による収入 4,259,130 

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,179,130 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少額 369,084 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 － 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 369,084 



〔重要な会計方針〕 

 

区分 
第１期 

自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

１．固定資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

  信託建物 

  15～62年 

  信託構築物 

  15～17年 

  信託工具器具備品 

  ６年 

  ② 長期前払費用 

   定額法を採用しております。 

２．繰延資産の処理

方法 

① 創業費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

  ② 新投資口発行費 

   支出時に全額費用として処理しております。 

 なお、平成17年11月29日付一般募集による新投資口の発行は、引受証券会

社が発行価額で引受を行い、これを発行価額と異なる発行価格で一般投資家

に販売する買取引受契約（「スプレッド方式」といいます。）によっており

ます。 

 「スプレッド方式」では、発行価格と発行価額との差額は、引受証券会社

の手取金であり引受証券会社に対する事実上の引受手数料となることから、

本投資法人から引受証券会社への引受手数料の支払いはありません。平成17

年11月29日付一般募集による新投資口発行に際し、発行価格と発行価額との

差額の総額は、216,000千円であり、引受証券会社は発行価額で引受を行

い、同一の発行価格で一般投資家に販売する買取引受契約（「従来方式」と

いいます。）による新投資口発行であれば、新投資口発行費として処理され

ていたものであります。 

 このため、「スプレッド方式」では、「従来方式」に比べ、新投資口発行

費は、216,000千円少なく計上され、また経常利益及び税引前当期純利益は

同額多く計上されております。 

３．収益及び費用の

計上基準 

固定資産税等の処理方法 

 保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等について

は、賦課決定された税額のうち当期に納税する額を賃貸事業費用として費用処

理する方法を採用しております。 

 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資

法人が負担すべき初年度の固定資産税相当額については、費用に計上せず当該

不動産の取得原価に算入しております。 



  

 

区分 
第１期 

自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

４．キャッシュ・フ

ロー計算書にお

ける資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金

及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 

５．その他財務諸表

作成のための基

本となる重要な

事項 

① 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 

 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の

すべての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じたすべての収益及び費用勘

定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しておりま

す。 

 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目に

ついては、貸借対照表において区分掲記することとしております。 

ａ．信託現金及び信託預金 

ｂ．信託建物、信託構築物、信託工具器具備品、信託土地 

ｃ．信託預り敷金保証金 

  ② 固定資産の減損に係る会計基準 

   固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号）が平成17年４月１日以後開始する事業年

度から適用されることに伴い、これを適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  ③ 消費税等の処理方法 

   消費税等の会計処理は、税抜処理によっております。但し、固定資産につ

いては、税込処理によっております。 



〔注記事項〕 

（貸借対照表関係） 

  

 

第１期 
（平成18年４月30日現在） 

※１．担保に供している資産及び担保を付している債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 
  

  （単位：千円）

信託現金及び信託預金 350,895

信託建物 3,736,562

信託構築物 28,223

信託工具器具備品 166

信託土地 4,248,519

合計 8,364,367

担保を付している債務は次のとおりです。 
  

  （単位：千円）

長期借入金 3,920,000

合計 3,920,000

※２．発行することができる投資口の総数及び発行済投資口数 
  

発行することができる投資口の総数 2,000,000口

発行済投資口数 22,377口
  

※３．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額 50,000千円



（損益計算書関係） 

  

 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

※１．不動産賃貸事業損益の内訳 
  

  （単位：千円）

Ａ．不動産賃貸事業収益  

賃貸事業収入  

賃貸料 257,104

共益費 17,586

駐車場収入 11,242

付帯収入 26

その他賃料収入 25,360

不動産賃貸事業収益合計 311,320

Ｂ．不動産賃貸事業費用  

賃貸事業費用  

管理業務費 25,620

修繕費 11,893

公租公課 5,668

信託報酬 8,197

水道光熱費 7,012

損害保険料 2,724

減価償却費 34,747

その他賃貸事業費用 9,141

不動産賃貸事業費用合計 105,005

   

Ｃ．不動産賃貸事業損益（Ａ－Ｂ） 206,314



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

（リース取引関係） 

  

（有価証券関係） 

  

（デリバティブ取引関係） 

  

（退職給付関係） 

  

 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額 
  

  （単位：千円）

  （平成18年４月30日現在） 

現金及び預金 18,189

信託現金及び信託預金 350,895

現金及び現金同等物 369,084

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

リース取引を行っていないため、該当事項はありません。 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

有価証券取引を行っていないため、該当事項はありません。 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。 



（税効果会計関係） 

  

（持分法損益等） 

  

（関連当事者との取引） 

  

 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 
  

  （単位：千円）

（繰延税金資産）  

未払事業税損金不算入額 29

繰延税金資産合計 29

（繰延税金資産の純額） 29

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 
  

  （単位：％）

法定実効税率 39.39

（調整）  

支払分配金の損金算入額 △38.77

その他 0.94

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.56

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

本投資法人には関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

１．親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

２．役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

３．子会社等 

 該当事項はありません。 

４．兄弟会社等 

 該当事項はありません。 



（投資口１口当たり情報） 

（注） １口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。なお、１口当たり当期純利益については、実際に運用を開始した日である平成17年12

月１日を期首とみなして日数加重平均投資口数により算定していますので、当該日数加重平均投資口数を括弧内に併記しています。 

  

 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

  

１口当たり純資産額 194,396円 

１口当たり当期純利益（注） 9,237円 

  （4,062円）

１口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています

が、実際に運用を開始した日である平成17年12月１日を期首とみなして日数加重平均投資口数により

算定した１口当たり当期純利益を括弧内に併記しています。 

また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していませ

ん。 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

当期純利益（千円） 90,876 

普通投資主に帰属しない金額（千円） － 

普通投資口に係る当期純利益（千円） 90,876 

期中平均投資口数（口） 
9,838 

（22,372）



〔重要な後発事象〕 

 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

１．投資口の追加発行 

 平成18年４月６日及び平成18年４月21日開催の役員会において、特定資産の取得資金及び借入金

の返済の一部等に充当する目的で、新投資口の発行を決議いたしました。一般募集による発行につ

いては平成18年５月１日に払込が完了し、第三者割当による発行については平成18年５月31日に払

込が完了しました。 

 この結果、出資総額は6,930,929,000円、発行済投資口数は36,877口となっております。 

(1）公募による新投資口発行（一般募集） 
  

① 発行新投資口数 ：13,500口 

② 発行価格 ：１口あたり192,103円 

③ 発行価格の総額 ：2,593,390,500円 

④ 発行価額 ：１口あたり184,262円 

⑤ 発行価額の総額 ：2,487,537,000円 

⑥ 払込期日 ：平成18年５月１日 

⑦ 分配金起算日 ：平成18年５月１日 

(2）第三者割当による新投資口発行 
  

① 発行新投資口数 ：1,000口 

② 発行価額 ：１口あたり184,262円 

③ 発行価額の総額 ：184,262,000円 

④ 払込期日 ：平成18年５月31日 

⑤ 分配金起算日 ：平成18年５月１日 

２．資金の借入れ 

 平成18年５月２日付にて、不動産信託受益権の取得資金等に充当するため、下記のとおり資金の

借入れを行いました。 

（タームローン） 
  

① 借入先 ：株式会社りそな銀行 

  ：株式会社あおぞら銀行 

② 借入金額 ：2,700百万円 

③ 利率 ：0.85273％ 

④ 借入実行日 ：平成18年５月２日 

⑤ 返済期日 ：平成21年５月１日 

⑥ 担保の有無 ：有担保 



 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

３．資産の取得 

 本投資法人では、第１期末（平成18年４月30日）後、以下の物件を取得しています。 

① プロシード松濤 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：937,400千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：東京都渋谷区松濤二丁目３番11号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地236.62㎡／建物978.24㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 

建築時期 ：平成17年11月18日 

総賃貸可能面積 ：890.22㎡ 

② プロシード参宮橋 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：497,600千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：東京都渋谷区代々木三丁目57番10号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地221.93㎡／建物605.19㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根７階建 

建築時期 ：平成17年７月22日 

総賃貸可能面積 ：527.88㎡ 

③ パレス浦安 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：431,400千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：千葉県浦安市富士見一丁目２番１号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地1,067.00㎡／建物1,957.08㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

建築時期 ：平成４年６月４日 

総賃貸可能面積 ：1,792.37㎡ 



 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

④ ワコーレ新小岩Ⅱ 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：465,200千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：東京都江戸川区松島二丁目31番４号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地600.33㎡／建物1,772.07㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根７階建 

建築時期 ：平成３年３月15日 

総賃貸可能面積 ：1,629.07㎡ 

⑤ サンフォレストⅠ 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：383,600千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：千葉県八千代市緑が丘二丁目９番 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地2,378.67㎡／建物1,854.26㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

建築時期 ：平成９年２月12日 

総賃貸可能面積 ：1,805.76㎡ 

⑥ サンフォレストⅡ 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：339,000千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：千葉県八千代市緑が丘二丁目８番２号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地2,328.81㎡／建物1,655.29㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

建築時期 ：平成９年２月12日 

総賃貸可能面積 ：1,605.12㎡ 



 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

⑦ プロシード都立大学 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：790,400千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：東京都目黒区八雲一丁目５番８号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地215.01㎡／建物894.23㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 

建築時期 ：平成18年３月13日 

総賃貸可能面積 ：808.65㎡ 

⑧ プロシード太閤通 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：403,400千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：愛知県名古屋市中村区太閤通四丁目31番地

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地295.70㎡／建物1,249.15㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根７階建 

建築時期 ：平成18年３月15日 

総賃貸可能面積 ：1,132.40㎡ 

⑨ コローレ 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：208,500千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：福岡県福岡市南区大橋三丁目15番３号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地832.75㎡／建物1,320.46㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

建築時期 ：平成10年２月13日 

総賃貸可能面積 ：1,140.00㎡ 



  

  

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

⑩ αネクスト那珂川 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：150,400千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：福岡県筑紫郡那珂川町片縄二丁目15番地 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地791.35㎡／建物1,502.32㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根６階建 

建築時期 ：平成２年７月24日 

総賃貸可能面積 ：1,414.96㎡ 

⑪ プロシード穂波町 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：275,000千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：愛知県名古屋市千種区穂波町三丁目55番地

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地381.19㎡／建物640.46㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

建築時期 ：平成18年３月27日 

総賃貸可能面積 ：619.68㎡ 



第３【内国投資証券事務の概要】 
  

１ 名義書換の手続、取扱場所、取次所、事務受託者及び手数料 

 本投資証券の所持人は、本投資法人及び本投資法人の投資主名簿等管理人である中央三井信託銀行株式会社

の定める手続に従って本投資証券の名義書換を本投資法人に請求することができます。本投資証券の譲渡は、

かかる名義書換によらなければ、本投資法人に対抗することができません。名義書換手続の取扱場所、取次

所、事務受託者及び手数料は次のとおりです。 

  

  

２ 投資主に対する特典 

該当事項はありません。 

  

３ 内国投資証券の譲渡制限の内容 

該当事項はありません。 

  

４ その他内国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項 

該当事項はありません。 

  

  

  

 

  取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 本店 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

  事務受託者の名称 
中央三井信託銀行株式会社 
東京都港区芝三丁目33番１号 

  手数料 なし 



第４【投資法人の詳細情報の項目】 
  

第１ 投資法人の追加情報 

１ 投資法人の沿革 

２ 役員の状況 

３ その他 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

２ 買戻し手続等 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

(2) 保管 

(3) 存続期間 

(4) 計算期間 

(5) その他 

２ 利害関係人との取引制限 

３ 投資主・投資法人債権者の権利 

第４ 関係法人の状況 

１ 資産運用会社の概況 

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容 

(2) 運用体制 

(3) 大株主の状況 

(4) 役員の状況 

(5) 事業の内容及び営業の概況 

２ その他の関係法人の概況 

Ａ. 資産保管会社 

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容 

(2) 関係業務の概要 

(3) 資本関係 

Ｂ. 投資主名簿等管理人 

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容 

(2) 関係業務の概要 

(3) 資本関係 

Ｃ. 一般事務受託者 

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容 

(2) 関係業務の概要 

(3) 資本関係 

Ｄ. 引受人 

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容 

(2) 関係業務の概要 

(3) 資本関係 

第５ 投資法人の経理状況 

１ 財務諸表 

(1) 貸借対照表 

(2) 損益計算書 

(3) 金銭の分配に係る計算書 



(4) キャッシュ・フロー計算書 

(5) 附属明細表 

２ 投資法人の現況 

(1) 純資産額計算書 

(2) 借入れの予定 

第６ 販売及び買戻しの実績 

  

  

  



第三部【投資法人の詳細情報】 
  

第１【投資法人の追加情報】 
  

１【投資法人の沿革】 

  

２【役員の状況】 

 本書の日付現在の役員の状況は、以下のとおりです。 

（注）平出和也は、資産運用会社であるスターツアセットマネジメント投信株式会社の代表取締役と本投資法人の執行役員を兼務していますが、投信法第13条

の規定に基づき、平成16年12月20日付で金融庁長官より兼職の承認を得ています。 

  

 

年 月 日 事  項 

平成17年４月28日 設立企画人（スターツアセットマネジメント投信株式会社）による投信法第69

条第１項に基づく本投資法人に係る届出 

平成17年５月２日 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立 

平成17年５月６日 投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請 

平成17年６月15日 内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施（登録番

号 関東財務局長第37号） 

平成17年11月30日 ジャスダック証券取引所に上場（銘柄コード：8979） 

役職名 氏名 主要略歴 
所有投資口数 
（口） 

執行役員 

平出 和也(注) 

（昭和38年 

11月25日生） 

昭和63年 4月 

  

平成11年11月 

平成13年11月 

  

平成16年 6月 

  

平成17年 5月 

スターツ株式会社（現スターツコーポレーショ

ン株式会社）入社 

スターツ証券株式会社取締役就任 

スターツアセットマネジメント投信株式会社取

締役就任 

スターツアセットマネジメント投信株式会社代

表取締役就任（現任） 

本投資法人執行役員就任（現任） 

0 

監督役員 

松下 素久 

（昭和23年 

３月24日生） 

昭和46年11月 

昭和55年 1月 

昭和56年 3月 

昭和60年11月 

平成15年 6月 

  

平成17年 5月 

アーサーアンダーセン会計事務所入所 

松下明公認会計事務所入所 

公認会計士登録 

松下公認会計事務所開設（現任） 

エヌ・イー ケムキャット株式会社非常勤監査

役（現任） 

本投資法人監督役員就任（現任） 

0 

監督役員 

野村 茂樹 

（昭和28年 

６月10日生） 

昭和58年 4月 

  

  

平成 3年 3月

平成17年 5月 

弁護士登録 

奥野法律事務所（現奥野総合法律事務所） 

入所（現任） 

社会福祉法人全国盲ろう者協会理事（現任） 

本投資法人監督役員就任（現任） 

0 



３【その他】 

(1) 役員の変更 

 執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議をもって選任されます（投信法第96条第１項、規約第19条本

文）。但し、法令の規定により、設立の際選任されたものとみなされる執行役員及び監督役員はこの限りで

はありません（投信法第72条、規約第19条但書）。執行役員及び監督役員の任期は、就任後２年です。但

し、補欠又は増員のため選任された執行役員又は監督役員の任期は、他の在任執行役員又は監督役員の任期

満了とすべきときまでとします（投信法第99条、第101条、会社法第336条第３項、規約第20条）。 

 執行役員及び監督役員の解任には、発行済投資口の総数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席

し、その議決権の過半数をもってこれを行う必要があります（投信法第104条第１項、第106条）。執行役員

又は監督役員の職務遂行に関して不正な行為又は法令上若しくは規約に違反する重大な事実があったにもか

かわらず投資主総会において執行役員又は監督役員の解任が否決された場合には、発行済投資口の総数の

100分の３以上に当たる投資口を有する投資主（６ヶ月前より引続き当該投資口を有するものに限りま

す。）は、30日以内に当該執行役員又は監督役員の解任を裁判に請求することができます（投信法第104条

第３項、会社法第854条第１項第２号）。もっとも、一定の事由がある場合には、役員会は執行役員を解任

することができます（投信法第114条第２項）。執行役員及び監督役員が変更されたときは、その日から２

週間以内に、その旨を監督官庁に対して届け出る必要があります（投信法第191条第１項、第188条第１項第

２号）。 

  

(2) 規約の変更、営業譲渡又は営業譲受、出資の状況その他の重要事項 

① 規約の変更 

 規約の変更手続については、後記「第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 (5) その他 ③規約

の変更に関する手続」をご参照下さい。 

② 営業譲渡又は営業譲受 

 該当事項はありません。 

③ 出資の状況その他の重要事項 

 該当事項はありません。 

  

(3) 訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

  

  

 



第２【手続等】 
  

１【申込（販売）手続等】 

 申込期間中の各営業日に、前記「第一部 証券情報」に従って一般募集及びオーバーアロットメントによる

売出しが行われます。申込みの方法及び申込証拠金、発行価格、売出価格等の申込みの条件については、前記

「第一部 証券情報」をご参照下さい。 

  

２【買戻し手続等】 

 本投資法人は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第８

条）。 

 本書の日付現在、本投資証券はジャスダック証券取引所に上場されており、ジャスダック証券取引所を通じ

て本投資証券を売買することが可能です。また、証券取引所外で本投資証券を譲渡することも可能です。 

  

  

  

  



第３【管理及び運営】 
  

１【資産管理等の概要】 

(1）【資産の評価】 

① 投資口１口当たりの純資産額 

 本投資法人が発行する投資口１口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」に記載の決算期毎に、以

下の算式にて算出します。 

 １口当たりの純資産額＝（総資産の資産評価額－負債総額）÷発行済投資口の総口数 

  

② 資産の評価額 

 本投資法人は、資産の評価を以下に定める方法及び基準により行うものとします（規約第34条第１

項）。 

  

イ．不動産、土地の賃借権及び地上権 

 取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建

物部分及び設備等部分について定額法により算出します。但し、正当な事由により採用した方法による

算定が適当ではなくなった場合で、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他

の算定方法により算定することができるものとします。 

  

ロ．信託の受益権（有価証券に該当するものを除く。） 

 信託財産中の不動産、土地の賃借権及び地上権については、前記イ．に従った評価を行い、金融資産

の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から

負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。 

  

ハ．不動産に関する匿名組合出資持分 

 匿名組合出資持分の構成資産が、前記イ．及びロ．に掲げる資産の場合はそれぞれに定める評価を行

い、金融資産の場合には一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これ

らの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額をもって評価します。 

  

ニ．有価証券（不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等を含みます。） 

ａ．証券取引所に上場されている有価証券 

 証券取引所が開設する取引所有価証券市場又は外国有価証券市場における最終価格に基づき算出し

た価額により評価します。 

ｂ．上記以外の有価証券 

 当該有価証券の市場価格がある場合には市場価格に基づく価額を用い、市場価格がない場合には、

合理的に算定された価額により評価します。但し、優先出資証券については、市場価格及び合理的に

算定された価額がない場合には取得原価で評価します。 

  

ホ．金融デリバティブ取引 

ａ．取引所の相場のあるもの 

 当該取引所の最終価格（終値、終値がなければ気配値（公表された売り気配の最安値又は買い気配

の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値））に基づき算出した価額により評

価します。 

ｂ．取引所の相場のないもの 

 市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られる場合には、その価額により評価し

ます。また、公正な評価額を算定することが極めて困難な場合には、取得価額により評価します。 

  



ヘ．金銭債権 

 取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。但し、債権を債権金額より低い価額又

は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるとき

には、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。 

  

ト．その他 

 上記に定めのない資産については、投信法その他関係適用法令、投資信託協会の評価規則及び一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に従って算出された価額により評価します。 

  

③ 資産運用報告等により評価額を開示する目的で評価する場合には、以下のイ．又はロ．に記載する資産

については、②記載の評価方法及び基準によらずに以下のように評価するものとします（規約第34条第

２項）。 

  

イ．不動産、土地の賃借権及び地上権 

 不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算定した価額により評価します。 

  

ロ．信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分 

 信託財産の構成資産が不動産の場合又は匿名組合の構成資産が不動産又は不動産を構成資産とする信

託の受益権の場合はイ．に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又

は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。 

  

④ 資産評価の基準日 

 資産評価の基準日は、原則として決算日（毎年４月30日と10月31日）とします。但し、前記「②資産の

評価額 ニ. 有価証券 ａ. 証券取引所に上場されている有価証券」及び「ホ. 金融デリバティブ取引 

ａ. 取引所の相場にあるもの」に定める資産については、毎月末とします（規約第34条第３項）。 

  

⑤ 計算書類等の作成 

 １口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています（投資法人の計

算に関する規則（平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。）第58条）が、貸借対照表を含む

計算書類等は決算期毎に作成され（投信法第129条）、役員会により承認された場合に、承認された旨が

遅滞なく投資主に対して通知され、承認済みの計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並び

に会計監査報告が投資主に提供される（投信法第131条第２項、第３項、第５項）ほか、証券取引法に基

づいて決算日後３ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。）。また、投資口１口当たりの

純資産額は投資信託協会の規則に従って、公表されます。 

  

(2）【保管】 

 投資主は、証券会社等との間で保護預り契約を締結し、本投資証券の保管を委託することができます

（本投資証券がジャスダック証券取引所の不動産投資信託証券に係る市場に上場できない場合には、保管

を委託できない場合があります。）。保護預りの場合、本投資証券は、混蔵保管され、投資主に対しては

「取引残高報告書」が定期的に交付されます。保護預りの場合、投資主から本投資証券の保管の委託を受

けた証券会社等は、当該投資主の承諾を得て、また当該投資主の請求に基づいて、当該投資主から保管の

委託を受けた本投資証券を保管振替機構に預託することができます。 

 投資主は、記名式の本投資証券の券面を直接保有することもできます。保護預りを行わない場合、本投

資証券の券面は、投資主自らの責任において保管することとなります。 

  

(3）【存続期間】 

 本投資法人には存続期間の定めはありません。 



  

(4）【計算期間】 

 本投資法人の計算期間は、毎年５月１日から10月末日まで、及び11月１日から翌年４月末日までの６ヶ

月間とし、各営業期間の末日を決算期とします。但し、本投資法人の第１期営業期間は、本投資法人設立

の日から平成18年４月末日までとなります（規約第33条）。 

  

(5）【その他】 

① 増減資に関する制限 

イ．投資口の追加発行 

 本投資法人が発行することができる投資口の総口数は、200万口を上限とします（規約第５条第１

項）。本投資法人は、かかる投資口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、投資口の追

加発行ができます。投資口の追加発行における１口あたりの発行価額は、本投資法人の保有する資産の

内容に照らして公正な価額として役員会で決定した価額とします（規約第５条第２項）。 

  

ロ．国内における募集 

 本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の

占める割合は、100分の50を超えるものとします（規約第７条）。 

  

ハ．最低純資産額 

 本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします（規約第10条）。 

  

② 解散の条件 

 本投資法人における解散事由は以下のとおりです（投信法第143条）。 

イ．投資主総会の決議 

ロ．合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。) 

ハ．破産手続開始の決定 

ニ．解散を命ずる裁判 

ホ．投信法第216条に基づく同法第187条の登録の取消し 

 なお、規約には、解散事由に関する定めはありません。 

  

③ 規約の変更に関する手続 

 規約を変更するには、発行済投資口総数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総会

において、出席者の議決権の３分の２以上により可決される必要があります（投信法第140条、第93条の

２第２項第３号）。但し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、か

つ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「３投資主・投資法人債権者

の権利 (1) 投資主総会における議決権」をご参照下さい。 

 本投資証券の上場日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合には、ジャスダック証券取

引所の上場規定に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制

限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、証券取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報

告書により開示されます。また変更後の規約は、証券取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報

告書の添付書類として開示されます。 

  

④ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等

に関する規定は、以下のとおりです。 

  

イ．資産運用会社：スターツアセットマネジメント投信株式会社 

資産運用委託契約 



  

 

  期間及

び更新 

本投資法人の登録完了日（平成17年６月15日）から１年間とします。期間満了の３ヶ月前までに相手方に対する書面

による申し出がなされなかったときは、さらに１年間延長し、以後も同様とします。 

  

解約 

資産運用委託契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

    

  ① 本投資法人は、投資主総会の承認を得た上で、資産運用会社に対して３ヶ月前までに書面を持って解約の通知を

することで、契約を解除することができます。 

  ② 本投資法人は、資産運用会社に次に掲げる事由が生じたときは、原則として役員会の決議により契約を解約する

ことができます。 

  ⅰ．資産運用委託契約又は規約の規定に違反した場合 

  ⅱ．資産運用委託契約に定める資産運用会社の表明及び保証違反の事実が判明した場合 

  ⅲ．資産運用会社につき支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別

清算開始の申立、手形交換所における取引停止処分、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生し

た場合 

  ⅳ．資産の運用に係る業務を引続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 

  ③ 本投資法人は、資産運用会社に次に掲げる事由が生じたときは、契約を解約しなければなりません。 

  ⅰ．資産運用会社が投信法に規定される投資信託委託業者でなくなったとき 

  ⅱ．投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき 

  ⅲ．解散したとき 

  変更等 両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続きに従って、変更することができます。 



ロ．資産保管会社：中央三井信託銀行株式会社 

資産保管業務委託契約 

  

ハ．投資主名簿等管理人：中央三井信託銀行株式会社 

名義書換事務委託契約 

  

 

  
期間及

び更新 

契約締結日（平成17年５月２日）から２年間とします。期間満了の３ヶ月前までに当事者のいずれか一方から書面に

よる申出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より２年間延長するものとし、その後も同様とします。但

し、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、本投資法人の解散日までとします。 

  

解約 

資産保管業務委託契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

    

  ① 当事者間のいずれか一方より他方に対して３ヶ月前までに書面を持って解約の通知をすることで、資産保管業務

委託契約を解約することができます。但し、解約通知における指定の解約日経過後であっても、本投資法人が中

央三井信託銀行株式会社以外の委託業務を受託する者（以下「後任資産保管会社」といいます。）との間で委託

事務の委託に関する契約を締結するまで引続き効力を有するものとします。なお、解約通知における指定の解約

日から90日間経過後、本投資法人がその期間内に後任資産保管会社との資産保管業務委託契約締結に向けて真摯

な努力をしていないと中央三井信託銀行株式会社が合理的に判断した場合には、中央三井信託銀行株式会社は文

書による通知のうえ資産保管業務委託契約を失効させることができます。 

  ② 当事者のいずれか一方に次に掲げる事由が生じたときは、他の当事者は文書にて契約の解除を通知することによ

り、直ちに資産保管業務委託契約を解約することができます。 

  ⅰ．資産保管業務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認めたとき 

  ⅱ．破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算開始の申立がなさ

れたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき 

  

変更等 

資産保管業務委託の内容が法令その他当事者の一方若しくは双方の事情によりその履行に支障をきたすに至ったと

き、又はそのおそれのあるときは両当事者協議のうえ、これを改定することができます。改定に当たっては関係法令

及び本投資法人の規約との整合性及び準則性を遵守するものとし、書面（本投資法人については役員会での承認があ

ったことを示す書類を含みます。）をもって行うものとします。 

  期間及

び更新 

契約締結日（平成17年５月２日）から平成19年４月末日までとします。当事者のいずれか一方から書面による申出が

なされなかったときは、期間満了の日の翌日より２年間延長するものとし、その後も同様とします。 

  

解約 

名義書換事務委託契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

    

  ① 当事者間の文書による解約の合意。この場合には当事者間の合意によって定めるときに終了します。 

  ② 当事者間のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。この場合にはその通知到達の日から３ヶ月以

上経過後の当事者間の合意によって定める日に終了します。 

  ③ 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特

別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき、他方が行う文書の解約の通知。こ

の場合にはその通知において指定する日に終了します。 

  ④ 当事者間のいずれか一方がこの契約に違反し、かつ引続きこの契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場

合、他方が行う文書による解約の通知。この場合にはその通知到達の日から２週間経過後に終了します。 

  変更等 両当事者協議のうえ、双方の合意に基づき変更することができます。 



ニ．機関運営及び会計事務に関する一般事務受託者：中央三井信託銀行株式会社 

一般事務委託契約（機関運営及び会計事務に関するもの） 

  

ホ．会計監査人：あずさ監査法人 

 本投資法人は、あずさ監査法人を会計監査人とします。 

 会計監査人は、投資主総会において選任します（規約第37条）。会計監査人の任期は、就任後１年経

過後最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。会計監査人は、

上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたも

のとみなされます（規約第38条）。 

  

⑤ 公告 

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います（規約第４条）。 

  

  

  期間及

び更新 

契約締結日（平成17年５月２日）から２年間とします。期間満了の３ヶ月前までに当事者のいずれか一方から書面に

よる申出がなされなかったときは、さらに２年間延長するものとし、その後も同様とします。 

  

解約 

一般事務委託契約は次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

    

  ① 当事者間のいずれか一方より他方に対して３ヶ月前までに書面を持って解約の通知をすることで、契約を解約す

ることができます。 

  ② 当事者のいずれか一方が、以下に掲げる事項に一つでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知によ

り、直ちに一般事務委託契約を解除することができます。 

  ⅰ．一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き同契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合 

  ⅱ．破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立がなされた

とき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき 

  変更等 当事者の合意及び法令に従って変更することができます。 



２【利害関係人との取引制限】 

(1) 法令に基づく制限 

① 利害関係人との取引制限 

 資産運用会社は、法令の定めるところにより、利害関係人等との取引について次の行為を行うことが禁

じられています（投信法第34条の３第２項、投信法施行令第21条、投信法施行規則第53条）。ここで、

「利害関係人等」とは、資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運

用会社と密接な関係を有する者として投信法施行令で定める者をいいます（投信法第15条第２項第１号、

投信法施行令第20条）。 

  

イ．資産運用会社は利害関係人等である次のａ．からｇ．までに掲げる者の当該ａ．からｇ．までのそれ

ぞれに定める顧客等の利益を図るため、本投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと（投信

法第34条の３第２項第１号）。 

ａ．投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資信託資産運用業に係る投資法人 

ｂ．信託会社 信託の引受けを行う業務に係る受益者 

ｃ．信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者 

ｄ．投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る業者 

ｅ．宅地建物取引業者 宅地建物取引業に係る顧客 

ｆ．不動産特定共同事業者 不動産特定共同事業の事業参加者 

ｇ．上記ａ．からｆ．までに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として投信法施行令で定め

る者 投信法施行令で定める顧客等 

  

ロ．資産運用会社の利害関係人等の利益を図るため、本投資法人の利益を害することとなる取引を行うこ

と（投信法第34条の３第２項第２号）。 

  

ハ．資産運用会社の利害関係人等である次に掲げる者の利益を図るため、本投資法人の資産の運用の方

針、本投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと（投信法

第34条の３第２項第３号）。 

ａ．証券会社等 

ｂ．登録金融機関 

ｃ．宅地建物取引業者 

ｄ．上記ａ．からｃ．までに掲げる者のほか、投信法施行令で定める者 

  

ニ．資産運用会社の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社（投信法第15条第

２項第４号に定める主幹事会社をいいます。）である場合において、当該有価証券の募集又は売出し

の条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的相場を形成することを目的とした取引を行うこ

と（投信法第34条の３第２項第４号）。 

  

ホ．資産運用会社の利害関係人等である発行者、証券会社、証券仲介業者又は登録金融機関が有価証券の

募集、私募若しくは売出し又は募集、私募若しくは売出しの取扱いを行っている場合において、当該

発行者、証券会社、証券仲介業者又は登録金融機関に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み

の額が当該発行者、証券会社、証券仲介業者又は登録金融機関が予定していた額に達しないと見込ま

れる状況の下で、当該発行者、証券会社、証券仲介業者又は登録金融機関の要請を受けて、当該有価

証券を投資法人の資産をもって取得し、又は買付けること（投信法施行規則第53条第１号）。 

  

ヘ．資産運用会社の利害関係人等である不動産特定共同事業者が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧

誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該不動産特定共同事業者が予定し

ていた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該不動産特定共同事業者の要請を受けて、当該不動



産特定共同事業契約に係る匿名組合出資持分を投資法人の資産をもって取得すること（投信法施行規則第

53条第２号）。 

  

ト．資産運用会社の利害関係人等である匿名組合契約の営業者が匿名組合契約の締結に係る勧誘をする場

合において、当該匿名組合契約の出資額が当該匿名組合契約の営業者が予定していた額に達しないと

見込まれる状況の下で、当該匿名組合契約の営業者の要請を受けて、当該匿名組合契約に係る匿名組

合出資持分を投資法人の資産をもって取得すること（投信法施行規則第53条第３号）。 

  

チ．資産運用会社の利害関係人等である信託業者等が信託契約の締結に係る勧誘をする場合において、当

該信託契約の信託財産の額が当該信託業者等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、

当該信託業者等の要請を受けて、当該信託契約に係る受益権を投資法人の資産をもって取得すること

（投信法施行規則第53条第４号）。 

  

リ．資産運用会社の利害関係人等である信託受益権販売業者が信託受益権の販売又はその代理若しくは媒

介を行っている場合において、当該信託受益権販売業者に対する当該信託受益権の買付けの申込みの

額が当該信託受益権販売業者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該信託受益権

販売業者の要請を受けて、当該信託受益権を投資法人の資産をもって買いつけること（投信法施行規

則第53条第５号）。 

  

② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う

他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間に

おける特定資産（投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本項におい

て同じです。）の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めると

ころにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該

特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める者に対して交

付しなければなりません（投信法第34条の６第２項）。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代え

て投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人

（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める者の承

諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます（投信法第34条の６第４

項、第26条第３項）。 

  

③ 資産の運用の制限 

 投資法人は、(1)その執行役員又は監督役員、(2)その資産の運用を行う投資信託委託業者、(3)その執

行役員又は監督役員の親族、(4)その資産の運用を行う投資信託委託業者の取締役、会計参与（会計参与

が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）監査役若しくは執行役若しくはこれらに類

する役職にある者又は使用人との間で次に掲げる行為（投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められ

る行為として投信法施行令で定める行為（投信法第34条の10第２項の届出をして不動産の管理業務を営む

投資信託委託業者に、不動産の管理をすること及び投資信託委託業者に、宅地又は建物の売買又は貸借の

代理又は媒介を行わせること等）を除きます。）を行ってはなりません（投信法第195条、第193条、投信

法施行令第116条、第117条、第118条）。 

イ．有価証券の取得又は譲渡 

ロ．有価証券の貸借 

ハ．不動産の取得又は譲渡 

ニ．不動産の貸借 

ホ．不動産の管理の委託 

ヘ．宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引 



  

④ 特定資産の価格等の調査 

 投信法第34条の４及びこれに関する法令並びに金融庁事務ガイドラインにより定められた特定資産（指

定資産を除きます。）について取得及び譲渡等の取引が行われた場合は、資産運用会社の利害関係人等及

びその資産保管会社を除く外部の所定の第三者により価格等の調査を受けるものとします。 

 ここで、外部の所定の第三者とは、以下のもの（投信法施行令に定めるものを除きます。）をいいま

す。 

イ．弁護士又は弁護士法人 

ロ．公認会計士又は監査法人 

ハ．不動産鑑定士 

 なお、調査の対象である資産が不動産（土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいい

ます。）であるときは、当該調査は、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査します。 

 また、ここで規定する価格等の調査は、利害関係人等以外の第三者との間で、取引が行われた場合にも

実施します。 

  

(2) 本投資法人の自主ルール 

① 関連会社等 

 (ⅰ)投信法上定義されている利害関係人等に加え、(ⅱ)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則第８条第８項に規定される資産運用会社の関係会社に該当する会社、(ⅲ) (ⅰ)若しくは(ⅱ)の規定

に該当する会社がアセットマネジメント業務を受託する、又は(ⅰ)若しくは(ⅱ)の規定に該当する会社の

役職員が役員の過半数を占める等、その意思決定に関して上記(ⅰ)又は(ⅱ)の該当する会社が重要な影響

を及ぼし得ると認められる特別目的会社、又は(ⅳ) (ⅰ)又は(ⅱ)の規定に該当する会社が、その保有し

ていた資産を流動化した際に設立された特別目的会社を併せて「関連会社等」、と定め、資産運用会社と

の間の利益相反取引を規制しています。 

  

② 関連会社等との取引制限 

 資産運用会社は、以下に記載する取引を関連会社等と行う場合においては、それぞれにつき関係会社等

との取引に関するルールに定める基準を遵守するものとしています。 

イ．関連会社等からの特定資産の取得 

ロ．関連会社等への特定資産の売却 

ハ．関連会社等への資産運用業務の委託 

ニ．関連会社等への不動産管理業務の委託 

ホ．関連会社等への入居募集業務の委託 

 また、資産運用会社は、資産運用会社の関連会社等であるスターツデベロップメント株式会社との間で

パイプラインサポート契約を、スターツＣＡＭ株式会社との間で物件情報提供契約を締結しています。資

産運用会社は、同契約に基づいて、スターツデベロップメント株式会社及びスターツＣＡＭ株式会社が保

有・開発する物件及び仲介物件に係る情報提供、ウェアハウジング機能その他一定の業務を委託していま

す。資産運用会社及びスターツデベロップメント株式会社は、両者間の取引が利害関係人取引に該当する

ことを認識し、パイプラインサポート契約に基づきスターツデベロップメント株式会社の保有・開発物件

を本投資法人に売却する場合には、予め独立した不動産鑑定士から不動産鑑定評価書を取得し、当該鑑定

評価以下で売却する等の条項を設けることにより、利益相反取引を排除する措置を講じています。 

  

③ 関連会社等との取引状況等 

イ．不動産信託受益権の取得 

ａ．第１期取得済資産の取得（上場時） 

 本投資法人は、資産運用会社の関連会社等である有限会社ディスクリート、有限会社アスリート、

有限会社コンプリート、スターツコーポレーション株式会社及びスターツデベロップメント株式会社

から、下表のとおり25個の不動産信託受益権を取得しました。また、取得する不動産信託受益権が表



象するいずれの物件についても、受託者をして、資産運用会社の関連会社等であるスターツアメニ

ティー株式会社にプロパティマネジメント業務を委託しております。 

  

 



  

ｂ．第２期取得済資産の取得 

 本投資法人は、資産運用会社の関連会社等であるスターツデベロップメント株式会社から、下表の

とおり11個の不動産信託受益権を取得しました。なお、取得する不動産信託受益権が表象するいずれ

の物件についても、受託者をして、資産運用会社の関連会社等であるスターツアメニティー株式会社

にプロパティマネジメント業務を委託させております。 

  

  

ｃ．取得予定資産の取得 

 本投資法人は、資産運用会社の関連会社等であるスターツデベロップメント株式会社から、16個の

不動産信託受益権を取得する予定です。また、取得する不動産信託受益権が表象するいずれの物件に

ついても、受託者をして、資産運用会社の関連会社等であるスターツアメニティー株式会社にプロパ

ティマネジメント業務を委託させる予定です。 

  取得日 売主（現所有者） 物件番号 信託不動産の名称 

  平成17年12月１日 有限会社ディスクリート C-1 第１パークハウス 

  平成17年12月１日 有限会社コンプリート C-2 αネクスト東陽町第１ 

  平成17年12月１日 有限会社ディスクリート C-3 αネクスト葛西 

  平成17年12月１日 スターツデベロップメント株式会社 C-4 プレイス三軒茶屋 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート C-5 ガナドール瑞江 

  平成17年12月１日 有限会社ディスクリート C-6 リバーサイドヨロズヤ 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート C-7 ベイグランデ南葛西 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート C-8 αネクストせんげん台第３ 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート C-9 サンハイツ行徳 

  平成17年12月１日 スターツコーポレーション株式会社 C-10 αネクスト本郷第６ 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート C-11 ヴィラージュ南行徳 

  平成17年12月１日 有限会社コンプリート C-12 スカイホーム本郷 

  平成17年12月１日 有限会社ディスクリート C-13 フィエルテ東川口 

  平成17年12月１日 有限会社コンプリート C-14 αネクスト船堀第４ 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート C-15 ライフステージゴールド 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート C-16 αネクストせんげん台第２ 二番館 

  平成17年12月１日 有限会社ディスクリート G-1 αネクスト本通 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート G-2 αネクスト札幌第17 

  平成17年12月１日 スターツコーポレーション株式会社 G-3 αネクスト札幌第18 

  平成17年12月１日 有限会社コンプリート G-4 αネクスト元町 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート G-5 αネクスト札幌第４ 

  平成17年12月１日 有限会社ディスクリート G-6 αネクスト福岡第２ 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート G-7 αネクスト福岡第１ 

  平成17年12月１日 有限会社アスリート R-1 αネクスト松山第３ 

  平成17年12月１日 有限会社ディスクリート R-2 αネクスト東大畑 

  取得日 売主（現所有者） 物件番号 信託不動産の名称 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 C-17 プロシード松濤 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 C-18 プロシード参宮橋 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 C-19 パレス浦安 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 C-20 ワコーレ新小岩Ⅱ 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 C-21 サンフォレストⅠ 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 C-22 サンフォレストⅡ 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 C-23 プロシード都立大学 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 G-8 プロシード太閤通 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 G-9 コローレ 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 G-10 αネクスト那珂川 

  平成18年５月２日 スターツデベロップメント株式会社 G-11 プロシード穂波町 



  

  

ロ．関連会社等への支払手数料等 

ａ．第１期中に発生した関連会社等への支払手数料等の項目は以下のとおりです。 

  

  

 

  取得予定年月 売主（現所有者） 物件番号 信託不動産の名称 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-24 プロシード都立大学Ⅱ 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-25 プロシード本所吾妻橋 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-26 プロシード目黒青葉台 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-27 プロシード杉並宮前 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-28 プロシード両国 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-29 プロシード三田 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-30 プロシード中野新橋 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-31 プロシード亀戸 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-32 プロシード高田馬場 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-33 プロシード新高円寺 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-34 プロシード高円寺南 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-35 プロシード蓮根 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-36 プロシード大井町 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-37 プロシード十条 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-38 プロシード白楽 

  平成18年11月 スターツデベロップメント株式会社 C-39 プロシード新丸子 

  
区分 

支払手数料総額Ａ
（千円） 

利害関係人等との取引の内訳 
Ｂ／Ａ（％） 

  支払先 支払額Ｂ（千円） 

  委託管理料 12,916 スターツアメニティー株式会社 12,916 100 

  修繕工事費 11,893 スターツアメニティー株式会社 11,893 100 

  保守点検費 12,704 スターツアメニティー株式会社 12,704 100 

  広告宣伝費 3,905 スターツアメニティー株式会社 3,905 100 

  更新手数料 4,578 スターツアメニティー株式会社 4,578 100 



ｂ．第２期中に発生する予定の関連会社等への支払手数料の項目は以下のとおりです。 

（注）スターツアメニティー株式会社との間で締結している建物賃貸借及び業務委託契約に基づき、定期保守代金、修繕費、管理手数料、更新手数

料、広告料等が支払われる予定です。本書の日付現在、第2期が終了しておらず、金額が確定していないため、金額は記載しておりません。

  

ハ．第１期取得済資産の取得並びにスターツアメニティー株式会社へのプロパティマネジメント業務の委

託及びスターツピタットハウス株式会社へのリーシング業務の再委託の検討過程 

ａ．平成17年10月14日に開催されたコンプライアンス委員会における審議 

・ 上記「イ. 不動産信託受益権の取得 ａ. 第１期取得済資産の取得（上場時）」記載の取得済の

25個の不動産信託受益権の取得及び上記ロ．記載のスターツアメニティー株式会社へのプロパ

ティマネジメント業務の委託に関して、運用ガイドラインに基づく投資対象不動産等の取得基準

及びプロパティマネジメント会社の選定方針との適合性を確認しました。 

・ 上記イ. ａ．記載の取得済の25個の不動産信託受益権のプロパティマネジメント業務のうちリー

シング業務をスターツアメニティー株式会社からスターツピタットハウス株式会社へ再委託する

ことに関して、運用ガイドラインに基づくプロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の

選定方針との適合性を確認しました。 

・ 資産運用会社の関連会社等であるスターツアメニティー株式会社が、本投資法人が取得する信託

不動産のプロパティマネジメント業務を受託すること並びに当該プロパティマネジメント業務の

うちリーシング業務を、資産運用会社の関連会社等であるスターツピタットハウス株式会社へ再

委託することに関して、関連会社等であるスターツアメニティー株式会社並びにスターツピタッ

トハウス株式会社を不当に優先していないこと及び本投資法人に不利な報酬契約になっていない

ことを確認しました。 

ｂ．平成17年10月14日に開催された投資委員会における審議 

 上記ａ．のコンプライアンス委員会による審議結果を受けて、運用ガイドラインに基づく投資対象

不動産等の取得基準との適合性、及び関連会社等との取引について資産運用会社社内規定の遵守条件

を確認し、全会一致で承認しました。 

ｃ．平成17年10月17日に開催された資産運用会社取締役会における審議 

 上記ｂ．の投資委員会の審議結果を受けて、運用ガイドラインに基づく投資対象不動産等の取得基

準の適合性、及び関連会社等との取引について資産運用会社社内規程の遵守状況を確認し、上記イ. 

ａ．記載の25個の不動産信託受益権に係る停止条件付不動産信託受益権売買契約等を締結することに

つき、全会一致で承認しました。 

ｄ．平成17年10月17日に開催されたコンプライアンス委員会（上記ａ．の２回目）における審議 

 上記イ. ａ．記載の25個の停止条件付不動産信託受益権売買契約締結に際し、取締役会で承認され

た契約書であること並びに運用ガイドラインに基づく投資対象不動産等の取得基準及び関連会社等と

の取引について、資産運用会社社内規程に適合した内容であることを確認しました。 

ｅ．平成17年10月26日開催の本投資法人役員会への報告 

 上記ｃ．の資産運用会社取締役会の決議を受けて、本投資法人の執行役員は、決議結果を本投資法

人の役員会に報告しました。 

ｆ．平成17年10月21日に開催されたコンプライアンス委員会における審議 

・ 上記イ. ａ．記載の25個の不動産信託受益権の取得に関して、運用ガイドラインに基づく投資対

象不動産等の取得基準との適合性を確認しました。 

  
区分 

支払手数料の総額 
（Ａ） 

関連会社等との取引の内訳 
(Ｂ)/(Ａ)

  支払先 支払金額（Ｂ) 

  修繕維持費 

建物賃貸借及び業務委
託契約に基づき、手数
料が支払われます。 

(注) 

スターツアメニティー
株式会社 

建物賃貸借及び業務委
託契約に基づき、手数
料が支払われます。 

(注) 

  

  清掃管理費 
未定 

  物件管理委託費 

  仲介手数料及び広告費   



・ 上記イ. ａ．記載のうち、プレイス三軒茶屋（物件番号C-4）を信託財産とする不動産信託受益

権の売主であるスターツデベロップメント株式会社は、関連会社等であることを確認しました。

・ 上記イ. ａ．記載のうち、αネクスト本郷第６（物件番号C-10）及びαネクスト札幌第18（物件番

号G-3）をそれぞれ信託財産とする不動産信託受益権の売主であるスターツコーポレーション株

式会社は、関連会社等であることを確認しました。 

・ 上記イ．記載のうち、プレイス三軒茶屋（物件番号C-4）、αネクスト本郷第６（物件番号C-10）

及びαネクスト札幌第18（物件番号G-3）を除く22物件をそれぞれ信託財産とする不動産信託受益

権の売主である有限会社コンプリート、有限会社アスリート及び有限会社ディスクリートの総持

分を保有する英国領ケイマン諸島法人であるスターキャプチャーコーポレーションの出資者であ

るスターツコーポレーション株式会社は、関連会社等であることを確認しました。 

・ 各不動産信託受益権の売買価格が適正な価格であるか否かについて、本投資法人から独立した第

三者である株式会社中央不動産鑑定所及び株式会社東都鑑定の作成した不動産鑑定評価書に基づ

く不動産鑑定評価額以下で取得することを確認しました。 

ｇ．平成17年10月21日に開催された投資委員会における審議 

 上記ｆ．のコンプライアンス委員会による審議結果を受けて、運用ガイドラインに基づく投資対象

不動産等の取得基準との適合性、及び関連会社等との取引について資産運用会社社内規程の遵守状況

を確認し、全会一致で承認しました。 

ｈ．平成17年10月24日に開催された資産運用会社取締役会における審議 

 上記ｇ．の投資委員会の審議結果を受けて、運用ガイドラインに基づく投資対象不動産等の取得基

準との適合性、及び関連会社等との取引について資産運用会社社内規程の遵守状況を確認し、全会一

致で承認しました。 

ｉ．平成17年10月26日開催の本投資法人役員会への報告 

 上記ｈ．の資産運用会社取締役会の決議を受けて、本投資法人の執行役員は、決議結果を本投資法

人の役員会に報告しました。 

ｊ．平成17年10月25日に開催されたコンプライアンス委員会（上記ｆ．の２回目）における審議 

 上記イ. ａ．記載の25個の不動産信託受益権の取得に関する停止条件付信託受益権売買契約書につ

いて、資産運用会社社内規程に適合した内容であることを確認しました。 

ｋ．平成17年10月25日に開催された資産運用会社取締役会における審議 

 上記ｊ．のコンプライアンス委員会の審議結果を受けて、契約内容について、運用ガイドラインに

基づく投資対象不動産等の取得基準との適合性及び関連会社等との取引について資産運用会社社内規

程の遵守状況を確認し、全会一致で承認しました。 

ｌ．平成17年10月26日に開催された本投資法人役員会における承認 

 上記ｋ．の資産運用会社取締役会の決議を受け、本投資法人の執行役員は、停止条件付信託受益権

売買契約書の締結につき役員会に諮り、全会一致で承認しました。 

  

ニ．第２期取得済資産の取得並びにスターツアメニティー株式会社へのプロパティマネジメント業務の委

託及びスターツピタットハウス株式会社へのリーシング業務の再委託の検討過程 

ａ．平成18年３月24日に開催されたコンプライアンス委員会における審議 

・ 上記「イ. 不動産信託受益権の取得 ｂ. 第２期取得済資産の取得」記載の取得済の11個の不動

産信託受益権の取得及び上記ロ．記載のスターツアメニティー株式会社へのプロパティマネジメ

ント業務の委託（スターツピタットハウス株式会社へのリーシング業務の再委託を含みます。以

下同じ。）に関して、運用ガイドラインに基づく投資対象不動産等の取得基準及びプロパティマ

ネジメント会社・入居募集等受託会社の選定方針との適合性を確認しました。 

・ 上記イ. ｂ．記載の11個の不動産信託受益権の売主であるスターツデベロップメント株式会社

は、関連会社等であることを確認しました。 

・ 各不動産信託受益権の売買価格が適正な価格であるか否かについて、本投資法人から独立した第

三者である株式会社中央不動産鑑定所及び株式会社東都鑑定の作成した不動産鑑定評価書に基づ

く不動産鑑定評価額以下で取得することを確認しました。 



・ 資産運用会社の関連会社等であるスターツアメニティー株式会社が、本投資法人が取得する信託

不動産のプロパティマネジメント業務を受託すること及び当該プロパティマネジメント業務のう

ちリーシング業務を資産運用会社の関連会社等であるスターツピタットハウス株式会社へ再委託

することに関して、関連会社等であるスターツアメニティー株式会社及びスターツピタットハウ

ス株式会社を不当に優先していないこと並びに本投資法人に不利な報酬合意になっていないこと

を確認しました。 

ｂ．平成18年３月24日に開催された投資委員会における審議 

 上記ａ．のコンプライアンス委員会による審議結果を受けて、運用ガイドラインに基づく投資対象

不動産等の取得基準及びプロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定方針との適合性、

並びに関連会社等との取引について資産運用会社社内規定の遵守条件を確認し、イ. ｂ．記載の11個

の不動産信託受益権のスターツデベロップメント株式会社からの取得及びスターツアメニティー株式

会社へのプロパティマネジメント業務の委託について、全会一致で承認しました。 

ｃ．平成18年３月24日に開催された資産運用会社取締役会における審議 

 上記ｂ．の投資委員会の審議結果を受けて、運用ガイドラインに基づく投資対象不動産等の取得基

準の適合性及び関連会社等との取引について運用資産会社社内規程の遵守状況を確認し、上記イ. 

ｂ．記載の11個の不動産信託受益権のスターツデベロップメント株式会社からの取得及びスターツア

メニティー株式会社へのプロパティマネジメント業務の委託について、全会一致で承認しました。 

ｄ．平成18年３月31日に開催されたコンプライアンス委員会における審議 

 上記イ. ｂ．記載の11個の不動産信託受益権の取得に係る停止条件付不動産信託受益権売買契約等

締結に関する停止条件付不動産信託受益権売買契約書案、建物賃貸借及び業務委託契約書案、並びに

転貸借代理委託契約書案について、資産運用会社社内規程に適合した内容であることを確認しまし

た。 

ｅ．平成18年３月31日に開催された投資委員会における審議 

 上記ｄ．のコンプライアンス委員会による審議結果を受けて、イ. ｂ．記載の11個の不動産信託受

益権の取得に関する停止条件付信託受益権売買契約書案、建物賃貸借及び業務委託契約書案、並びに

転貸借代理委託契約書案について、資産運用会社社内規程の遵守状況を確認し、全会一致で承認しま

した。 

ｆ．平成18年３月31日に開催された資産運用会社取締役会における審議 

 上記ｅ．の投資委員会の審議結果を受けて、イ. ｂ．記載の11個の不動産信託受益権に関する停止

条件付不動産信託受益権売買契約書案、建物賃貸借及び業務委託契約書案、並びに転貸借代理委託契

約書案の内容での各契約の締結について資産運用会社社内規程の遵守状況を確認し、全会一致で承認

しました。 

ｇ．平成18年４月４日開催の本投資法人役員会への報告 

 上記ｆ．の資産運用会社取締役会の決議を受けて、本投資法人の執行役員は、決議結果を本投資法

人の役員会に報告しました。 

ｈ．平成18年４月４日に開催された本投資法人役員会における承認 

 上記ｆ．の資産運用会社取締役会の決議を受け、本投資法人の執行役員は、停止条件付信託受益権

売買契約書の締結につき役員会に諮り、全会一致で承認しました。 

  

ホ．取得予定資産の取得並びにスターツアメニティー株式会社へのプロパティマネジメント業務の委託及

びスターツピタットハウス株式会社へのリーシング業務の再委託の検討過程 

ａ．平成18年10月17日に開催されたコンプライアンス委員会における審議 

・ 上記「イ. 不動産信託受益権の取得 ｃ. 取得予定資産の取得」記載の取得予定の16個の不動産

信託受益権の取得及び上記ロ．記載のスターツアメニティー株式会社へのプロパティマネジメン

ト業務の委託（スターツピタットハウス株式会社へのリーシング業務の再委託を含みます。以下

同じ。）に関して、運用ガイドラインに基づく投資対象不動産等の取得基準及びプロパティマネ

ジメント会社・入居募集等受託会社の選定方針との適合性を確認しました。 

・ 上記イ. ｃ．記載の16個の不動産信託受益権の売主であるスターツデベロップメント株式会社



は、関連会社等であることを確認しました。 

・ 各不動産信託受益権の売買価格が適正な価格であるか否かについて、本投資法人から独立した第

三者である株式会社中央不動産鑑定所、株式会社東都鑑定及び株式会社アセットリサーチの作成

した不動産鑑定評価書に基づく不動産鑑定評価額以下で取得することを確認しました。 

・ 資産運用会社の関連会社等であるスターツアメニティー株式会社が、本投資法人が取得する信託

不動産のプロパティマネジメント業務を受託すること及び当該プロパティマネジメント業務のう

ちリーシング業務を資産運用会社の関連会社等であるスターツピタットハウス株式会社へ再委託

することに関して、関連会社等であるスターツアメニティー株式会社及びスターツピタットハウ

ス株式会社を不当に優先していないこと並びに本投資法人に不利な報酬合意になっていないこと

を確認しました。 

ｂ．平成18年10月17日に開催された投資委員会における審議 

 上記ａ．のコンプライアンス委員会による審議結果を受けて、運用ガイドラインに基づく投資対象

不動産等の取得基準及びプロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定方針との適合性、

並びに関連会社等との取引について資産運用会社社内規定の遵守条件を確認し、イ. ｃ．記載の16個

の不動産信託受益権のスターツデベロップメント株式会社からの取得及びスターツアメニティー株式

会社へのプロパティマネジメント業務の委託について、全会一致で承認しました。 

ｃ．平成18年10月17日に開催された資産運用会社取締役会における審議 

 上記ｂ．の投資委員会の審議結果を受けて、運用ガイドラインに基づく投資対象不動産等の取得基

準の適合性及び関連会社等との取引について運用資産会社社内規程の遵守状況を確認し、上記イ. 

ｃ．記載の16個の不動産信託受益権のスターツデベロップメント株式会社からの取得及びスターツア

メニティー株式会社へのプロパティマネジメント業務の委託について、全会一致で承認しました。 

ｄ．平成18年10月24日に開催されたコンプライアンス委員会における審議 

 上記イ. ｃ．記載の16個の不動産信託受益権の取得に係る停止条件付不動産信託受益権売買契約等

締結に関する停止条件付不動産信託受益権売買契約書案、建物賃貸借及び業務委託契約書案、並びに

転貸借代理委託契約書案について、資産運用会社社内規程に適合した内容であることを確認しまし

た。 

ｅ．平成18年10月24日に開催された投資委員会における審議 

 上記ｄ．のコンプライアンス委員会による審議結果を受けて、イ. ｃ．記載の16個の不動産信託受

益権の取得に関する停止条件付信託受益権売買契約書案、建物賃貸借及び業務委託契約書案、並びに

転貸借代理委託契約書案について、資産運用会社社内規程の遵守状況を確認し、全会一致で承認しま

した。 

ｆ．平成18年10月24日に開催された資産運用会社取締役会における審議 

 上記ｅ．の投資委員会の審議結果を受けて、イ. ｃ．記載の16個の不動産信託受益権に関する停止

条件付不動産信託受益権売買契約書案、建物賃貸借及び業務委託契約書案、並びに転貸借代理委託契

約書案の内容での各契約の締結について資産運用会社社内規程の遵守状況を確認し、全会一致で承認

しました。 

ｇ．平成18年10月27日開催の本投資法人役員会への報告 

 上記ｆ．の資産運用会社取締役会の決議を受けて、本投資法人の執行役員は、決議結果を本投資法

人の役員会に報告しました。 

ｈ．平成18年10月27日に開催された本投資法人役員会における承認 

 上記ｆ．の資産運用会社取締役会の決議を受け、本投資法人の執行役員は、停止条件付信託受益権

売買契約書の締結につき役員会に諮り、全会一致で承認しました。 

  

  



３【投資主・投資法人債権者の権利】 

(1) 投資主総会における議決権 

① 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています（投信法

第77条第２項第３号、第94条第１項、会社法第308条第１項本文）。投資主総会において決議される事

項は、以下のとおりです。 

イ．執行役員、監督役員及び会計監査人の選任（但し、設立の際選任されたものとみなされる者の選任を

除きます。）と解任（投信法第96条、第104条） 

ロ．投資信託委託業者との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意（投信法第198条第２項、第

206条第１項、第34条の９第２項本文） 

ハ．投資口の併合（投信法第81条の２） 

ニ．投資法人の解散（投信法第143条第３号） 

ホ．規約の変更（投信法第140条） 

ヘ．その他の投信法又は本投資法人の規約で定める事項（投信法第89条第１項） 

  

② 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。 

イ．投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合のほか、出席した投資主の議決権の過半

数をもって決します（投信法第93条の２第１項、規約第13条）。 

ロ．投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主を代理人として、議決権を行使することができま

す（規約第16条第１項）。投資主又は代理人に選任された投資主は、投資主総会毎に代理権を証する

書面を予め本投資法人に提出しなければなりません（投信法第94条第１項、会社法第310条第１項、

規約第16条第２項）。 

ハ．投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます（投信法第92条第

１項）。 

ニ．書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します（投信法第92条第２

項）。 

ホ．投資主は、投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することができます（投信法第92

条の２第１項）。 

ヘ．投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に

提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案がある

ときは、当該議案のいずれも除きます。）についても賛成したものとみなします（投信法第93条第１

項、規約第14条第１項）。 

ト．上記ヘ．の定めに基づき議案に賛成したものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資

主の議決権の数に算入します（投信法第93条第３項、規約第14条第２項）。 

チ．本投資法人は、投資主総会直前の決算日の最終の投資主名簿に記載された投資主をもって、その招集

に係る投資主総会において権利を行使することができる投資主とします（投信法第77条の３第２項、

規約第15条第１項）。 

リ．上記チ．のほか、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議により、予め公告して、一定の日

のおける投資主名簿に記載されている投資主又は登録質権者をもって、その権利を行使すべき投資主

又は登録質権者とします（投信法第77条の３第２項、第３項、第４項、会社法第124条第２項、第３

項、規約第15条第２項）。 

  

(2) その他の共益権 

① 代表訴訟提起権（投信法第34条の８第３項、第116条、第119条、会社法第847条） 

 ６箇月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面その他の法務省令で定める方法

により、資産運用会社、一般事務受託者、執行役員、監督役員又は会計監査人の責任を追及する訴訟の提

起を請求することができ、本投資法人が請求のあった日から60日以内に訴訟を提起しないときは、本投資

法人のために訴訟を提起することができます。 



  

② 投資主総会決議取消訴権（投信法第94条第２項、会社法第831条） 

 投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反している又は著しく不公

正なとき、決議の内容が規約に違反しているとき、又は決議についての特別の利害関係を有している投資

主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、決議の日から３箇月以内に、

訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。 

  

③ 執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第109条第５項、第153条の３第２項、会社法第360条第１

項） 

 執行役員が本投資法人の目的の範囲内ではない行為その他法令又は規約に違反する行為をし、又はこれ

らの行為をするおそれがある場合において、当該行為により本投資法人に著しい損害が発生するおそれが

ある場合には、６箇月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人のために執行役員に対してその

行為の差止めを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても

同様です。 

 



④ 新投資口発行無効訴権（投信法第84条第２項、会社法第828条第１項） 

 投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効力が生

じた日から６箇月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。 

  

⑤ 合併無効訴権（投信法第150条、会社法第828条第１項） 

 投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の効力が生じた日から

６箇月以内に合併の無効の訴えを提起することができます。 

  

⑥ 設立無効訴権（投信法第75条第６項、会社法第828条第１項） 

 投資主は、本投資法人の設立につき重大な瑕疵があった場合には、本投資法人に対して成立の日から２

年以内に設立無効の訴えを提起することができます。 

  

⑦ 投資主提案権（投信法第94条第１項、会社法第303条第２項、第305条第１項本文） 

 発行済投資口の総口数の100分の１以上に当たる投資口を有する投資主（６箇月前から引続き当該投資

口を有する投資主に限ります。）は、執行役員に対して会日より８週間前に書面をもって、(1)一定の事

項を投資主総会の会議の目的とするべきことを請求することができ、また、(2)会議の目的である事項に

ついてその投資主の提出する議案の要領を投資主総会の招集通知に記載することを請求することができま

す。 

  

⑧ 投資主総会招集権（投信法第90条第３項、会社法第297条第１項、第４項） 

 発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる投資口を有する投資主（６箇月前から引続き当該投資

口を有する投資主に限ります。）は、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して執

行役員に対して投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投資主総会招集の手続がなされない場

合には、内閣総理大臣の許可を得て招集することができます。 

  

⑨ 検査役選任請求権（投信法第94条第１項、会社法第306条第１項、投信法第110条） 

 発行済投資口の総口数の100分の１以上に当たる投資口を有する投資主（６箇月前から引続き当該投資

口を有する投資主に限ります。）は、投資主総会招集の手続及び決議方法を調査させるため、投資主総会

に先立って検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。また、発行済投資口の総口数の100

分の３以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行に関し不正行為又は法令若しくは

規約に違反する重大な事実があることを疑うべき事由があるときに、本投資法人の業務及び財産の状況を

調査させるために検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。 

  

⑩ 執行役員等解任請求権（投信法第104条第１項、第３項、会社法第854条第１項第２号） 

 発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる投資口を有する投資主（６箇月前から引続き当該投資

口を有する投資主に限ります。）は、執行役員又は監督役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しく

は規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会で当該役員の解任が否決された場合には、

30日以内に訴えをもって当該役員の解任を請求することができます。 

  

⑪ 解散請求権（投信法第143条の３） 

 発行済投資口の総口数の10分の１以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行にお

いて著しく困難な状況に至り、当該投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれが

あるときや本投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該投資法人の存立を危うくするときにお

いて、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって本投資法人の解散請求をすることができます。 

  

(3) 分配金請求権（投信法第77条第２項第１号） 

 本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算

書に基づき、保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。 



  

(4) 残余財産分配請求権（投信法第77条第２項第２号） 

 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分

配を受ける権利を有しています。 

  

(5) 払戻請求権（規約第８条） 

 投資主は、投資口の払戻請求権を有していません。 

  

(6) 投資口の処分権（投信法第78条第１項、第３項） 

 投資主は、投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡することができます。 

  

(7) 投資証券交付請求権及び不所持請求権（投信法第85条第１項、第３項、会社法第217条） 

 投資主は、本投資法人が投資口を発行した日以後遅滞なく当該投資口に係る投資証券の交付を受けること

ができます。また、投資主は、投資証券の不所持を申し出ることもできます。 

  

(8) 帳簿等閲覧請求権（投信法第128条の３） 

 投資主は、執行役員に対し、会計の帳簿及び資料の閲覧又は謄写を請求することができます。但し、この

請求は、理由を明らかにしなければなりません。 

  

  

  



第４【関係法人の状況】 
  

１【資産運用会社の概況】 

(1）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① 名称 

スターツアセットマネジメント投信株式会社 

  

② 資本金の額 

本書の日付現在 150,000,000円 

  

③ 事業の内容 

イ．投信法第２条第16項に規定する投資信託委託業 

ロ．投信法第２条第17項に規定する投資法人資産運用業 

ハ．投信法第34条の10第１項第２号に規定する不動産管理業務 

ニ．上記イ．及びロ．に付随する宅地建物取引業法第50条の２第１項第１号に規定する取引一任代理等の

業務 

ホ．前各号に付随する業務 

  

④ 会社の沿革 

  

⑤ 株式の総数（本書の日付現在） 

イ．発行する株式の総数 

4,000株 

  

ロ．発行済株式の総数 

3,000株 

  

ハ．最近５年間における資本金の額の増減 

  

 

  年月日 事項 

  平成13年10月31日 スターツアセットマネジメント投信株式会社設立 

  平成13年12月22日 
宅地建物取引業者として宅地建物取引業法第３条に基づく免許取得
（東京都知事(1)第80325号） 

  平成16年11月11日 
宅地建物取引業法第50条の２に基づく取引一任代理等の認可取得 
（国土交通大臣認可第25号） 

  平成16年12月20日 
投信法第６条に基づく投資法人資産運用業の認可取得 
（内閣総理大臣第36号） 

  平成17年１月21日 社団法人投資信託協会に入会 

  年月日 資本金の増減 

  平成16年９月18日 資本金の額を5,000万円から１億5,000万円に増額 



⑥ 経理の概況 

資産運用会社の経理の概況は、以下のとおりです。 

イ. 最近の事業年度における主な資産と負債の概況 

  

ロ. 最近の事業年度における損益の概況 

（注）第４期においては営業活動を行っていないため、営業収益はありません。 

  

⑦ その他 

イ．役員の変更 

 資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上の株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任します（会社法第309条第１

項、第329条第１項、第341条、資産運用会社の定款（以下「定款」といいます。）第15条第２項）。取

締役の選任については、累積投票によりません（会社法第342条第１項、定款第15条第３項）。取締役

の任期は、就任後２年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで、監査役の任期は

３年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結のときまでです。但し、補欠又は増員として就任した

取締役の任期は、他の在任取締役の任期が満了すべきときまでとし、補欠として就任した監査役の任期

は前任者の任期が満了すべきときまでとします（会社法第332条第２項、第336条第１項、第３項、定款

第16条第２項、第23条第２項）。資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、監

督官庁へ遅滞なく届け出ます（投信法第10条の３第２項第１号、第８条第１項第３号）。また、資産運

用会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事し又は事業を営もうとする場合には、監督官庁

の承認を必要とします（投信法第13条）。 

  

ロ．定款の変更 

 定款を変更するためには、株主総会の特別決議が必要です（会社法第466条、第309条第１項、第２項

第11号）。本書の日付現在において、資産運用会社の定款の変更は予定されていません。 

  

ハ．訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在において、資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想さ

れる事実はありません。 

  

⑧ 関係業務の概要 

本投資法人が、資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。 

イ. 本投資法人の資産の運用に係る業務 

ロ. 本投資法人が行う資金調達に係る業務 

    
第４期 

（平成17年３月31日現在） 
第５期 

（平成18年３月31日現在） 

  総資産（円） 149,034,831 149,190,231 

  総負債（円） 12,293,453 11,805,629 

  純資産（円） 136,741,378 137,384,602 

    
第４期 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

第５期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

  営業収益（円） 0 6,900,848 

  経常利益（円） ▲11,224,344 933,064 

  当期利益（円） ▲11,512,912 643,064 



ハ. 本投資法人への報告業務 

ニ. その他本投資法人が随時委託する上記イ．ないしハ．に付随し又は関連する業務 

  

(2）【運用体制】 

 前記のとおり、本投資法人の資産運用は、資産運用会社に委託して行います。 

 資産運用会社は、本投資法人の資産運用にあたり、以下の概要の運用体制（組織、業務分掌体制及び運

用の意思決定機構等）を構築しています。 

  

イ．組織 

資産運用会社の組織図は以下のとおりです。 

  

 

  

 資産運用会社は、かかる組織体制において、本投資法人より委託を受けた資産運用業務を行います。

資産運用会社は、投資方針、運用資産の取得・売却、運用資産の管理運営計画等を審議するための会議

体として投資委員会を設置しています。また、コンプライアンスを担当する機関としてコンプライアン

ス委員会を設置し、コンプライアンスオフィサーを議長として、コンプライアンスに係る重要事項につ

き法令等遵守状況を確認します。資産運用業務は、投資部、運用部及び管理部の分掌によって実施され

ています。 

  

ロ．資産運用会社の各部の業務の概要 

  組織 業務の概略 

  投資部 ・ 運用方針・計画案策定（年度・中長期） 

・ 運用資産のストラクチャー組成関連業務 

・ 余資の運用方針・計画案策定 

・ ファイナンス方針・計画案策定（年度・中長期） 

・ 運用資産の取得計画案策定 

・ 運用資産の売却計画案策定 

  運用部 ・ 運用資産の管理運営計画案策定及び実行 



  

 

・ 運用資産の取得計画の実行及び諸契約締結及び実績の報告 

・ 運用資産の売却計画の実行及び諸契約締結及び実績の報告 

・ プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定及び契約締結 

・ 大規模修繕計画案策定 

・ 配当方針・計画案策定 

・ 運用資産の資金管理計画案策定 

・ 市場動向調査 

・ 運用資産ポートフォリオの評価 

  管理部 ・ 年度経理方針・予算策定 

・ 経理及び出納 

・ 年度人事方針・計画策定、人事 

・ 広報業務 

・ 情報開示（ＩＲ）業務 

・ 自社の株主総会・取締役会運営 

・ 行政機関への定例報告及び届出 

・ 規程の改廃に係る業務 

・ 情報システム機器の運用、保全及び管理 

・ 年度検査方針・計画策定・実行 

・ 検査対応方針策定・検査対応・苦情に関する窓口及びその対処 

・ 法務に関する業務 

・ 行政機関及び業界諸団体等対応 

・ 配当方針・計画の実行 

・ 投資口発行 

・ 投資法人債発行・償還 

・ 運用資産の資金管理計画の実行 

・ 余資の運用方針・計画の実行 

・ 運用資産の資産保管会社・証券代行業者の選定及び契約締結 

・ 募集取扱い会社対応業務 

・ 大規模修繕計画の実行 

・ 法人関係情報の管理 



ハ．委員会 

 資産運用会社には、投資委員会及びコンプライアンス委員会が設置されており、その概要は以下のと

おりです。 

ａ. 投資委員会 

ⅰ．構成員 

 投資部長（議長）、運用部長、管理部長、外部専門家（弁護士等）及びコンプライアンスオフィ

サー 

ⅱ．開催時期 

 下記審議項目について重要な決議事項が生じたと議長が判断、若しくは関係各部より請求があっ

た場合、議長を招集権者として開催されます。 

ⅲ．審議項目 

 投資委員会では、運用資産の運用に関する下記の事項について審議及び法令等遵守状況の確認を

行います。 

・ 運用方針策定 

・ 運用資産の取得・売却 

・ ファイナンス方針策定 

・ 運用資産の管理運営計画策定 

・ プロパティマネジメント会社の選定・入居募集等受託会社への再委託の承認 

・ 大規模修繕の計画策定 

・ 配当方針・計画策定 

・ 情報開示（ＩＲ）方針・計画策定 

・ 規程の改廃 

ⅳ．審議方法 

 コンプライアンスオフィサー及び外部専門家１名を含む委員の３分の２以上が出席し、コンプラ

イアンスオフィサー及び外部専門家が賛成し、かつ出席委員の３分の２以上の賛成により決議され

ます。 

  

ｂ. コンプライアンス委員会 

ⅰ．構成員 

 コンプライアンスオフィサー（議長）、各部部長 

ⅱ．開催時期 

 下記審議項目について重要な決議事項が生じたと議長が判断、若しくは関係各部より請求があっ

た場合、議長を招集権者として開催されます。 

ⅲ．審議項目 

 コンプライアンス委員会では、運用資産の運用に関する下記の事項について法令等遵守状況の確

認を行います。 

・ 前記「第３ 管理及び運営 ２ 利害関係人との取引制限」に定義される関連会社等からの運

用資産の取得及び関連会社等への運用資産の売却 

・ プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定 

・ その他コンプライアンスオフィサーが必要と判断した事項 

ⅳ．審議方法 

 コンプライアンスオフィサーを含む委員の３分の２以上が出席し、コンプライアンスオフィサー

が賛成し、かつ出席委員の３分の２以上の賛成により決議されます。 

  

ニ．コンプライアンスオフィサー 

ａ. 選任方法 

 コンプライアンスオフィサーは、取締役会で任命・解任されます。またその職責の重大性に鑑み、

コンプライアンスオフィサーは、コンプライアンス業務に専任して業務に従事するものとします。ま



た、コンプライアンスオフィサーには、法令・規範の遵守のための十分な審査・監督能力を有する人

材が選任されます。  

ｂ. 権限 

 コンプライアンスオフィサーは、各部における業務の検査及び法令その他規制の遵守状況の監督指

導、各会議体における方針決定事項並びに契約書、規約、報告書、資料、広告宣伝物等に関する法令

その他規制の遵守状況（以下「法令等遵守状況」といいます。）の監査を実施する権限を有します。

かかる権限に基づき法令等遵守状況を確認し、法令等遵守状況に問題がある場合は、関連部署に改善

命令を出す権限を有します。また、運用資産の運用に係る案件につき、投資委員会に諮問する前に、

法令等遵守状況を検討した上で、当該案件を承認又は棄却する権限を有します。また、コンプライア

ンスオフィサーは前記の定めに従い、コンプライアンス委員会を招集し、運用資産に関する法令等遵

守状況の確認を行うことができます。 

  

ホ．資産運用会社の意思決定プロセス 

 運用資産の運用に係る決定を行うための決裁書案の作成・提出から議決までのプロセスは、以下のと

おりです。 

ａ. 年度・中長期運用方針・計画策定に関するプロセス 

 運用資産の年度・中長期運用方針・計画の策定は、投資部が運用方針・計画案を作成し、投資部長

に提出します。投資部長は運用方針・計画を起案し、コンプライアンスオフィサーに提出します。コ

ンプライアンスオフィサーは運用方針・計画について法令等遵守状況の確認を行い、投資委員会に提

出します。投資委員会は運用方針・計画及び法的な検討の結果について審議及び法令等遵守状況の確

認を行い、取締役会に提出します。取締役会は運用方針・計画について決議を行います。運用方針・

計画は、取締役会の決議により成立します。投資部長及び運用部長は、実績を年４回投資委員会へ報

告します。（フローチャート①「年度・中長期運用方針・計画策定フローチャート」をご参照下さ

い。） 

  

 



フローチャート①「年度・中長期運用方針・計画策定フローチャート」 

  

 

 



ｂ. 運用資産取得の意思決定プロセス 

 スターツデベロップメント株式会社との間で締結したパイプラインサポート契約及びスターツＣＡ

Ｍ株式会社との間で締結した物件情報提供契約に基づき、投資部が運用資産に係る案件・市場情報を

優先的に取得します。運用資産の年度・中長期運用方針・計画に基づき、投資部は運用資産に関する

情報を収集した上で、現地調査を行います。また、運用資産の購入検討の過程においては、外部の専

門家の調査や助言を得ながら、デューディリジェンス（不動産鑑定評価書、建物状況調査報告書・地

震リスク診断報告書による分析評価及びマーケットレポート等）を行い、法令適合性や収益性を検証

します。投資部は、対象運用資産の取得が運用資産の年度・中長期運用方針・計画に合致すると判断

された場合、取得決裁書案の作成を行い、不動産鑑定評価書等必要な書類を添付して、投資部長に提

出します。投資部長は、新規取得物件の詳細を記載した運用資産の取得決裁書を起案し、コンプライ

アンスオフィサーに提出します。なお、コンプライアンスオフィサーは、関連会社等からの取得時に

は、コンプライアンス委員会を招集します。コンプライアンスオフィサー若しくはコンプライアンス

委員会において、取得決裁書について法令等遵守状況の確認を行い、投資委員会に提出します。投資

委員会において、取得決裁書についての審議及び法令等遵守状況の確認を行い、取締役会に提出しま

す。取締役会は運用資産の取得について決議を行います。取得決裁書は、取締役会の決議をもって成

立します。（フローチャート②「運用資産取得の意思決定フローチャート」をご参照下さい。） 

  

 



フローチャート②「運用資産取得の意思決定フローチャート」 

  

 

 



ｃ. 運用資産売却の意思決定プロセス 

 スターツデベロップメント株式会社との間で締結したパイプラインサポート契約及びスターツＣＡ

Ｍ株式会社との間で締結した物件情報提供契約に基づき、投資部が不動産等の買主候補の情報を取得

致します。さらに、運用資産の売却検討の過程においては、外部の専門家の調査や助言を得ながら、

不動産鑑定評価書やマーケットレポート等の分析を行い、法令適合性や収益性を検証します。投資部

は、対象運用資産の売却が運用資産の年度・中長期運用方針・計画に合致すると判断された場合、売

却決裁書案の作成を行い、不動産鑑定評価書等必要な書類を添付して、投資部長に提出します。投資

部長は、新規売却物件の詳細を記載した運用資産の売却決裁書を起案し、コンプライアンスオフィ

サーに提出します。なお、コンプライアンスオフィサーは、関連会社等への売却時には、コンプライ

アンス委員会を招集します。コンプライアンスオフィサー若しくはコンプライアンス委員会におい

て、売却決裁書について法令等遵守状況の確認を行い、投資委員会に提出します。投資委員会におい

て、売却決裁書についての審議及び法令等遵守状況の確認を行い、取締役会に提出します。取締役会

は運用資産の売却について決議を行います。売却決裁書は、取締役会の決議をもって成立します。

（フローチャート③「運用資産売却の意思決定フローチャート」参照をご参照下さい。） 

  

 



フローチャート③「運用資産売却の意思決定フローチャート」 

  

 

 



ｄ. プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等のプロセス 

 プロパティマネジメント会社の選定及びプロパティマネジメント会社による入居募集等受託会社へ

の再委託についての承認は、運用部が決裁書案を作成し、運用部長に提出します。なお、プロパティ

マネジメント会社の選定・入居募集等受託会社への再委託の承認及びこれらの変更（以下「プロパ

ティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等」といいます。）に際しては、投資法人に対し

て最も有利となるような会社を、複数の候補の中から所定の手続に基づき選定・承認するものとしま

す。また、選定又は再委託が承認されたプロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社との委託

契約においては予め契約期間を定め、契約の満了時には前記の手続を同様に行うものとします。運用

部長は、プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等の詳細を記載した決裁書を起案

し、コンプライアンスオフィサーに提出します。コンプライアンスオフィサーは、プロパティマネジ

メント会社・入居募集等受託会社の選定等について、コンプライアンス委員会を招集します。コンプ

ライアンス委員会はプロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等について法令等遵守

状況の確認を行い、投資委員会に提出します。投資委員会において、プロパティマネジメント会社・

入居募集等受託会社の選定等について審議及び法令等遵守状況の確認を行い、取締役会に提出しま

す。取締役会はプロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等について決議を行いま

す。プロパティマネジメント会社・入居募集等受託会社の選定等は、取締役会の決議をもって成立し

ます。（フローチャート④「プロパティマネジメント会社の選定フローチャート」及びフローチャー

ト⑤「入居募集等受託会社の承認フローチャート」をご参照下さい。） 

  

 



フローチャート④「プロパティマネジメント会社の選定フローチャート」 

  

フローチャート⑤「入居募集等受託会社の承認フローチャート」 

 



  

 

 



ｅ. 運用資産の管理運営・賃貸の計画策定プロセス 

 運用資産の管理運営・賃貸の計画の策定は、運用部がプロパティマネジメント会社及び入居募集等

受託会社の作成した管理運営計画書を入手し、運用部にて管理運営計画案を作成し、運用部長に提出

します。運用部長は、管理運営の詳細を記載した運用資産の管理運営計画を起案し、コンプライアン

スオフィサーに提出します。コンプライアンスオフィサーは運用資産の管理運営計画案について法令

等遵守状況の確認を行い、投資委員会に提出します。投資委員会は、提出された管理運営計画案及び

法的な検討の結果について審議及び法令等遵守状況の確認を行い、取締役会に提出します。取締役会

は管理運営・賃貸の計画について決議を行います。管理運営計画は、取締役会の決議をもって成立し

ます。 

  

ヘ．社内のコンプライアンス体制 

ａ. コンプライアンスオフィサーの役割 

 資産運用会社のコンプライアンスを統括する責任者として、コンプライアンスオフィサーを置き、

コンプライアンスに関する業務を担当します。コンプライアンスオフィサーは、以下の事項について

企画、実行します。 

ⅰ．コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアルの作成及び改定の立案 

ⅱ．コンプライアンス・プログラム案の策定とプログラムの進捗管理 

ⅲ．コンプライアンスに関する教育、啓蒙に関する計画の策定、実行 

ⅳ．コンプライアンス案件に対する判断 

ⅴ．コンプライアンス遵守状況に関する情報の収集と対応策の検討、関係者への報告 

ⅵ．コンプライアンスに関する問題がある場合の改善指示 

ⅶ．コンプライアンス違反等発生時の調査、事後対策の検討、指示 

ⅷ．関係当局、外部専門家（弁護士、外部監査人等）の対応 

 コンプライアンスオフィサーは、関係部長の了承を得て、関係部の担当者に上記各事項の企画、

実行について補助を行わせることができます。 

  

ｂ. コンプライアンスの運営 

ⅰ．コンプライアンスオフィサーへの報告 

 役職員は、業務執行にあたって以下の事項が発生した場合は速やかにコンプライアンスオフィ

サーに報告し、コンプライアンス面からの指示を仰がなければなりません。 

(a) 法令諸規則等に反する行為を行い、法的リスク・社会的リスクが顕在化している案件 

(b) 取引に際して法令諸規則等に関して明確でない事項が存在し、対応方法に係る判断が必要な案

件 

(c) 顧客等からの苦情等 

(d) 顧客等からの照会等 

ⅱ．報告事項への対処 

 コンプライアンスオフィサー又は代表取締役は、報告を受けた上記各報告事項について、コンプ

ライアンス規定に従い以下のいずれかの措置を執ります。 

(a) コンプライアンスオフィサーは、報告を受けた上記ⅰ(a)ないし(c)該当事項のうち取締役会の

審議・決議事項又は報告事項と判断されるものについては、速やかに代表取締役に報告し、代

表取締役は当該案件について取締役会を招集し、取締役会が審議・決議を行います。またコン

プライアンスオフィサーは、事後対策の状況についても取締役会に報告するものとします。 

(b) コンプライアンスオフィサーは、報告を受けた上記ⅰ(d)該当事項のうち重要な事項について

は、速やかに代表取締役に報告するものとします。 

(c) 上記(a)及び(b)に拘らず、取締役又は監査役の法令等違反行為については、代表取締役及びコ

ンプライアンスオフィサーは、それぞれ取締役会の招集及び監査役への報告を行うものとしま

す。 

  



ｃ. モニタリング 

 コンプライアンスオフィサーは以下の状況について定期的（少なくとも半期毎）にモニタリングを

実施します。 

ⅰ．各部の業務遂行における法令諸規則等の遵守状況 

ⅱ．コンプライアンス・プログラムの進捗状況 

 モニタリングの実施の結果について、コンプライアンスオフィサーは、資産運用会社のコンプラ

イアンス規程に従い、上記ｂ．の記載に準じて直ちに代表取締役、取締役会又は監査役に報告する

ものとします。 

  

ｄ. コンプライアンス・プログラム 

 コンプライアンスオフィサーは、良好なコンプライアンス態勢を実現するために、毎期初にコンプ

ライアンス実践のための計画として、コンプライアンス・プログラムを策定しなければなりません。

 コンプライアンス・プログラムは、以下の事項を含むこととします。 

ⅰ．コンプライアンス・マニュアルの整備計画 

ⅱ．内部統制の実施計画（体制整備、法令諸規則等の遵守状況のモニタリング） 

ⅲ．教育・研修計画 

  

ｅ. 組織に係る社内検査体制 

ⅰ．検査体制 

 検査はコンプライアンスオフィサーが統括・担当し、すべての組織及び職種を対象として行われ

ます。 

ⅱ．検査の内容 

 検査の内容は以下のとおりとし、時期・項目・方法はコンプライアンスオフィサーが決定しま

す。 

・ 各組織の業務及び運営が関係諸法令、社団法人投資信託協会（以下「投資信託協会」といいま

す。）が定める諸規則及び資産運用会社の諸規程その他規制（以下「法令等」といいます。）に

従って適正かつ効率的に行われているかどうかの検査 

・ 各会議体における方針決定事項並びに契約書、規約、報告書、資料、広告宣伝物等が法令等に

従って適正かつ効率的に行われているかどうかの検査 

・ 不正又は重大な過失の発見及び未然防止のための検査 

・ その他必要な事項の検査 

ⅲ．検査結果に対する対応 

 法令に反した役職員、あるいは社内規則等につき重大な違反行為を行った役職員に対しては、再

研修プログラムを策定し、受講を義務付けます。但し、当該法令違反が軽微であるとコンプライア

ンスオフィサーが判断した場合は、再研修プログラムの受講を免除することがあります。 

 上記の他、コンプライアンスオフィサーは代表取締役からの特命により、検査を行うことがあり

ます。 

  

(3）【大株主の状況】 

      （本書の日付現在）

  名称 住所 
所有 
株式数 
（株） 

比率 (注) 

（％） 

  
スターツアメニティー
株式会社 

東京都江戸川区春江町四丁目５番地９ 2,000 66.6 

  
スターツコーポレーシ
ョン株式会社 

東京都中央区日本橋三丁目３番９号 1,000 33.3 



（注) 「比率」とは、発行済株式総数に対する所有株式数の比率をいい、小数点第１位未満を切り捨てています。 

  

 

  合 計   3,000 100.0 



(4）【役員の状況】 

 本書の日付現在の資産運用会社の役員の状況は、以下のとおりです。 

（注１) 本書の日付現在、資産運用会社の従業員は12名です。 

（注２) 平出和也は、資産運用会社であるスターツアセットマネジメント投信株式会社の代表取締役と本投資法人の執行役員を兼務していますが、投信法第13

条の規定に基づき、平成16年12月20日付で金融庁長官から兼職の承認を得ています。 

  

 

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 
（株） 

代表 

取締役 
平出 和也 

前記「第１ 投資法人の追加情報 ２ 役員の状況」をご参照下さ

い。 
0 

取締役 

投資部長 
吉澤 一嘉 

昭和61年４月 

  

平成16年６月 

千曲不動産株式会社（現スターツコーポレーション

株式会社）入社 

スターツアセットマネジメント投信株式会社取締役

就任（現任） 

0 

取締役 

管理部長 
高内 啓次 

昭和62年４月 

  

平成13年11月 

千曲不動産株式会社（現スターツコーポレーション

株式会社）入社 

スターツアセットマネジメント投信株式会社取締役

就任（現任） 

0 

取締役 

(非常勤) 
市村 義和 

昭和56年６月 

  

平成９年６月 

平成16年４月 

平成16年６月 

  

  

平成17年10月 

千曲不動産株式会社（現スターツコーポレーション

株式会社）入社 

取締役就任 

常務取締役就任（現任） 

スターツアセットマネジメント投信株式会社取締役

就任（スターツ株式会社（現スターツコーポレーシ

ョン株式会社）常務取締役を兼務） 

スターツデベロップメント代表取締役就任（現任） 

0 

監査役 

(非常勤) 
村松 久行 

平成元年４月 

  

平成７年３月 

平成７年４月 

平成８年４月 

平成11年11月 

平成13年４月 

  

平成13年11月 

スターツ株式会社（現スターツコーポレーション株

式会社）入社 

スターツ出版株式会社監査役就任 

スターツアメニティー株式会社監査役就任 

エスティーメンテナンス株式会社監査役就任 

スターツ証券株式会社監査役就任 

株式会社リアルジョブ（現ピタットハウスネットワ

ーク株式会社）監査役就任 

スターツアセットマネジメント投信株式会社監査役

就任 

0 



 なお、本書の日付現在の資産運用会社のコンプライアンスオフィサーは、以下のとおりです。 

  

 また、本書の日付現在の資産運用会社の重要な使用人は以下のとおりです。 

  

(5）【事業の内容及び営業の概況】 

① 事業の内容 

 資産運用会社は、投信法上の投資信託委託業者として投資法人資産運用業を行うほか、投資助言業務の

届出を行っています。 

  

② 営業の概況 

 本書の日付現在、資産運用会社が資産の運用を行う投資法人又は運用の指図を行う投資法人は、本投資

法人のみです。 

  

③ 資産運用会社としての業務 

イ. 資産運用業務 

 本投資法人を代理して、本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、本投資法人の資

産の取得・運用・処分を行うこと。 

ロ. 資金調達業務 

ⅰ．本投資法人を代理して、本投資法人が行う投資口の追加発行、借入れ若しくは借換え又は投資法人

債の発行（以下、これらを併せて「資金調達」といいます。）並びにその前提及び付随関連業務を行

うこと。 

ⅱ．本投資法人を代理して、本投資法人が発行する投資証券の上場申請、その他上場に関する業務を行

うこと。 

ⅲ．委託業者が発行する投資証券が上場された場合、本投資法人を代理して、本投資法人に関する情報

の随時開示、その他のＩＲ活動を行うこと。 

ⅳ．本投資法人が行った資金調達の取決めに基づく継続的な管理上の要求に応じて、本投資法人を代理

して、本投資法人への資金供給者（投資法人債管理者を含みます。）に報告をすること。 

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 
（株） 

コンプライ

アンスオフ

ィサー 

吉見 照男 

昭和38年３月 

平成４年４月 

平成６年６月 

  

平成11年４月 

平成16年６月 

株式会社大和銀行入社 

大弥商事株式会社入社 

スターツ株式会社（現スターツコーポレーション株

式会社）入社 法人事業部長就任 

分譲事業部事業開発部長就任 

スターツアセットマネジメント投信株式会社コンプ

ライアンスオフィサー就任 

0 

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 
（株） 

運用部長 鈴木 秀範 

昭和47年３月 

昭和62年１月 

平成元年９月 

平成３年４月 

平成６年10月 

平成７年11月 

平成12年８月 

平成13年７月

平成13年11月 

三洋証券株式会社ディーラー及びトレーダー 

三洋証券株式会社国際本部国際営業企画課長就任 

三洋証券株式会社外国株式部次長就任 

三洋証券株式会社オーストラリア現地法人社長就任 

三洋証券株式会社チーフストラテジスト 

三洋証券株式会社国際営業部部長就任 

牛久シティホテルフロントマネージャー就任 

株式会社スターツ総合研究所勤務 

スターツアセットマネジメント投信株式会社運用部

長就任 

0 



ハ. 報告業務 

 委託業務に関して、定期的に報告書を作成して本投資法人に交付するほか、本投資法人の求めに応じ

て報告すること。 

ニ. 付随業務 

 その他イ．ないしハ．に付随する業務を行うこと。 

  

④ 資本関係 

 該当事項はありません。 

  

  



２【その他の関係法人の概況】 

Ａ 資産保管会社 

(1）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① 名称 

 中央三井信託銀行株式会社 

② 資本金の額 

 平成18年３月31日現在 356,437百万円 

③ 事業の内容 

 銀行法（昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。以下「銀行法」といいます。）に基づき銀行

業を営むとともに、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律（昭和18年法律第43号、その後の改正を含

みます。以下「兼営法」といいます。）に基づき信託業務を営んでいます。 

  

(2）【関係業務の概要】 

① 本投資法人の保有する資産に関して、それぞれの資産に係る権利行使をする際に必要とする当該資産に

係る権利を証する書類等（不動産の登記済権利証、信託受益権証書、契約書、有価証券その他の証書、書

類）その他の書類等の保管 

② 預金口座の入出金の管理及び振替管理事務 

③ 帳簿等の作成事務 

④ 上記に関して必要となる配送及び輸送事務 

⑤ 本投資法人の印鑑の保管事務 

⑥ その他前号に準ずる業務又は付随する業務 

  

(3）【資本関係】 

該当事項はありません。 

  

Ｂ 投資主名簿等管理人 

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容 

① 名称 

 中央三井信託銀行株式会社 

② 資本金の額 

 平成18年３月31日現在 356,437百万円 

③ 事業の内容 

 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。 

  

(2) 関係業務の概要 

① 投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務 

② 投資口の名義書換及び質権の登録又はその抹消に関する事務 

③ 実質投資主通知及び実質投資主の抹消・減少通知の受理に関する事務 

④ 投資証券不所持の取扱に関する事務 

⑤ 投資主、実質投資主及び登録質権者又はこれらの者の代理人等（以下「投資主等」といいます。）の氏

名、住所及び印鑑の登録に関する事務 

⑥ 投資主等の提出する届出の受理に関する事務 

⑦ 投資証券の交付に関する事務 

⑧ 投資主及び実質投資主の名寄せに関する事務 

⑨ 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書（又は委

任状）の作成及び集計に関する事務 

⑩ 金銭の分配（以下、総称して「分配金」といいます。）の計算及びその支払いのための手続きに関する



事務 

⑪ 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務 

⑫ 投資口に関する照会応答、諸証明書の発行及び事故届出の受理に関する事務 

⑬ 委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理保管に関する事務 

⑭ 新投資口の発行（投資口の併合又は分割を含みます。）に関する事務 

⑮ 投資主及び実質投資主の権利行使に関する請求その他の投資主及び実質投資主からの申し出の受理に関

する事務（上記の事務に関連するものに限ります。） 

⑯ 法令又はこの契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務 

⑰ 前各号に掲げる事務のほか、契約当事者が協議の上定める事務 

  

(3) 資本関係 

該当事項はありません。 

  

Ｃ 一般事務受託者 

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容 

① 名称 

 中央三井信託銀行株式会社 

② 資本金の額 

 平成18年３月31日現在 356,437百万円 

③ 事業の内容 

 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。 

  

(2) 関係業務の概要 

① 本投資法人の経理に関する事務 

② 本投資法人の計算に関する事務 

③ 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務 

④ 本投資法人の納税に関する事務 

⑤ 本投資法人の事務運営に関する事務 

⑥ 本投資法人の役員会及び投資主総会に係る議事録の作成に関する事務 

⑦ その他契約当事者が別途合意する事務 

  

(3) 資本関係 

該当事項はありません。 

  

 



Ｄ 引受人 

(1) 名称、資本金の額及び事業の内容 

（注） 資本金の額は、百万円以下を切り捨てています。 

  

(2) 関係業務の概要 

投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第１号）として、本投資証券の買取引受けを行います。 

  

(3) 資本関係 

該当事項はありません。 

  

  

名称 
資本金の額（注） 
（百万円） 

（平成18年３月31日現在） 
事業の内容 

新光証券株式会社 125,167 

証券取引法に基づく証券
業を営んでいます。 

野村證券株式会社 10,000 

中央証券株式会社 4,374 

みずほインベスターズ証券 
株式会社 

80,288 

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 27,270 



第５【投資法人の経理状況】 
  

１ 財務諸表の作成方法について 

 本投資法人の第１期計算期間（平成17年５月２日（成立日）から平成18年４月末日まで）の財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みま

す。以下「財務諸表等規則」といいます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の貸借対照表、損益

計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則」（平成12年総理府令第134

号。その後の改正を含みます。以下「投資法人計算規則」といいます。）に基づいて作成しております。 

 第２期計算期間以降については財務諸表等規則及び同規則第２条の規定により投資法人の計算に関する規則

（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成します。 

  

２ 監査証明について 

 本投資法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第１期計算期間の財務諸表についてあずさ監査法

人の監査を受けております。 

  

３ 連結財務諸表について 

 本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。 

 



１【財務諸表】 

(1）【貸借対照表】 

 

区分 

第１期 
（平成18年４月30日現在） 

金額（千円） 構成比（％） 

資産の部         

Ⅰ 流動資産         

現金及び預金     18,189   

信託現金及び信託預金 ※１   350,895   

営業未収入金     3,846   

前払費用     26,486   

繰延税金資産     29   

未収消費税等     19,581   

その他流動資産     1,115   

流動資産合計     420,144 5.0 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産         

信託建物 ※１ 3,770,586     

減価償却累計額   34,024 3,736,562   

信託構築物 ※１ 28,939     

減価償却累計額   716 28,223   

信託工具器具備品 ※１ 173     

減価償却累計額   6 166   

信託土地 ※１   4,248,519   

有形固定資産合計     8,013,471 94.4 

２．投資その他の資産         

差入敷金保証金     10,000   

長期前払費用     40,973   

投資その他の資産合計     50,973 0.6 

固定資産合計     8,064,444 95.0 

資産合計     8,484,589 100.0 



  

  

区分 

第１期 
（平成18年４月30日現在） 

金額（千円） 構成比（％） 

負債の部         

Ⅰ 流動負債         

営業未払金     9,464   

未払金     63,587   

未払費用     14,757   

未払法人税等     1,467   

その他流動負債     14   

流動負債合計     89,291 1.0 

Ⅱ 固定負債         

長期借入金 ※１   3,920,000   

信託預り敷金保証金     125,291   

固定負債合計     4,045,291 47.7 

負債合計     4,134,582 48.7 

出資の部 ※３       

Ⅰ 出資総額         

出資総額 ※２   4,259,130 50.2 

Ⅱ 剰余金         

当期未処分利益     90,876   

剰余金合計     90,876 1.1 

出資合計     4,350,006 51.3 

負債・出資合計     8,484,589 100.0 



(2）【損益計算書】 

 

区分 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

金額（千円） 百分比（％） 

経常損益の部         

Ⅰ 営業損益の部         

１．営業収益         

賃貸事業収入 ※１ 311,320 311,320 100.0 

２．営業費用         

賃貸事業費用 ※１ 105,005     

資産運用報酬   25,022     

資産保管委託報酬   6,173     

一般事務委託報酬   14,248     

役員報酬   4,800     

その他営業費用   1,409 156,659 50.3 

営業利益     154,661 49.7 

Ⅱ 営業外損益の部         

１．営業外収益         

受取利息   1     

消費税差額   14,481 14,483 4.7 

２．営業外費用         

支払利息   14,757     

融資関連費用   7,094     

新投資口発行費   2,311     

新投資口公開関連費   24,317     

創業費償却   28,350 76,830 24.7 

経常利益     92,314 29.7 

税引前当期純利益     92,314 29.7 

法人税、住民税及び事業税   1,468     

法人税等調整額   △29 1,438 0.5 

当期純利益     90,876 29.2 

前期繰越利益     －   

当期未処分利益     90,876   



(3）【金銭の分配に係る計算書】 

  

  

区分 
第１期 

自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

Ⅰ 当期未処分利益 （円） 90,876,356 

Ⅱ 分配金の額 
（投資口１口当たり分配金の額) 

（円） 
90,872,997 
（4,061）

Ⅲ 次期繰越利益 （円） 3,359 

分配金の額の算出方法   本投資法人の規約第35条第１項の定める金銭の分配の方針

に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税

特別措置法第76条の15に規定されている「配当可能所得の

金額」の90％に相当する金額を超えるものとしておりま

す。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発

行済投資口22,377口の整数倍の最大値となる90,872,997円

を利益分配金として分配することといたしました。なお、

本投資法人規約第35条第４項に定める利益を超えた金銭の

分配は行いません。 



(4）【キャッシュ・フロー計算書】 

 

区分 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 92,314 

減価償却費 34,747 

受取利息 △1 

支払利息 14,757 

営業未収入金の増加・減少額 △3,846 

前払費用の増加・減少額 △26,486 

未収消費税等の増加・減少額 △19,581 

営業未払金の増加・減少額 9,464 

未払金の増加・減少額 63,587 

長期前払費用の増加・減少額 △40,973 

その他 △1,101 

小計 122,880 

利息の受取額 1 

法人税等の支払額 △0 

営業活動によるキャッシュ・フロー 122,882 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

信託有形固定資産の取得による支出 △8,048,218 

差入敷金保証金の支出 △10,000 

信託預り敷金保証金の収入 137,443 

信託預り敷金保証金の支出 △12,152 

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,932,927 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の借入による収入 3,920,000 

投資口の発行による収入 4,259,130 

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,179,130 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少額 369,084 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 － 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 369,084 



〔重要な会計方針〕 

  

 

区分 
第１期 

自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

１．固定資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

  
  

信託建物 15～62年

信託構築物 15～17年

信託工具器具備品 ６年

  ② 長期前払費用 

   定額法を採用しております。 

２．繰延資産の処理

方法 

① 創業費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

  ② 新投資口発行費 

   支出時に全額費用として処理しております。 

 なお、平成17年11月29日付一般募集による新投資口の発行は、引受証券会

社が発行価額で引受を行い、これを発行価額と異なる発行価格で一般投資家

に販売する買取引受契約（「スプレッド方式」といいます。）によっており

ます。 

 「スプレッド方式」では、発行価格と発行価額との差額は、引受証券会社

の手取金であり引受証券会社に対する事実上の引受手数料となることから、

本投資法人から引受証券会社への引受手数料の支払いはありません。平成17

年11月29日付一般募集による新投資口発行に際し、発行価格と発行価額との

差額の総額は、216,000千円であり、引受証券会社は発行価額で引受を行

い、同一の発行価格で一般投資家に販売する買取引受契約（「従来方式」と

いいます。）による新投資口発行であれば、新投資口発行費として処理され

ていたものであります。 

 このため、「スプレッド方式」では、「従来方式」に比べ、新投資口発行

費は、216,000千円少なく計上され、また経常利益及び税引前当期純利益は

同額多く計上されております。 

３．収益及び費用の

計上基準 

固定資産税等の処理方法 

 保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等について

は、賦課決定された税額のうち当期に納税する額を賃貸事業費用として費用処

理する方法を採用しております。 

 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資

法人が負担すべき初年度の固定資産税相当額については、費用に計上せず当該

不動産の取得原価に算入しております。 



  

 

区分 
第１期 

自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

４．キャッシュ・フ

ロー計算書にお

ける資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金

及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 

５．その他財務諸表

作成のための基

本となる重要な

事項 

① 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 

 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の

すべての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じたすべての収益及び費用勘

定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しておりま

す。 

 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目に

ついては、貸借対照表において区分掲記することとしております。 

ａ．信託現金及び信託預金 

ｂ．信託建物、信託構築物、信託工具器具備品、信託土地 

ｃ．信託預り敷金保証金 

  ② 固定資産の減損に係る会計基準 

   固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号）が平成17年４月１日以後開始する事業年

度から適用されることに伴い、これを適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  ③ 消費税等の処理方法 

   消費税等の会計処理は、税抜処理によっております。但し、固定資産につ

いては、税込処理によっております。 



〔注記事項〕 

（貸借対照表関係） 

  

 

第１期 
（平成18年４月30日現在） 

※１．担保に供している資産及び担保を付している債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 
  

  （単位：千円）

信託現金及び信託預金 350,895

信託建物 3,736,562

信託構築物 28,223

信託工具器具備品 166

信託土地 4,248,519

合計 8,364,367

担保を付している債務は次のとおりです。 
  

  （単位：千円）

長期借入金 3,920,000

合計 3,920,000

※２．発行することができる投資口の総数及び発行済投資口数 
  

発行することができる投資口の総数 2,000,000口

発行済投資口数 22,377口
  

※３．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額 50,000千円



（損益計算書関係） 

  

 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

※１．不動産賃貸事業損益の内訳 
  

  （単位：千円）

Ａ．不動産賃貸事業収益  

賃貸事業収入  

賃貸料 257,104

共益費 17,586

駐車場収入 11,242

付帯収入 26

その他賃料収入 25,360

不動産賃貸事業収益合計 311,320

Ｂ．不動産賃貸事業費用  

賃貸事業費用  

管理業務費 25,620

修繕費 11,893

公租公課 5,668

信託報酬 8,197

水道光熱費 7,012

損害保険料 2,724

減価償却費 34,747

その他賃貸事業費用 9,141

不動産賃貸事業費用合計 105,005

   

Ｃ．不動産賃貸事業損益（Ａ－Ｂ） 206,314



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

（リース取引関係） 

  

（有価証券関係） 

  

（デリバティブ取引関係） 

  

（退職給付関係） 

  

 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額 
  

  （単位：千円）

  （平成18年４月30日現在） 

現金及び預金 18,189

信託現金及び信託預金 350,895

現金及び現金同等物 369,084

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

リース取引を行っていないため、該当事項はありません。 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

有価証券取引を行っていないため、該当事項はありません。 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。 



（税効果会計関係） 

  

（持分法損益等） 

  

（関連当事者との取引） 

  

 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 
  

  （単位：千円）

（繰延税金資産）  

未払事業税損金不算入額 29

繰延税金資産合計 29

（繰延税金資産の純額） 29

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 
  

  （単位：％）

法定実効税率 39.39

（調整）  

支払分配金の損金算入額 △38.77

その他 0.94

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.56

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

本投資法人には関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

１．親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

２．役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

３．子会社等 

 該当事項はありません。 

４．兄弟会社等 

 該当事項はありません。 



（投資口１口当たり情報） 

（注） １口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。なお、１口当たり当期純利益については、実際に運用を開始した日である平成17年12

月１日を期首とみなして日数加重平均投資口数により算定していますので、当該日数加重平均投資口数を括弧内に併記しています。 

  

 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

  

１口当たり純資産額 194,396円 

１口当たり当期純利益 9,237円 

  （4,062円）

１口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています

が、実際に運用を開始した日である平成17年12月１日を期首とみなして日数加重平均投資口数により

算定した１口当たり当期純利益を括弧内に併記しています。 

また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していませ

ん。 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

当期純利益（千円） 90,876 

普通投資主に帰属しない金額（千円） － 

普通投資口に係る当期純利益（千円） 90,876 

期中平均投資口数（口） 
9,838 

（22,372）



〔重要な後発事象〕 

 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

１．投資口の追加発行 

 平成18年４月６日及び平成18年４月21日開催の役員会において、特定資産の取得資金及び借入金

の返済の一部等に充当する目的で、新投資口の発行を決議いたしました。一般募集による発行につ

いては平成18年５月１日に払込が完了し、第三者割当による発行については平成18年５月31日に払

込が完了しました。 

 この結果、出資総額は6,930,929,000円、発行済投資口数は36,877口となっております。 

(1）公募による新投資口発行（一般募集） 
  

① 発行新投資口数 ：13,500口 

② 発行価格 ：１口あたり192,103円 

③ 発行価格の総額 ：2,593,390,500円 

④ 発行価額 ：１口あたり184,262円 

⑤ 発行価額の総額 ：2,487,537,000円 

⑥ 払込期日 ：平成18年５月１日 

⑦ 分配金起算日 ：平成18年５月１日 

(2）第三者割当による新投資口発行 
  

① 発行新投資口数 ：1,000口 

② 発行価額 ：１口あたり184,262円 

③ 発行価額の総額 ：184,262,000円 

④ 払込期日 ：平成18年５月31日 

⑤ 分配金起算日 ：平成18年５月１日 

２．資金の借入れ 

 平成18年５月２日付にて、不動産信託受益権の取得資金等に充当するため、下記のとおり資金の

借入れを行いました。 

（タームローン） 
  

① 借入先 ：株式会社りそな銀行 

  ：株式会社あおぞら銀行 

② 借入金額 ：2,700百万円 

③ 利率 ：0.85273％ 

④ 借入実行日 ：平成18年５月２日 

⑤ 返済期日 ：平成21年５月１日 

⑥ 担保の有無 ：有担保 



 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

３．資産の取得 

 本投資法人では、第１期末（平成18年４月30日）後、以下の物件を取得しています。 

① プロシード松濤 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：937,400千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：東京都渋谷区松濤二丁目３番11号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地236.62㎡／建物978.24㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 

建築時期 ：平成17年11月18日 

総賃貸可能面積 ：890.22㎡ 

② プロシード参宮橋 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：497,600千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：東京都渋谷区代々木三丁目57番10号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地221.93㎡／建物605.19㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根７階建 

建築時期 ：平成17年７月22日 

総賃貸可能面積 ：527.88㎡ 

③ パレス浦安 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：431,400千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：千葉県浦安市富士見一丁目２番１号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地1,067.00㎡／建物1,957.08㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

建築時期 ：平成４年６月４日 

総賃貸可能面積 ：1,792.37㎡ 



 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

④ ワコーレ新小岩Ⅱ 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：465,200千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：東京都江戸川区松島二丁目31番４号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地600.33㎡／建物1,772.07㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根７階建 

建築時期 ：平成３年３月15日 

総賃貸可能面積 ：1,629.07㎡ 

⑤ サンフォレストⅠ 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：383,600千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：千葉県八千代市緑が丘二丁目９番 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地2,378.67㎡／建物1,854.26㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

建築時期 ：平成９年２月12日 

総賃貸可能面積 ：1,805.76㎡ 

⑥ サンフォレストⅡ 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：339,000千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：千葉県八千代市緑が丘二丁目８番２号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地2,328.81㎡／建物1,655.29㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

建築時期 ：平成９年２月12日 

総賃貸可能面積 ：1,605.12㎡ 



 

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

⑦ プロシード都立大学 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：790,400千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：東京都目黒区八雲一丁目５番８号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地215.01㎡／建物894.23㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 

建築時期 ：平成18年３月13日 

総賃貸可能面積 ：808.65㎡ 

⑧ プロシード太閤通 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：403,400千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：愛知県名古屋市中村区太閤通四丁目31番地

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地295.70㎡／建物1,249.15㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根７階建 

建築時期 ：平成18年３月15日 

総賃貸可能面積 ：1,132.40㎡ 

⑨ コローレ 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：208,500千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：福岡県福岡市南区大橋三丁目15番３号 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地832.75㎡／建物1,320.46㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 

建築時期 ：平成10年２月13日 

総賃貸可能面積 ：1,140.00㎡ 



  

  

第１期 
自 平成17年５月２日 
至 平成18年４月30日 

⑩ αネクスト那珂川 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：150,400千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：福岡県筑紫郡那珂川町片縄二丁目15番地 

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地791.35㎡／建物1,502.32㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根６階建 

建築時期 ：平成２年７月24日 

総賃貸可能面積 ：1,414.96㎡ 

⑪ プロシード穂波町 
  

（取得の概要）   

取得資産 ：不動産を信託する信託の受益権 

取得価格 ：275,000千円 

取得日 ：平成18年５月２日 

（取得資産の概要）   

所在地 ：愛知県名古屋市千種区穂波町三丁目55番地

用途 ：共同住宅 

面積 ：土地381.19㎡／建物640.46㎡ 

構造・階数 ：鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

建築時期 ：平成18年３月27日 

総賃貸可能面積 ：619.68㎡ 



(5）【附属明細表】 

① 有価証券明細表 

 該当事項はありません。 

  

② 特定取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。 

  

③ 不動産等明細表のうち総括表 

  

④ その他特定資産の明細表 

 該当事項はありません。 

  

⑤ 投資法人債明細表 

 本投資法人では、投資法人債を発行していないため、該当事項はありません。 

  

⑥ 借入金等明細表 

（注１) 平均利率は、期中加重平均利率を記載しています。 

（注２) 資金使途は、いずれも不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。 

 

資産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

減価償却累計額 
差引当期末
残高 

摘要 
又は償却累
計額 

当期償却額 

有 
形 
固 
定 
資 
産 

信託建物 － 3,770,586 － 3,770,586 34,024 34,024 3,736,562   

信託構築物 － 28,939 － 28,939 716 716 28,223   

信託工具器
具備品 

－ 173 － 173 6 6 166   

信託土地 － 4,248,519 － 4,248,519 － － 4,248,519   

合計 － 8,048,218 － 8,048,218 34,747 34,747 8,013,471   

流動資産 － － － － － － －   

無形固定資産 － － － － － － －   

  区分 
借入日

前期末残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

平均利率
（注１） 

返済期限 返済方法 使途 摘要
  借入先 

長期借入金       

  
株式会社りそな銀行 

平成17年12月１日 
－ 1,960

0.91％ 平成20年12月１日 期限一括 （注２） 

有担保
無保証 
変動 
金利 

株式会社あおぞら銀行 － 1,960

短期借入金 － － － － － － － －

合計   － 3,920   



⑦ 出資総額増減明細表及び出資剰余金増減明細表 

  

  

  

区分 
期首残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

期末残高 
（百万円） 

摘要 

出資総額 － 4,259 － 4,259   

出資剰余金 － － － －   

合計 － 4,259 － 4,259   



２【投資法人の現況】 

【純資産額計算書】 

  

(1) 借入れの予定 

 本投資法人は、取得予定資産の取得資金に充当するため、以下の借入れを行う予定です。 

① タームローン 

（注１) 上表の借入れは、別途定められる貸付先行条件をすべて充足することに加え、上表協調融資団による貸出審査手続における最終的な決裁の完了等を条

件とします。 

（注２) 上表の借入れ予定額は本書の日付現在において予定する本投資法人の借入れの予定額であり、本書に基づく一般募集による手取金額等を勘案した上、

本投資法人より最終的な借入実行の時点までに変更される可能性があります。 

（注３) 上表の借入れに関し、本投資法人が事前に書面にて通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は借入金の全部又は一部を期限前弁済するこ

とがあります。 

  

② 財務制限条項 

 本投資法人の財務状況によって、期限前弁済や追加担保提供等の財務制限を受ける場合があります。 

  

  

  （平成18年４月30日現在）

Ⅰ 資産総額 8,484,589千円

Ⅱ 負債総額 4,134,582千円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,350,006千円

Ⅳ 発行済数量 22,377口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 194,396円

借入先 
借入れ 
予定額 
（注２） 

返済期限 返済方法 使途 摘要

株式会社りそな銀行 
をアレンジャーとする 

協調融資団 
48億8,000万円 平成20年11月22日 期限一括弁済

取得予定資産 
の購入資金 

有担保
無保証 
変動金利 



第６【販売及び買戻しの実績】 
  

（注１) 本邦外における販売又は買戻しの実績はありません。 

（注２) 本投資法人による投資口の払戻しの実績はありません。 

（注３) 本投資法人は、平成17年５月２日に設立されました。 

（注４) １口当たり発行価格200,000円(発行価額（引受価額）190,000円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により投資口を追加発行しまし

た。 

（注５) （注４）に記載した公募増資にあたり新光証券株式会社が行ったオーバーアロットメントによる売出しに関連して、新光証券株式会社に対して１口当

たり発行価額190,000円にて、第三者割当により投資口を追加発行しました。 

（注６) 第２期計算期間開始日から本書提出日までの間、平成18年５月１日に13,500口、平成18年５月31日に1,000口を販売しており、本書提出日現在の発行済

口数は、36,877口となっています。 

  

  

計算期間 発行日
発行
口数 
（口） 

買戻し 
口数 
（口） 

発行済
口数 
（口） 

第１期（平成17年５月２日～平成18年４月30日）

平成17年５月２日
（注３） 

750 0 750

平成17年11月29日
（注４） 

21,600 0 22,350

平成17年12月27日
（注５） 

27 0 22,377



第四部【その他】 
  

１．本書に基づく本投資証券の一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに関して、証券取引法に基づい

て交付目論見書及び請求目論見書が作成されますが、これらを合冊して投資家に配布することがあります（合

冊した目論見書を以下「目論見書」といいます。）。 

  

２．目論見書、交付目論見書及び請求目論見書の各表紙及び裏表紙に、本投資法人の名称及び本店の所在地を記載

することがあり、また、本投資法人のロゴマークや写真、図案を使用することがあります。また、キャッチ・

コピーを使用することもあります。 

  

３．交付目論見書及び請求目論見書の表紙又は表紙裏に金融商品の販売等に関する法律（平成12年法律第161号、

その後の改正を含みます。）に係る重要事項又はリスク要因について記載することがあります。 

  

４．請求目論見書の表紙又は表紙裏に、請求目論見書で用いられている用語が、請求目論見書に別段の定めがある

場合を除いて、交付目論見書において使用される用語と同様の意味を有する旨を記載することがあります。 

  

５．本書「第二部 ファンド情報」及び「第三部 投資法人の詳細情報」の主な内容を要約した文章及び図案を交

付目論見書に記載することがあります。 

  

６．本書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 (2) 投資対象」に記載される取得予定

資産及び取得済資産の主な内容を要約して交付目論見書に記載することがあるとともに、それらの写真及び所

在分布等を交付目論見書に掲載することがあります。交付目論見書の表紙以降の頁に以下の内容を記載しま

す。 

  

  

  次へ 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年７月27日

スターツプロシード投資法人     

  役員会 御中   

  あずさ監査法人 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 長澤 正浩   印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 貞廣 篤典   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に掲げられ

ているスターツプロシード投資法人の平成17年５月２日から平成18年４月30日までの計算期間の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スタ

ーツプロシード投資法人の平成18年４月30日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、投資法人は投資口の追加発行、資金の借入及び資産の取得を行ってい

る。 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人（有価証券報告

書提出会社）が別途保管しております。 
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